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序章 

 

第 1 節 研究の動機 

 

第 1 項 スポーツに関する機会均等の保障の国際的動向 

1975 年 3 月にヨーロッパ・スポーツ担当閣僚会議第 260 会期で採択された「ヨー

ロッパ・みんなのためのスポーツ憲章」の 1 条は、「全ての個人は、スポーツに参加

する権利を有する」とスポーツの参加機会の平等を規定し、その 2 条は「スポーツ

は人間性の成長の重要な要因として奨励されるべきであり、そのために適切な公的

援助がなされなければならない」とスポーツの参加機会の財政保障を講じるよう求

めている1。また、1978 年の第 20 回ユネスコ総会で採択された「体育及びスポーツ

に関する国際憲章」は、その 1 条が「体育及びスポーツの実践は、全ての人にとっ

て基本的権利である」とすべての人にとって体育及びスポーツが基本的権利である

ことを謳い、その 9 条は「国家機関が体育及びスポーツにおいて主要な役割を果た

す」と政府に対して体育及びスポーツを促進するための役割を担うよう求めている2。

さらに、1992 年 9 月にヨーロッパ・スポーツ担当閣僚会議第 480 会期で採択された

「ヨーロッパ・みんなのためのスポーツ憲章（改正）」は、その 1 条 i において「す

べての個人がスポーツに参加できるようにするために」「政府は、スポーツの振興が

人間性の発展の重要要素であるとみなし、『スポーツ倫理規定』に示された諸原則に

従って、同憲章の条項を適用するための必要な処置を講じなければならない」と政

府に対して個人のスポーツの参加機会の確保を求め、12 条において「本憲章のねら

い及び目的を遂行するために、適切な援助及び公的財源（例えば、中央、地域及び

地元のレベル）が役立てられるものとする」と個人のスポーツの参加機会の財政的

保障を規定している3。以上の体育及びスポーツに関する国際憲章から、全ての人の

権利としての体育及びスポーツの機会は政府によって実質的に保障されるべきと考

えられる。 

しかし、スポーツの歴史を振り返れば、スポーツは男性主導により生成・発展し

てきただけに、未だ女性はその機会を十分に保障されているとは言いがたい。 

女性が男性と同じように体育及びスポーツの機会を享受することは、国際レベル

の法規や宣言に謳われている。例えば、1979 年の国連国際会議で採択された「女子
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に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の 10 条 g 項は、「スポーツ及び

体育に積極的に参加する同一の機会」の確保を求めている4。また、1994 年に第 1 回

世界女性スポーツ会議で採択されたブライトン宣言は、1 項で「レジャーやレクリエ

ーションの目的においても、健康の促進や高度なパフォーマンスの追及においても、

スポーツに参加し、関わる平等の機会は、すべての女性の権利であり、人種や肌の

色、言語、宗教、信条、性的志向、年齢、婚姻の状態、身体障害、政治的信念や政

治団体への所属、国籍や社会的素性は関係」しないとし、この宣言があらゆるレベ

ルにおけるスポーツに関する宣言、法律、法典規則や条例を補足するためのもので

あると明言している5。 

以上の国際的憲章から、男女の体育及びスポーツの機会均等を保障することは、

すべての人の体育及びスポーツの機会を確保するための課題の 1 つと考えられる。

体育及びスポーツは基本的権利であり、その保障のためにすべての人の体育及びス

ポーツに参加する機会は確保されなければならない。よって、人種をはじめ、年齢、

身体的な障害の有無、性などの違いによって、体育及びスポーツの基本的権利が侵

害されることは許されない。しかし、女子・女性は歴史的及び社会的に体育及びス

ポーツに参加する機会を存分に享受できていない。よって、すべての人の体育及び

スポーツの機会を確保するためには、まず性別に焦点をあてて、男女の体育及びス

ポーツの機会均等の保障に関する研究に着手することが必要である。 

 

第 2 項 体育・スポーツの機会均等の原則の問題 

体育及びスポーツに関する機会均等の保障については、国際的憲章レベルでの言

及にとどまることなく、日本において試論されている。例えば、諏訪は、体育・ス

ポーツ法規と体育・スポーツ行政との関係性から体育・スポーツの機会均等につい

て次のように主張する。 

体育・スポーツ法規とは、体育・スポーツに関する規範を示した法的規定とされ

る。よって、体育・スポーツ法規という統一的な法体系は存在せず、体育・スポー

ツ法規とは、「体育・スポーツに関わる規範を示した法的規定としての法律・命令・

規則等を総称した呼び方6」なのである。体育・スポーツ法規は、社会規範の一種で

ある法と同じ性格を有しており、「人間が社会生活を営むうえで守るべき規範を社会

規範といい、この社会規範は人間に一定の作為ないし不作為を要求する。法は、社
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会規範の一種である。法の基本的目的は社会秩序を維持し、社会生活の円滑を期す

るとともに、（平均的・分配的）正義の実現をめざすものである。そのため、構成員

すべてに、『生命・自由・幸福追求の権利』を保障しうるものであることを条件とす

る。もし構成員相互の生活利益に対立・争いがあれば、平和裡に調整し解決に貢献

すべきであるとされる。体育・スポーツ法規も、法のこのような性格を備えている

わけである7」。そして、このような法の性格を有する体育・スポーツ法規は、「本質

的に国民ないし住民のものとしての体育・スポーツの振興に貢献すべきものでなけ

ればならず、具体的には、体育・スポーツをいつでも、どこでも、誰でもが、自由

に行えるいわゆる基本的人権としての体育・スポーツの機会均等の具現化のために

ある8」。 

一方、体育・スポーツ行政とは、「統治組織における体育・スポーツ経営」とされ

る9。このような体育・スポーツ行政には 3 つの原則が貫かれており、その原則とは、

①公営、公開、公費の原則、②すべての人に権利としての体育・スポーツの機会を

均等に保障するという機会均等の原則、③特定の政治的・宗教的目的に奉仕するも

のであってはならないとする中立性の原則である10。 

以上のような体育・スポーツ法規と体育・スポーツ行政を貫く考えが、体育・ス

ポーツの機会均等である。体育・スポーツ法規と体育・スポーツ行政との関係につ

いて、諏訪は、上述したように法は「社会規範の一種であり、公権力により支援さ

れた社会実践的な行為の規範ということができる。体育・スポーツ法規もこのよう

な性質を有しているわけであるが、このような法規に基づいてあるいは、法規を実

際に実現していくのが、公的スポーツに関しては体育・スポーツ行政である」と論

じている11。また、スポーツ行政の任務については、「スポーツ行政は、一言で述べ

れば、権利としてのスポーツの機会を均等に保障することがその任務とされるもの

である」としている12。つまり、体育・スポーツの機会均等の具現化のためにある体

育・スポーツ法規を実現していくことが体育・スポーツ行政の使命であると解する

ことができる。 

以上のような体育・スポーツ法規と体育・スポーツ行政との関係性から体育・ス

ポーツの機会均等の重要性を導きだす諏訪の主張は、体育及びスポーツに関する法

規や行政の研究に機会均等という 1 つの重要な視座を与えてくれる。 

しかし、諏訪の主張は実証的な研究や詳細な事例研究を基になされているもので
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はなく、先述したようにまだ試論の段階に過ぎないと言える。この諏訪の主張を補

強しより強固なものにするためには、体育及びスポーツ領域における機会均等の基

準や原則に関する実証的な研究の積み重ねが要請される。このことを認識して体育

及びスポーツの機会均等を保障するための法律を取り上げ、その実証的及び基礎的

な研究に取り組むことは意義あることだと考えられる。 

 

第 3 項 アメリカにおける男女のスポーツの機会均等の保障とタイトルⅨの位置づ

け 

一方、アメリカ合衆国（以下、アメリカと表記）では、体育及びスポーツの機会

均等の保障に関する研究の対象としてふさわしい法規がいくつか存在する。 

井上は、アメリカのスポーツ法規を「アマチュア・スポーツ法」（The Amateur Sport 

Act of 1978）、「体育・スポーツの機会均等に関する諸法」及び「その他の関連する

法規」に分類し、「体育・スポーツの機会均等に関する諸法」を更に「市民的権利に

関する法律」（Civil Rights Act of 1964）、「タイトルⅨ」（Title IX of the Education 

Amendments of 1972）及び「障害者差別禁止諸法」に分類して紹介している13。まず、

市民的権利に関する法律は「人種等による差別」の禁止を規定しており、具体的に

は、その 2 編（Title II）が人種・皮膚の色・信条に基づく公の施設における差別

を、その 6 編（Title VI）が連邦政府の支援を受けるプログラムにおける差別を、

その 7 編（Title VII）が雇用上の差別をそれぞれ禁止し、スポーツに関する公的施

設の利用、プログラムの運営及び雇用の変革に貢献したという。次に、タイトルⅨ

は「性による差別」の禁止を規定しており、具体的には連邦政府の支援を受ける教

育的プログラムにおける性差別を禁止し、女性の体育・スポーツの機会の拡大に貢

献したとされる。最後に、障害者差別禁止諸法は障害者に対する差別の禁止を規定

しており、具体的には、「リハビリテーション法」（Section 504 of Rehabilitation 

Act of 1973）が連邦政府の支援を受ける機関による雇用、教育、健康及び社会サー

ビスにおける障害者に対する差別を、「全障害児童教育法」（The Education for All 

Handicapped Children Act of 1975）が連邦政府の支援を受けるプログラムにおけ

る障害者に対する差別をそれぞれ禁止し、可能な限り体育・スポーツにおける障害

者の機会を開こうとした法律と捉えられている。また、先の「全障害児童教育法」

の「全障害児童」を幼児まで広げて修正した「障害者教育法」（The Individuals with 
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Disabilities Education Act of 1990）は、「障害をもつ児童にその必要性に応じた

教育の利益を与えること、障害児童も健常者と同じ可能性を持って教育されること」

が重要であるとされている。さらに、「アメリカ人障害者法」（The Americans with 

Disabilities Act）は、公的な施設における障害をもつ者に対する差別や障害を持

つ者を排除しうる憶測や偏見に基づく審査基準の適用を禁止し、障害を持つ者が健

常者と同じように公的な施設から恩恵を受けられるよう求めるという。 

また、井上により「体育・スポーツの機会均等に関する諸法」に分類されていな

いアマチュア・スポーツ法は、スポーツの機会均等の保障に関する法規に分類され

てもよかろう。同法について井上は、「本法成立の契機となったのは、エリート・ス

ポーツの課題が主であったが、中でも、法人の目的として、フィジカル・フィット

ネスと国民参加の推進・援助、女性スポーツ・障害者スポーツ・マイノリティスポ

ーツの奨励・援助などが挙げられた点、また、法人の非政治性・非営利性が強調さ

れた点、オリンピック委員会の名称の独占的使用が規定された点などは重要である」

と述べている14。このように、同法は、女性、障害者及びマイノリティのスポーツ活

動への奨励及び援助を規定し、スポーツの機会均等を推進しようとすることから、

スポーツの機会均等の保障に関する法規として位置づけられると考えられる。 

以上のような法規が人種、皮膚の色、性、障害及び国籍などのさまざまな要因に

基づく差別を禁じて、アメリカにおける体育及びスポーツの機会均等の原則の徹底

を図っているが、中でも性に基づく差別を禁止し、アメリカにおける体育及びスポ

ーツの機会均等の原則の徹底を図っているのがタイトルⅨである。1972 年に連邦法

として誕生したタイトルⅨは、その前文が「すべてのアメリカ合衆国国民は、連邦

政府から援助を受けるすべての教育プログラムや活動において、性を理由に排除さ

れたり、利益を与えられなかったり、差別を受けることは許されない」と示すとお

り、教育の一環であるスポーツにおける性差別の禁止を規定している15。つまり、タ

イトルⅨは、アメリカにおける男女の体育及びスポーツの機会均等を保障するため

の法律なのである。よって、タイトルⅨは、男女の体育及びスポーツの機会均等に

関する研究の対象としてふさわしい法律の 1 つと言えるのである。 

 

第 4 項 日本における体育及びスポーツの機会均等の理念と課題 

他方、日本に目を向けると、2011 年 6 月にスポーツ振興法を改正して制定したス
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ポーツ基本法がスポーツの機会均等の理念を謳っている16。同法はその前文において

「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であり、全

ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適正等に応じて、安心かつ公正な環境

の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動

に参画することのできる機会が確保されなければならない」と国民すべてが幸福で

豊かな生活を営むためにスポーツの機会が確保されることを規定し、その 2 条にお

いて「スポーツはこれを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であるこ

とに鑑み、国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ

自律的にその適性及び健康状態に応じて行うことができるようにすることを旨とし

て、推進されなければならない」と個々に応じたスポーツの機会の提供を定めてい

る。 

スポーツ基本法の評価される点の 1 つは、以上のように「スポーツを通じて幸福

で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」と明記されたことである。1961 年

6 月に制定され、2007 年に改正されたスポーツ振興法は、日本におけるスポーツ振

興に関する施策の基本を定めたが、その条文が「綱領的、スローガン的規定」とい

う指摘を受けていた17。また、同法は、スポーツにより幸福で豊かな生活を営む権利

について言及していない。つまり、スポーツ基本法は、スポーツ振興法より一歩踏

み込んでスポーツを捉えているのである。 

しかし、スポーツ基本法には課題も残されている。小野寺は「基本法」という名

称を有する法律の特質について、「基本法は、それぞれの行政分野においては、いわ

ば『親法』として優越的な地位をもち、当該分野の施策の方向付けを行い、他の法

律や行政を指導・誘導する役割を果たしているわけです。こうしたことから、基本

法で定める内容は抽象的なものにとどまることが多く、訓示規定・プログラム規定

でその大半を構成されていることが通常です。したがって、一般的に、基本法の規

定から直ちに国民の具体的な権利・義務までが導き出されることはなく、それが裁

判規範として機能することもほとんどないといっていいでしょう。こうした基本法

の特質に対して、伝統的な法規概念の立場からは、国民の権利・義務に関する規定

がないので法規範とはいえないのではないかという指摘がなされることもありま

す」と述べる18。スポーツ基本法もこのような特質をもつことから、菅原の言葉を借

りれば「（スポーツ：筆者）基本法はスポーツ権の主体・具体的な権利の内容・対象
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を確定的に記載せず、将来制定される個別法に委ね19」、「（スポーツ：筆者）基本法

の個々の条文をさらに具体化するスポーツ政策は、スポーツ基本計画やスポーツに

関する個別立法により遂行されることになる20」。つまり、スポーツ権やその具体的

な内容については、個別立法によって明確にされ、スポーツ政策によって具現化さ

れていくことが課題として残されているのである21。 

以上のような課題が残されている日本において、タイトルⅨは参考となる立法で

ある。文部科学省副大臣としてスポーツ基本法を制定した鈴木寛は、『詳解スポーツ

基本法』の「スポーツ基本法制定に寄せて」の節で「まさに、スポーツは人間形成

そのものである。このような可能性を持つスポーツに励む機会を、誰もが享受でき

なければならない。特に、女子中学生の約 3 割がスポーツをほぼ行わないという現

状を改めるためにも、女子のスポーツ機会の確保は重要だ」と主張する22。これに従

えば、「スポーツ権の主体・具体的な権利の内容・対象」を検討する際には、性別に

注目し、個別立法を視野に入れた男女のスポーツ権とその内容について検討がなさ

れるべきだと考えられる。その際には、体育及びスポーツに関する国際憲章よりも

早くにアメリカのスポーツにおいて性差別を禁じ、スポーツの機会均等を保障した

タイトルⅨが大いに参考にされるべきだと考えられる。 

 以上のことからタイトルⅨを対象とする本研究は、日本にとっても意義あるもの

だと考えられる。 

 

第 5 項 パッツィ・タケモト・ミンクとの出会い 

本研究においてタイトルⅨを研究の対象に取り上げる背景には、筆者の個人的な

動機がある。それは、パッツィ・タケモト・ミンク（Patsy Takemoto Mink：以下、

ミンクと表記）との出会いである。ミンクはハワイ州選出下院議員としてタイトル

Ⅸの原案を起草した一人であり、2002 年 10 月にタイトルⅨはミンクの名を取ってパ

ッツィ・タケモト・ミンク平等教育法（Patsy Takemoto Mink Equal Opportunity in 

Education Act：以下、ミンク法と表記）に改称されている23。筆者は高校女子ソフ

トボールチームのハワイ遠征中にミンクに出会っていたのであるが、当時はミンク

について無知であったため、彼女との出会いを意識することはなかった。しかし、

タイトルⅨがミンク法に改称されたことを機に、改めて当時の大会プログラムを開

いてみて、彼女との出会いを確認したのである。  
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ミンクとの出会いは偶然の出来事に過ぎないかもしれない。しかし、筆者がタイ

トルⅨについて研究を進める中で、政治的なイベントではなくスポーツイベントに

おけるミンクとの出会いを確認すると、その出会いに僅かな必然性を覚えたのであ

る。その僅かな必然性が、筆者をタイトルⅨとミンクの研究に駆り立てるのである。 

  

第 2 節 研究の対象 

 

タイトルⅨの研究と一口で言っても、その研究対象は多岐にわたる。先行研究に

従えば、タイトルⅨは連邦支援を受ける教育機関における性差別を禁止する連邦法

であることから、その適用範囲は教育領域にとどまらず、体育及びスポーツ領域に

も及ぶ。また、スポーツ領域と言っても初等教育レベルから高等教育レベルにおけ

るスポーツ領域にその適用は及ぶ。さらに、高等教育レベルにおけるスポーツ領域

と言ってもレクリエーションレベルから大学対抗運動競技レベルまである。また、

スポーツ領域における性差別の禁止と言っても、運動競技者（学生・生徒）に対す

る性差別から指導者や職員に対する雇用上の性差別、さらには両者におけるセクシ

ャル・ハラスメントまでをその適用範囲とする。このようなタイトルⅨの適用範囲

を考えるとタイトルⅨの研究対象は幅広い。 

しかし、本研究は、男女の体育及びスポーツの機会均等の保障に関する問題意識

から出発して、「スポーツに参加する機会の確保」に関心を寄せることから、大学対

抗運動競技プログラムを研究の対象とし、指導者や職員に対する雇用上の性差別や

セクシャル・ハラスメントについては本研究の対象から外すことにした。 

大学対抗運動競技プログラムを本研究の対象とする理由は、以下の 3 点に整理で

きる。1 つ目の理由は、大学対抗運動競技プログラムの自治的性格に関連する。元来、

大学対抗運動競技プログラムは、学生たちが自由に参加して競いあう私的自治の性

格の強い運動競技スポーツである24。そのような性格を持つスポーツに連邦政府がタ

イトルⅨによって介入するようになった点に関心が寄せられるのである。連邦政府

はタイトルⅨの制定によってどのように大学対抗運動競技プログラムに介入してい

くのか。このような問題意識が大学対抗運動競技プログラムを研究の対象とした 1

つ目の理由である。 

2 つ目の理由は、大学対抗運動競技プログラムの独自性にある。大学対抗運動競技
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プログラムの競技レベルは高等教育機関が提供する運動競技プログラムの中でも最

も競技レベルの高いプログラムである。その競技力と共に全米における知名度はプ

ロスポーツに引けを取らないと言っても過言ではない25。実際に、全米大学運動競技

連盟（National Collegiate Athletic Association：以下、NCAA と表記）に所属す

る大学運動競技プログラムに参加する学生運動競技者は、運動競技奨学金を得て競

技している26。これらの点をみると、大学対抗運動競技プログラムはプロスポーツと

肩を並べるスポーツと捉えられそうである。しかし、大学対抗運動競技プログラム

は、それに参加する学生を「学生運動競技者」（student-athletes）と称することか

らもわかるように、学生運動競技者にある一定水準以上の学業成績を要求する27。学

生運動競技者はその水準を満たせなければ、大学対抗運動競技プログラムに参加す

ることもできないし、当然、運動競技奨学金の給付も打ち切られることになる。こ

のような教育的特性を有することからプロスポーツとは言い難く、またプロスポー

ツではなくとも運動競技奨学金によって学生がその身分を保てるような大学対抗運

動競技プログラムの独自性に関心が寄せられる。この独自性が大学対抗運動競技プ

ログラムを研究の対象とする 2 つ目の理由である。 

最後に 3 つ目の理由であり且つ最も重要な理由は、大学対抗運動競技プログラム

におけるタイトルⅨの実施効果（アウトカム）から乖離した実施状況（アウトプッ

ト）にある。例えば、NCAA の調査報告28によると、1966 年から 1982 年の間にレクリ

エーションプログラムを含む大学スポーツに参加する男子学生が約 1.03倍増加して

いるのに対して、女子学生数は約 4.48 倍の増加をみせている。また、1981 年から

2010 年の間に、大学対抗運動競技プログラムに参加する男子学生数が約 1.5 倍増加

しているのに対して、女子学生数は約 2.5 倍の増加をみせている。さらに、各大学

の運動競技局が提供する男女チームの平均数をみると、1981 年に男子 9.1 チームが

女子 6.4 チームを上回っていたが、1997 年に女子 8.0 チームが男子 7.8 チームを上

回り、2009 年にはその差をさらに広げ、女子 9.0 チーム、男子 7.9 チームとなって

いる。このように、タイトルⅨの制定以降、大学対抗運動競技プログラムに参加す

る女子学生数は上昇し、平均チーム数ではすでに女子が男子を追い抜いている。つ

まり、タイトルⅨの実施の結果、男女の大学対抗運動競技プログラムへの参加機会

の均等化が促進されるという効果（アウトカム）を得ているのである。 

ところが、この実施効果にはそぐわない、タイトルⅨの実施状況（アウトプット）
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が報告されている。例えば、女性スポーツ財団（Women's Sports Foundation：以下、

WSF と表記）は、全米における学校及び大学の運動競技プログラムの 80％から 90％

がタイトルⅨを遵守していないにも関わらず、タイトルⅨを遵守していない教育機

関に科せられる補助金の打ち切りという制裁措置は執行されたことがないと主張す

る29。どのような判断基準のもと「タイトルⅨを遵守していない」と主張しているの

かは不明であるが、このような指摘はタイトルⅨの実施のあり方が問われていると

捉えられ、タイトルⅨが大学対抗運動競技プログラムにおいてどのような実施過程

を辿り、どのような判断基準が大学対抗運動競技プログラムに適用され、実際に大

学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状況はどうなっているのかと

いうことを明らかにするべきだと考えられる。以上のような大学対抗運動競技プロ

グラムにおけるタイトルⅨの実施効果と実施状況とのギャップに対する問題意識が、

大学対抗運動競技プログラムを研究の対象とする 3 つ目の理由に繋がるのである。 

 以上のように大学対抗運動競技プログラムの自治的性格と独自性及び大学対抗運

動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施効果と実施状況とのギャップを理由に、

本研究では大学対抗運動競技プログラムを研究の対象とした。 

 

第 3 節 研究の目的 

 

上記の研究の動機を踏まえて、本研究では大学対抗運動競技プログラムにおける

タイトルⅨの実施過程を明らかにすることを研究の目的とする。 

 

第 4 節 分析の枠組み 

 

本研究では、以下のような分析の枠組みを設定した。 

第一に、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施過程を立法部、

司法部及び行政部のそれぞれの対応と関係の動態として明らかにすることである。 

まず、タイトルⅨの実施過程を立法部、司法部及び行政部から捉える理由は、ア

メリカの政治体制の特徴の 1 つである三権分立のもと、立法、司法及び行政の 3 部

門の権限が制限されており、それぞれの主な任務が、立法部は法の制定、司法部は

法の解釈及び違憲立法審査、そして行政部は法の執行とされている30ことにある。ま
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た、それぞれの任務を政策の視点からみれば、「政策の決定・執行・裁定にかかわる

立法・行政・司法」31と捉えられるからである。 

次に、タイトルⅨの実施過程を立法部、司法部及び行政部から捉える際には、連

邦レベルに焦点を合わせる。これは、タイトルⅨが、連邦議会が制定し、連邦教育

省（Department of Education：以下、DOE と表記）が施行する連邦法であり、「連邦

裁判所が裁判権を行使する事件の主要なものは、合衆国憲法を含む連邦法に関わる

事件32」であるからである。 

また、タイトルⅨの実施過程を立法部、司法部及び行政部から捉える際には、行

政部を中軸に据える。これは、行政部が法（政策）の執行を主要な任務とするから

である。 

さらに、タイトルⅨの実施過程を立法部、司法部及び行政部から捉える際には、

法の歴史的過程を捉えるうえでの動態的及び静態的な分析視角を用いる。これは、

法の歴史的過程を捉えるうえでの動態的及び静態的な分析視角について、法の形成

過程、立法過程、立法学、法の執行及び規制の過程、法形式の循環過程などがある

と指摘されているからである。齋藤33は、法の形成の過程を循環過程として捉え、大

きく立法過程と、前法制における法の執行、規制及び適用の過程と新しい法の形成

の過程とが複合的に存在する過程に区別し、さらに後者については、①法形成に重

要な影響を与えたスポーツの諸事実、②政府及び政権政党によるスポーツの政策課

題の形成、③関連するスポーツ行政立法の制定及び適用、④スポーツ法の形成の動

因となる社会的諸力、⑤スポーツ判例法による法形成、⑥スポーツ固有法による法

形成、⑦法制史、政治史、経済史との関連の 7 つの視点を提示している。これに従

うと、本研究では、タイトルⅨの実施過程の動態を明らかにするために、タイトル

Ⅸの実施過程を「前法制における法の執行、規制及び適用の過程と新しい法の形成

の過程」として捉えることが妥当であると考えられる。そして、まずは、タイトル

Ⅸに関連する行政立法の制定及び適用（行政部の対応）、タイトルⅨに関連する判例

法による法形成（司法部の対応）及びタイトルⅨに関連する立法（立法部の対応）

を分析の視角とする基礎的な研究から始めるものとする。但し、上記 3 つの分析の

視角以外にも、重要な事項、例えば、スポーツ関係団体をはじめ女性団体、大学、

コーチ、競技者などの動向についてはその関係性を把握するものとする。 

上述の歴史的過程を捉える分析の視角に加えて、本研究ではタイトルⅨの実施過
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程を段階モデルの政策過程における法令の体系として捉える。伊藤34は、図 0-1 のよ

うに段階モデルによって政策過程を捉えて、そこに政策の実施を位置付ける。日本

では、国会が法律や予算の形式で主要な政策を決定する。政策の実施は、政策が決

定されたところから始まる。その政策を実施機関である中央省庁とその出先機関或

いは国から事務を受託した都道府県と市町村が政策決定者の意図に従って実施する

が、実際には、決定された通りに政策が実施されることは不可能であり、その理由

に「第１にすべてを政策（法律）に書き込むことは難しい。第 2 に環境変化やニー

ズの変化をあらかじめ予測して政策をつくることはできない。第 3 に政策決定者が

実施機関を自由にコントロールできるかという問題がある」として、これらの点に

ついて伊藤は以下のように検討している35。 

 

 

（修正）
アジェンダ設定 政策案策定 決定 実施 評価 廃止

省庁、審議会 議会 出先機関 会計検査院
議員スタッフ 内閣 自治体 省庁・議会

＜出典＞

秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉『公共政策学の基礎』、205頁、有斐閣、2010年。
 

 

図 0-1： 政策過程の段階モデルにおける実施の位置づけ 

 

 

1 点目については、日本の規制政策を例に挙げて、「規制政策の大枠は法律で定め

ることができる。しかし、どのような行為をどのような場合に禁止し、どのような

場合に誰にどの程度認めるのかについて、あらかじめ細かく判断基準を定めて法律

に書き込めるわけではない。また、社会情勢によって判断基準が変化する場合など

は、法律にこと細かく書き込んでいては変化に柔軟に対応できない。そこで、判断

基準等は政令に委任し、さらにその実施様式を省令で定め、その運用方法や統一的

解釈などを訓令や通達で定める方法がとられる」とし36、図 0-2 を示して「国会が定

める法律と内閣が定める政令を政策と定義すれば、省令以下が実施段階とな」り、

また「省令までを政策に含めれば、実施は訓令・通達以下である」とし、「実質的な
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『政策』の範囲はもっとずっと右に広がることになる」という。 

 

 

　政策 執行（実施）

法律 政令 省令 通達 狭義の執行（解釈・適用・監視・許認可）

　政策 　　　執行（実施）

＜出典＞
秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉『公共政策学の基礎』、47頁、有斐閣、2010年。  

 

図 0-2： 政策過程の段階モデルにおける法令の体系 

 

 

2 点目については、「実施段階において、対応・修正、時には実質的な政策決定が

行われ」、「現実には政策の修正・更新だけでなく、既存の政策から発展して新政策

が誕生することもあり、政策の遷移（policy succession）と呼ばれる」としている。 

3 点目については、「政策実施にあたっては、政策決定者が実施機関をコントロー

ルする必要がある」と述べてから、日本においては、「地域の事情や地域住民の意思

を反映した行動をとる自治体を国がどの程度コントロールできるかが重要な論点と

なる」とし、さらに「自治体の自律性がどの程度あるのかという疑問の形で議論が

なされてきた」と説明する。 

伊藤は、日本の政策実施のみを例に挙げながら、政策過程の段階モデルにおける

実施の位置付けについて検討していることから、それを即、アメリカの政策実施に

変換して理解することは容易ではない。しかし、日本の政策の実施研究は欧米の議

論に影響されて展開してきたのである37から、タイトルⅨの実施過程を政策過程の段

階モデルに位置付けることは可能であると考え、タイトルⅨの実施過程を政策過程

の段階モデルにおける法の体系として捉えた。 

 政策決定者である連邦議会は、政策の大枠を決定し、詳細については実施機関で

ある連邦健康教育福祉省（Department of Health, Education, and Welfare：以下、

HEW と表記）に委ねる。教育における性差別の規制の大枠はタイトルⅨ（法律）で定

める。しかし、タイトルⅨ（法律）に、教育におけるどのような行為を性差別とし
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て禁止し、どのような場合に誰にどのような行為を認めるのかなどの判断基準や実

施様式について詳細を書き込めない。そこで、タイトルⅨ実施規則38にそれらを定め、

さらに 1979 年の方針解釈に統一的な解釈を定めていくと捉えられる。このようなタ

イトルⅨの法の体系をタイトルⅨの実施過程を捉える分析の視角として図 0-3 に示

した。本研究では、タイトルⅨの実施過程を歴史的過程として捉えるもう一つの分

析の視角としてこの法体系を用いることにする。 

 

 

連邦議会 連邦教育省

政策 執行（実施）

1996年の
方針解説

2003年の
方針追加説明

2005年の
追加説明

2010年の
説明

連邦健康教育福祉省

タイトルⅨ
タイトルⅨ
実施規則

1979年の
方針解釈

 

 

図 0-3： 政策過程の段階モデルにおけるタイトルⅨに関する法令の体系 

 

 

第二に、本論文全体を通じてタイトルⅨとミンクとの関係を明らかにする。タイ

トルⅨとミンクとの関係については、特に、第 3 章のタイトルⅨの改称において検

討する。なぜなら、1972 年に制定されたタイトルⅨが 30 年の月日を経て 2002 年に

ミンク法に改称され、この改称がタイトルⅨとミンクとの関係を明らかにする契機

と考えるからである。 

第三に、タイトルⅨの遵守状況を把握するために、統計資料を用いて「女子学生

運動競技者割合値」及び「タイトルⅨ遵守達成度」をそれぞれに検討する。両者に

ついては、本論文第 5 章で説明する。 

 

第 5 節 先行研究の検討 

 

本節では、まず、先行研究をタイトルⅨの実施過程に関する研究とタイトルⅨと

ミンクとの関係に関する研究に大別した。次に、タイトルⅨの実施過程に関する研

究をアメリカのスポーツ法政策を対象とする研究とタイトルⅨの実施を対象とする

研究に分けて検討した。これは、前者がタイトルⅨをアメリカの一スポーツ法政策

と捉えているのに対して、後者はタイトルⅨの実施をタイトルⅨの実施過程の一部
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と捉えていると考えるからである。また、タイトルⅨとミンクとの関係に関する研

究をタイトルⅨ立法に関する研究とミンクに関する研究に分けて検討した。これは、

前者からタイトルⅨ立法に関する研究におけるミンクの位置づけ、後者からミンク

に関する研究におけるタイトルⅨの位置づけを把握しようと考えるからである。ま

た、タイトルⅨの形成の過程を循環過程として捉えた場合には、前者の研究が、タ

イトルⅨの実施過程の前段階に当たる立法過程に関する研究に値すると考えるから

である。 

 

第 1 項 タイトルⅨの実施過程に関する研究 

（１）アメリカのスポーツ法政策に関する研究 

アメリカのスポーツ法政策を対象とした研究の中でも、タイトルⅨをアメリカの

一スポーツ法政策として位置づける研究には、コーラン39、チャリプ とジョンソン40

の研究がある。 

コーランは、1970 年代に連邦政府が体育及びスポーツに積極的に関与するように

なったと認識し41、連邦政府が体育及びスポーツを統制し多大な影響を及ぼしている

ことを明らかにすることを目的として42、「アマチュア・スポーツ立法」、「オリンピ

ック支援立法」及び「タイトルⅨと障害者立法」の 3 つに焦点をあて、それぞれの

法政策において連邦政府がどのような役割を果たしたのかということを検討してい

る。タイトルⅨについて言及している「タイトルⅨと障害者立法」の節では、タイ

トルⅨを「今世紀、スポーツ及び教科体育の運営・管理に最も影響を与えた法律」

として捉え43、HEW によるタイトルⅨ実施規則の公布の経緯とタイトルⅨ実施規則の

内容を概観し、タイトルⅨ実施規則の公布にあったて予期せぬ NCAA と女子大学対抗

運動競技協会（Association of Intercollegiate Athletics for Women）によるロ

ビー活動が展開されたことについても言及している。そして、コーランは「タイト

ルⅨ立法が学校の教科体育と運動競技プログラムにおける女子差別撤廃の推進に貢

献し、男女共修体育と女子のプログラムの発展の火付け役となり」、「女子に自分自

身の競技スポーツの運命をコントロールする素晴らしい機会を与えた」とタイトル

Ⅸの立法意義を述べている44。 

コーランの研究から、タイトルⅨ実施規則の公布に HEW が大きく関与しているこ

とや、タイトルⅨの適用範囲に体育及びスポーツ領域が包含されたことがタイトル
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Ⅸ実施規則によって明らかにされたことを理解することができた。これらは、本論

文において運動競技プログラムがタイトルⅨの適用を受けることになった背景を検

討する際に大いに参考になる。しかし、同研究は、タイトルⅨ実施規則が公布され

てからのタイトルⅨと HEW の動向について明らかにしていない。 

 また、チャリップ とジョンソンは、アメリカの政策決定において立法部、司法部

及び行政部が重要な役割を果たすとした45うえで、「政府とスポーツ」、「アメリカス

ポーツの現状」、「アメリカスポーツの国際的動向」、「政府とプロスポーツ政策」及

び「アマチュア・スポーツ」を検討し、タイトルⅨを「アマチュア・スポーツ」の

節で「法的規制の問題」（Regulatory Issues）として取り上げている46。そこでは、

タイトルⅨを「アメリカ合衆国におけるアマチュア・スポーツの実践に比類なく広

がる影響を与えてきた連邦レベルの制定法のひとつ」と捉え47、立法部である連邦議

会がスポーツプログラムをタイトルⅨの適用範囲に包含することに賛成していなか

ったものの、行政部である HEW が「スポーツは教育の一環」と主張したことによっ

て、スポーツプログラムがタイトルⅨの規定を遵守するよう要請されたとしている48。

そして、学校における学生・生徒と運動競技者の男女比率が不均等でないようタイ

トルⅨが要求するとの判断を下した、司法部である裁判所の 1993 年の判決は、タイ

トルⅨが学校に対して男女のスポーツ機会を平等に提供するよう要請し、男女の参

加機会の比率が均衡（equity）であるかを判断する際の基準となることを示唆して

いるとしている49。 

チャリップとジョンソンの研究は、本論文にとって示唆に富む。1 点目は、タイト

ルⅨの運動競技プログラムへの適用をめぐって立法部と行政部のスタンスが異なっ

ていたという点に言及していることから、それでもなぜタイトルⅨが運動競技プロ

グラムに適用されることになったのかということを考察する視点が必要であると考

えられる。2 点目は、行政部である HEW がタイトルⅨの遵守状況を判断するための基

準として運動競技プログラムに参加する学生・生徒の男女比率を均等にすることを

示し、司法部である裁判所がその基準を採用したということに言及していることか

ら、タイトルⅨを大学対抗運動競技プログラムに適用するにあたって男女平等を実

現するための原理原則及び基準を検討する視点が必要であると考えられる。3 点目は、

アメリカの政策決定における立法部、司法部及び行政部の役割の重要性に言及して

いることから、アメリカにおけるアマチュア・スポーツ政策の一法的課題としてタ
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イトルⅨの動向を捉えるには行政部である HEW のみならず、立法部及び司法部の機

能的側面から考察する視点が必要であると考えられる。これらの示唆は、タイトル

Ⅸの実施過程を明らかにするうえで重要な視点を提供していると言えよう。 

しかし、チャリップとジョンソンの研究は、タイトルⅨを「アメリカスポーツ政

策」の中でも「アマチュア・スポーツ」に関する政策の「法的課題」として捉え、

タイトルⅨだけに焦点を当てていないせいか、「法的課題」であるタイトルⅨをめぐ

って立法部、司法部及び行政部それぞれがどのように対応しているのかということ

を明らかにしていない。アメリカ連邦政府の機能について、内川が「政府部内の権

力は、立法、行政、司法の三部門に機能的に分割し、特定機関に権力が集中しない

ように各部門間相互に『チェック・アンド・バランス（check and balance）』機能

が働くように配慮されている」と述べる50ように、また、ドアティらがアメリカ連邦

政府の立法、司法、及び行政の 3 部門の機能について、「アメリカの連邦政府の 3 つ

の部門はそれぞれに固有の権力を与えられており、立法部は法律を制定し、司法部

は法律を解釈或いは審査し、行政部は法律を実施する」と論じる51ように、タイトル

Ⅸの実施過程を明らかにするためには、チャリップとジョンソンの立法部、司法部

及び行政部の機能的側面からタイトルⅨの動向を捉えるという視点と、立法、司法

及び行政という 3 つの国家権力それぞれの関係の動態としてタイトルⅨの実施過程

を捉える視点が必要であると考えられる。 

 

（２）タイトルⅨの実施に関する研究 

 タイトルⅨの実施に関する研究の中でも代表的なものには、カーペンターとアコ

スタ52、ウォン53、オズボーン54の研究がある。 

カーペンターとアコスタの共著である“Title IX”は、実務上の必要性から、法

律家をはじめ女性学者、体育及びスポーツの指導者、運営管理職員、競技者、競技

者の親など幅広い読者層を対象にした書籍である。同書は、読者が「タイトルⅨの

奥深さと幅広さ、タイトルⅨの要件、タイトルⅨの歴史、タイトルⅨの実施、タイ

トルⅨの挑戦、一般社会におけるタイトルⅨの位置づけ、教科体育、校内レクリエ

ーションスポーツプログラム、及び運動競技プログラムなど異なるスポーツ界にお

けるタイトルⅨの位置づけ」について理解を深められるよう提供されたものである55。

同書の構成は、「タイトルⅨとその適用」、「社会及び法廷におけるタイトルⅨ」及び
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「21 世紀のタイトルⅨ」の 3 部から成っており、第 1 部の「タイトルⅨとその適用」

では、タイトルⅨをはじめ、タイトルⅨ実施規則、1979 年のタイトルⅨの方針解釈、

1990 年の DOE の市民権局（Office for Civil Rights：以下、OCR と表記）によるタ

イトルⅨに関する調査マニュアル、1996 年の 3 つの判断基準に関する方針解説、1998

年の運動競技奨学金に関する方針及び 2003 年の方針追加説明の内容と、タイトルⅨ

に関する不服申立ての 3 つの手段として教育機関内に設置された窓口、OCR 及び法廷

について概説してから、教科体育プログラム、校内レクリエーションスポーツプロ

グラム及び運動競技プログラムそれぞれに適用されるタイトルⅨの要件について考

察している。第 2 部の「社会及び法廷におけるタイトルⅨ」では、誕生から 30 年以

上の月日を経てきたタイトルⅨの社会的背景を概観することによって、社会におけ

るタイトルⅨの位置づけを検討してから、「タイトルⅨに関する重要な判例それぞれ

がもたらす改善点がタイトルⅨのより一層の理解を助ける」という認識56のもと、判

例を時系列に追って検討を加えている。そして、第 3 部の「21 世紀のタイトルⅨ」

では、タイトルⅨの適用対象である運動競技プログラムに関する統計的データをも

とに、高等学校及び大学の運動競技プログラム参加者の男女比率（Participation）、

スポーツ指導者及びスポーツ関係職員の男女比率（Leadership）及び運動競技プロ

グラムの経費配分の男女比率（Money）の推移からタイトルⅨの影響を検討したうえ

で、タイトルⅨが直面している問題・課題を検討している。 

カーペンターとアコスタの書籍は、タイトルⅨの制定とタイトルⅨの適用範囲に

包含される体育プログラムからレクリエーションスポーツプログラムを含む運動競

技プログラムまでにおけるタイトルⅨの実施に関する幅広い情報を提供してくれる

ことから、タイトルⅨの全体像を把握するために大いに参考となるが、それゆえに、

大学対抗運動競技プログラムを研究の対象とする本論文にとって、幾分物足りなさ

を感じることは否めない。1 点目は、タイトルⅨを大学対抗運動競技プログラムに適

用するにあたって性差別を禁止して男女平等を実現するための原理原則及び基準の

検討についてである。カーペンターとアコスタは、確かに HEW 及び DOE の示したタ

イトルⅨの遵守を判断するための基準や裁判所が採用した判断基準について検討し

ているが、上述したように研究の対象が体育プログラムから運動競技プログラムま

でと幅広いため、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状況を判

断するための基準の適用について考察する視点が弱い。2 点目は、タイトルⅨの適用
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範囲にあたる運動競技プログラムに関する統計的データの分析についてである。カ

ーペンターとアコスタは、多くの資料のデータを分析し、タイトルⅨの制定以来、

女子の参加率が上昇しているという、男女平等の実現にとって「プラスの影響」だ

けでなく、女性指導者の減少や女子の大学対抗運動競技プログラムの経費の伸び悩

みといった「マイナスの影響」にも目を向けて、それらについて考察を加えている

が、タイトルⅨによって大学対抗運動競技プログラムに参加する女子学生の割合が

上昇しているにも関わらず、なぜ多くの学校でタイトルⅨが遵守されていないのか

という問題に迫る考察にまでに至っていない。3 点目は、タイトルⅨの展望について

である。カーペンターとアコスタは、最終章でタイトルⅨの直面している問題・課

題として、DOE によるタイトルⅨの適用方法に不満を抱いて提訴した全米レスリング

コーチ協会らのケースや2002年の運動競技機会委員会の設置の背景から最終報告書

の発行までのタイトルⅨの実施をめぐる行政部の動向を検討しているが、上述した

ように同書は実務上の必要性を重視しているせいか、タイトルⅨの実施の方向性や

展望を描くまでに至っていない。加えて、運動競技機会委員会による最終報告書の

発行後のタイトルⅨの実施過程は検討されていない。 

スポーツに関する法を研究の対象とするウォンの著書“Essentials of Sports Law”

は、「運動競技における性差別」の章でタイトルⅨを取り上げている57。同章は、タ

イトルⅨについて「1970 年代以来、スポーツにおける性差別は最も法廷に持ち込ま

れるトピックとなっている。女性の運動競技の機会の発展の初期は、大部分がタイ

トルⅨによるものであろう。タイトルⅨは女性に性差別と戦うための重要な法的手

段を与え、また、法的手段の有効性が性差別を正すための法制度への信頼感を向上

させた。女性は不平等な処遇に対して不服申立てをし、大抵は勝訴した」と述べて58

から、まず、性差別を禁止する法理論についてタイトルⅨ、連邦レベルと州レベル

における男女平等憲法修正条項（Equal Rights Amendments：以下、ERA と表記）及

びアメリカ合衆国憲法修正第 14 条の平等保護条項から検討しており、中でもタイト

ルⅨについては、立法史を概観し、OCR によるタイトルⅨの解釈及び適用方法につい

て考察している。次に、「タイトルⅨへの挑戦」としてタイトルⅨの法的義務と適用

範囲を検討し、1987 年の市民的権利復活法の制定後に提起されたタイトルⅨに関す

る訴訟を追っている。最後に、競技者によって提訴された性差別に関するケースを

①男子チームのみが存在し、女子チームが存在しないケース、②女子チームが存在
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し、男子チームが存在しないケース、③男女両チームが存在するケース、④同じ運

動競技種目で、性別によってルールが異なるケース、⑤同じ運動競技種目で、性別

によって活動シーズンが異なるケース、⑥同じ運動競技種目で、性別によって大学

代表レベルとクラブレベルに分かれるケースの 6 つに分類して検討している。 

スポーツ法学の視点からタイトルⅨを一研究対象とする同書は、本論文にとって

大いに参考になる。まず、同書は、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトル

Ⅸの実施過程を明らかにしようとする本論文にとって、タイトルⅨの大学対抗運動

競技プログラムへの適用解釈の問題や大学対抗運動競技プログラムにおける平等な

参加機会の提供をめぐる問題の検討が重要であるということを確認させてくれる。

また、同書は、連邦裁判所、DOE 及び連邦議会それぞれのタイトルⅨの解釈を追うこ

とによって、タイトルⅨを大学対抗運動競技プログラムに適用するにあたって性差

別を禁止し、男女平等を実現するための基準を把握できるという視点を与えてくれ

る。 

しかし、同書は、性差別を禁止する諸法律に焦点を合わせているせいか、或いは

判例分析に紙幅の多くを割いているせいか、タイトルⅨの実施過程を行政的側面か

ら捉える視点が弱く、特に、2000 年以降の DOE によるタイトルⅨの実施の動向につ

いて十分な検討が行われていない。 

“Essentials of Sports Law”がタイトルⅨをアメリカにおける性差別を禁止す

る一法律として研究の対象としていたのに対して、2012 年にウォンが川井と共同執

筆した『スポーツビジネスの法と文化―アメリカと日本』は、「スポーツとジェンダ

ー―タイトルⅨと女子スポーツの発展―」の章でタイトルⅨのみに焦点を当てて検

討している59。同章の構成は、「１）タイトルⅨの成立とその後の動向」、「２）女性

スポーツの発展」、「３）タイトルⅨ制定と学校スポーツ」、「４）公民権局とその政

策―コンプライアンス」、「５）公民権局の分析とタイトルⅨの執行」、「６）タイト

ルⅨの射程と市民権回復法」、「７）スポーツ・ケース」、「８）逆差別の議論」及び

「９）小括」の 9 項から成っている。 

ウォンは、まず、「タイトルⅨの成立とその後の動向」の項でタイトルⅨの動向に

ついて社会的背景を交えながら概説している。 

次に、「女性スポーツの発展」の項では、その冒頭で「1980 年代以降の女性スポー

ツの発展にタイトルⅨが大きく貢献したが、これを補完するその他の要因として、
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①女性に対する評価の社会的変化、②女性の潜在的身体能力の見直し、③女性によ

るスポーツ参加の楽しみ方の発見、なども挙げることができる」と述べて60から、1990

年代におけるアメリカのプロスポーツ界における女性の活躍に言及し、このような

「1990 年代以降の女性スポーツにおける輝かしい功績は、にわかにタイトルⅨの評

価を高める結果となった」として61、タイトルⅨの制定後の高等学校及び大学におけ

る女子のスポーツ参加率の上昇に言及している。そして、女子のスポーツ参加の効

用についていくつかの研究報告を示してから、「これらの研究報告は、これまでほと

んど注目されてこなかった女子スポーツに対する社会の認識を変える推進力を与え

たとされる」と結んでいる62。 

それから、「タイトルⅨ制定と学校スポーツ」の項では、もともと学校スポーツを

規制の対象として想定していなかったタイトルⅨが学校スポーツの中でも課外スポ

ーツをその規制対象とするようになった経緯を概説している。大学スポーツへのタ

イトルⅨの適用については、1979 年の「大学スポーツに関するタイトルⅨの政策解

釈」の発行によって具体的な適用事項、すなわち、①男女の興味と関心、能力に応

じた配慮、②財政支援（奨学金など）の均等、③スポーツ器具、練習や試合時間、

リクルート、コーチング等に関する待遇及び利益供与の均等、が明らかにされたこ

とに言及し、この政策解釈がタイトルⅨの制定から 7 年も経過してから発行された

背景について行政部の対応を指摘している63。 

また、「公民権局とその政策―コンプライアンス」の項では、先の 1979 年の「大

学スポーツに関するタイトルⅨの政策解釈」が示した具体的な適用事項を解説して

いる64。 

続き、「公民権局の分析とタイトルⅨの執行」の項では、公民権局によるタイトル

の違反の調査手続きを簡潔に紹介してから、1996 年に制定した「スポーツ局の男女

構成に関する情報開示法」（Equity in Athletics Disclosure Act: EADA）が、「連

邦の資金援助を受ける学校に対して、スポーツ参加者数、スタッフ数、収益と費用

等の男女別データを教育省に毎年報告する義務を課している」ことを付言している65。 

次に、「タイトルⅨの射程と市民権回復法」の項では、「タイトルⅨは、学校内で

連邦の資金援助を受ける特定のプログラムに適用されるのか、あるいは学校全体に

適用されるのかについて論争が巻き起こった」と冒頭で述べた66うえで、このタイト

ルⅨの適用解釈の問題とこの問題が大学スポーツへ与える影響を概説してから、こ
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の問題が 1982 年の Grove City College 事件、そして 1987 年の市民権回復法（Civil 

Rights Restoration Act of 1987）の制定を経て収束していくという論を展開して

いる。そして、この問題の帰着として「市民権回復法は、タイトルⅨの大学全体へ

の適用、すなわち『教育機関一般適用論』を明確にした。つまり、連邦から補助金

を得ている大学については、スポーツプログラムに補助金を受けているか否かを問

わず、スポーツ局の活動がタイトルⅨの規制を受けることとなったのである」と述

べている67。それから、ウォンは、この問題の終結後に「スポーツの分野でタイトル

Ⅸを巡る訴訟がにわかに増加した」と述べて68から、その要因として先の市民権回復

法が制定したことと、Flanklin 事件において「連邦最高裁が、タイトルⅨ違反が故

意に基づく場合には損害賠償請求を認容するとの判決を下したこと」を挙げ69、この

Flanklin 事件の判決が「私訴提起を誘発することになり、これに対して公民権局に

よる提訴はほとんど見られなくなっていった」としている70。 

それから、「スポーツ・ケース」の項では、1987 年の市民権回復法の制定後の裁判

例の要約をいくつか紹介している。ここで、ウォンは、その裁判例のリーディング

ケースである Cohen 事件について「本判決は、タイトルⅨのコンプライアンスの基

準となる『適切な配慮』について、現状維持にとどまらず、不均衡改善への積極的

な施策が求められるとした」と述べている71。 

さらに、「逆差別の議論」の項では、タイトルⅨにより、女子スポーツが推進され

る一方で、男子スポーツが廃止に追い込まれる中、とりわけレスリングチームの廃

部が顕著となったため、全米レスリングコーチ協会がタイトルⅨを執行する機関で

ある DOE を提訴し、逆差別を主張したとして、そのケースの要約を紹介している。

ウォンは、このレスリング協会の逆差別の議論について「こうして司法上は逆差別

の論争が終息することとなった。ただし、今でもタイトルⅨは逆差別を生みだすも

のとの批判は根強い。これに対して、『大学がレスリング部の予算を削減する真の理

由は、タイトルⅨではなく、フットボールやバスケットボールへのこだわりがある』

との反論も主張されている」と言及している72。 

最後に、「小括」の項では、本論全体を総括してから、ウォンは、タイトルⅨの実

施について「大学における女子競技の保護・サポートの強化は、究極的に財政の問

題に行き着く。なぜなら、女子スポーツへの助成強化は、パイを等しくする男子チ

ームの利益に相反するため、タイトルⅨの要請に応じようとすれば、男子チームの
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犠牲を伴うからである。この点でタイトルⅨはいわゆる逆差別としての社会的論争

を生んできた。しかし、このような逆差別論を生みながらも、積極的な差別是正措

置に基づいて平等・均等を実現しようとする姿勢は、アメリカの社会変革の在り方

を鮮明に映し出すものとして大変興味深い」と示唆に富む見解を残している73。 

“Essentials of Sports Law”が判例分析に力点を置くことによって司法的対応

からタイトルⅨの実施過程を追うのとは対照的に、同章は立法、司法及び行政それ

ぞれの対応からタイトルⅨの実施過程をうまく概説している。それゆえに、同章か

ら本研究が学ぶことは多いが、中でも、大学対抗運動競技プログラムへのタイトル

Ⅸの適用にあたって 1 つの判断基準に焦点が当てられていく過程に視線が向けられ

る。上述したように、OCR は 1979 年に「大学スポーツに関するタイトルⅨの政策解

釈」を発行し、タイトルⅨが大学対抗運動競技プログラムに遵守を求める領域を示

した。そのうちの「男女の興味と関心、能力に応じた配慮」の領域では、「男女の学

生の関心および能力に見合ったプログラムを学校がどの程度提供しているのか」と

いう視点が重要であり、具体的には、①教育機関における男女競技者比率と男女学

生比率とのバランス、②不均等な地位にある性の関心を反映したプログラムの拡大

の継続、③現行のプログラムにおける不均等な地位にある性の関心への配慮の 3 点

を考慮する必要がある。この 3 点が、市民権回復法の制定後の大学対抗運動競技プ

ログラムに関連する裁判においてタイトルⅨの遵守を判断する基準として採用され、

この影響を受けてレスリングチームの廃部が進み、最終的に、タイトルⅨが逆差別

を生みだすとして全米レスリングコーチ協会が DOE を提訴するに至った。このよう

にタイトルⅨの大学対抗運動競技プログラムへの適用にあたり、「男女の興味と関心、

能力に応じた配慮」の領域において考慮すべき 3 つの基準に焦点があてられていっ

た過程を同章から理解することができたのである。 

もう1つは、タイトルⅨのもと男女平等を実現していく際の視点についてである。

上述したように、ウォンは、同章の最後に男女のスポーツに参加する機会を平等に

提供するという問題は、結局、スポーツ予算というパイの分配問題に辿りつくとい

う。これまで男子はパイの大半を受け取ってきたが、スポーツにおける男女平等を

実現するためには、タイトルⅨのもと大学は男子に与えてきたパイの大半のいくら

かを女子に分け与える必要がある。しかし、これに納得のいかない男子は、パイを

分け与える大学にではなく、大学にそのようなパイの分配方法を示したタイトルⅨ
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の執行機関つまり DOE に、そのような分配方法は「逆差別」であると訴えたわけで

ある。また、ウォンは、全米レスリングコーチ協会の裁判例の紹介で、大学がとり

わけレスリングにパイを分け与えることをやめてしまうのは、タイトルⅨの履行が

本当の理由ではなくアメリカンフットボールやバスケットボールへのパイの分配を

減らしたくないからだという主張があると述べている。このようなウォンの視点は、

タイトルⅨのもと大学対抗運動競技プログラムにおいて男女平等を実現するために

は、タイトルⅨとスポーツ予算との関係やタイトルⅨとアメリカンフットボールや

バスケットボールというメジャーなスポーツとの関係を考慮する必要があると理解

させてくれる。 

このように同章は、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施過程

を明らかにしようとする本研究に重要な視角と視点を提供してくれるが、本研究に

再考の余地を残してもくれている。上述したように、同章はタイトルⅨの実施過程

を立法、司法及び行政の側面から概観するいわばタイトルⅨの実施過程のダイジェ

ストであるせいか、タイトルⅨの実施をめぐる個々の問題・課題の検討が甘いとい

う感をぬぐいきれない。また、タイトルⅨの制定から 2005 年までのタイトルⅨの動

向をコンパクトに年表にまとめてはいるものの、本論で言及されていない出来事の

記述が多い。さらに 2005 年以降のタイトルⅨの実施動向を検討するまでに至ってい

ない。 

2000 年以降のタイトルⅨの実施を中心に追っている研究には、オズボーンによる

“Symposium: Title IX in the 21ST Century”がある。同研究は、研究の目的につ

いて「全米レスリングコーチ協会の訴訟、運動競技機会委員会及びマーサー対デュ

ーク大学の訴訟の 3 つに焦点を当てて、近年のタイトルⅨの進展状況を探る」とい

う74ように、まず、全米レスリングコーチ協会の訴訟を、原告側である全米レスリン

グ協会らの訴因と、それに対する被告側である DOE の主張、また、両者をそれぞれ

支持する関係団体の主張、さらに裁判所の判示から考察している。その結果、「たと

え原告側が上訴審において首尾よくいかなかったとしても、訴訟の影響力はあった」、

つまり、「提訴することが、タイトルⅨに関する議論を進展させ、法律（タイトルⅨ：

筆者）への挑戦を支持するというブッシュ大統領の思惑が強まり」、「DOE 長官に運動

競技機会委員会を設置させた」としている75。次に、運動競技機会委員会について、

委員会の構成員及び委員会が開催したタウンミーティングの発表者の構成を分析し、
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「政治的な偏り」を指摘した76うえで、同委員会の最終報告書と同委員会の少数派メ

ンバーが発行した報告書に示された勧告をそれぞれ比較検討してから、最終報告書

が、DOEの発行した 2003 年のタイトルⅨに関する方針追加説明に如何に反映された

かについて考察している。その結果、「運動競技機会委員会の説明とその手続きがい

くらかの政治的な態度を装っていたとしても、最終的には、タイトルⅨ、1979 年の

方針解釈及び 1996 年の方針解釈の説明を強化する内容となった」と評価している77。

そして、「タイトルⅨの実施を後退させる可能性がある最近のケース」と述べた78う

えで、マーサー対デューク大学の訴訟の経過を概観し、タイトルⅨによる救済を制

限する保守的な裁判所の意図や、タイトルⅨのもと意図的な性差別を受けた被害者

に対して支払われてきた懲罰的損害賠償金を認めなかった同判決が将来の原告に与

えうる不利益について指摘している79。そして、以上の分析及び考察から、タイトル

Ⅸの実施が政治的思潮に左右されてきたとし80、タイトルⅨの展望について「タイト

ルⅨに関する闘争はしばらく続くであろう。すべての男女運動競技者が、異なる性

に分配されたものを余儀なく受入れ、満足した時、タイトルⅨのゴールは達成され

る。その時、私たちはタイトルⅨの未来を予知する必要はなくなるであろう。なぜ

なら、タイトルⅨの必要性がなくなるからである」と述べている81。 

同研究から、2000 年以降のタイトルⅨの展開を理解することができた。タイトル

Ⅸの遵守を判断するために男女比の実質的均衡基準を大学が採用したことによって、

男女の運動競技の機会の平等化が進展した一方で、男子マイナースポーツの削減が

問題化し、タイトルⅨが 30 周年を迎える節目に注目を受ける中で、全米レスリング

コーチ協会が DOE に対して訴訟を提起し、その訴訟の影響を受けて DOE が運動競技

機会委員会の設置に乗り出したという展開である。先のウォンの研究が 2005 年以降

のタイトルⅨの実施の動向を検討の対象としていなかったことを考えると、オズボ

ーンの研究はウォンの研究を一歩進めてくれたといえよう。しかし、その後のタイ

トルⅨの展開について同研究から理解することはできない。 

 日本における先行研究に目を転じると、タイトルⅨの実施に関する代表的な研究

には、影山82、辻田83、井上84の研究がある。 

タイトルⅨの成立当初、いち早く日本に同法を紹介した研究は、影山の『アメリ

カの学校体育における性差別の禁止について』である。同研究は、「今回の研究の焦

点が、『タイトルⅨ』という、性的差別を禁止した法制的な側面にある」と冒頭で述
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べた85うえで、研究の目的について「最近のアメリカにおいて制定された『タイトル

Ⅸ』（同規則も含む）の内容を、体育やスポーツの立場から明らかにするとともに、

このような法律の生まれてきた社会的背景とその制定をめぐる問題点を考察するこ

とにある」としている86ように、まず、タイトルⅨとタイトルⅨ実施規則の内容とそ

れらの制定背景を概観してから、タイトルⅨ実施規則の体育及び運動競技に関する

規定の特徴及び問題点を検討したうえで、タイトルⅨの制定の社会的背景を考察し、

最後にタイトルⅨ実施規則の公布をめぐり体育及び運動競技の領域において生じた

問題点を検討している。 

同研究は、タイトルⅨとタイトルⅨ実施規則の内容やそれらの社会的背景に関す

る基礎的な情報を日本にいち早く提供してくれた重要な研究と位置付けられようが、

それだけではない。同研究は、大学対抗運動競技プログラムにおいて男女平等を実

現するための原理原則及び基準を実証することや、そのための理論や課題を考察す

ることの重要性を本論文に示唆する。影山は、タイトルⅨの制定をめぐって体育及

びスポーツで特に問題となった点を 3 つ挙げ、そのうちの“Separate but Equal 

Athletics”の問題について「第 2 の問題は、女子スポーツにとって本当の平等とは

何かということについてである。『タイトルⅨ』の規則の制定にあたって、体育・ス

ポーツ指導者たちは、結局 Separate but Equal という旗印のもとで一致して闘った

わけであるが、実際はいろいろな考え方がその底流にあったことはたしかである。

それらを大きく分けると『Separate』をより重視するグループと『Equal』をより重

視するグループである。大学体育の指導者たちは、伝統的に前者を支持してきた。

しかし、新興の女子スポーツの関係者は後者を支持したといってよい。当初、女子

体育指導者たちは『タイトルⅨ』に必ずしも賛成していなかった87」と述べ、続けて

“Separate”を重視するグループと“Equal”を重視するグループの考え方の相違

について「前者の考え方は、女子スポーツの特殊性を重視し、すべての面で男子と

女子が同じになることが必ずしも本当の男女平等ではないという立場に立っている。

それに対して、後者は、前者のイデオロギー性に疑問を感じ、まずすべての面での

平等を実現していくことが重要であるという考え方に立っているように思われる88」

と言及し、「これらの問題は、女子スポーツの将来を考える場合、基本的に重要なこ

とである。けれども、現実としては『タイトルⅨ』の規則の制定において、接触的

スポーツと非接触的スポーツに分け、前者では分離を認めるといった、両者の折中
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的な妥協が成立している。これは必ずしも完全な意味での解決ではない89」と論じて

いる。女子の大学対抗運動競技プログラム（Women's intercollegiate athletic）

の歴史を紐解くと、女子スポーツを女子教育の一環として捉える指導者と運動競技

として捉える指導者との女子スポーツをめぐるせめぎ合いの連鎖が確認される90こ

とから、両者のグループの間でタイトルⅨの制定によって「男女平等とは何か」と

いう考え方が分かれたことは容易に理解できる。よって、大学対抗運動競技プログ

ラムを研究の対象とする本論文にとっても“Separate but Equal Athletics”の問

題は「基本的に重要」であろう。 

しかし、だからといって、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実

施過程を明らかにしようとする本論文にとって “Separate but Equal Athletics”

の問題を哲学的に分析する視点や、先のウォンが性差別に関するケースを 6 つに分

類して検討しているように“Separate but Equal Athletics”の問題について判例

を追って検討する視点が必要であると理解したわけではない。 

“Separate but Equal”の原則について、ウォンは以下のように説明する。

「“Separate but Equal”の原則は、人種による分類では受入れられないが、性に

よる分類には適用可能である。よって、男女別チームが存在する場合には、男女混

合チームを編成する、又は女子が男子と競うことを禁止すると言っても差し支えな

い。“Separate but Equal”の原則は、このような男女別チームが実質的に平等で

あるかという重要な問題を提起する」91。つまり、“Separate but Equal”の原則は、

人種による分類では通用せず、よって“Separate”は人種差別であるとされるが、

性による分類では“Separate”は通用し、男女別に“Separate”したチームに如何

に実質的な平等を提供するかということが課題となるのである。 

さらに、ウォンは“Separate but Equal”について説明を続ける。「2 つのチーム

が存在するという事実が必ずしもその原則を満たすとは限らない。“Separate but 

Equal”は、排除されたグループが同等の機会を提供されている場合にはそのグルー

プの排除は違憲ではないという考え（concept）に基づいている。女子が男子バスケ

ットボールチームの参加対象から除外されていても、女子バスケットボールチーム

が提供されている場合には、その学区は、“ Separate but Equal”の理論の下、タ

イトルⅨに違反していない。運動競技が性により分類されている時は、経費、コー

チング及び施設・設備へのアクセスにおいて全般的に平等でなければならないので
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ある。この実質的な平等なしに男女別にチームを編成すること及び女子が男子と競

うことを禁止することは違憲であると言っても差し支えない」92。つまり、性による

運動競技プログラムの分類を認める“Separate but Equal”の原則は、男女別チー

ムの編成によってのみではなく、男女両チームを実質的に同等に処遇することによ

って貫徹されるということになる。 

加えて、ウォンは、裁判所も運動競技プログラムが性により分類されることを支

持していると述べてから、その判断基準に言及する。「裁判所は、一般的に問題とな

っている特定のスポーツが接触的スポーツ或いは非接触的スポーツのどちらとみな

されるのかを熟慮する。男女における生理学上の違いが、接触的スポーツの参加対

象から片方の性を排除する正当な理由であると見出されている。接触的スポーツに

は、ボクシング、レスリング、ラグビー、アイスホッケー、アメリカンフットボー

ル、バスケットボール及び主要な活動が身体的接触を含む他のスポーツがある」93。 

以上のウォンの“Separate but Equal”の原則の説明から、運動競技プログラム

を性別で分けることは差別か否かという議論の絶頂期はすでに過ぎてしまっている

のではないかと考えられる。ウォンが「近年において女子運動競技者の権利が益々

満たされるようになって、このようなケースは減っている。女子の運動競技の質が

向上してきて、女子が男子チームでプレーする機会を要求することはほとんどなく

なっている。さらに、高等学校対抗運動競技及び大学対抗運動競技のレベルにおい

て女子運動競技チームへの処遇が男子チームの受ける支援に匹敵するようになって

きたことが“ Separate but Equal”のケースを減少させている」と述べている94こ

とからも、その考えは間違っていないだろう。ましてや、本論文は、競技レベルの

高い大学対抗運動競技プログラムを対象とするのであるから、“Separate but 

Equal”の問題を検討するよりも、タイトルⅨの大学対抗運動競技プログラムへの適

用において、性差別を禁止して男女平等を実現するためにどのような原理・原則及

び基準が適用されているのかということを実証することが意義あることと考えられ

る。 

影山の研究は、タイトルⅨの制定からわずか 6 年後に発表されていることから、

タイトルⅨ実施規則がその後どのように展開されていったのかということを考察す

るまでに至っていないが、それについて言及しているのが辻田の『Title IX 1979 

Policy Interpretation の施行に関する研究』である。同研究は、1975 年に公布さ



 29 

れたタイトルⅨ実施規則をタイトルⅨの下位法として、1979 年に施行されたタイト

ルⅨの方針解釈をタイトルⅨ実施規則の下位法として捉えたうえで、1979 年のタイ

トルⅨの方針解釈の発行の背景と経緯及びその目的と内容の特徴を明らかにしつつ、

タイトルⅨの方針解釈の意義と限界について考察を加えている。それまでの日本に

おけるタイトルⅨに関する研究が、タイトルⅨとタイトルⅨ実施規則の紹介の域を

超えなかったことを考えると、辻田の研究は日本におけるタイトルⅨの実施に関す

る研究を一歩前進させたと言える。また、同研究は、HEW が大学対抗運動競技プログ

ラムにおいてタイトルⅨを如何に実施させようとしているのか、つまり大学対抗運

動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施に関するマスタープランの内容を理解

するための重要な参考資料と言える。しかし、同研究の対象が 1979 年のタイトルⅨ

の方針解釈に絞られていることから、1979 年のタイトルⅨの方針解釈の発行後、大

学対抗運動競技プログラムにおいてタイトルⅨがどのように適用・実施されていっ

たのかということが明らかにされていない。 

 日本においてタイトルⅨに関する研究を牽引してきたのは井上であるが、中でも

初期に発表された大作が『体育・スポーツの機会均等に関する研究―戦後アメリカ

合衆国における Title IX を中心とした法制論的考察―』95である。同研究は、その

冒頭で「アメリカ合衆国において、従来より体育・スポーツにおける平等機会を考

える場合には、主として人種に関する問題、障害者に関する問題、男女に関する問

題があるといわれる。したがって、本研究では、このうち最後の男女の機会の平等

をとりあげようというわけである」と述べて96から、研究の目的について「連邦法規

である Title IX がどのような背景で成立し、そして、その内容はどのようなものか、

また影響がどのように現れてきているかを明らかにすること」とし97、まず、タイト

ルⅨの成立背景と成立過程及び連邦政府やスポーツ関係組織によるタイトルⅨの解

釈を追っている。次に、タイトルⅨの影響を明らかにするために、体育及び運動競

技プログラムやそれらのプログラムに携わる指導者や学生・生徒を対象に実施した

調査結果を基に、タイトルⅨの体育領域と運動競技領域への影響を検討するととも

に、タイトルⅨに関する判例も追っている。そして、結論として「Title IX の実施

による効果は、大筋では差別の撤廃による女性への機会拡大の方向で進んでいる。

しかしながら、コンタクトスポーツの扱い、あるいは予算、指導者等の問題が残さ

れており、完全な解決には、なお時間を要するであろう」と述べている98。 
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確かに、同研究がタイトルⅨの位置づけについて「アメリカ合衆国の体育・スポ

ーツの機会を考える 3 本柱のひとつである女性を対象とした機会の拡大を保障する

のに役立った連邦法規だと見ることができる」と述べている99ように、タイトルⅨは

女性のスポーツの機会拡大に貢献してきたと言っても過言ではないだろう。しかし、

タイトルⅨが「アメリカ合衆国の体育・スポーツの機会を考える 3 本柱のひとつ」

であるならば、「性別」を対象とした機会均等を保障するための法律と位置づけられ

るべきであり、男女の体育及びスポーツの機会均等を保障するための一法律として

捉える視点が必要ではないだろうか。 

同研究の発表以降、井上はタイトルⅨに関する研究を次々に発表しているが、中

でもタイトルⅨの実施過程を意識した研究には「アメリカの女性スポーツ―Title IX

の 20 年」100がある。同研究は、「人種差別の撤廃をめざす公民権運動に触発された

形で盛り上がりをみせてきた女性運動は、その目的に①政治的・経済的男女平等、

②性の解放、③産む選択権の要求、④言語使用法上の平等、⑤教育機会の平等を掲

げていた。そして、とくに教育機会の平等にかかわっては 1972 年教育修正法のタイ

トルナイン（以下＝Title IX：筆者注）が連邦の法律として成立し、女性の体育及

びスポーツに新しい風を吹込むことになった」と述べた101うえで、研究の目的につ

いて「このような女性運動とともに女性スポーツの平等を求めたひとつの結実点と

して成立した Title IX が、その成立から約 20 年の期間を経て、体育・スポーツ界

にどのような影響を与え、女性スポーツにとって何をもたらしたか」、「また、関連

の訴訟に注目し、その内容、傾向、争点等を明らかにしたい」としている102ように、

まず、タイトルⅨ及びタイトルⅨ実施規則の内容とスポーツ界における女性差別の

状況を把握し、次に、タイトルⅨの影響を①参加者数及びスポーツ種目、②コーチ

数及び指導者数から考察し、女性スポーツに関わる訴訟を追っている。これらを経

て、同研究は、結論として、「Title IX 自体は、教育機関に限定した連邦法規である

が、州およびその構成公共団体の行政的対応、各競技団体の対応などによって、教

育機関ばかりでなく広くその意図する平等機会の推進に寄与したと言える」とタイ

トルⅨを評価している103。 

確かに、タイトルⅨはその適用を受ける教育機関のみならず、アメリカのスポー

ツ界にも影響を及ぼし、女性スポーツの機会拡大に貢献したと言える。しかし、そ

のような成果をタイトルⅨの影響を考察した結果から、即「州およびその構成公共
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団体の行政的対応、各競技団体の対応など」に言及するのはいかがなものであろう

か。同研究は、女性スポーツに関わる訴訟を検討する中で、タイトルⅨに関する判

例について「1970 年代の後半から Title IX を根拠に争われる訴訟が増加してくる」

と述べ104、判例集などを参考に「Title IX を根拠に争った事例を最近まで期間を広

げて検討」し105、司法的側面からタイトルⅨの実施過程を捉えようとしているが、

行政的側面からはタイトルⅨ及びタイトルⅨ実施規則の内容を検討しているのみで

あり、その後の1979年のタイトルⅨの方針解釈については言及していないことから、

「行政的対応」とタイトルⅨの効果を結びつけるほどの十分な検討がなされている

とは言い難い。また、これまでの先行研究で述べられているとおり、タイトルⅨを

実施するのは DOE であるが、タイトルⅨについて解釈や判断を下すのは連邦裁判所

であり、その連邦裁判所の解釈や判断の制約を受けてタイトルⅨが実施されること

を考えると、「行政的対応」だけでなく、「司法的対応」もタイトルⅨの成果や実施

に影響を及ぼしていると言えるのではないだろうか。さらに、連邦議会は法律を制

定させることによって裁判所の判断を覆す機能を有することから、タイトルⅨの成

果や実施を「行政的対応」のみならず、司法的対応、立法的対応にも結び付けるこ

とができるのではないだろうか。したがって、タイトルⅨの成果や実施について考

察するには、まずはタイトルⅨを実施する行政の対応を考察することを中軸に据え

て、タイトルⅨの解釈や判断を下す司法の対応、タイトルⅨに関する司法判断を覆

す機能を有する立法の対応を考察することが、タイトルⅨの実施過程の理解を深め

ることに繋がると考えられる。 

 

第 2 項 タイトルⅨとミンクとの関係に関する研究 

（１）タイトルⅨ立法に関する研究 

タイトルⅨ立法に関する研究には、カーリーノ106、サンドラー107、バレンティン108、

ミンク109、今野110及びミッチェルとエニス111らのものがある。 

カーリーノが 1985 年に発表した修士論文『タイトルⅨ―立法史、代表的な裁判例

及び女子運動競技プログラムの未来』は、タイトルⅨの制定から 1985 年の市民的権

利法の法案提出までを対象として、タイトルⅨの変遷を分析している。カーリーノ

は、「タイトルⅨの歴史的検討の目的は、タイトルⅨの制定及びタイトルⅨと女子の

ための平等な運動競技機会との関係に関するいくつかの問いに回答することであ
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る」と述べて112から、同研究を通して回答する 6 つの問いに「①どのような社会的

影響力がタイトルⅨの導入に勢いを与えたのか、②タイトルⅨの立法史はどのよう

なものか、③タイトルⅨのためにどのような裁判が生じたのか、④グローブシティ

カレッジ判決との関わりと 1984 年の市民的権利法の法案との関わりから、どのよう

なタイトルⅨの将来が見えるのか、⑤参加率、予算額、提供されたスポーツ競技数

及び奨学金の見地から、タイトルⅨ立法は女子運動競技プログラムにどのような影

響をもたらしたのか、⑥女子運動競技プログラムにはどのような未来が待っている

のか」を提示している113。この 6 つの問いに回答するために、本研究は「イントロ

ダクション」、「男性社会における女性の社会化」、「タイトルの立法史」、「グローブ

シティカレッジ判決とタイトルⅨの将来」、「女子運動競技プログラムへのタイトル

Ⅸの影響」及び「まとめと結論」の 6章から構成されている。 

同研究は、運動競技プログラムが如何にタイトルⅨの規制を受けるようになった

のかということを明らかにするために、立法関連資料を用いてタイトルⅨ及びタイ

トルⅨの実施規則の立法過程を分析している。タイトルⅨの立法過程の分析におい

ては、聴聞会（Hearings）の報告書や連邦議会議事録（Congressional Record）な

どを用いて、タイトルⅨに関する審議における議員や参考人らの発言を検証しなが

ら、タイトルⅨが制定されるまでの過程を描いている。そして、この分析によって、

タイトルⅨの立法過程において運動競技についてほとんど言及されていないことを

明らかにしている。また、1975 年のタイトルⅨ実施規則の立法過程の分析において

も、聴聞会の報告書や連邦議事録などを用いて、タイトルⅨが制定してからタイト

ルⅨ実施規則が連邦議会の承認を得るまでに開かれた連邦議会や公聴会における議

員の発言や参考人の証言などを検証しながら、タイトルⅨ実施規則が完全実施され

るまでの過程を描いている。この分析によって、タイトルⅨ実施規則の運動競技に

関する規定をめぐる議論が繰り広げられ、中でも大学対抗運動競技プログラムのア

メリカンフットボールやバスケットボールのような運動競技局の収益を生む運動競

技プログラムへのタイトルⅨの適用の可否がその論点となっていたことを明らかに

している。 

以上の分析から、ミンクとタイトルⅨとの関係を確認することができる。カーリ

ーノは、ミンクとタイトルⅨ立法との関係を示唆する元 NCAA 会長のコメントを引用

している。タイトルⅨ実施規則の公布に先だって連邦行政命令集（Code of Federal 
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Register）に掲載されたタイトルⅨ実施規則案に対して膨大なコメントが市民やス

ポーツ関係者から寄せられたことから、タイトルⅨ実施規則の公布後、それに関す

る公聴会が開催された。その公聴会で参考人として証言した当時の NCAA 会長ジョ

ン・ファザック（John A. Fuzak）は「タイトルⅨのどこに、男女別のロッカールー

ムが適切だと書いてあるのか、或いは男女別チームが適切だと書いてあるのか。タ

イトルⅨの審議においてパッツィ・ミンク連邦下院議員が、タイトルⅨは学校にセ

ックス・ブラインド（sex blind）であるよう義務づけると言っている。しかし、タ

イトルⅨ実施規則の規定は、明らかに全くセックス・ブラインドではないではない

か」とタイトルⅨ立法の審議におけるミンクの言葉を引き合いに出し、タイトルⅨ

とタイトルⅨ実施規則の内容の齟齬を指摘しているという114。この引用から、ミン

クがタイトルⅨ立法に関与していることが理解できるものの、これ以外にミンクと

タイトルⅨとの関係について知り得る記述は見当たらない。 

サンドラーは、「『女性としてはあまりにも強すぎる』―タイトルⅨを授けた言葉」

で、タイトルⅨの成立に果たした彼女自身の役割を語りつつ、タイトルⅨが成立す

るまでの過程を明らかにしている。英文題目にある“Too Strong for a Woman”と

いう職場仲間から彼女に発せられた 5 つの言葉から、彼女のタイトルⅨ立法への道

のりは始まったとされる。1969 年にサンドラーは、メリーランド大学で博士論文を

執筆しながらパートタイム教員をしていた。博士論文の執筆を終えると、彼女の勤

めていた学部が 7 つのポジションを埋める人員を募集しており、彼女は教員仲間の

一人に「なぜ大学はどのポジションにも私を就かせようとしないのだろうか」と相

談をした。その際に、発せられた言葉が先述した 5 つの言葉であった。彼女は、そ

の言葉の意味をしばらく理解できなかったのだが、彼女を理解させようとした彼女

の夫から、それは大学による「性差別」だと聞かされてから、「性差別」について考

え始めた。その後、同じような経験を幾度かし、彼女は、労働省の連邦契約遵守局

と共に、大学に対して不服申立てと、高等教育機関を含む、連邦政府と契約する使

用者に対して人種、性、皮膚の色、宗教及び出自による雇用上の差別を禁止する大

統領命令 11246 の実効力をもたらすための戦略を計画した。その後、女性エクイテ

ィアクション連盟（Women's Equity Action League：以下、WEAL と表記）の援護の

もと、彼女は後に全米で展開される教育における差別を終わらせるためのキャンペ

ーンに着手し、それがやがてタイトルⅨの通過により頂点に達したという。 
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タイトルⅨの成立には、サンドラーの他に当然ながら法律を制定する立法部の力

が必要であった。サンドラーは、タイトルⅨの成立にはエディス・グリーン下院議

員（Edith S. Green、オレゴン州選出、民主党：以下、グリーン下院議員と表記）

が不可欠な人物であったことを示唆する。サンドラーが大学に対して不服申立てを

してから数カ月後、グリーン下院議員は高等教育に関する問題に対処する小委員会

委員長として公聴会を開催するよう迫られていた。しかし、十分なデータも信頼し

て証言を頼めるあてもなく、グリーン下院議員は公聴会を開催することに躊躇して

いた。当時は、性差別の問題を取り上げた記事や研究論文、女性の地位に関するデ

ータや団体組織は数少なかったのである。その時に、グリーン下院議員は、サンド

ラーから大学に対する不服申立てをする際に収集したデータをはじめ、記事、論文、

そして証言を頼むことができそうな支持者の名前を記載したリストを提供され、法

案の起草と公聴会の開催を決めたのである。そして、1970 年 6 月及び 7 月に女性の

教育及び雇用に関する初の公聴会がグリーン下院議員によって開催され、これが後

にタイトルⅨとなる法案の公式的な起源となったという。 

さらに、サンドラーは、タイトルⅨの成立には、バーチ・バイ上院議員（Birch E. 

Bayh、インディアナ州選出、民主党：以下、バイ上院議員と表記）の存在が欠かせ

なかったことに言及している。公聴会の後、高等教育機関は、グリーン下院議員の

法案が自分たちの大学に影響が及ぶ可能性があることを認識し始めていた。中でも、

男子と同人数の女子の入学を認めるようになることを懸念していた私立大学は、ロ

ビー活動を展開して、私立大学の大学学部の入学選抜制度を法案の例外規定に盛り

込むことを要求する修正案を通過させることに成功した。また、男女別学のカレッ

ジの存続も例外規定として許されることになった。さらに、公立大学の男女別学の

大学学部の入学選抜制度も例外規定に盛り込まれることになった。その後開催され

た上院議会において、バイ上院議員は、タイトルⅨに関する法案を上手く扱ったと

いう。サンドラーは、それについて「WEAL の全米諮問委員会委員でもあるバイ上院

議員は、上院議会において法案を上手く扱っていた。ほんのわずかな人しか、運動

競技が法案の影響を受ける可能性があることに気付いていなかった。確かに、上院

議会では、法案がアメリカンフットボールチームにおける女性のプレーの許可を教

育機関に求めているのか否かについて審議された」と述べ115、すでに法案に例外規

定を盛り込むことに成功して、十分に問題を理解していない発言をする高等教育機
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関の関係者らは、タイトルⅨが運動競技に重大な影響を与えうることに気付いてい

なかったのだと主張している。 

以上のことから、タイトルⅨの成立にはサンドラーのみならずグリーン下院議員

やバイ上院議員の尽力が不可欠であったことを理解することができた。しかし、タ

イトルⅨの成立に尽力した議員にミンクの名前はあがっておらず、ミンクとタイト

ルⅨ立法との関係について理解を深めることはできない。 

バレンティンは、誕生から 25 周年を迎えるタイトルⅨの変遷を「タイトルⅨの小

史」で振り返っている。バレンティンは、その冒頭で「タイトルⅨは、セクシャル・

ハラスメントを含む差別から学生及び被雇用者を法的に保護することを保証する。

特に、同法は、連邦支援を受ける教育機関における性差別を禁止し、幼稚園から大

学院教育機関までの公立及び私立の学校を適用対象とし、入学選抜制度、リクルー

トメント、教育的プログラム及び教育的活動、開設された講義科目とそれへのアク

セス、カウンセリング、学資援助、職業援助、施設と宿舎、健康に関する保険の給

付金とサービス、運動競技奨学金及び運動競技に適用されて、婚姻状況及び育児状

況に対する差別からも保護する」とタイトルⅨを認識して116から、本論を「起源」、

「規定」、「補完的な男女同権立法」、「進捗状況」、「評定」、「平等なアクセス及び平

等な処遇と公平な結果」、「出現している課題」及び「展望」の 8 項からの構成で展

開する。「起源」では、タイトルⅨの成立過程を概説している。「規定」では、タイ

トルⅨ実施規則の規定の中でも、教育機関が果たすべき義務に関する規定に注目し

て、その規定を紹介している。「補完的な男女同権立法」では、女性に関する法律と

市民的権利法の見地からタイトルⅨの位置づけを検討している。「進捗状況」では教

育領域及び運動競技領域へのタイトルⅨのプラスとマイナスの影響について検討し

ている。「評定」では、全米教育女性連合（National Coalition for Women and Girls 

in Education）が 1997 年 6 月 23 日に発表した『男女間の均衡に関する評価表』の

一部の内容を紹介している。「平等なアクセス及び平等な処遇と公平な結果」では、

平等なアクセスと処遇の提供と公平な結果の保障との違いを検討している。「出現し

ている課題」では、男女間の均衡における多文化性及び多様性の視点の重要性につ

いて論じている。最後に、「展望」では、全ての人々のために真の男女間の均衡を確

保することの必要性を強調し、そのために教育における男女間の均衡について対話

を継続することと、新ためてタイトルⅨの実施に献身的に取組むことを提言してい
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る。 

バレンティンは、タイトルⅨの成立までの過程を概説する「起源」の項で、タイ

トルⅨの成立に尽力した 5 名に言及している。それは、前出のバーニス・サンドラ

ー（Bernice R. Sandler、以下、サンドラーと表記）、グリーン下院議員、バイ上院

議員、マーサ・グリフィス下院議員（Martha Griffiths、ミシガン州選出、民主党：

以下、グリフィス下院議員と表記)及びジョージ・マクガバーン上院議員（George 

McGovern、ウスダコタ州選出、民主党：以下、マクガバーン上院議員と表記）であ

る。先述したように、女性の利益のために初めて大統領命令 11246 を行使したのは、

1969 年にメリーランド大学でパートタイム教員を務めていたサンドラーであった。

「このサンドラーの奮闘によって奮起したグリフィス下院議員は、1970 年 3 月 9 日

に連邦議会において初の教育における女性に対する性差別に関する演説をした」117

のであった。この演説から 3 週間後に、連邦政府と契約する教育機関における大統

領命令 11246 の遵守状況の調査がハーバード大学から始まったという。一方、1970

年 6 月及び 7 月にタイトルⅨの成立への最初の一歩となる公聴会を開催したグリー

ン下院議員は、その公聴会の後に、彼女が委員長を務める高等教育の問題を扱う小

委員会にサンドラーをスタッフとして採用した。ここで初めて、女性の権利の領域

を担当する連邦議会の委員会スタッフが誕生したという。さらに、上院議会では、

バイ上院議員とマクガバーン上院議員によってタイトルⅨに関する法案が扱われた

という。 

「起源」の項から、サンドラー、グリフィス下院議員、グリーン下院議員、バイ

上院議員及びマクガバーン上院議員がタイトルⅨの成立に向けて貢献したことを理

解することができた。しかし、そこではミンクの名前は見当たらず、よって、タイ

トルⅨ立法とミンクとの関係について情報を得ることはできない。 

女性学を専門領域とするミンクの娘であるグウェンドリー・ミンクは、『読者必携

アメリカ女性史』の「タイトルⅨ」の見出し項目でミンクに言及している。「タイト

ルⅨ」の見出し項目は、まず冒頭で「エディス・グリーンとパッツィ・ミンクを含

む連邦議会のフェミニストたちによって発起されたタイトルⅨは、入学許可、運動

競技、学資援助、課外活動及び学術的なプログラムを含む教育における差別に異議

を唱えるための法的手段を女性に提供した」と述べて118から、まず、タイトルⅨが

連邦議会における最初の審議において非難にあったことに言及し、次にタイトルⅨ
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が規制する範囲を確認し、続いて、連邦政府によるタイトルⅨの実施の一貫性の無

さを指摘し、最後にタイトルⅨによって女性が新たに手に入れた機会を概説してい

る。タイトルⅨとミンクとの関係については、先述した同見出し項目の冒頭の記述

からミンクのタイトルⅨ立法への関与しか知り得ることができない。 

今野は、1972 年に成立した教育上の性差別を禁止するタイトルⅨが実施される一

方で、2002 年 1 月に成立した「改正初等中等教育法―どの子どもも置き去りにしな

いための初等中等教育法」（No Child Left Behind Act of 2001：以下、NCLB 法と表

記）が男女別学教育（single-sex education）プログラムへの連邦支援を認めるよ

うになったことを背景に、NCLB 法の制定を男女別学教育の復興と捉えてよいものか

という疑問をもち、「米国連邦政府の男女別学教育政策―1972 年改正教育法タイトル

Ⅸの成立を中心に―」の研究に着手した。今野は、タイトルⅨの適用解釈について、

「教育機関の入学について、職業教育、専門教育、大学院教育、公立大学学部教育

に適用する」という文言は確認できても、「大学学部以下の私立教育機関や公立初等

中等教育機関に関する言及はない」ことから、「連邦、州、学区からの財政援助によ

り運営される公立初等中等教育機関における男女別学教育は、合法か違法かの判断

がもともと不明瞭だったのである」と認識し、同研究で、教育上の性差別が審議さ

れた 1970 年の公聴会から 1972 年のタイトルⅨの成立までを対象に、教育上の性差

別を禁止する連邦法がなぜ職業教育、専門教育、大学院教育、公立大学学部教育に

その適用を限定する必要があったのかということと、その適用をめぐってどのよう

な審議がなされたのかということを検証し、NCLB 法の制定による男女別学教育プロ

グラムへの連邦支援政策が方針転換にあたるのかどうかについて考察している。 

タイトルⅨとミンクとの関係について同研究をみてみると、タイトルⅨ立法に関

する審議におけるミンクの主張に言及している。今野は、一方の性に限定した入学

規制が性差別にあたることから、それを禁止するにはタイトルⅨをどの教育機関に

適用するべきなのかということが上下両院において問題になり、のちにタイトルⅨ

となるタイトルⅩの適用から大学学部教育機関を除外するか否かということが争点

になったことを述べてから、その争点を検証するために下院審議におけるタイトル

Ⅹの大学学部教育機関への適用に関する審議を分析している。今野は、タイトルⅩ

の適用から大学学部教育機関を除外することを求めるアーレンバーン法案に対して、

ミンクが1964年の公民権法によって差別撤廃に連邦政府が介入する正当性はすでに
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認められている中、なぜ連邦政府の介入を理由に、タイトルⅩの大学院教育機関へ

の適用は認めても、大学学部への適用を認めないのかと反論していることに言及し

ている119。また、今野は、1960 年代から連邦政府が平等政策に乗り出して、人種差

別を撤廃しようとしていることに言及し、ミンクの「人種に対してカラー・ブライ

ンド（color-blind）になることを学校に要求しているのと同様に、性に対してもセ

ックス・ブラインド（sex-blind）であるべきです」という主張を引用している120。 

このようにタイトルⅨ立法の審議におけるミンクの主張に言及している今野の研

究は、本論文にいくつかの示唆を与えてくれる。第一に、ミンクとタイトルⅨ立法

との関係を検討する必要性である。今野の研究の目的は本論文のそれとは異なるが、

タイトルⅨ立法に関する審議を検証し、そこでのミンクの主張に言及していること

から、本研究にタイトルⅨ立法とミンクとの関係を検討する必要性を示唆している

と言える。第二に、タイトルⅨ立法とミンクとの関係を検討する際の視点である。

今野の研究から、ミンクがタイトルⅨの適用から大学学部教育機関を除外すること

に反対していたということと、ミンクが性差別の問題を市民的権利法による連邦政

府の政策の延長線上に位置付けているということを理解することができた。これら

の理解から、タイトルⅨ立法に対するミンクのスタンスを確認することができ、本

研究においてタイトルⅨ立法とミンクとの関係を考察する視点として有用であると

考えられる。 

しかし、今野の研究は、上述したように NCLB 法の制定による男女別学教育プログ

ラムへの連邦支援政策が方針転換にあたるのかどうかということについて考察する

ことが研究の目的であることから、タイトルⅨ立法とミンクとの関係を考察すると

いう視点はなく、よって、後にタイトルⅨとなるタイトルⅩに関する審議における

ミンクの主張を検証するまでに至っていない。 

ミッチェルとエニスが共同執筆した『タイトルⅨとスポーツの百科事典』は、見

出し項目の 1つとして「パッツィ・タケモト・ミンク（1927 年 11 月 6 日～2002 年 9

月 28 日）」を取り上げている121。ミッチェルとエニスは、緒言で、同書の出版目的

について「研究に着手するための出発点となる役割を果たしつつ、幅広い読者層に

タイトルⅨとそのスポーツへの影響の全体像を提供しようとする」ものであると述

べて122から、収録語の選択の困難さに言及したうえで「この企画がタイトルⅨとス

ポーツを取り扱う以上、筆者らはタイトルⅨと運動競技に直接関係する項目はもち
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ろんのこと、運動競技へのタイトルⅨの影響を明示するための多様な見出し項目を

選ぶことを試みた」とし123、同書の収録語として選ばれた人名について「ある者は

タイトルⅨ立法に関与し、また、ある者はタイトルⅨ或いはスポーツの公正（equity）

を先導し、また、ある者は女性が何を達成できるのか或いはタイトルⅨの制定前後

に女性は何を達成したのかを示す手本となる」と述べている124。 

ミンクの見出し項目は、「日系アメリカ人連邦議会下院議員及びタイトルⅨの起草

における重要人物」という紹介文から始まり125、ミンクの生い立ち及びハワイ州選

出下院議員としての主な活動を概説している。タイトルⅨとの関係については、学

生時代に数々の差別を受けてきた結果、「ミンクは女性のための平等な教育機会の強

硬な代弁者となって、グリーン下院議員とバイ上院議員と一緒にタイトルⅨの起草

を手伝った」と述べられている126。 

同書から、ミンクがタイトルⅨの一起草者としてタイトルⅨ立法に関与したこと

が理解できた。しかし、同書が「百科事典」であることから、タイトルⅨの一起草

者としてのミンクについて理解を深めることは難しい。また、ミンクとタイトルⅨ

との関係について、ミンクがタイトルⅨの一起草者としてタイトルⅨに関係してい

ること以外に情報を得ることはできない。 

以上のタイトルⅨ立法に関する先行研究の検討から、タイトルⅨとミンクとの関

係についていくつかの情報を得ることはできたものの、タイトルⅨとミンクとの関

係を実証しようとする研究が皆無であることがわかった。タイトルⅨとミンクとの

関係については、タイトルⅨ立法へのミンクの関与を示唆する研究は散見したが、

そのミンクの関与を実証する研究は見当たらなかった。また、タイトルⅨのミンク

法への改称とミンクとの関係を明らかにする研究も見当たらない。タイトルⅨのミ

ンク法への改称を契機としてタイトルⅨの研究にミンクを位置付けたいという動機

から始まった本研究にとって、タイトルⅨのミンク法への改称立法とミンクとの関

係を明らかにすることは重要であると考えられる。 

以上の点を踏まえて、論文全体を通じてタイトルⅨとミンクとの関係を明らかに

しようとする本研究では、タイトルⅨ立法とミンクとの関係及びタイトルⅨ改称立

法とミンクとの関係を明らかにすることが必要であると考えられる。まず、タイト

ルⅨ立法とミンクとの関係を明らかにするために、タイトルⅨの原案と言われるタ

イトルⅩに関する審議においてミンクがどのような主張をしたのかということを検
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証するとともに、ミンクのタイトルⅩの意図を検討する必要がある。但し、タイト

ルⅨの実施過程を段階モデルの政策過程における法令の体系として捉える本研究は、

法律つまりタイトルⅨが規制政策の大枠を定めていると考えることから、教育上の

男女平等を目指す連邦議会がタイトルⅨ立法においてどのようなことを審議してタ

イトルⅨを制定し、タイトルⅨでどのような教育上の性差別の規制政策の大枠を定

めたのかということを明らかにしつつ、タイトルⅩに関する審議におけるミンクの

主張の検証及びミンクのタイトルⅩの意図の検討を行う。また、タイトルⅨのミン

ク法への改称立法とミンクとの関係を明らかにするために、タイトルⅨ改称立法の

審議における議員らの主張を検証するとともに、ミンク法への改称立法の理由を検

討する必要がある。 

このような研究は、タイトルⅨの研究にとって必要であると考えられる。なぜな

ら、今後、タイトルⅨに関する訴訟をはじめ、DOE の発行する方針などにおいてミン

ク法が引用され127、ミンク法という名称が流布していくことを想定すれば、タイト

ルⅨとミンクとの関係に関心が集まるであろうし、体育及びスポーツ研究領域にお

いても同様のことが考えられるからである。また、今後、アメリカの体育及びスポ

ーツ政策において、タイトルⅨに関する行政上の措置或いはタイトルⅨの改正立法

の必要の有無やタイトルⅨの改正が必要な場合には、どのような改正を行うべきか

を判断する際に、タイトルⅨの趣旨を再確認する作業が必要であり、とりわけタイ

トルⅨの一起草者であり、タイトルⅨの改称に自らの名前を付されたミンクがタイ

トルⅨ立法の審議においてどのような主張をし、どのような意図をもってタイトル

Ⅸの成立を目指したのかということを理解しておくことは有益であると考えられる

からである。 

山田は、立法政策に関する研究について「目的を定めて、その目的・手段を考慮

し、その目的（と手段）をどのような法令によって実現すべきかを研究する学問で

ある」とし、その目的を定める際には「立法を必要とする社会的背景および目的を

達しようとする場合に、どのような反対勢力ないし反対者があり、どのようなグル

ープが目的を推進し、その目的とする法案を支持するであろうかをも考慮しなけれ

ばならない」と述べ、さらに、この考慮を「現行法の改正立法をする場合にも過去

の立法例についてもする必要がある場合がある」と主張する128。これに加えて、山

田は、このような研究は立法過程の研究に相当するとし、立法過程の研究とは「ど
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んな社会情勢のもとに、誰が立法を発案し、どのような過程を経て法令が成立した

のかの研究である」としている129。この山田の主張と先行研究の検討結果から、タ

イトルⅨのミンク法への改称を契機に、タイトルⅨに関する法案の起草からタイト

ルⅨの制定までの過程、とりわけ下院議会のタイトルⅩの審議においてタイトルⅨ

発案者であるミンクがどのような主張をしたのかということを検証し、ミンクのタ

イトルⅩの意図を検討することと、タイトルⅨの改称立法における議員の主張を検

証し、タイトルⅨのミンク法への改称理由を検討することは、タイトルⅨの研究の

中にミンクを位置付けたい本論文にとって意義あることと考えられる。その際には、

「アメリカの場合に問題なのは、立法史（legislative history）の中で自説に有利

な部分のみを援用することが、弁護士のみならず、裁判所、さらに時としては学者

によってもなされるということであ」り、「いうまでもなく、立法経過における説明

や質疑応答は、審議の流れの中でなされるのであって、その一部をそのコンテクス

トと切り離してとりあげ、あたかもその法律の客観的意味であるかのように引くこ

とは誤りであるが、そのような・（ママ）慎重な配慮を欠く引用の例も、稀とはいえ

ないように思われる」という田中の指摘130に十分に配慮することが重要であろう。 

 

（２）ミンクに関する研究 

ミンクに関する研究の中でも代表的なものには、ラッセル131、サエキ132、アリナ

ガとオジリ133、デービッドソン134、ミンク135及びハリソン136の研究がある。 

ラッセルが 1977 年に発表した博士論文『パッツィ・タケモト・ミンク―女性政治

家―』は、アメリカの政界で活躍する女性がまだほんの一握りであった当時に、女

性が政界で成功する要因を探るために、ミンクを事例として、ハワイにおける日系

アメリカ人の経験とハワイ及びアメリカにおける女性の経験の歴史を検討しつつ、

ミンクの生涯を分析している。ラッセルはミンクを「女性として初めて連邦議員を

務めたジャネット・ランキンの伝統を受け継き、自らを伝統的な社会的・性的役割

から解放した、まさに女性政治家の手本である」と認識し137、「生まれながらの女性

政治家としてのパッツィ・ミンクの生涯は、女性が実力で政治的な生涯を成し遂げ

るためにはどのような要因が必要なのかということを発見する事例研究として役に

立つだろう」と事例としてミンクを取り上げる意義を述べている138。また、ラッセ

ルは、同論文を「彼女の人生を動機づける要因と、積極的な政治活動において彼女
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が女性に対する伝統的な拘束を突破した方法を明確に描写しようとするパッツィ・

ミンクの伝記的研究である」と位置付けている139。さらに、ラッセルは、ミンクが

養育された環境、彼女と両親及び兄との関係、彼女と夫及び娘との関係、彼女が選

択した生き方及び彼女が政治的キャリアを遂行した方法を分析しつつ140、ミンクの

生涯を年代記的に調査した同研究が「彼女の個人的な特質の相互作用、彼女の成長

及び彼女の政治的な行動を見抜く洞察力を提供するであろう」と研究の意義を述べ

ている141。 

同論文は、ミンクの誕生から 1976 年の連邦議会上院議員選挙の敗北を経て、オレ

ゴン州における大統領予備選挙候補者に指名されるまでを分析の対象としている。

同論文の構成をみると、「イントロダクション」からはじまり、「ハマクアポクの家」、

「マウイ高等学校」、「アメリカ本土」、「州の政治」、「国政」、「連邦議会上院議員選

挙戦」及び「まとめと分析」の 8 章から成っている。ミンクとタイトルⅨとの関係

について、中でも「国政」の章をみてみると、ミンクとタイトルⅨとの関連性を示

唆する記述は見当たらない。 

 しかし、同論文のミンクとフェミニズムとの関係の分析は大変興味深く、本研究

に示唆を与えてくれる。ラッセルは、「まとめと分析」の章で、ミンクの生涯の重要

な要因を「ミンクが公人になることに影響を与えた人や物事を刺激すること」と「公

人として彼女を成功させたライフスタイルの選択を可能にすること」の 2 つに分類

し142、後者について「パッツィ・ミンクは、公人になった自分自身を心に思い描き

ながら、成功するか失敗に終わるかということに直接的或いは間接的に影響する多

くの選択をたたきつけられた。これらの選択のいくつかを意識的に下した一方で、

残りの選択を無意識的に下した。これらの選択の最も重要なことは、専門的職業の

選択、人生の伴侶（夫）の選択、母親になる選択、仲間の選択及び個人的なスタイ

ルの選択である」と述べて143から、「個人的なスタイル」に関して、「彼女のキャリ

アにおいて彼女に向けられた批判の多くが、彼女のスタイルの選択に関連するもの

で」、「ミンクが人に権限を委ねることができず、自分自身でなんでも取り仕切って

しまう」というミンクの後援者らの批判に言及し144、さらに「たとえ彼女はフェミ

ニズムを支持するとしても、フェミニズムの主流を避けて、それによってフェミニ

ストたちを遠ざけた」としている145。このようなミンクを、ラッセルは「不完全な

フェミニスト」（a partial feminist）」と小見出しをつけて分析する146。その分析
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の一部は次の通りである。「この批判は正確であり、理解できる。パッツィ・ミンク

は、決して反フェミニストではなかったが、フェミニズムに乗り遅れてしまった。

フェミニズムについて論争になっていない時期に政治的キャリアをすでに確立し、

自らを伝統的な役割から解放した女性として、パッツィ・ミンクには、フェミニス

トになる理由がほとんどなかった。彼女は、性差別に抗議することなく、実力で自

分自身をうまく確立することができたのだから、1960 年代のフェミニズム運動を自

身の後援の基盤としなかった。近年の女性解放運動が絶頂期に達する時までに、ミ

ンクは環境保護、ベトナム戦争の終止及び幼児教育の問題のために闘っていた。彼

女は自分の気力をこれらの問題から逸らして女性解放運動に向けることを求められ

ていなかった。フェミニズムが選挙運動における激しい論点となり、そして国民の

注目を引き始めたとき、ミンクは『時流に乗った運動に』上手く乗ったと非難され

た。事態をよく理解している政治家なら目下注目されている論争に自分自身を向け

たりしないというのが真実である一方で、最終的にミンクがフェミニズムと結んだ

協力関係は、正確には『時流に乗った運動』に乗ったのではなさそうである。ちょ

うど人種差別主義が市民的権利の論争であったように、ミンクは性差別主義を市民

的権利の論争として認識していたのだろう。1970 年にハロルド・カーズウェル（G. 

Harrold Carswell）が連邦最高裁判所判事に指名されたことに反対して、ミンクは

『真に平等を信じている者にとって、男性至上主義者は、白人至上主義者と同等に

気に食わない』と述べた。…（中略）…ミンクは、フェミニストと世代前の一人と

して過激なフェミニズム（radical feminism）の核の外部に残り、本来フェミニス

トとしてみなされない。ミンクは頑として『女性としてよりもむしろ人』として評

価されたいという明白な考えを譲らないわけであるから、ミンクはこれが満足いく

ものと悟らねばならない」147。 

 以上のラッセルの分析から、興味深いミンクの特徴を理解することができた。そ

れは、ミンクが「不完全なフェミニスト」であったからこそ、ミンク自身の生涯を

送ることができたということである。性差別を禁止するタイトルⅨを起草したので

あれば、当然、ミンクはフェミニストの中心的人物と考えられそうである。しかし、

実際には、ラッセルの分析に従うと、ミンクはフェミニストの主流の周辺に存在し

ていた。それは、反フェミニストだからではなく、そうすることが自分のスタイル

に従う行為だったからである。ラッセルが引用するミンクの「『真に平等を信じてい
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る者にとって男性至上主義者は、白人至上主義者と同等に気に食わない』」という言

葉から、彼女を反フェミニストに位置付けるのは難しい。それでも、ミンクがフェ

ミニストの主流から一歩引いていたのは、「人種差別主義が市民的権利の論争であっ

たように、ミンクは性差別主義を市民的権利の論争として認識していた」からであ

る。つまり、彼女の焦点は、市民的権利に合わされていたのである。このように、

個人的なスタイルに従って市民的権利から視線を逸らさない「不完全なフェミニス

ト」であったからこそミンクが自身の生涯を送ったというラッセルの分析は興味深

く、タイトルⅨ立法におけるミンクのスタンスを考察する際の視点として多いに参

考にされる。 

サエキは、『ハワイの日系女性―最初の一〇〇年』の「政界への進出」の章で「パ

ッツィ・ミンク」の項を設けている。サエキは、緒言で「この本は、ハワイの日系

女性すべてに関するものである。この本の中にあげた女性たちは、今日あるハワイ

に貢献した数限りない有名無名の女性たちを代表していることになる。彼女たちは

生き、働き、夢を描き、喜び、悲しみ、あるときは家族や友人に、あるときは社会

や国家にその足跡を残した」と同書で取り上げる対象について述べて148から、ハワ

イの歴史における女性史を描いている。「パッツィ・ミンク」の項では、ミンクが弁

護士になって活躍し始める 1950 年初期から 1980 年初期までの彼女の半生を中心に

考察している。 

同項からは、連邦議員としてのミンクの功績や奮闘を理解することができる。時

代を先取りして、連邦政府のベトナム戦争の政策に反対したことをはじめ、アリュ

ーシャン列島沖での水爆実験に反対したこと、女性名義の信用、育児立法、教育機

関における人種差別の撤廃を求めて闘ったこと、二ヶ国語教育、学校給食プログラ

ム、障害者教育、特殊な問題を抱える学校への緊急支援などのために奮闘したこと、

1974 年の女性教育機会均等法を起草したこと、アリューシャン列島での地下核実験

に関する情報を開示しない連邦機関を告訴し、これが後に整備される情報公開法の

修正条項のガイドラインの作成に結び付き、さらにウォーターゲート事件でニクソ

ン大統領を辞任に追い込んだことなど、ハワイはもちろんのこと、アメリカの歴史

を築いてきた連邦議員としてのミンクの姿を確認することができた。しかし、タイ

トルⅨとミンクとの関係については、同項から知り得ることはできない。 

マツダが編集を担当した書籍『内なる声―ハワイの若き女性弁護士たち―』はミ
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ンクを取り上げている。マツダは、同書のイントロダクションで「たとえ、私たち

が、生涯を描写するという主要な課題から出発したとしても、その生涯を歴史の中

に位置づけたい。その歴史とは、ハワイの歴史であり、女性の歴史、職業の歴史、

社会の歴史、経済の歴史である。これらの歴史が私たち筆者を統合しているテーマ

なのである。私たちは、法曹界における 17 人の女性の生涯を注視し始めたとき、過

去について想像しいていた以上のことを学んだ」と述べる149ように、同書はハワイ

の女性弁護士の生涯を種々の歴史に位置付けることを目的としている。ミンクはそ

の女性弁護士の一人として取り上げられている。 

同書の「パッツィ・タケモト・ミンク」の章の冒頭で、アリナガとオジリは「彼

女の法律の資格は、即効性と有用性のある尊敬のシンボル、政治活動はもちろんの

こと法律関係の活動にも使える道具、そして政事から離職している時いわば休閑中

の蓄えになったのである」とミンクの政界及び法曹界の人生にとって弁護士資格が

重要であったことを述べた150うえで、誕生から下院議員として国政に返り咲いた

1990 年 9 月 22 日までの彼女の奮闘を描写している。 

同章から、ミンクが連邦議員としてどのような功績を残し、問題解決のためにど

のような奮闘をしたのかを理解することができる。例えば、アリナガとオジリは、

「1965 年から 1977 年までに連邦議会においてミンクが成し遂げた偉業は、教育、環

境、育児、開かれた政府及び平等機会のような国内問題に打ち込んだことである」

と述べて151から、具体的に、ミンクが初の包括的な「幼児教育法」（Early Childhood 

Education Act）の法案を議会に提出したこと、女性教育平等法（Women's Educational 

Equity Act）を起草したこと及び露天掘りに関する規則を後援したことに言及して

いる。また、アリナガとオジリは、「1970 年の上院司法委員会において、彼女はハロ

ルド・カーズウェル（G. Harrold Carswell）の連邦最高裁判所判事の任命に不利な

証言をした。彼女は、カーズウェルが女性に対してひどく偏見を持っていると述べ

た。彼が人種差別主義的な意見をまだ若く28歳の時に述べていたとしても、彼女は、

彼の白人至上主義を公然と非難した」と性差別主義者や人種差別主義者に対して徹

底して挑むミンクの奮闘に言及している152。 

同章では、ミンクとタイトルⅨとの関係について幾分か言及されている。アリナ

ガとオジリは、「下院教育労働委員会（House Education and Labor Committee）の

一委員として、ミンクは女性のための教育機会を向上するための立法を起草及び後
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援した。1972 年に制定した、連邦政府の支援を受ける教育機関による性差別を禁止

する教育修正法のタイトルⅨは特別に満足させるものであった。性に基づく差別の

禁止には、リクルートメントと入学の方針、学資援助、妊娠、宿舎及び運動競技の

領域が含まれた。1975 年のタイトルⅨ実施規則もそれらの領域における実施手続き

を義務付けた」とミンクがタイトルⅨ立法に起草者としてそして後援者として関与

したことを述べている153。しかし、タイトルⅨとの関係についてそれ以上のことを

知ることはできない。 

デービッドソンは、『政治の中心―ジャネット・ランキンとパッツィ・タケモト・

ミンク―』でミンクの半生を綴っている。デービッドソンは、「本書は、勇敢なアメ

リカ人女性、ジャネット・ランキンとパッツ・タケモト・ミンクについて語る」と

述べた154うえで、「二人の女性は共に世界をよりよい場所にすることを望んでいた。

両者は共に女性としてはまれな人生を歩んだ。彼女らは政治家になったのである。

両者ともアメリカ合衆国連邦議員になることに成功した。アメリカの歴史上、連邦

議員になる女性はほとんどいなかった。実際に、ほんのわずかな女性しか連邦議会

をめざそうとはしない」とジェネット・ランキンとミンクがアメリカでは数少ない

女性連邦議員であることを強調し155、「困難でより早い時期に白人男性の政治的な権

力の世界に挑戦することによって、ジャネット・ランキンとパッツィ・タケモト・

ミンクは、両者の後を追う者たちの道に明かりをともしてくれた」と二人の女性の

半生を取り上げる意義に言及している156。  

本書において、ミンクの半生は 9 章から構成されており、1927 年 12 月 6 日の誕生

から 1992 年までの彼女の半生を描写している。同書は、アメリカが直面する数々の

問題に対して自身の信念に従って取り組む連邦議員としてのミンクの姿を中心に描

写している。しかし、本研究が注目するタイトルⅨに関わる問題に取組むミンクに

ついては言及されていない。 

デービッドソンと同様に、ニューマンの編集した書籍『自己に忠実に―影響を与

えた女性を祝して―』は、ミンク自身が綴る半生を取り上げている。ニューマンは、

冒頭で「この精力的な作品のコレクションは、22 人の稀にみる女性リーダー自身が

世界に変化をもたらすという普遍的な願いを映し出す、人を鼓舞する個人の身の上

話を伝える。国家における民族の多様性を代弁するこれらの優れた女性たちは、誰

もが実際に影響を与えることができるということを明示する」と述べ157、「同書は厳
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しい選択、挑戦及び試練に立ち向かった注目すべき女性を紹介する」としてミンク

を取り上げている158。ミンクは自身の著した「計画の変更」で、幼少の頃から医者

になることを志していたものの、女性であることを理由にその夢は断たれてしまう

が、その後、進路変更をして弁護士資格を取得し法曹界に入っていくという弁護士

になった経緯を語っている。同書から、ミンクが弁護士として活動を始めるように

なるまでに、人種、性及び婚姻の有無による差別を受けていたことを理解すること

ができた。しかし、同書では、ミンクが弁護士資格を得てハワイ州で活動を展開す

る前までの半生を綴っており、連邦議員としての彼女のキャリアやタイトルⅨとの

関係に言及していない。 

ハリソンは、『読者必携アメリカ女性史』の「連邦議会」の見出し項目でミンクに

言及している。「連邦議会」の見出し項目では、1917 年から 1997 年までのアメリカ

連邦議会と女性議員に焦点をあて、女性議員数の推移を分析しつつ、女性のための

立法に貢献した女性議員と立法を紹介している。ここで、ミンクは 2 度言及されて

いる。1 つは、初の有色人種女性議員としてである。ハリソンは、「1917 年から 1997

年までに連邦議員を務めた 187 名の多数が白人女性（164名）で、共和党議員（107

名）であった」と述べて159から、「ラトガーズ大学アメリカ女性と政治センターの調

査報告によると、23 名の有色人種女性議員（21 名が民主党議員、2 名が共和党議員）

のうち、17 名がアフリカ系アメリカ人、4 名がラテンアメリカ人、2 名がアジア系或

いは太平洋沿岸地方のアメリカ人であった。初の有色人種女性議員であるパッツ

ィ・タケモト・ミンクは 1965 年にアメリカ連邦下院議会に加わった」とミンクに言

及している160。もう 1 つは、女性のための立法に関わった女性議員としてである。

ハリソンは、「1960 年代の草の根女性運動が始まる前でさえも、女性議員らは女性の

利益を保護した」と述べて161から、女性議員らが立法に貢献した、女性のための法

律を概説している。その中で、ミンクは「1967 年に初の包括的な子育て法案を議会

に提出し 1975 年にはタイトルⅨをもう少しで否決されるところから救った」と言及

されているのである162。 

同書から、1975 年に連邦議会においてタイトルⅨに反対する議論が持ち上がり、

そこでミンクがなんらかの貢献をしたことが理解できた。また、1975 年はタイトル

Ⅸ実施規則が公布された年であり、タイトルⅨ実施過程に関する先行研究がタイト

ルⅨの実施規則の公布をめぐって体育及び運動競技の領域において問題が生じてい
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たことや、運動競技プログラムや収益を生む大学スポーツをタイトルⅨの規制対象

にするか否かという問題が持ち上がっていたことに言及していることを考えると、

同書から、ミンクがこれらの問題からタイトルⅨを守る役割を議会で果たしたので

はないかと考えることができる。 

しかし、同書はミンクを「連邦議会」という収録語の中で取り上げているため、

ミンクとタイトルⅨとの関係を検討するまでに至っていない。 

以上のミンクに関する先行研究の検討から、ミンクの功績やタイトルⅨとミンク

との関係について理解することができたものの、タイトルⅨとミンクとの関係を実

証しようとする研究は見当たらなかった。ミンクの功績については、ミンクが数少

ない女性連邦議員として数々の偉業を達成し、それがアメリカやハワイの歴史の一

部となっていることを理解することができた。その偉業の中に、タイトルⅨ立法が

含まれることも理解できた。また、タイトルⅨ立法へのミンクの関与を考察する際

の視点を与えてくれる研究も確認できた。さらに、タイトルⅨ実施規則立法へのミ

ンクの関与を示唆する研究も確認できた。しかし、タイトルⅨ立法及びタイトルⅨ

実施規則立法へのミンクの関与を実証しようとする研究は見当たらなかった。また、

タイトルⅨ改称立法とミンクとの関係に言及する研究も見当たらなかった。 

以上の点を踏まえて、本研究では、タイトルⅨに関する先行研究の検討でも述べ

たように、タイトルⅨ立法とミンクとの関係及びタイトルⅨ改称立法とミンクとの

関係を明らかにすることに加え、タイトルⅨ実施規則立法とミンクとの関係を明ら

かにすることが必要であると考えられる。以上のような研究は、タイトルⅨとミン

クとの関係の理解をより深めるだけでなく、ミンクが成し得た偉業の中に新たな偉

業を位置付けることができると考えられる。 

 

第 6 節 研究の方法 

 

第 1 項 分析の視点 

本研究では、タイトルⅨを大学対抗運動競技プログラムに適用するにあたって、

性差別を禁止し、男女平等を実現するための原理原則及び基準を実証し、理論や課

題を考察することを分析の視点とする。また、立法的側面からミンクのタイトルⅨ

への関与を実証し、ミンクのタイトルⅨへの貢献を考察することも分析の視点とす
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る。 

 

第 2 項 時期区分 

本研究は、以下のように時期区分を設定した。第一に、タイトルⅨの制定と実施

過程に区分した。タイトルⅨの制定では、後にタイトルⅨとなるタイトルⅩが提案

された下院 H.R.16098 法案に関する公聴会からタイトルⅨの制定までをタイトルⅨ

の立法過程と捉えて、そこでの審議を検討しつつ、タイトルⅨ立法とミンクとの関

係を検討した。第二に、タイトルⅨの実施過程をタイトルⅨが制定してから 2010 年

の大学対抗運動競技の 3 つの判断基準に関する追加説明が発行されるまでの時期と

定めた。これは、2010 年の大学対抗運動競技の 3 つの判断基準に関する追加説明の

発行をもって、学生の運動競技への関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判

断基準の適用をめぐる問題が収束したと考えるからである。第三に、タイトルⅨの

実施過程を 2002 年のタイトルⅨの改称（ミンク法の制定）を画期として区分した。

タイトルⅨが制定してからタイトルⅨが改称されるまでの大学対抗運動競技プログ

ラムにおけるタイトルⅨの実施過程（1972 年～2002 年）では、1975 年のタイトルⅨ

実施規則の公布とその関連方針、関連判例及び関連立法を中心に分析した。第四に、

タイトルⅨの改称（ミンク法の制定）では、タイトルⅨからミンク法への改称立法

の法案が提出されてからミンク法が制定するまでをミンク法の立法過程と捉えて、

タイトルⅨの改称立法の目的、議員仲間によるミンクの評価、ミンクの経歴及びタ

イトルⅨからミンク法への改称の理由を検討した。第五に、ミンク法が制定してか

ら 2010年の 3つの判断基準に関する追加説明が発行されるまでの大学対抗運動競技

プログラムにおけるタイトルⅨの実施過程（2002 年～2010 年）では、OCR による大

学対抗運動競技へのタイトルⅨの判断基準の適用の変化を分析した。第六に、大学

対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状況については、タイトルⅨの

改称前（1999 年～2000 年アカデミックイヤー）と改称後（2009 年～2010 年アカデ

ミックイヤー）のデータを検討の対象とした。これについては、両者を比較検討し

ているので別に章を設けた。 

 

第 3 項 研究で扱う資料 

 本研究は、文献及び資料を中心に扱った研究から構成されている。まず、タイト
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ルⅨの立法過程とタイトルⅨ立法とミンクとの関係を検討する研究では、一次資料

として連邦議会議事録（ Congressional Record）及び連邦議会週報季刊誌

（Congressional Quarterly Weekly Report）を中心に用い、必要に応じてタイトル

Ⅸ立法に関する先行研究を援用した。次に、タイトルⅨの実施過程を分析する研究

では、一次資料として連邦議会議事録をはじめ、連邦議会週報季刊誌、DOE が策定し

た方針、裁判所が示したタイトルⅨに関する判例、連邦議会が制定し、明文化され

たタイトルⅨに関連する法案を中心に扱い、必要に応じてタイトルⅨの実施過程に

関する先行研究やタイトルⅨに関する新聞記事の情報を援用した。また、タイトル

Ⅸ改称立法の研究では、一次資料として連邦議会議事録や関連法案を中心に用い、

必要に応じてミンクに関する先行研究及び新聞記事やアメリカ合衆国連邦下院議会

の事務局（Office of the Clark）の公式インターネットサイトから得た情報を援用

した。さらに、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状況を検討

する研究では、DOE や『クロニクル高等教育新聞（Chronicle Higher Education）』 等

の公式インターネットサイトから得た情報をもとに算出した「女子学生運動競技者

割合値」（以下、割合値と表記）及び「タイトルⅨ遵守達成度」（以下、達成度と表

記）を中心に扱った。 

加えて、実際の現場において、タイトルⅨの実施に係わる大学関係職員がタイト

ルⅨをどのように捉えているのかということを把握するために、2001 年 7 月 28 日に

ハワイ大学（University of Hawaii）の市民権顧問弁護士（Civil Rights Counselor）

であるジル・レイラニ・ヌノカワ氏（Jill Leilani Nunokawa, JD）と同大学の運動

競技局副局長（Assistant Athletics Director）であるマリリン・モーニス・カホ

オハノハノ氏（Marilyn Moniz-Kaho'ohanohano）に、それぞれのオフィスにて聞き

取り調査を行った。 

 

第 7 節 研究の課題 

 

先述した研究の枠組み、分析の視点及び時期区分に基づき、本論文では以下のよ

うな研究課題を設定した。 

第 1 章では、タイトルⅨ立法の審議内容及びタイトルⅨ立法とミンクとの関係を

明らかにすることが主要課題となる。この主要課題のもと、教育上の男女平等を目
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指してタイトルⅨの立法過程においてどのような審議がなされ、そこでは運動競技

についてどのような議論がなされ、どのような教育上の性差別の規制政策の大枠が

タイトルⅨに定められたのかということと、のちにタイトルⅨとなるタイトルⅩに

関する審議においてミンクがどのような主張をし、どのような意図をもってタイト

ルⅨを成立させようとしたのかということを明らかにすることが研究課題となる。

まず、タイトルⅩが提案された下院 H.R.16098 法案が起草される背景を明らかにす

るために、市民的権利法の不備（第 1 節）を検討した。次に、タイトルⅩが提案さ

れる背景を明らかにするために、下院 H.R.16098 法案に関する公聴会（第 2 節）を

検討した。また、タイトルⅩとそれが含まれる法案の内容を明らかにするために、

下院 H.R.7248 法案のタイトルⅩの登場（第 3 節）を検討した。続き、タイトルⅩに

関する審議におけるミンクの主張とミンクのタイトルⅩの意図を明らかにするため

に、タイトルⅩに関する審議過程の概要（第 4 節第 1 項）、タイトルⅩに関する審議

におけるミンクの主張（第 4 節第 2 項）及びミンクのタイトルⅩの意図（第 4 節第 3

項）をそれぞれ検討した。また、タイトルⅨに関する上院議会の審議の概要を明ら

かにするために、上院 S.AMDT.398 修正法案に関する審議（第 5 節第 1 項）と上院

S.AMDT.874 修正法案に関する審議（第 5 節第 2 項）をそれぞれ検討した。さらに、

タイトルⅨに関する全審議過程における運動競技に関する審議の内容を明らかにす

るために、運動競技に関する議論（第 6 節）を検討した。最後に、タイトルⅨが教

育上の性差別をどのように規制したのかを明らかにするために、タイトルⅨの内容

（第 7 節）を検討した。 

第 2 章では、タイトルⅨが制定してから改称されるまでの大学対抗運動競技プロ

グラムにおけるタイトルⅨの実施過程を明らかにすることが主要課題となる。この

主要課題のもと、教育上の性差別の禁止を規定するタイトルⅨがどのように大学対

抗運動競技プログラムに適用され、実施されたのかということを関連立法、関連方

針及び関連判例の対応から明らかにすることが研究課題となる。まず、大学対抗運

動競技プログラムがどのようにして教育上の性差別の禁止を規定するタイトルⅨの

適用を受けるようになったのかということを明らかにするために、1975 年のタイト

ルⅨ実施規則の立法（第 1 節）及び 1979 年の大学対抗運動競技に関する方針解釈の

公布（第 2 節）をそれぞれ検討した。また、タイトルⅨ実施規則の立法の検討では、

タイトルⅨ実施規則の立法とミンクとの関係を明らかにするために、タイトルⅨ実
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施規則の立法におけるミンクの貢献（第 1 節第 3 項）を検討した。次に、タイトル

Ⅸの適用範囲に関わる規定の不透明さが大学対抗運動競技プログラムにどのような

問題をもたらしたのかということを明らかにするために、大学対抗運動競技プログ

ラムへのタイトルⅨの適用解釈の問題（第 3 節）を検討した。続いて、大学対抗運

動競技プログラムへのタイトルⅨの適用解釈の問題がどのように収束したのかとい

うことを明らかにするために、プログラム限定の解釈を覆した市民的権利復活法の

制定（第 4 節）を検討した。1987 年の市民的権利復活法が制定されるとタイトルⅨ

の実効性が強まるが、この他に 1992 年のフランクリン判決が如何にタイトルⅨの実

効性を強めたのかということを明らかにするために、損害賠償金請求を認めたフラ

ンクリン判決（第 5 節）を検討した。それから、大学対抗運動競技プログラムにお

いて平等な参加機会の提供をめぐる問題がどのように顕在化し、その問題を解決す

るためにどのような原理原則や判断基準が用いられたのかということを明らかにす

るために、大学対抗運動競技プログラムの平等な参加機会の提供をめぐる問題（第 6

節）、1996 年の大学対抗運動競技の 3 つの判断基準に関する方針解説の発行（第 7

節）及び OCR のタイトルⅨの適用方法を肯定した全米レスリングコーチ協会判決（第

9 節）を検討した。これと並行して、タイトルⅨ実施規則の運動競技奨学金の規定の

適用においてどのような判断基準が用いられるようになったのかということを明ら

かにするために、運動競技奨学金に関する方針の発表（第 8 節）についても検討し

た。 

第 3 章では、タイトルⅨ改称立法の概略とタイトルⅨとミンクとの関係を明らか

にすることが主要課題となる。この主要課題のもと、なぜタイトルⅨがミンク法に

改称されたのかということを明らかにすることが研究課題となる。まず、タイトル

Ⅸ改称立法の目的を明らかにするために、ミンク法への改称（第 1 節）を検討した。

次に、ミンクがどのような生涯を送ったのかということを明らかにするために、パ

ッツィ・タケモト・ミンクの経歴（第 2 節）を検討した。続いて、連邦議会がミン

クをどのように評価してタイトルⅨ改称立法を制定させようとしたのかということ

を明らかにするために、連邦議会におけるパッツィ・タケモト・ミンクの評価（第 3

節）を検討した。最後に、なぜタイトルⅨがミンク法に改称されたのかということ

を明らかにするために、第 1 章及び第 2 章で得たタイトルⅨとミンクとの関係の検

討結果を踏まえて、タイトルⅨからミンク法への改称の理由（第 4 節）を検討した。 
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第 4 章では、タイトルⅨが改称されてから 2010 年の 3 つの判断基準に関する追加

説明が発行されるまでの大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施過

程を明らかにすることが主要課題となる。この主要課題のもと、OCR による大学対抗

運動競技へのタイトルⅨの判断基準の適用がどのように変化したのかということを

明らかにすることが研究課題となる。まず、第 2 章の大学対抗運動競技プログラム

における平等な参加機会の提供をめぐる問題を受けて、OCR がどのような行動をとり、

どのような結果を得たのかということを明らかにするために、2002 年の運動競技機

会委員会によるタイトルⅨの実施の再検討（第 1 節）を検討した。運動競技機会委

員会はタイトルⅨの実施を再検討した結果を最終報告書にまとめて OCR に提出する

が、その報告書を受けて OCR はどのような方針を打ち出したのかということを明ら

かにするために、OCR のタイトルⅨの実施に関する新たな方針（第 2 節）を検討した。

OCR は新たな方針を発表するとさらに追加方針を打ち出すが、OCR がどのような追加

方針を打ち出したのかということを明らかにするために、OCR のタイトルⅨの実施に

関する方針の転換（第 3 節）を検討した。OCR は追加方針を発表した後、その方針を

撤回するために方針を発表するが、OCR が追加方針を撤回するためにどのような方針

を発表したのかということを明らかにするために、OCR のタイトルⅨの実施に関する

方針の転換の撤回（第 4 節）を検討した。 

第 5 章では、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状況を明ら

かにすることが主要課題となる。この主要課題のもと、2000 年（タイトルⅨ改称前）

と 2010 年（タイトルⅨ改称後）の大学対抗運動競技プログラムにおいてどの程度タ

イトルⅨが遵守されているのかということ、両者間においてどのようなタイトルⅨ

の遵守状況の傾向の違いがあるのかということ、そしてどのような要因にタイトル

Ⅸの遵守状況が左右されうるのかということを明らかにすることが研究課題となる。

まず、どのような方法で大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状

況を把握するのかということを明らかにするために、男女比の実質的均衡基準に基

づくタイトルⅨの遵守状況の把握（第 1 節第 1 項）、割合値の検討（第 1 節第 2 項）、

達成度の検討（第 1 節第 3 項）、研究対象の特徴（第 1 節第 4 項）、タイトルⅨの遵

守状況に影響を与える要因の検討（第 1 節第 5 項）及び研究資料（第 1 節第 6 項）

に分けて検討した。次に、2001 年と 2010 年の NCAA ディビジョン I-A に属する大学

対抗運動競技プログラム全体においてどの程度タイトルⅨが遵守されているのかと
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いうことと、両者間においてどのようなタイトルⅨの遵守状況の傾向の違いがある

のかということを明らかにするために、全国的にみた割合値及び達成度（第 2 節）

を検討した。また、大学規模の違いがタイトルⅨの遵守状況を左右しうるのかとい

うことを明らかにするために、大学規模別にみた割合値及び達成度（第 3 節）を検

討した。さらに、大学対抗運動競技プログラムを提供する大学が属する OCR 管区の

違いがタイトルⅨの遵守状況を左右しうるのかということを明らかにするために、

OCR 管区別にみた割合値及び達成度（第 4 節）を検討した。最後に、大学対抗運動競

技プログラムを提供する大学が所在する州の ERA 批准の有無がタイトルⅨの遵守状

況を左右しうるのかということを明らかにするために、ERA 批准の有無別にみた割合

値及び達成度（第 5 節）を検討した。 

最後に、結章では、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施過程

を立法部、司法部及び行政部の対応と関係の動態として明らかにすることが主要課

題となる。この主要課題のもと、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨ

の実施過程では、どのような問題・課題が生じ、男女平等を実現するためのどのよ

うな原理原則及び基準が争点となったのかということと、なぜタイトルⅨの実施効

果（アウトカム）と実施状況（アウトプット）との間にギャップが生じているのか

ということを明らかにすることが研究課題となる。このため、まず、本研究のまと

め（第 1 節）で大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施過程を説明

し、その構造イメージとタイトルⅨの判断基準の適用の遷移を示してから、本研究

の結論（第 2 節）を導きだした。次に、タイトルⅨの実施の展望（第 3 節）でタイ

トルⅨの実施効果と実施状況のギャップの理由を説明してから、今後のタイトルⅨ

の実施の課題を提示した。最後に、今後の課題（第 4 節）を示した。 
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第 1章 タイトルⅨの制定 

 

本章では、教育上の男女平等を目指してタイトルⅨ立法過程においてどのような審議が

なされ、そこでは運動競技についてどのような議論がなされ、どのような教育上の性差別

の規制政策の大枠がタイトルⅨに定められたのかということと、のちにタイトルⅨとなる

タイトルⅩに関する審議においてミンクがどのような主張をし、どのような意図をもって

タイトルⅨを成立させようとしたのかということをそれぞれ明らかにするために、タイト

ルⅩが提案される下院 H.R.16098法案に関する公聴会からタイトルⅨの制定までをタイト

ルⅨの立法過程と捉えて分析する。第 1節では、下院 H.R.16098法案が起草される背景を

明らかにするために、市民的権利法の不備について検討する。第 2節では、タイトルⅩが

提案された背景を明らかにするために、下院 H.R.16098法案に関する公聴会について検討

する。第 3節では、タイトルⅩとそれが含まれる法案の内容を明らかにするために、下院

H.R.7248法案のタイトルⅩの登場について検討する。第 4節では、タイトルⅩに関する審

議におけるミンクの主張とタイトルⅩの意図を明らかにするために、第 1項でタイトルⅩ

に関する審議過程の概要、第 2 項でタイトルⅩに関する審議におけるミンクの主張、第 3

項でミンクのタイトルⅩの意図をそれぞれ検討する。第 5節では、タイトルⅨに関する上

院議会の審議の概要を明らかにするために、第 1項で上院 S.AMDT.398修正法案に関する審

議、第 2項で上院 S.AMDT.874修正法案に関する審議をそれぞれ検討する。第 6節では、タ

イトルⅨに関する全審議過程における運動競技に関する審議内容を明らかにするために、

運動競技に関する議論について検討する。最後に、第 7節では、タイトルⅨが定めた教育

上の性差別の規制政策の大枠を明らかにするために、タイトルⅨの内容を検討する。 

 

第 1節 市民的権利法の不備 

 

「1972 年教育修正法」（Education Amendments of 1972）に関わる全審議のうち、教育

上の性差別を禁止するタイトルⅨに関わる審議経過のみを表 1-1に示した。タイトルⅨは、

1970年の下院 H.R.16098法案1に関する公聴会と 1971年から 1972年に開催された第 92連

邦議会の約2年間の審議を経て、1972年6月23日にリチャード・ニクソン大統領（President 

of the United State Richard Nixon、共和党：以下、ニクソン大統領と表記）の署名を受

けて正式に制定された法律である。 
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2002 年にミンクが連邦議会で行ったタイトルⅨ制定 30 周年記念のスピーチ2によると、

第 91連邦議会の下院 H.R.16098法案に関する公聴会の結果は、「タイトルⅨの基礎」とし

て、その後の法案作成に大きな影響を与え、またこの公聴会の翌年に、連邦政府の支援を

受ける教育プログラムにおける性差別を禁止する事項が、のちのタイトルⅨとなるタイト

ルⅩとして下院 H.R.7248法案「1971年高等教育法」（Higher Education Act of 1971：

以下、下院 H.R.7248 法案と表記）に示されたという3。このミンクのスピーチに基づき、

以下ではタイトルⅩが誕生するまでの過程を辿ってみたい。 

タイトルⅩが下院 H.R.16098法案に関する公聴会で提案されるまでに、性差別は法律上

すでに解消されつつあったものの、これらの法律は教育上の性差別を解消するまでには至

っていなかった。1960年代、平等立法政策に乗り出した連邦議会は、まず、1963年に「同

一賃金法」（Equal Pay Act）4を制定し、賃金上の性差別を禁止した。しかし、この法律は、

高等教育機関の職員を含むすべての専門職員及び経営管理職員への賃金上の性差別を禁止

しなかった。次に、連邦議会は 1964年に「市民的権利法タイトルⅦ
セブン

」（TitleⅦ of the Civil 

Rights Act of 1964）5を制定し、人種、皮膚の色、宗教、出身国及び性に基づく雇用上の

差別を禁止したが、教育機関における雇用上の性差別はこの法律の適用対象外であり、教

育機関における職員及び経営管理職員に対する性差別を禁止しなかった。また、同年に連

邦議会は「市民的権利法タイトル Ⅵ
シックス

」（TitleⅥ of the Civil Rights Act of 1964）6を

制定し、連邦政府の支援を受けるプログラムにおける人種、皮膚の色及び出身国に基づく

差別を禁止したが、性に基づく差別は適用対象外であったため、学生は性差別から守られ

ていなかった。さらに、1967年にニクソン大統領は、1965年に発令された、連邦政府の事

業や補助金に関わる請負業者に対して人種、皮膚の色、宗教及び出身国に基づく雇用上の

差別を禁止する「行政命令 11246」（Executive Order 11246）7を改正し、性に基づく雇用

上の差別も禁止した。しかし、この行政命令は、法的拘束力を持たない行政措置にとどま

るものであった8。 

以上のように、1960年代に連邦議会が平等立法政策を推し進めた結果、法律上、性差別

は改善される方向に向かっていたものの、教育上の性差別を撤廃するための法的手段は欠

落しており、タイトルⅩが下院 H.R.16098法案に関する公聴会で提案されるまで、教育上

の性差別は野放しにされていたのである。 
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表 1-1： 「1972年教育修正法」タイトルⅨに関する立法過程の概要 

 

日付 上院議会 下院議会
第91連邦会議
（1969年～1970年）

6月17・19・26・29・
30日、7月1・31日

H.R.16098法案に関する公聴会が開催される

第92連邦議会
（1971年～1972年）

8月4日 S.659法案が上程される
8月6日 S.659法案が承認される
11月2日 H.R.7248法案が上程される
11月4日 H.R.7248法案が承認される

11月8日
S.659法案が承認され、修正案により委員会の開催
が要求される

11月24日
H.R.7248法案が全会一致で承認され、労働・公共福
祉委員会に付託される

12月3日

5月22日 上院会議報告S.543-13が提出される

5月23日
上院会議報告S.543-13が賛成63対反対15で可決され
る

下院会議報告H.343-6が提出される

6月8日
下院会議報告H.343-6が賛成218対反対180で可決さ
れる

6月23日

＜出典＞

犬飼典子『アメリカ連邦政府による大学生経済支援政策』、70頁、東信堂、2006年。今野真希「米国連邦政府の男女別学教育
政策－1972年改正教育法タイトルⅨの成立を中心に－」、大桃敏行（代）『多元文化国家米国における学校の公共性論議に関
する史的研究』、162-163頁、平成13-15年度科学研究費補助金研究成果報告書、2004年。Carlino, Salvatore.  Title IX: A
Legislative History, Selected Court Cases, and the Future of Women’s Athletic Programs , p. 73, Thesis for the
Degree of Master of Science, Pennsylvania State University, 1985.  Congressional Quarterly Incorporation.
“Higher Education.” Congressional Quarterly Weekly Report , vol.28, p. 1638, June 26, 1970.  Congressional
Quarterly Incorporation. 　“Discrimination against Women.” Congressional Quarterly Weekly Report , vol.28, p.
1686, July 3, 1970. に基づき作成した。

ニクソン大統領の署名によって教育修正法（PL92-318)が成立する

労働・公共福祉委員会実行委員会が開催され、S.659法案への修正代替案への賛成が勧告される

第1会期（1971年）

第2会期（1972年）

第2会期（1970年）

 

 

第 2節 下院 H.R.16098法案に関する公聴会 

 

教育上の性差別を規制する法的手立てが存在しない中、連邦議会は教育上の性差別撤廃

政策に着手した。高等教育における性差別と市民的権利法の欠陥を認識していた9、下院教

育特別小委員会（The House Special Subcommittee）の議長であるグリーン下院議員は、

1970 年に下院 H.R.16098 法案に関する公聴会を開催した10。同法案は、高等教育に関する

大規模な法案の一部であり11、教育機関の雇用上の性差別を禁止するために、人種、皮膚

の色、宗教、出身国及び性に基づく雇用上の差別を禁止する市民的権利法タイトルⅦを改

正することをはじめ、連邦政府の支援を受けるプログラムにおける性差別を禁止するため

に、連邦政府の支援を受けるプログラムにおける人種、皮膚の色及び出身国に基づく差別

を禁止する市民的権利法タイトルⅥを改正すること、さらに、経営管理職員及び専門職員

に対する賃金上の性差別を禁止するために、賃金上の性差別を禁止する同一賃金法を改正
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することを提案するものであった12。 

公聴会には多くの専門家をはじめ学校関係者、関係団体職員らが招かれ、女性の教育と

雇用に関する証言と審議が重ねられた13。公聴会において、教育における性差別の問題の

中心となったのは①特定の高等教育機関の入学規制の問題（入学割当制度（quota）による

差別）、②財政支援の問題（大学院教育の支援や奨学金授与による差別）、③教育機関職員

の雇用の問題（昇進・給与による差別）の 3点であり、とりわけ①が教育上の性差別撤廃

のための重要課題とされた14。 

タイトルⅩ誕生の兆しは、公聴会の市民権司法長官補の証言のときにみえた。1970年 7

月 3日の公聴会において、ジェリス・レオナード市民権司法長官補（Assistant Attorney 

General for Civil Rights Jerris Leonard）は、下院 H.R.16098法案のねらいを支持する

ものの、1964 年市民的権利法の修正には賛成できないとし、代替案を提示した15。その代

替案とは、グリーン下院議員の率いる委員会が教育における性差別を禁止する独立した法

律を制定させることに専念することであった16。そこで、同委員会は市民的権利法タイト

ルⅥを改正するのではなく、それを雛形にしつつ教育上の性差別の禁止事項を明記する別

の法案を練ることにした。これが、のちの下院 H.R.7248法案のタイトルⅩの姿として登場

することになり、ミンクの言葉を借りれば｢タイトルⅨの起源17｣でもあった。 

 

第 3節 下院 H.R.7248法案のタイトルⅩの登場 

 

教育上の性差別の禁止規定が含まれた法案が連邦議会に登場する機会は、1971 年の第

92 連邦議会にやってきた。1970 年の公聴会における審議をもとに、下院教育労働委員会

（The House Education and Labor Committee）は、1970 年 11月 2日に下院 H.R.7248 法

案を議会に提出した。下院 H.R.7248法案は、「1965年高等教育法」（Higher Education Act 

of 1965）や高等教育を扱う法律を改正するためのオムニバス法案であり18、高等教育連邦

支援プログラムを 5年間延長するために 2,280億ドルの財源を保障しようとする、20編か

ら成る大規模な法案であった19。この下院 H.R.7248法案に、教育上の性差別の禁止規定が

タイトルⅩとして含まれているのである。タイトルⅩは、連邦支援を受けるあらゆる教育

機関における性差別を禁止することをはじめ、性差別に関する調査を行う権限を市民権委

員会（Civil Rights Commission）に与えること、そして同一賃金法を改正して専門職員及

び経営管理職員に対する賃金上の性差別を禁止することを規定した20。そして、連邦支援
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を受けるあらゆる教育機関における性差別を禁止する規定こそが、教育上の性差別問題を

解決すべく重要規定となるのである。 

下院に提出された下院 H.R.7248 法案のタイトルⅩのうち、教育上の性差別の禁止規定

は以下のとおりである。 

 

 下院 H.R.7248法案 

タイトルⅩ 性差別の禁止21 

1001節   すべてのアメリカ合衆国国民は、連邦政府から援助を受けるすべて

の教育プログラムや活動において、性を理由に排除されたり、利

益を与えられなかったり、差別を受けることは許されない。ただ

し、次の各項目には適用されない。 

 

1． 実質的に男女別学の教育機関 

2． 男女別学の教育機関が男女共学にするための変更にかか

る計画が教育長官に承認された場合の 7年間 

3． 宗教団体が運営する教育機関であって、この節の適用が、

宗教理念と一致しない場合 

 

第 4節 タイトルⅩに関する審議におけるミンクの主張とタイトルⅩの意図 

 

第 1項 タイトルⅩに関する審議過程の概要 

下院議会においてタイトルⅩに関する審議は、下院 H.R.7248 法案が提出されてから 2

日後の 1971 年 11 月 4 日に本格的に始まった22。表 1-2 が示すように、タイトルⅩに関す

る審議では、4 つのタイトルⅩに対する修正法案について議論が展開された。タイトルⅩ

に対する修正法案の審議は、アーレンバーン修正法案から始まり、バートン修正法案、ク

イエ修正法案、デレンバック修正法案、トンプソン修正法案の順で進行された。まず、ア

ーレンバーン修正法案は、大学学部の入学選抜制度をタイトルⅩの適用除外にする規定を

盛り込もうとするものであった23。次のバートン修正法案は、タイトルⅩの適用に盲人を

含むことを示す節の加筆を求めた24。3番目のクイエ修正法案は、入学割当制度をタイトル

Ⅹが要求しないことを規定しようとした25。4 番目のデレンバック修正法案は、「教育機関
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（educational institution）」という用語の定義を「2 つ以上の学部からなる高等教育機

関を除く幼稚園（保育園）、初等教育、中等教育及び高等教育機関」と限定する文言を挿入

しようとした26。最後のトンプソン修正法案は、居住施設を性別で管理することを禁止し

ない規定を盛り込もうとするものであった27。そして、これらの修正法案のうち最も討議

が重ねられたのは、今野が「上下両院で焦点とされた問題はタイトルⅨの適用となる教育

機関の選択であった28」と指摘するとおり、また、ミンクがタイトルⅨ制定 30周年記念ス

ピーチで「当時、最も論争となったのは、入学選抜制度の適用問題であった29」と指摘す

るとおり、大学学部の入学選抜制度をタイトルⅨの適用から除外しようとしたアーレンバ

ーン修正法案であった。そこで、アーレンバーン修正法案に関する審議において、ミンク

がどのような主張をしているのかを次に考察する。 

 

 

表 1-2： 下院 H.R.7248法案「1971年高等教育法」タイトルⅩの修正法案に関する下院審

議（第 92連邦議会（1971年-1972年）第 1会期下院審議） 

 

1971年11月2日 エドモンドソン下院議員が下院H.R.7248法案「1971年高等教育法」を提出する
1971年11月4日 アーレンバーンが修正法案を提出する
1971年11月4日 下院審議が行われる
1971年11月4日 アーレンバーン修正法案が賛成194対反対189で承認される
1971年11月4日 バートンが修正法案を提出する
1971年11月4日 下院審議が行われる
1971年11月4日 バートン修正法案が承認される
1971年11月4日 クイエが修正法案を提出する
1971年11月4日 下院審議が行われる
1971年11月4日 クイエ修正法案が承認される
1971年11月4日 デレンバックが修正法案を提出する
1971年11月4日 下院審議が行われる
1971年11月4日 デレンバック修正法案が承認される
1971年11月4日 トンプソンが修正案を提出する
1971年11月4日 下院審議が行われる
1971年11月4日 トンプソン修正法案が承認される
1971年11月4日 下院が下院H.R.7248法案を承認する

今野真希「米国連邦政府の男女別学教育政策－1972年改正教育法タイトルⅨの成立を中心に
－」、大桃敏行（代）『多元文化国家米国における学校の公共性論議に関する史的研究』、162
頁、平成13-15年度科学研究費補助金研究成果報告書、162頁、2004年。（Congressional
Record , H39248-H39263, November 4, 1971.に基づき一部を修正した。）

＜参考資料＞

 

 

 

第 2項 タイトルⅩに関する審議におけるミンクの主張 

1971 年 11 月 4 日にジョン・アーレンバーン下院議員（John Erlenborn、イリノイ州選
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出、共和党：以下、アーレンバーン下院議員と表記）は、タイトルⅩの修正法案を提出し

た30。アーレンバーン修正法案は、先に記したタイトルⅩの前文に続く例外規定の「1. 実

質的に男女別学の教育機関」に代えて「大学学部の入学選抜制度」の条文を盛り込み、大

学学部の入学選抜制度をタイトルⅩの適用から除外することを求めるものであった31。 

アーレンバーン下院議員は、タイトルⅩと自らの修正法案の差異について説明した。「実

質的に男女別学の教育機関」をタイトルⅩの適用から除外しようとするタイトルⅩの例外

規定の 1は、「男女別の大学院や法医学系大学院の存在を認めてしまうことになる」と述べ

た32。しかし、この修正法案であれば「大学学部の入学選抜制度のみをタイトルⅩの適用

から除外する。よって、入学割当制度或は大学学部の入学選抜制度に関するあらゆるレベ

ルの政府の決定は議論の範囲外となる」とアーレンバーン下院議員は唱えた33。さらに、

彼は、この修正法案でも「平等と大学院教育機関への完全なアクセス」は当然要請される

と加えた34。 

アーレンバーン下院議員がタイトルⅩの問題点としたのは、まず、連邦政府が大学学部

の入学選抜制度に介入するべきではないということであった。アーレンバーン下院議員は、

「タイトルⅩは明らかに連邦政府が高等教育の内部問題に介入する、まさに重大な一歩で

ある」と警告した35。大学学部の入学選抜制度がタイトルⅩの適用を受けることになれば、

アメリカ合衆国憲法上、州・市民に権限が留保されている現在の教育システムに連邦政府

が多分に介入する恐れがあり、教育機関を自治する権利を大学学部から奪いかねないと懸

念した36。また、大学自体が学部の学生構成を決定する権利とアメリカの誇る「高等教育

の多様性」をタイトルⅩが揺るがしかねない点をアーレンバーン下院議員は下院に訴えた

37。さらに、それは学生から教育機関を選択する権利を奪うことになるとアーレンバーン

下院議員は指摘した38。これらを根拠にアーレンバーン下院議員は、「タイトルⅩは危険な

先例を作りかねない」とし39、連邦政府による大学学部への介入強化につながる大学学部

の入学選抜制度をタイトルⅩの適用から除外すべきと主張したのである。 

アーレンバーン修正法案を支持する議員たちも、連邦政府が大学学部に介入することが

不当であると訴えた。ジェームス・クリーヴランド下院議員（James C. Cleveland、ニュ

ーハンプシャー州選出、共和党）は、「アメリカ合衆国の大学制度の長所は、私立と国公立、

宗教系と無宗教系、大規模と小規模、男女別学と男女共学といった多様なアプローチと方

法であり、この多様性が私たちの大学のすばらしさを生み出している40」とアメリカにお

ける大学の多様性を賞賛し、「差し迫った社会的要請がない中、この多様性を手放そうとさ
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せるタイトルⅩは必要とされていない41」と連邦政府による大学学部教育機関への介入を

否定した。また、ルイス・ワイマン下院議員（Louis C. Wyman、ニューハンプシャー州選

出、共和党）は、ハーバード法科大学やダートマス大学で女子学生が学んでいる点に言及

し、すでに教育機会の恩恵を十分に受けている女性にとって連邦政府の介入は不必要であ

ると主張した42。さらに、ジョン・モナガン下院議員（John S. Monagan、コネチカット州

選出、民主党）は、全米における大学に所属する女子の割合が 41％であることを指摘し、

「性差別の問題と人種差別を同一に考えるべきではない」し、「教育分野において学生の男

女比が様々であることこそ健全であり望ましいのである」と強調し43、アーレンバーン修

正法案を支持した。加えて、アーレンバーン修正法案を支持する私立大学は、陳情書を通

して、州・地方に権限を委ねられている教育及び私立大学の自治権に連邦政府が介入する

権限はないと訴えた44。 

アーレンバーン修正法案に対してミンクは異議を申し立てた。連邦政府による介入につ

いて、ミンクは 1964年市民的権利法に基づく介入の正当性を展開した。ミンクは、「差別

的な入学選抜制度を採用した大学から連邦政府が補助金を削除することは、1964年市民的

権利法のもとすでに確立されている。よって、このタイトルⅩがなにも新しい先例ではな

い」と指摘した45。また、「納税者の税金を財源とする以上、個々人の法の平等な保護を否

定するプログラムに資金を供給しないのは、既存の政策の延長上にすぎない」とミンクは

主張した46。さらに、1964 年市民的権利法によって連邦政府の介入の正当性が認められて

いるという事実のもと、連邦政府の介入が大学院教育機関に及ぶことを認めても、大学学

部に及ぶことを認めないというアーレンバーン下院議員の主張は正当ではないと反論した

47。換言すれば、すでに連邦政府が 1964年市民的権利法を法的根拠に教育機関の財源を削

減する権限を有している以上、大学学部をタイトルⅩの適用範囲に含むことによって連邦

政府が教育機関の財源を削減する権限を有することは先例に値せず、タイトルⅩに基づく

連邦政府の介入は正当であるというのがミンクの論旨となる。 

他方、アーレンバーン下院議員が懸念したもう 1 つの問題は、下院 H.R.7248 法案とタ

イトルⅩとの整合性であった。アーレンバーン下院議員は、「大学学部の入学選抜方針にタ

イトルⅩを適用することは、高等教育法の法案が財政的に支援しようとする多くの教育機

関に財政的な負担を強要することになる」と述べ48、「連邦議会は、一方で大学の財政的な

要求を認識して大学を援助しつつ、他方で教育機関に学生の構成比を理由に財政的なペナ

ルティを課そうとするのは不合理ではないか」と述べて49、タイトルⅩが下院 H.R.7248法
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案のねらいと矛盾することから、大学学部の入学選抜制度をタイトルⅩの適用除外にすべ

きだと主張した。 

これまでの両者の論点をまとめると、アーレンバーン下院議員は下院 H.R.7248 法案と

の整合性を欠くタイトルⅩの問題性を指摘して、大学学部の入学選抜制度の適用除外を主

張し、他方、ミンクは、タイトルⅩが 1964年市民的権利法と矛盾せず、違法な場合に連邦

政府に対して大学学部の財政を削減する権限を与えるタイトルⅩは正当であると主張して

いる。 

ミンクの次の発言は、当時のアメリカの女性が置かれている状況をよく表している。 

 

大学が女子を差別するような大学学部の入学選抜制度を採用したり、女子により

高い入学資格を課したり、差別的な入学割当制度によって女子に比べて男子に低

いレベルの入学資格を認めることは、私たちの法案のもと自由であるが、このよ

うな教育機関がこの国の税金を使うことを認めるべきではない。何百万もの女性

はこの国に税金を納め、そしてこれらの税金が女性の平等のアクセスを拒む教育

機関を支援するために使われることに、私たち女性は憤慨している50。 

 

ミンクは、市民的権利を根拠に連邦政府による大学への補助金の削減の正当性を主張す

る。女性は市民として税金を支払い、その税金は連邦政府によって教育機関に教育財源と

して給付される51。教育機関がその財源でプログラムを運営する際に、仮にそのプログラ

ムが女性を排除するのであれば、連邦政府が補助金を削減するのは当然という主張になる

52。差別的な制度に連邦政府が補助金削減のペナルティを課することは、1964 年市民的権

利法のもとすでに実行されており、大学教育機関の補助金を削減する権限を連邦政府に与

えるタイトルⅩは、1964年市民的権利法の立法政策と合致するというのがミンクの主張で

ある。 

 

第 3項 ミンクのタイトルⅩの意図 

以上、連邦政府による大学学部への介入の正当性及び下院 H.R.7248 法案とのタイトル

Ⅹの整合性について、アーレンバーン下院議員とミンクの主張をみてきた。連邦政府によ

る大学学部への介入の正当性についても、タイトルⅩの整合性についても、アーレンバー

ン下院議員は一貫して高等教育機関の自治の文脈から指摘し、タイトルⅩの適用から大学
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学部の入学選抜制度を除外するよう主張したのに対して、ミンクは一貫して市民的権利を

根拠としてタイトルⅩの正当性を主張した。 

タイトルⅩの適用から大学学部の入学選抜制度を除外しようとするアーレンバーン修

正法案に反対したミンクは、タイトルⅩに何を求めたのだろうか。言い換えれば、ミンク

のタイトルⅩの意図とは何だったのだろうか。ミンクは、タイトルⅩについて以下のよう

に説明している。 

 

私たちは入学割当制度を先導しないし、大学学部の入学選抜制度において男女の

比率を五分五分にすることも要求しない。しかし、私たちは学校にカラー・ブラ

インドであるよう要求するように、セックス・ブラインドであるよう要求しなけ

ればならない。（中略）これが法案の要求するすべてである。つまり、公正と公平

である。入学希望者が男か女かを問うことさえばかげている。もし真の平等を信

じるのであれば、私たちは、高等教育機関にそれを実践してもらうのか、或は連

邦政府からの財政支援を拒否してもらうのか決断を迫らなければならない53。 

 

ミンクは、タイトルⅩに男女の枠を超えた市民的権利としての平等のアクセスを求めて

いた。マイノリティが勝ち取った市民的権利法タイトルⅥのように、女性もタイトルⅩの

もと教育における平等が保障されて当然であるという見解が窺える。また、タイトルⅩが

女性に担保する教育における平等は、男女という枠組みの中での議論にとどまらず、常に

市民的権利の視点から捉えられるべきことも示唆される。つまり、ミンクは、女性がアメ

リカの一市民として、当然、保障されるべき教育の機会の平等をタイトルⅩによって実現

しようとしていたのである。 

 

第 5節 上院 S.659法案に対する修正法案に関する審議 

 

第 1項 上院 S.AMDT.398修正法案に関する審議 

一方、下院議会に先だって、上院議会ではすでに教育上の性差別を撤廃するための審議

を開始していた。1971年 8月 4日にクレーバーン・ペル上院議員（Claiborne de B. Pell、

民主党、モンタナ州選出：以下、ペル上院議員と表記）は、上院 S.659法案「1971年教育

修正法」（Education Amendments of 1971：以下、上院 S.659法案と表記）を提出した。同
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法案は、1965年高等教育法（Higher Education Act of 1965）をはじめ、1963年職業教育

法（Vocational Education Act of 1963）、中等教育及び国立教育研究所の国立財団を設立

するための教育振興基本法（General Education Provisions Act）及び 1965初等中等教育

法（Elementary and Secondary Education Act of 1965）を改正するためのオムニバス法

案であった54。この法案に教育上の性差別の禁止規定を盛り込もうしたのがバイ上院議員

であった。 

8 月 5 日にバイ上院議員は、エドワード・ケネディ上院議員（Edward Kennedy、マサチ

ューセッツ州選出、民主党）とフィル・ハート上院議員（File Heart、ミシガン州選出、

民主党）とともに、上院 S.659法案に対する上院 S.AMDT.398修正法案を提出した55。同修

正法案の教育上の性差別の禁止規定は以下の通りである。 

 

 上院 S.AMDT.398修正法案 

タイトルⅥ 性に基づく差別をしないこと56 

601節 すべてのアメリカ合衆国国民は、連邦政府から教育財政支援を受ける公

立の高等教育機関やあらゆる大学院教育の学校又は部局によって運営さ

れているあらゆるプログラムや活動において、性に基づき排除されたり、

利益を与えられなかったり、差別を受けることは許されない。ただし、

入学選抜制度に関して、男女別学の教育機関が男女共学にするための変

更にかかる計画が教育長官に承認された場合には、その変更の手続きに

入った日から 7年間は適用されない。 

 

上記の文言を示す上院 SAMDT.398 修正法案は、下院 H.R.7248 法案の約 3 カ月前に上院

議会に提出され、いわば教育上の性差別を禁止しようとする法案としては初めて連邦議会

に提出されたものである。そのせいか、同修正法案の内容は不明瞭な点が多い。バイ上院

議員は、上記の文言について「601 節は、大学入学選抜制度における拒否又は利益の否認

を含む、連邦政府から教育財政支援を受けるあらゆる公立の高等教育機関（any public 

institution of higher education）やあらゆる大学院教育機関（any institution of 

graduate education）による性を理由とする差別を明白に禁止する」と説明する57が、「公

立の高等教育機関」が具体的にどのような教育機関を指すのか理解が難しい。また、「公立

の高等教育機関」と「大学院教育機関」が併記されていることから、「高等教育機関」を大
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学学部と解釈するべきなのか、或いはより広義に解釈するべきなのか解釈がさらに困難に

なる。さらに、教育上の性差別の禁止といっても、その禁止対象が学生に対する差別なの

か、職員に対する差別なのかも不明である。バイ上院議員は、高等教育機関における教員

職を探している女性が直面している差別について「毎年、コロンビア大学が博士号を授与

する学生のうち 24％が女性であるのに対して、同大学が与える終身在職権を有する教授職

のうちわずか 2％が女性であり、カリフォルニア大学バークレー校の心理学部が、前回、

女性を採用したのは 1924年である」と例証し、「より高い職務になるほど女性は少なくな

る」と高等教育機関における雇用上の性差別の問題に言及している58。しかし、同修正法

案からは、雇用上の性差別の規制についてみえてこないのである。 

上院 SAMDT.398 修正法案が提出された同日にジョージ・マクガバン上院議員（George 

S.McGovern、サウスダコタ州選出、民主党）は、上院 S.ADMT399 修正法案を提出した59。

同修正法案の内容はバイ上院議員の修正法案と類似していることから、マクガバーン上院

議員は自らの提出した修正法案を撤回し、「彼の修正法案の支持にまわる」と述べてから、

上院議会にバイ上院議員の修正法案の支持を訴えた60 

翌日 6日にバイ上院議員の SAMDT.398修正法案の審議は始まった。しかし、バイ上院議

員の修正法案は、ストロム・サーモンド上院議員（Strom Thurmond、サウスカロライナ州

選出、共和党：以下、サーモンド上院議員と表記）によって、事実上、白紙に戻されるこ

とになる。サーモンド上院議員は、同修正法案が男女別学から男女共学への運営方針の変

更を求めるのか否かを明確にしようとした。サーモンド上院議員は、「サウスカロライナ州

にはウィンスロップとして知られているサウスカロライナ女子大学があり、そこは人種を

問わず全ての女子の入学を許可し、差別は存在しない。もし同修正法案に賛成したならば、

その女子大学は男女共学に変更しない限り連邦支援を拒否されるのだろうか」と質問した

61。続けて、同州における同様の女子大学を例に挙げて同じ質問をし、さらに「もしそう

であるならば、同修正法案によって連邦政府は州に対して州の運営する教育機関の運営方

法を命令するのか」、「同修正法案によって連邦政府に権力がより集中し、州権が奪われる

のではないか」と同修正法案による連邦政府の権限の強化を危惧した62。これに対してバ

イ上院議員は、「現在、連邦政府が人種差別をさせないようにしているのと同じように、性

差別をさせないようにする権限を連邦政府に与える」と、すでに始まっている人種差別撤

廃政策において政府に与えている権限と変わらないことを強調した63。しかし、サーモン

ド上院議員は、自らが ERA支持者であることを強調したうえで、州が運営する教育機関の
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運営方法を決定する権限は州が有するべきであり、連邦政府に権力を集中させようとする

同修正法案に反対することを表明した。さらに、サーモンド上院議員は、同修正法案の扱

う問題と上院 S.659法案の扱う問題には関係性がないと主張し、議事進行上の問題を提起

した64。これに対してバイ上院議員は、同修正法案が扱う女性の教育機会へのアクセスの

問題と上院 S.659法案の扱う教育問題は明らかに関係すると強調するが、議長は「懸案の

修正法案は性差別を扱っている。（上院 S.659法案：筆者）には性を扱う規定は存在しない」

と判断し65、結局、上院 S.659法案は承認されたものの、SAMDT.398修正法案は審議未了と

なり、廃案となった。 

 

第 2項 上院 S.AMDT.874修正法案に関する審議 

上院 S.659法案に関する審議は 1972年の第 2会期に継続されることになる。なぜなら、

下院議会で通過した下院 H.R.7248法案には、連邦政府が強制バス通学政策（Bussing）の

ために教育財源を支出することを禁止する規定が盛り込まれており、それに対して上院議

会が異議を唱えたからである66。これにより、再び、上院 S.659 法案は労働・公共福祉委

員会に付託された67。ところが、上院 S.659 法案に含まれていたはずの教育上の性差別の

禁止規定は、同委員会の協議において削除されてしまった68。これで、上院 S.659 法案は

教育上の性差別の禁止規定を失ってしまったのである。 

しかし、バイ上院議員はあきらめず、再度、1972 年 2 月 28 日に教育上の性差別の禁止

を求めて、上院 S.659 法案に対する上院 S.ADMT874 修正法案を提出した69。同修正法案の

教育上の性差別の禁止規定は以下の通りである。 

 

上院 S.AMDT.874修正法案 

タイトルⅩ 性差別の禁止70 

1001節 （a） すべてのアメリカ合衆国国民は、連邦政府から援助を受けるすべ

ての教育プログラムや活動において、性を理由に排除されたり、利益を与えられ

なかったり、差別を受けることは許されない。ただし、 

(1) 入学選抜制度に関して、この節は、職業教育機関、専門教育

機関、大学院高等教育機関及び公立の大学高等教育機関のみ

に適用される 

(2) 入学選抜制度に関して、この節は、法の執行日から 1年間及
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び、男女別学の教育機関が男女共学にするための変更にかか

る計画が教育長官に承認された場合には、その変更の手続き

に入った日から 6年間は適用されない 

(3) 宗教団体が運営する教育機関であって、この節の適用が宗教

理念と一致しない場合には、この節はその教育機関に適用さ

れない 

(4) この節は、アメリカ合衆国の軍事業務に就く個人又は商船員

の訓練を主要目的とする教育機関に適用されない 

 (b) 本編の目的のもとに、教育機関とはあらゆる公立又は私立の保育園・幼稚

園、初等学校又は中等学校、又はあらゆる職業教育機関、専門教育機関又は高等

教育機関を意味する。ただし、運営管理上、異なる学校、大学又は部局から編成

されている教育機関の場合には、この用語はそれぞれの学校、大学又は部局を意

味する。 

 

上記の条文をみると、上院 S.AMDT.874 修正法案は他の法案に比べてより内容が明確に

なっていることがわかる。同修正法案を第 1会期に上院議会に提出された SAMDT.398修正

法案 と比較すると、同修正法案は教育上の性差別の規制を受ける教育機関をより具体的に

限定している。SAMDT.398修正法は、その適用対象を連邦政府の教育財政援助を受ける「公

立の高等教育機関（a public institution of higher education）やあらゆる大学院教育

の学校又は部局（any school or department of graduate education）」とし、適用対象の

限定が不明瞭である。一方、S.AMDT.874修正法案は、その適用対象となる教育機関を入学

選抜制度における性差別の禁止規制の対象に限定しているものの、「職業教育機関、専門教

育機関、大学院高等教育機関及び公立の大学高等教育機関（institutions of vocational 

education, professional education, and graduate higher education, and to public 

institutions of undergraduate higher education）」のみと、より具体的に適用対象とな

る教育機関を示しているのである。 

また、これと同様のことが下院 HR.7248法案との比較においても言える。下院 H.R.7248

法案は、連邦政府から支援を受ける「すべての教育プログラムや活動」における性差別を

禁止するとしたうえで、その適用除外となる教育機関を「実質的に男女別学の教育機関（an 

educational institution in which substantially all the students are of the same sex）」
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としており、適用対象となる教育機関は連邦支援を受けるほぼ全ての初等、中等及び高等

教育機関と解釈することができる。しかし、言い方を換えれば、性差別の規制対象が私立

なのか公立なのか、大学学部なのか大学院なのか、入学選抜制度や雇用制度なども含まれ

るのかなど、S.AMDT.874修正法案に比べてより多くの疑問が湧く大枠を示した文言である。 

今野71は、上院 S.ADMT.874修正法案の文言について、適用範囲が他の法案より明確にな

ったと述べたうえで、それは下院議会における審議を考慮した結果だと指摘する。下院

H.R.7248 法案のタイトルⅩに対するアーレンバーン修正法案に関する審議でみてきたよ

うに、大学学部の入学選抜制度をタイトルⅩの適用対象にすることに強い抵抗を示してい

たのは私立大学であった。実際に、大学学部の入学選抜制度をタイトルⅩの適用除外にす

るよう求めたアーレンバーン修正法案は、ミンクの主張を押し切って通過している。そし

て、その約 3カ月後、バイ上院議員が提出した S.AMDT.874修正法案は、公立のみの大学学

部の入学選抜制度を性差別の規制対象としている。このことから、確かに、下院 H.R.7248

法案の審議における私立大学の抵抗を考慮して、バイ上院議員は大学学部の入学選抜にお

ける性差別の規制については、公立のみに限定したと理解できる。 

しかし、この「公立」に上院議会の焦点が向けられることになった。同日、ロイド・ベ

ンセン上院議員（Loyd M. Bentsen、テキサス州選出、民主党：以下、ベンセン上院議員と

表記）は、上院 S.ADMT874修正法案に対する上院 S.ADMT.948修正法案を提出した72。同修

正法案は、「創立当初から伝統的に且つ継続的に一方の性のみに入学を許可してきた公立の

高等教育機関における大学学部の入学選抜制度の適用除外」を求めるものであった73。ベ

ンセン上院議員は、適用除外にしようとする教育機関について「このような教育機関は全

米に 4校ある。テキサス州に 1校、バージニア州に 2校、ミシシッピ州に 1校である」と

述べてから、自らの選出州であるテキサス州の 1校を例に挙げ、「テキサス女子大学は男子

の入学を認めるつもりはないし、そうすることは州法で禁じられている。もし、バイ上院

議員の修正法案が通過すれば、同大学は女子大学として存続する権利のために裁判所で闘

わねばならなくなるだろう」と述べ、その必要性を否定した。さらに、ベンセン上院議員

は、「テキサス女子大学に通う女子学生は自発的にそれを選択しているのであって、それが

嫌ならば同州に所在する男女共学のノーステキサス州立大学やもう 1つの高等教育機関に

通っていただろう」と述べ、バイ上院議員の修正法案のもと「連邦支援が打ち切られれば、

苦しむのはその学生たちである」と強調した。さらに、「バイ上院議員の修正法案の趣旨は、

明らかに公立の高等教育機関における女子に対する差別をやめさせることであり」、「その
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修正法案の影響によってテキサス女子大学のような一方の性に入学を許可してきた教育機

関を法律で禁じること」が同修正法案の目的ではないはずであると指摘した。これに続い

て、伝統的な 2校の女子大学を有するバージニア州から選出されたウィリアム・スポン上

院議員（William B. Spong、バージニア州選出、民主党）もベンセン上院議員の修正法案

を後押しした。 

ベンセン上院議員が指摘するとおり、バイ上院議員の修正法案が求めるのは、一方の性

のみの入学を許可している教育機関を男女共学に変更させることではなかったはずである。

先述したように、下院 H.R.16098法案に関する公聴会において教育上の性差別の問題で特

に焦点があてられたのは、①特定の高等教育機関における入学規制、②財政支援（奨学金

等）の問題、③教育機関における雇用の問題の 3点であった。ここには、伝統的に一方の

性のみに入学許可を与える女子大学や男子大学の問題は挙がっていない。 

同修正法案が取り扱うべき問題について、ジョン・タワー上院議員（John Tower、テキ

サス州選出、共和党：以下、タワー上院議員と表記）の指摘はうまく的を射ている。ベン

セン上院議員と同じテキサス州選出であり、妻がテキサス女子大学の卒業生であるタワー

上院議員は、「問題の 1つは、男女共学の教育機関において、一般的に男子が従事すると考

えられる専門職に就くための準備を女子にさせる正当な進路指導がされていないことであ

る。テキサス女子大学は、女子を専門職に導き、長い間、大学の進路指導において生じて

いるこの欠陥を補うためのすばらしい機会を提供してきた」と主張する74。性差別撤廃政

策は市民的権利法に基づく人種差別撤廃政策の延長線にある。しかし、人種差別撤廃政策

が人種による分離を人種差別として禁止するからといって、性差別撤廃政策も性別による

分離を性差別として禁止するというのは、政策の目的から外れていると考えられる。その

考えは、一方の性のみを伝統的に受け入れてきた男女別学の教育機関を男女共学にするこ

とが法案の趣旨ではないとするベンセン上院議員の主張に表れている。教育上の性差別の

問題の核は、性差別を生み、それを永続させる不平等、つまり教育のアクセスの不平等（入

学選抜制度の規制）をはじめ、教育のプロセスにおける不平等（教育方法や教育内容にお

ける差別）、そして教育の出口の不平等（雇用における差別）であり、それらの不平等を解

決することが同修正法案の趣旨であるとタワー上院議員の指摘から考えられるのである。 

バイ上院議員は、ベンセン上院議員らの求める 4つの大学を教育上の性差別の規制対象

から外すことに問題はないという見解を示し、上院S.AMDT.874修正法案は上院S.ADMT.948

修正法案とともに上院議会を通過した75。これで、教育上の性差別の禁止規定が上院 S.659
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法案に書き込まれることになったのである。 

この後、上下両院協議会で行われた上院 S.659 法案と下院 H.R.7248 法案の調整の報告

がなされた。この報告は、1972年 5月 23日に上院議会で上院報告 S.543-13として、同年

6月 3日に下院議会で下院報告 H.343-6として承認を受けた76。これで、教育上の性差別の

禁止規定は正式に「タイトルⅨ」という名称を授かった。そして 1972年 6月 23日に教育

上の性差別の禁止規定であるタイトルⅨ77を含む「1972 年教育修正法」は、ニクソン大統

領の署名を受けて制定したのであった78。 

 

第 6節 運動競技に関する議論 

 

これまでタイトルⅨに関する審議においてどのような議論がなされたのかを概観した

が、そこでは運動競技についてほとんど議論がなされていない。立法関連資料をもとにタ

イトルⅨとタイトルⅨ実施規則の立法過程を分析したカーリーノも、これについて「簡単

に 2度しか言及されていない」と断言している79。 

その 1つは、1971年 8月 6日に開催された上院 S.659法案に対する上院 S.AMDT.398修

正法案に関する審議においてである80。同修正法案の 601 節にある「あらゆるプログラム

や活動…」（any program or activity conducted…）の文言について、ペーター・ドミニ

ック上院議員（Peter H. Dominick、コロラド州選出、共和党：以下、ドミニック上院議員

と表記）がバイ上院議員の考えを問うたときである。その文言を「学生宿舎の施設の見地

から考えているか。運動競技の施設・設備の見地から考えているのか。これを、私たちは

どのように捉えたらいいのか。私たちは、単なる教育的な要件を扱っているのか」とドミ

ニック上院議員は質問を重ねた。これに対してバイ上院議員は、「立法部の権限については

先に言及したが、HEW 長官にこの政策の問題について扱う決定権が与えられると考える。

私は、これが男女学生寮の統合を要求していると解さないし、それがアメリカンフットボ

ールフィールドの撤廃を命じているとも思わない。私たちがやろうとしていることは、学

校における教育過程及び課外活動への平等のアクセスを男女学生・生徒に提供することで

あり、そこにはアメリカンフットボールのような独特な側面は含まない。私たちは、大学

対抗運動競技のアメリカンフットボールに関する差別をやめることも、男子のロッカール

ームに関する差別をやめることも求めていない」と回答している。 

もう 1つは、1972年 2月 28日に開催された上院 S.659法案に対する上院 S.ADMT874修
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正法案に関する審議においてである81。バイ上院議員は、調査資料を用いて教育における

性差別の問題について説明したあと、同修正法案を要約するなかでスポーツ施設について

触れている。バイ上院議員は、行政執行機関による教育上の性差別の取り扱い方について、

「この修正法案のもと、連邦財政支援をするそれぞれの連邦行政機関はアメリカ合衆国大

統領の承認を得たあと、実施規則を発行する権限を与えられる。この実施規則は、行政執

行機関が性に基づく異なる処遇を許可することを認める。ただし、それは、妊娠中の女子

学生や情緒的に不安的な学生のためのクラスやスポーツ施設、そして個人のプライバシー

が保護されるべき場合のような、性に基づく異なる処遇がプログラムを成功させるために

断固として必要な非常にまれなケースにおいてのみである…」と説明する。 

以上がタイトルⅨに関する審議における運動競技に関連する言及である。この 2度の運

動競技に関する言及で共通する点は、性に基づく異なる処遇を認める例外的なケースとし

て運動競技に言及しつつも、その権限を行政執行機関に委ねていることである。上院

S.AMDT.398修正法案に関する審議においては、「HEW長官にこの政策の問題について扱う決

定権が与えられる」としたうえで、同修正法案の政策が「アメリカンフットボールフィー

ルドの撤廃を命じているとも思わない」し、「大学対抗運動競技のアメリカンフットボール

に関する差別をやめることも、男子のロッカールームに関する差別をやめることも求めて

いない」、さらに、同修正法案の政策が求める「学校における教育過程及び課外活動への平

等のアクセスを男女学生・生徒に提供すること」には、「フットボールのような独特な側面

は含まない」と性に基づく異なる処遇が否定されないケースとして運動競技が例示されて

いる。また、上院 S.ADMT874修正法案に関する審議でも、性に基づく異なる処遇を認める

権限が行政執行機関にあるとしたうえで、その性に基づく異なる処遇が認められるのは「…

スポーツ施設…のような、性に基づく異なる処遇がプログラムを成功させるために断固と

して必要な非常にまれなケースにおいてのみである…」と性に基づく異なる処遇が認めら

れる「非常にまれなケース」として運動競技が例示されている。 

このように連邦議会が運動競技については例外的な扱いをしつつ、しかしその決定につ

いては行政執行機関に委ねるとするのには理解できる。伊藤82が言うように「政策決定者

は政策の大枠を決めて、詳細は実施機関に委ねる。…規制政策の大枠は法律で定めること

ができる。しかし、どのような行為をどのような場合に禁止し、どのような場合に誰にど

の程度認めるかについて、あらかじめ細かく判断基準を定めて法律に書き込めるわけでは

ない」からである。性に基づく異なる処遇をどこまで許可するのかということを連邦議会
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が法案にこと細かく定めることは求められていないのである。 

性に基づく異なる処遇をどのような場合にどの程度認めるのか、その決定の権限を同修

正法案のもと連邦議会が行政執行機関に委ねようとすることは理解できたが、なぜ性に基

づく異なる処遇が認められるケースに運動競技が引きあいにだされるのかは気になるとこ

ろである。上述したように上院 S.AMDT.398修正法案に関する審議において、バイ上院議員

はドミニック上院議員の質問に対して回答を述べた。そのあと、ドミニック上院議員はバ

イ上院議員の回答に納得しつつ、以下のような興味深い発言をしている。「大学アメリカン

フットボールが統合されていたならば、私はより楽しくアメリカンフットボールをプレー

していただろう。」（If may say so, I would have had much more fun playing college 

football if it had been integrated.)この発言は、同修正法案のもと運動競技における

性に基づく区別が差別になるとは考えていないと述べたバイ上院議員に賛同する言葉とし

て発せられたのだろう。しかし、この言葉は、当時の大学対抗運動競技の捉え方を示唆し

ていると読みとることもできる。当時は、大学対抗運動競技と言えばアメリカンフットボ

ールを示唆し、そのような代名詞を持つ大学対抗運動競技において、性差別について論じ

ることは控えるべきという含意を読み取ることができるのである。「男子の聖地」であるア

メリカンフットボールに性差別の議論が入り込む余地はないということを示唆していると

いうのは言い過ぎだろうか。このドミニック上院議員の発言のあと、バイ上院議員は「イ

ンディアナ州選出上院議員(バイ上院議員：筆者)は、その点に関する所見を述べたい誘惑

に抵抗する」（The Senator form Indiana will resist the temptation to remark further 

on that point.）と述べている83。ここに、アメリカンフットボールつまり大学対抗運動

競技と性差別の問題を一緒に語ることへのバイ上院議員の慎重さが垣間見え、運動競技が

性に基づく異なる処遇を認めるケースに例示される理由があるのではないかと考えられる

のである。つまり、連邦議会で運動競技について 2度しか言及されず、しかもそこでは性

に基づく異なる処遇が許されるケースとして扱われているのは、連邦議会が運動競技と性

差別の問題について意見を拮抗させられるほどの深い認識がなかったからなのだと読み取

れることができるのである。 

 

第 7節 タイトルⅨの内容 

 

先述したように、1972年 6月 23日にタイトルⅨを含む「1972年教育修正法」は、ニク
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ソン大統領の署名を経て制定した。タイトルⅨは、「1972年教育法修正法」の第 9編（Title 

IX）にあたる「性差別の禁止」（TITLE IX-PROHIBITION OF SEX DISCRIMINATION）規定であ

る。同編は、7節から構成されており、901節「禁止される性差別」（SEX DISCRIMINATION 

PROHIBITED）は、性差別の禁止とその適用対象及び教育機関の定義を規定している。902

節「連邦行政執行機関の法の執行」（FEDERAL ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT）は、実施規則

や命令を発行することによって 901節の規定を実施する権限が行政執行機関に与えられる

ことをはじめ、本節に準じて許可された必要要件の遵守が連邦支援の打ち切り又は継続、

又は法によって権限が与えられている他の方法によって達成されること、その遵守が達成

されない場合には、連邦支援を打ち切る前に教育機関に対して証拠の確認や弁明の機会が

与えられることなどについて規定している。903 節「司法審査」（JUDICIAL REVIEW）は、

連邦支援が打ち切られた場合には当事者がそれに対して司法審査権を行使できることを規

定している。904 節「盲人に対する差別の禁止」（PROHIBITION AGAINST DISCRIMINATION 

AGAINST THE BLIND）は、盲人に対する差別の禁止について規定している。905節「他の法

への影響」（EFFECT ON OTHER LAWS）は、保険契約や保証契約によって連邦支援を受けるプ

ログラムや活動について、同編がその現行の権限を加減することがないことを規定してい

る。906 節「他の法の修正」（AMENDMENTS TO OTEHER LAWS）は、本編が影響を与える諸法

を列記している。最後に、907節「居住施設に関する解釈 」（INTERPRETATION WITH RESPECT 

TO LIVING FACILITIES）は、男女別居住施設の管理を禁止しないことを規定している。 

教育上の性差別の禁止について規定している 901節「禁止されている性差別」の条文は

以下の通りである。 

 

タイトルⅩ 性差別の禁止84 

禁止されている性差別 

901節 (a) すべてのアメリカ合衆国国民は、連邦政府から援助を受けるすべて

の教育プログラムや活動において、性を理由に排除されたり、利益を与

えられなかったり、差別を受けることは許されない。ただし、 

(1) 入学選抜制度に関して、この節は、職業教育機関、専門教育

機関、大学院高等教育機関及び公立の大学高等教育機関のみ

に適用される 

(2) 入学選抜制度に関して、この節は、 
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(A) 法の執行日から 1 年間及び、男女別学の教育機関が男

女共学にするための変更にかかる計画が教育長官に

承認された場合には、その変更の手続きに入った日か

ら 6年間は適用されない、或は 

(B) 男女別学の教育機関が男女共学にするための変更にか

かる計画が教育長官に承認された場合には、その変更

の手続きに入った日から 7年間は適用されない 

(3) 宗教団体が運営する教育機関であって、この節の適用が宗教

理念と一致しない場合には、この節はその教育機関に適用さ

れない 

(4) この節は、アメリカ合衆国の軍事業務に就く個人又は商船員

の訓練を主要目的とする教育機関に適用されない 

(5) 入学選抜制度に関して、この節は、創立当初から伝統的に且

つ継続的に一方の性のみに入学を許可してきた公立の大学

学部高等教育機関に適用されない 

(b) 州、地区、又は他の区域における一方の性の全体の割合と比較して、連邦支

援を受けるあらゆるプログラム又は活動に参加している又はその利益を受けてい

るその一方の性に属する人の全体の割合に不均衡が生じていることを理由に、あ

らゆる教育機関にその一方の性に対して特別優遇又は異なる処遇をすることを要

求するためにこの節の（a）が解釈されることはない。ただし、その一方の性によ

ってこのようなプログラム又は活動への参加又はその利益の受取りに不均衡が生

じていることを示す傾向にある統計的な証拠のもと、あらゆる公聴会又は法的手

続きにおける熟慮を妨げるためにこの節が解釈されないこと。 

 (c) 本編の目的のもとに、教育機関とはあらゆる公立又は私立の保育園・幼稚

園、初等学校又は中等学校、又はあらゆる職業教育機関、専門教育機関又は高等

教育機関を意味する。ただし、運営管理上、異なる学校、大学又は部局から編成

されている教育機関の場合には、この用語はそれぞれの学校、大学又は部局を意

味する。 

 

上記のタイトルⅨの文言をみると、タイトルⅨに関する審議が反映されていることがわ
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かる。入学選抜制度における性差別の規制を受ける教育機関については、下院議会におい

てタイトルⅨの適用対象になることに抵抗した私立大学は対象外になり、上院議会におい

てバイ上院議員が求めた「公立の大学高等教育機関のみ」となった。また、ベンセン上院

議員が求めた「創立当初から伝統的に且つ継続的に一方の性のみに入学を許可してきた公

立の高等教育機関における大学学部の入学選抜制度の適用除外」も規定されている。さら

に、運動競技については、タイトルⅨに関する審議過程においてほとんど審議されなかっ

たことを反映して、具体的に規定されていない。 

2001年に発刊された『女性とスポーツの世界百科事典』は、タイトルⅨについて「簡潔

でわかりやすい連邦法」（a  short and simple federal law）と紹介している85。しかし、

制定当時は「漠然として、不明瞭」（vague in description）などという指摘を受けてい

る86。とりわけ、タイトルⅨの支持者らは、のちに公布されるタイトルⅨ実施規則におい

てタイトルⅨがいかに解釈されるのかを危惧したという87。また、先述したように、タイ

トルⅨに関する審議過程において、連邦議会は性に基づく異なる処遇の扱い方については

行政執行機関に委ねるとしつつ、性に基づく異なる処遇が許されるケースとして運動競技

に言及していた。これらのことから、少なくとも運動競技関係者にとって、タイトルⅨ実

施規則に運動競技に関してどのような規則が定められるのかということは、当時の気がか

りな一事項であったはずである。 

 

第 8節 本章のまとめ 

 

本章では、タイトルⅨの立法過程における連邦議会の審議内容を中心に検証し、タイト

ルⅨの内容を検討した。また、連邦議会の審議におけるミンクの主張を検証し、ミンクの

タイトルⅩの意図を検討した。その結果、以下のような知見を得た。 

1960年代の平等立法政策によって、法律上、性差別は改善に向かっていたものの、教育

上の性差別を撤廃する法的手段は存在していなかった。このように市民的権利法が欠落し

ている中、1970年に市民的権利法タイトルⅦ、市民的権利法タイトルⅥ及び同一賃金法の

改正と教育における包括的な性差別の禁止を求める下院 H.R.16098法案が大規模な高等教

育に関する法案に含まれた。下院 H.R.16098法案に関する公聴会ではとりわけ高等教育機

関の入学規制が重要課題として挙がり、教育上の性差別の禁止については市民的権利法タ

イトルⅥを改正する代わりに、同法を雛型にしつつ教育上の性差別の禁止事項を明記する
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新たな法案を提出することが求められた。これが後に連邦議会に提出される下院 H.R.7248

法案のタイトルⅩであり、タイトルⅨの起源となった。 

1971 年に連邦議会に提出された下院 H.R.7248 法案は、「1965 年高等教育法」や高等教

育に関する法律を改正するための包括的な法案に盛り込まれ、ここに教育上の性差別の禁

止を規定するタイトルⅩが含まれていた。同法案の提出から 2日後の 1971年11月 4日に、

下院議会ではタイトルⅩに対する 5つの修正法案について審議された。その修正法案のう

ち、アーレンバーン修正法案は大学学部の入学選抜制度をタイトルⅩの適用除外にする規

定を盛り込むよう求めた。この審議において、アーレンバーン下院議員は連邦政府による

大学学部への介入の正当性と下院 H.R.7248法案とのタイトルⅩの整合性について指摘し、

一貫して高等教育機関の自治の見地から大学学部の入学選抜制度をタイトルⅩの適用除外

にするよう主張した。これに対して、ミンクは一貫して市民的権利を根拠としてタイトル

Ⅹの正当性を強調し、大学学部の入学選抜制度をタイトルⅩの適用除外にすることに反対

した。なぜなら、ミンクには、アメリカの一市民である女性が当然、保障されるべき教育

の機会の平等をタイトルⅩによって実現しようとする意図があったからである。 

一方、上院議会は、下院議会より先に教育における性差別撤廃のための審議を始めてい

た。バイ上院議員は、上院 S.659法案に教育上の性差別の禁止規定を盛り込むために上院

S.AMDT.398修正法案を提出した。同修正法案は、教育上の性差別の禁止を求める法案とし

て初めて連邦議会に提出されたものであった。そのせいか、同修正法案はどの教育機関に

対してどのような性差別を規制するのかなどについて具体的に規定せず、その内容は漠然

としたものであった。そのため、同修正法案の通過によって男女別学の教育機関が男女共

学に運営方針の変更を強いられることと連邦政府の権限が強化されることを危惧した議員

から、上院 S.AMDT.398修正法案と上院 S.659法案の扱う問題との間の関連性について指摘

を受け、結局、同修正法案は審議未了となり廃案となった。上院 S.659法案に関する審議

は、第 2会期に引き継がれ、再び、バイ上院議員は上院 S.659法案に教育上の性差別の禁

止規定を盛り込むために上院 S.ADMT874修正法案を提出した。同修正法案は、大学学部の

入学選抜制度における性差別については公立大学のみを規制対象とし、それまでに連邦議

会に提出された上院 S.AMDT.398修正法案や下院 HR.7248法案よりも、性差別の規制対象を

より明確に規定した。ところが、公立大学の中でも創立以来、伝統的に一方の性のみに入

学を許可してきた大学を同修正法案の適用除外にするよう求める上院 S.ADMT.948 修正法

案が提出された。この修正法案を支持する議員らは、バイ上院議員の上院 S.AMDT.874修正
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法案の趣旨が一方の性のみを伝統的に受け入れてきた男女別学の教育機関を男女共学に変

更させることではないことを確認し、性に基づく進路指導が正当化されていることを問題

として指摘した。バイ上院議員はこれを受入れ、上院 S.AMDT.874 修正法案は上院

S.ADMT.948修正法案とともに上院議会を通過した。その後、上下両院協議会を経て、1972

年 6月 23日にタイトルⅨは誕生した。 

 タイトルⅨに関する全審議過程において運動競技については 2度言及されただけで、本

格的に審議されることはなかった。この 2度の言及において、運動競技は性に基づく異な

る処遇を認める例外的なケースとして例証されつつも、性に基づく異なる処遇を認める権

限は行政執行機関に委ねられるとされた。性に基づく異なる処遇をどこまで許可するのか

ということを、法律であるタイトルⅨに逐一規定するのは困難であることから、その決定

の権限が行政執行機関に委ねられることは理解された。一方、性に基づく異なる処遇が認

められるケースに運動競技が例証された理由については、連邦議会に運動競技と性差別の

問題について意見を拮抗させられるほどの深い認識がなかったからと理解された。 

1972 年 6 月 23 日に制定したタイトルⅨは連邦支援を受ける全ての教育プログラムや活

動における性差別の禁止、違反した対象者に対する連邦補助金の打ち切りという制裁措置

及び制裁措置を受けた者の司法審査権の行使を規定し、連邦議会の審議を反映した内容と

なった。また、入学選抜制度における性差別の規制を受ける教育機関は、下院議会におい

てタイトルⅨの適用対象になることに抵抗した私立大学が対象外となり、上院議会におい

てバイ上院議員が求めた公立の大学高等教育機関のみとなった。さらに、ベンセン上院議

員が求めた伝統的な男女別学の公立大学における大学学部の入学選抜制度の適用除外も規

定された。加えて、本格的な議論がなされなかった運動競技については、具体的に規定さ

れなかった。 
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第2章 大学対抗運動競技プログラムとタイトルⅨの実施過程―タイトルⅨの制定後から

改称前まで― 

 

第 1章で述べたように、タイトルⅨは連邦補助金を受ける教育プログラムや活動におけ

る性差別の禁止を規定し、違反した対象者に対して連邦補助金を打ち切る制裁措置と制裁

措置を受けた者の司法審査権の行使を定めたが、運動競技プログラムにおける性差別の禁

止或は性に基づく異なる処遇の許可について規定しなかった。 

本章では、以上のような大枠を定めたタイトルⅨがどのように大学対抗運動競技プログ

ラムに適用され、実施されたのかということを関連立法、関連方針及び関連判例の対応か

ら明らかにするために、タイトルⅨの制定後から改称前までの大学対抗運動競技プログラ

ムにおけるタイトルⅨの実施過程を分析する。まず、大学対抗運動競技プログラムがどの

ようにしてタイトルⅨの適用を受けるようになったのかということを明らかにするために、

第 1節で 1975年のタイトルⅨ実施規則の立法について、第 2節で 1979年の方針解釈の公

布について検討する。また、第 1節第 2項で、タイトルⅨ実施規則とミンクとの関係を明

らかにするために、タイトルⅨ実施規則の立法におけるミンクの貢献について検討する。

次に、タイトルⅨの適用範囲の不透明さが大学対抗運動競技プログラムにどのような問題

をもたらしたのかということを明らかにするために、第 3節で大学対抗運動競技プログラ

ムへのタイトルⅨの適用解釈の問題について検討する。それから、この適用解釈の問題が

どのように収束したのかということを明らかにするために、第 4節でプログラム限定の解

釈を覆した市民的権利復活法の制定について検討する。また、1987年の市民的権利復活法

の制定後にタイトルⅨの実効性を強めた要因の一つとして、第 5節で損害賠償金請求を認

めたフランクリン判決について検討する。さらに、大学対抗運動競技プログラムにおいて

平等な参加機会の提供をめぐる問題がどのように顕在化し、その問題を解決するためにど

のような原理原則や判断基準が採用されたのかということを明らかにするために、第 6節

で大学対抗運動競技プログラムの平等な参加機会の提供をめぐる問題を、第 7 節で 1996

年の方針解説の発行を、第 8節で運動競技奨学金に関する方針の発表を、第 9節で OCRの

タイトルⅨの適用方法を肯定した全米レスリングコーチ協会判決をそれぞれ検討する。 

 

第 1節 1975年のタイトルⅨ実施規則の立法 
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第 1項 タイトルⅨ実施規則の公布 

タイトルⅨ実施規則1は、1975年 6月 4日に公布され、同年 7月 21日から有効となった。

タイトルⅨの制定からその実施規則の公布までおよそ 3年の月日を要した背景には、連邦

議会において大学対抗運動競技へのタイトルⅨの適用の可否をめぐる議論が重ねられたこ

とにある。 

1974年 5月 20日にタワー上院議員は、上院議会において上院 S.1539法案「1974年教

育修正法」（Education Amendments of 1974：以下、上院 S.1539法案と表記）に対して上

院 S.AMDT.1343修正法案を提出した2。上院 S.1539法案は、初等教育及び中等教育のプロ

グラムに関するいくつかの法律を改正しようとするオムニバス法案であった3。タワー上院

議員は、この法案に大学対抗運動競技プログラムをタイトルⅨの適用除外にする規定を盛

り込もうとした。上院 S.AMDT.1343修正法案は、タイトルⅨの前文である「901節（a）す

べてのアメリカ合衆国国民は、連邦政府から援助を受けるすべての教育プログラムや活動

において、性を理由に排除されたり、利益を与えられなかったり、差別を受けることは許

されない」に続く(1)から(5)までのただし書きに「(6)この節は、大学対抗運動競技がその

活動を支援するために必要な寄付又は総収入を教育機関に提供する限り、その大学対抗運

動競技に適用されない」を規定するよう求めた4。 

タワー上院議員は、大学対抗運動競技プログラムにおいて収益を上げる運動競技種目に

タイトルⅨを適用すれば、大学対抗運動競技プログラム全体が損害を被ると主張する。タ

ワー上院議員によれば、ほとんどの大学対抗運動競技プログラムはその運営管理資金をア

メリカンフットボールや男子バスケットボールの試合チケットによる収入や基金調達キャ

ンペーンによる資金集めに頼っているという5。つまり、大学対抗運動競技プログラムの稼

ぎ頭はアメリカンフットボールや男子バスケットボール、そして大学によってはアイスホ

ッケーやレスリング6であり、「このような収入を上げるスポーツの活動の元手の減損は、

これらのスポーツ活動の継続だけでなく大学対抗運動競技プログラム全体の存続を脅か

す」とタワー上院議員は主張する7。「特に、女子の大学対抗運動競技の機会の拡大が求め

られている現在においてその減損の可能性は重大であ」り、今後、益々、女子の要求が高

まれば、稼ぎ頭の活動の元金は減少し、その活動自体が衰え、結果、プログラム全体が倒

れてしまうという8。このようにタワー上院議員は自らの修正法案について説明したうえで、

さらに同修正法案の提出理由について「大学対抗運動競技プログラムの収入源を守りたい

のは、それが大学対抗運動競技プログラムにおける女子の活動を拡大するための資本とな
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るからである」と強調した9。つまり、大学対抗運動競技プログラムをタイトルⅨの適用除

外にするのは女子の大学対抗運動競技プログラムの拡大のためだというのである。 

また、タワー上院議員は、HEW がこのような事態を作り出す実施規則を公布しないよう

念を押した。タワー上院議員は、連邦議会がタイトルⅨの適用を大学対抗運動競技までに

及ばせるつもりはないと主張したうえで、「私の最も懸念するところは、HEWの規則が収益

を上げるスポーツの地位を無効にし、スポーツプログラム全体に損害を与えてしまうこと

である。もし HEWが熱意をもって運動競技の平等機会を女子に約束し、大学対抗運動競技

プログラムの活動の元手を減損する規則を公布すれば、それは角を矯めて牛を殺すような

ものだ」と述べた10。そして、同修正法案にさらに修正を加えることを求めた。タワー上

院議員は、その修正によって、タイトルⅨのもと与えられた権限以外の権限を HEWに与え

るつもりはないと付言したうえで、「HEW長官は、この法律（1974年教育修正法：筆者）の

制定後、遅くとも 30日以内に連邦政府の支援を受ける教育プログラムにおける性差別の禁

止に関するタイトルの規定を実施する規則を準備及び公布しなければならない」という文

言の追加修正の承認を議会に迫った11。 

この後、上院 S.AMDT.1343修正法案は上院議会を通過するものの、1974年 7月に開催さ

れた上下両協議委員会において否決され、代替案として 1974年 7月にジェイコブ・ヤビッ

ツ上院議員（Jacob Javits、ニューヨーク州選出、共和党：以下、ヤビッツ上院議員と表

記）が提出した修正案が承認されたのであった12。 

ヤビッツ上院議員の修正案は、1974 年 8 月 21 日に制定した「1974 年教育修正法」

（Education Amendments of 1974）の 844節となった13。844節は、「性差別の禁止に関す

る規定」とタイトルが付され、「HEW 長官は、この法律の制定後、遅くとも 30 日以内に連

邦政府の支援を受ける教育プログラムにおける性差別の禁止に関するタイトルの規定を実

施する規則を準備及び公布しなければならない。ただし、その規則には、大学対抗運動競

技の活動に関して、特定のスポーツの独自性を考慮した妥当な規定を盛り込まなければな

らない」と定めている。この規定によって、HEW は特定のスポーツの独自性を考慮した妥

当な条項を含むタイトルⅨ実施規則を起草及び発布する責任を引き受けることになったの

である。 

タワー修正法案は廃案になったものの、「1974 年教育修正法」の 844節はその廃案とな

った修正法案の意を酌んだ文言であると捉えられる。タワー上院議員は、大学対抗運動競

技プログラムに収益をもたらす運動競技をタイトルⅨの適用除外にするよう求めた。なぜ
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なら、大学対抗運動競技プログラムは、財政上、収益を上げる運動競技の稼ぎによって成

り立っているからである。タイトルⅨが適用され、女子スポーツにその収入が流れていけ

ば、収益を上げる運動競技の活動資金が減り、結局、稼ぎ頭がプログラム全体を支えられ

なくなるという主張であった。この主張は、一見すると、女子の大学対抗運動競技の機会

拡大を目指す、現実的で筋の通った主張である。しかし、もう一歩踏み込んで考えてみる

と、性差別を禁止するタイトルⅨを大学対抗運動競技プログラムに適用すると、女子の大

学対抗運動競技に参加する機会を拡大するどころか確保すらできなくなり、大学対抗運動

競技プログラムにおける男女格差がなくならないというのはおかしな主張である。結局の

ところ、女子の大学対抗運動競技の参加の推進を装って、収益を上げる運動競技の地位を

維持したいがためにタイトルⅨの適用を避けようとしている、巧妙な論調である。進藤14は、

同修正法案を強く要求していた NCAAが大学対抗運動競技プログラムにおける「男性中心の

権力基盤」が揺らぐことを懸念していたと主張する。この主張から、「巧妙な論調」と言っ

ても言い過ぎではなさそうである。巧妙であるがゆえに、タワー修正法案は上院議会を通

過したものの、上下両協議委員会において否決されている。やはり、性差別を禁止する法

律が性差別を永続させるからその適用除外を求めるという主張を通すのは困難であろう。 

しかし、「1974 年教育修正法」の 844節は、そこを酌んだ規定であると考えられる。活

動資金の減損を危惧し、収益を上げる運動競技をタイトルⅨの適用除外にすることによっ

て性差別的な処遇を許可すれば、収益を上げる運動競技の活動が基準となってしまう。そ

うなれば、女子の大学対抗運動競技の参加機会は、収益を上げる運動競技の活動によって

左右され、依然として女子の機会拡大は進まなくなる。しかし、収益を上げる運動競技に

タイトルⅨを適用することになれば、収益を上げる運動競技の地位を確保したい NCAAをは

じめスポーツ関係団体は黙っていないだろう。大学対抗運動競技プログラムをタイトルⅨ

の適用除外にしようと再度、修正法案が提出されることも考えられる。しかし、「1974 年

教育修正法」の 844節に、「大学対抗運動競技の活動に関して、特定のスポーツの独自性を

考慮した妥当な規定を盛り込まなければならない」と規定しておけば、収益を上げる運動

競技のタイトルⅨの適用除外を再度求める法案はひとまず避けられると考えられるのであ

る。 

一方、1974 年 6 月 20 日にタイトルⅨ実施規則の草案15が連邦行政命令集16（Code of 

Federal Regulations）に掲載された。この草案には、市民や関係団体などから 10,000件

近くの意見が寄せられ、その大半が運動競技に関するものであった17。このことから、多
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くの人々がタイトルⅨ実施規則の最終案が運動競技についてどのように規定するのか注目

していたと考えられる。 

HEW が作成したタイトルⅨ実施規則の草案は修正が加えられ、1975 年 5 月 27 日にジェ

ラルド・フォード大統領（President of the United States Gerald Ford）によって署名

され、1975年 6月 4日に公布された18。タイトル実施規則に対する反応は、その草案に対

する反応と同じくらい強いものであった19。一般的に、タイトルⅨ実施規則に不満を抱く

グループは、あまりにも厳しすぎると考えるグループと物足りないと考えるグループの 2

つに分かれた20。物足りないと考える者の一人であり、タイトルⅨの制定に尽力したバイ

上院議員は「タイトルⅨ実施規則は女子のための完全な平等を義務付けるまでにいくつか

のステップが抜け落ちていて、場合によっては、現存する性差別の様式を簡単に補強して

しまう」とタイトルⅨ実施規則の不備を指摘する21。一方、厳しすぎると考える者の一人

であるジェス・ヘルムス上院議員（Jess A. Helms、ノースカロライナ選出、共和党）は、

「タイトルⅨ実施規則は行き過ぎであり、学校が決定すべき方針に連邦政府が関与してい

る」と連邦政府の介入の行き過ぎを示唆している22。以上のように、およそ 3 年もの月日

を費やして公布されたタイトルⅨ実施規則であるが、依然として難色を示す者たちは存在

していたのであった。 

 

第 2項 タイトルⅨ実施規則の概要と運動競技に関する規定 

1975 年 6 月 4 日にタイトルⅨ実施規則は、HEW によってアメリカ全土における 16,000

の公教育を実施する中等教育機関及び 2,700の高等教育機関に対して公表され、1975年 7

月 21日に発効した。タイトルⅨが性差別の禁止に関する一般的な条項を規定するのに対し

て、タイトルⅨ実施規則は「入学制度及びリクルートメント制度における性差別の禁止23」、

「教育プログラム又は教育活動における性差別の禁止24」及び「教育プログラム又は教育

活動の領域での雇用における性差別25」についてより具体的に規定している。運動競技プ

ログラムに関する規定は、「教育プログラム又は教育活動における性差別の禁止」に関する

規定に含まれており、 以下のとおりである。 

 

第106.37項 経済的援助 

(c) 運動競技奨学金26 
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(1)  運動競技奨学金や経済的援助を授与する範囲について、

連邦支援を受ける教育機関は妥当な奨学金授与の機会を男

女学生運動競技者に与えなければならず、奨学金授与の機

会を受ける学生運動競技者の男女数は、対校運動競技や大

学対抗運動競技プログラムに参加する学生男女数に比例す

るものとする。 

(2)  この項と第 106.41項に従う範囲で、男女学生運動競技者

個々人に授与される運動競技奨学金は、男女チームに与え

られる運動競技奨学金の一部として授与されるものとする。 

第106.41項 運動競技27 

(a) 一般規定 

如何なる者も性に基づき連邦支援を受ける教育機関が提供する

対校試合、大学対抗運動競技、クラブ又は校内運動競技スポーツへ

の参加を拒まれたり、その恩恵を否定されたり、他の人と異なった

扱いを受けたり、差別されたりしないものとする。そして、連邦支

援を受けるどの教育機関も、対校試合、大学対抗運動競技、クラブ

運動競技又は校内運動競技を性に基づき別々に提供してはならな

いものとする。 

(b) 男女チーム 

この項の（a）の規定にもかかわらず、チームの選抜が競争的な

技術に基づく場合や身体的な接触のあるスポーツ、例えば、ボクシ

ング、レスリング、アイスホッケー、ラグビー、フットボール、バ

スケットボールや、接触を目的或いは主な活動とするスポーツの場

合には、男女別々のチームを編成することが認められる。しかし、

非接触的なスポーツにおいて、一方の性の者のみにチームが提供さ

れ、そのもう一方の性の者にチームが提供されず、長きに渡って、

運動競技に参加する機会を制限されてきた場合には、後者にトラ

イ・アウトの参加を認めなければならない。 

(c) 平等機会 
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対校試合、大学対抗運動競技、クラブ運動競技又は校内運動競

技を運営及び支援し、連邦支援を受ける教育機関は、両性の者に平

等の運動競技の機会を提供するものとする。平等機会が提供されて

いるか否かを把握するため、とりわけ次の諸点が平等機会の要因と

して考慮される。 

(1) 実際に、運動競技種目の選定と競技の水準が男女運動競技者の

関心と能力に適応しているか否か 

(2) 設備や支給物の提供 

(3) 試合や練習時間の計画 

(4) 遠征とそれに関する費用 

(5) コーチングやチューターリングを受ける機会 

(6) コーチやチューターの割当と報酬 

(7) ロッカールームや練習施設及び競技施設の提供 

(8) 医療施設やトレーニング施設、医療サービス及びトレーニング

サービスの提供 

(9) 宿舎施設や食堂施設、宿舎サービス及び食事サービスの提供 

(10) 広報 

連邦支援を受ける教育機関の支出総額が男女間の不平等を示した

としても、また、男女別のチームを後援している場合には、男女両

チーム間で支出額が異なっていたとしても、ただちに、本項を遵守

していないとはみなされない。しかし、両性の機会の平等を審査す

る際には、そのことが考慮される。 

 

なお、運動競技の条項の（d）28は、1978年 7月 21日までに大学対抗運動競技プログラ

ム、クラブ運動競技プログラム及び校内運動競技プログラムにおいてタイトルⅨを完全実

施するよう規定している。また、タイトルⅨの実施を直接的或いは間接的にサポートする

行政執行機関として、HEWに属する OCRが携わることとなった29。加えて、タイトルⅨの適

用対象となる教育機関は、教育機関におけるタイトルⅨの実施の取り締まりとタイトルⅨ

に関する苦情申立ての調査を担当する職員を最低 1名は置くよう求められている30。 
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第 3項 タイトルⅨ実施規則の立法におけるミンクの貢献 

タイトルⅨ実施規則の立法において、ミンクは大学対抗運動競技や教科体育をタイトル

Ⅸ実施規則の適用から除外しようとする議員らを阻止する役割を果たしている。その役割

を顕著に示すのは、タワー上院議員が提出した上院 S.AMDT.1343修正法案の阻止である。

先述したように、上院 S.AMDT.1343修正法案はタイトルⅨの適用対象を制限して、収益を

上げる大学対抗運動競技をタイトルⅨの適用対象から除外しようとした。それを知ったミ

ンクは、カール・パーキンス下院議員（Carl Perkins、ケンタッキー州選出、民主党）と

その修正法案について審議する協議会委員あてに上院 S.AMDT.1343修正法案に反対するよ

う伝える書簡をスタッフに準備させ、その書簡においてこの問題については口外しないよ

う忠告した31。そして、ミンクと彼女のスタッフは、先頭に立って他の協議会委員と協力

して戦略を立てた32。その戦略とは、上院 S.AMDT.1343 修正法案を「大学対抗運動競技の

活動に関して、特定のスポーツの独自性を考慮した妥当な規定を盛り込まなければならな

い」ことを求めるヤビッツ上院議員の修正法案と差し替えることであった33。この戦略は

見事に成功し、タイトルⅨ実施規則の運動競技への適用が決定的となり、HEW が大学対抗

運動競技に適用されるタイトルⅨ実施規則を作成する権限を得たのである34。 

また、ミンクはタイトルⅨ実施規則の公布後に、教科体育に関わる規定を骨抜きにしよ

うとする議員らを阻止することに関与している。タイトルⅨ実施規則が求める教科体育の

男女共修の規定に反対し、ロバート・ケーシー下院議員（Robert Casey、テキサス州選出、

共和党：以下、ケーシー下院議員と表記）は、下院 H.R.5901 法案「1975 年教育歳出予算

案」（fiscal 1975 education appropriation bill：以下、下院 H.R.5901法案と表記）に

対して修正法案を提出した35。同修正法案は、それまで男女別に行っていた体育の授業を

統合しようとする HEWを阻止しようとした。同修正法案は 1974年 4月 16日に下院議会で

可決され、「1976年教育歳出予算案」（fiscal 1976 education appropriation bill）に加

えられることになったものの、上院労働・健康・福祉予算小委員会（Senate Labor- HEW 

Appropriations Subcommittees）で合意に至らず削除された36。 

1975年 7月 16日にミンクは、下院議会において同修正法案の保持を主張するケーシー

下院議員の動議に対する審議を扱っていた37。ケーシー下院議員は自らが提出した修正法

案が可決されたらどのような影響を及ぼすのかを説明し、下院議会の承認を得ようとして

いた。下院議員の間で同修正法案について間違った理解がなされていることを懸念して、

ケーシー下院議員は、同修正法案が可決されてもタイトルⅨの趣旨、つまり女子に教育の
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平等機会を提供することや、女子が自ら望む教育のタイプやコースに従事するための十分

な施設・設備を享受することに悪影響を及ぼすことはないと強調した38。同修正法案が求

めるのは、「連邦議会が任命した行政執行機関である HEWがこの教育歳出予算案に含まれる

財源を凍結することによって教科体育の男女共修を強要することをできない」ようにする

ことである39。つまり、タイトルⅨのもと教科体育の男女共修まで学校に強いる HEW を同

修正法案によって阻止しようとするのがケーシー下院議員のねらいである。ケーシー下院

議員は、「HEWが学校に教科体育の男女共修を強制することは間違いであり、そのような学

校方針の決定は個々の学校に委ねるべき」と主張する。続けて、「学校は男女共修にできな

いと言うことは間違いであり、学校は男女共修にしなければならないと言うことも、また

間違いである」と教科体育の男女共修の導入の可否は個々の学校が決めるべき事案である

ことをケーシー下院議員は強調した40。また、ケーシー下院議員は、教科体育の男女共修

を強いるタイトルⅨ実施規則は「連邦議会の最初の意図を越えているだけでなく、タイト

ルⅨが HEW に委譲した権限をはるかに超えている」と下院議会に訴えた41。よって、教科

体育については、「大学、高等学校、中学校、小学校に教科体育の男女共修を望むのならば、

この修正法案はそれを止めはしない。しかし、同修正法案は『男女共修をしなければなら

ない』と命令する者を黙らせる」という42。さらに、スポーツ施設や運動競技における平

等機会の規定に同修正法案が何の影響も与えないことを強調して、ケーシー下院議員は「も

し競泳用の男子のトランクスが男子チームに提供されたなら、女子チームにもそれが提供

されなければならない。施設、体育館の利用スケジュールなどすべてが平等でなければな

らい」と付言した43。つまり、ケーシー下院議員は、男女に平等の機会を提供することに

反対しているのではなく、男女が一緒に体育の授業を受けなければならないと連邦政府が

強要することに反対しているのである。 

一方、同修正法案に反対するミンクは、教科体育を教育全体の一部と捉えて、同修正法

案の可否を考えるべきと主張する。ミンクは、「ここでの問題は、教科体育が公教育におけ

る子供の教育的な経験全体の一部であることを私たちが信じるかということである。もし、

教科体育が子供の教育的経験全体の一部であるのならば、タイトルⅨは数学や理科のクラ

スにおける子供に適用されるのと同じように教科体育における子供、そしてタイトルⅨが

求める他の要件全てにも適用されるべきではないだろうか」と強調する44。そして、タイ

トルⅨ実施規則の教科体育に関する規定に関して、ミンクは「教科体育の授業は必ず男女

別で行わなければならないという規定はない」と述べてから、「タイトルⅨ実施規則には、
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学校が、学生・生徒の個々の能力から男女別の教科体育の授業を行った方がよいと考える

のであれば、個々の能力を考慮してもよいという規定がある。もちろん、これは、正当な

決断とされる」と言及した45。続けてミンクは、「さらにチームに関する例外規定がある。

それは、とりわけ男女別チームを認める。女子水泳チームと男子水泳チーム、テニスチー

ムなど、これは競争的スポーツでは認められる。確かに、私たちが議論していることは全

て、学校教育における教科体育という授業で男女が一緒に席に着くべきか否かという考え

についてである。このようなことは、競争的スポーツにも学校対抗運動競技のアメリカン

フットボールにも関係ないことである。なぜなら、これらは全て、タイトルⅨの適用対象

外だからである」とタイトルⅨ実施規則の教科体育に関する規定を確認した46。このよう

に、タイトルⅨが競争的スポーツやアメリカンフットボールのような身体接触のあるスポ

ーツに男女統合チームを求めていないことを強調したうえで、ミンクは、再び、教育全体

に視野を広げ「もしこの修正法案を削除できなければ、私たちは教育の大変重要な一局面

に損害を及ぼすことになる。その重要な局面とは、子供がスポーツ、それへの興味及び性

別に関係なく個々人に携わるための自信をもつための身体的能力の発達である」と同修正

法案の通過によって子供たちの教育的経験の欠如を招くことを下院議会に訴えた47。要す

るに、タイトルⅨ実施規則は教科体育のすべての場面において男女共修を求めているので

はなく、個々人の能力差、とりわけ男女の能力差が顕著に表れる競争的スポーツや身体接

触のあるスポーツでは男女別チーム編成、能力別チーム編成を許しているのだから、同修

正法案によって教科体育の男女共修をタイトルⅨの適用除外にして、子供の「身体的能力

の発達」に損害を及ぼす権限は連邦議会にはないというのがミンクの主張するところであ

る。 

ところが、ケーシー下院議員の動議に関する審議が進行し、その動議の採決がなされる

寸前にミンクに非報が伝えられた。ミンクの娘が交通事故にあったというのである48。ミ

ンクは、ケーシー下院議員の動議の採決をとる前に、娘のいるニューヨーク州に向けて議

場を後にしたのであった49。その後、ケーシー下院議員の動議は、採決の結果、賛成 212、

反対 211のわずか 1票差で通過し、教科体育の男女共修はタイトルⅨ実施規則の適用除外

となった50。一方、翌日に開催されていた上院議会では、上院の立場を明らかにするため

に採決がなされた。その結果、賛成 65、反対 29で同修正法案の削除が承認された51。 

1975年 7月 18日に下院議会において、カール・アルバート議長（Carl Albert、オクラ

ホマ州選出、民主党）とダニエル・フラッド下院議員（Daniel Flood、ペンシルバニア州
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選出、民主党：以下、フラッド下院議員と表記）は、ミンクが急遽、議場を離れた理由を

説明した52。その後、フラッド下院議員は、上院議会の立場に同意するための動議を提議

した53。この動議は、採決の結果、賛成 216、反対 178で通過し、7月 16日の採決の結果

を覆した。つまり、ケーシー下院議員の修正法案の削除が可決され54、タイトルⅨの教科

体育に関する規定は守れたのであった55。 

一見すると、教科体育へのタイトルⅨの適用除外を阻止する役割を果たしたのは、直接

的にはミンクではなく、フラッド下院議員ではないかと捉えられるかもしれない。しかし、

ミンクが議場を離れた後の採決の結果は僅か 1票差である。もしミンクが議場に残ってい

れば、この日、ケーシー下院議員の動議は通過しなかったかもしれない。加えて、数日後

のフラッド下院議員の動議は 38票差で通過している。このことから、直接的ではないにし

ても、ミンクはここでも教科体育をタイトルⅨの適用除外にしようとする議員を阻止する

役割を果たしたと捉えられるのではないだろうか。 

以上のように、ミンクは大学対抗運動競や教科体育へのタイトルⅨ実施規則の適用を阻

止しようとする議員らを阻む役割を果たしたのである。 

 

第 2節 1979年の大学対抗運動競技に関する方針解釈の公布 

 

第 1項 1979年の大学対抗運動競技に関する方針解釈の発行の背景 

1979年 12月 11日に OCRは、タイトルⅨ実施規則の運動競技に関する条項について解説

すべく「大学対抗運動競技に関する方針解釈56」（以下、1979年の方針解釈と表記）を発

行した。この発行の背景をみると、1978年 7月末までに HEWは、高等教育機関の運動競技

プログラムにおける性差別に関する苦情申立てを 100件近く受けていた57。それらの苦情

申立てに挙がった教育機関の数は 50校以上にのぼり、OCRはこれらの苦情調査と大学から

のタイトルⅨの実施に関する多くの質問の対応に追われる中、「何をもってタイトルⅨ遵

守を成すのか」を指導するためにこの方針解釈の発行を決めたのである58。 

 この発行に先だって、1978年 12月 11日に OCRは、1979年の方針解釈の草案を連邦行政

命令集に掲載し、市民などに意見を求めた。これに対して 700件以上もの意見が寄せられ、

それらの見解は広範に渡っていた59。意見受付の期間が終了すると、草案の審議をするた

めに、HEWの代表者たちは大学の役員や運動競技団体、運動競技局長、女性運動組織や草

案に関心を示す個人やグループと会見した60。また、OCRの代表団は、草案や他の提案が実
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際の現場や各学校の校内においてどのように適用されているのか、その状況を視察するた

めに、6月から 7月に 8つの大学を訪問した。OCRは、市民からの意見や関係団体との会見、

大学調査の結果から得た情報を慎重に考慮し、草案を修正した61。それが 1979年の方針解

釈である。 

 

第 2項 1979年の大学対抗運動競技に関する方針解釈の概要とその規定 

1979年の方針解釈の目的は、タイトルⅨ実施規則の「第 106.37項(c)運動競技奨学金」

と「第 106.41項（c）平等機会」を高等教育機関が自主的に遵守できる方法、とりわけ大

学対抗運動競技プログラム（intercollegiate athletic program）におけるタイトルⅨの

遵守方法を提示することである。しかし、1979 年の方針解釈に示された一般的な方針は、

大学対抗運動競技プログラムだけでなく、タイトルⅨ実施規則の運動競技に関する条項の

適用を受けるプログラム、すなわちクラブ運動競技プログラム（club athletic program）、

校内運動競技プログラム（intramural athletic program）、及び対校運動競技プログラム

（interscholastic athletic program）にも適用される。したがって、1979年の方針解釈

は、運動競技プログラムの運営・管理指針として、教育機関における運動競技局の経営・

管理に携わる者によって扱われると言える。また、OCR によるタイトルⅨの解釈にあたる

1979年の方針解釈は、裁判所が運動競技プログラムにおける性差別に関する苦情申立てを

審査する際にも適用される62。 

以下に 1979年の方針解釈の概略を示す。 

 

1. 運動競技奨学金（Athletic Financial Assistance（Scholarships）） 

 

タイトルⅨ実施規則の第 106.37項（c）は次のように規定する。教育機関

は、大学対抗運動競技に参加しているそれぞれの性の学生数に比例してそ

れぞれの性の学生にこのような奨学金（学資援助）の妥当な機会を提供し

なければならない。 

 

方針：DOEは、学資援助（奨学金）の総額が男女の運動競技プログラムに比

例しているか否かを判断するために、財政上の比較によってタイトルⅨ実

施規則の本規定の遵守を審査する。DOEは、それぞれの性の学生が利用可能
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な奨学金の総額を運動競技プログラムに参加する男女学生数で割り、その

結果を比較することによって本規定の遵守を判断する。この比較の結果が

実質的に等しい金額である場合、或いは結果として生じる不均衡が正当で

性差別的でない要因を考慮するための調整によって釈明される場合には、

教育機関の遵守は認められるであろう。 

 

方針の適用： 

a. 本規定は、男女への奨学金が釣り合いのとれた額になることや個々人

への奨学金が同額になることを要求していない。それは、男女が使え

る奨学金の総額が実質的に運動競技プログラムに参加する男女比に比

例していなければならないという意味である。 

 

2. 同等なその他の運動競技の恩恵及び機会（Equivalence in Other 

Athletic Benefits and Opportunities） 

 

タイトルⅨ実施規則の第 106.41項（c）（2）～（10）は、学校対抗運動競

技、大学対抗運動競技、クラブ或いは校内運動競技を運営或いは支援する

連邦補助金受領者が「男女学生・生徒に等しい運動競技の機会を提供する

こと」を求める。教育機関が大学対抗運動競技において等しい機会を提供

しているか否かを判断する際には、本規定は DOEに特に以下の要因を考慮

するよう求める。とりわけ以下の（1）から（12）の要因を考慮する。（1）

設備及び必需品の供給及び維持、(2)試合及び練習時間のスケジュール計画、

(3)遠征及び 1日当たりの支出、（4）コーチ及びチューターの指導を受け

る機会、（5）コーチ及びチューターの割当て仕事の量と報酬、（6）ロッ

カールーム、練習施設及び競技施設の供給、（7）医療とトレーニングのサ

ービス及び施設の供給、（8）宿舎と食堂のサービス及び施設の供給、（9）

広報 
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また、タイトルⅨ実施規則の第 106.41項（c）は、OCR局長が等しい機会を

判断するために他の要因を考慮することを許可する。したがって、本規定

は学生運動競技者のリクルート及び後援サービスの供給についても扱う。 

 

この（1）から（9）のリストは網羅的ではない。本規定のもと、OCR局長の

判断において必要とされるならばこのリストは拡張されるであろう。 

 

方針：DOEは、有用性、恩恵の質及び種類、機会及び処遇を男女間において

比較することによって、タイトルⅨ実施規則のリクルート及び全体的な運

動競技プログラムの必要条件の両方の遵守を判断する。比較されたプログ

ラムの構成要素が同等つまり、等しい或いは結果において等しい場合には、

教育機関の遵守は認められるであろう。本規定のもと、あらゆる違いの総

合的な結果が採るに足らない場合には、同一の恩恵、同一の機会及び同一

の待遇は要求されない。 

 

プログラムの構成要素の比較から、処遇、恩恵、或いは機会における質、

種類、或いは有用性が同等でないことが明らかな場合には、違いが差別的

でない要因の結果である場合に限り、遵守の事実認定は正当化されるであ

ろう。 

 

方針の適用：男女間において、特に、以下の要因が同等であるかを考慮す

ることによって遵守しているかを判断される。 

a. 設備及び必需品の供給及び維持：質、量、適応、メンテナンス・交換・

補充、利用のしやすさ 

b. 試合及び練習時間のスケジュール計画：各運動競技種目の競技会や試

合の数、練習の時間・回数・日程、競技会や試合の日程、シーズン前

後の競技会や試合、スポーツのシーズンやシーズン期間 

c. 遠征及び 1日当たりの支出：交通手段、遠征先の宿泊の設備や環境、

競技会や試合の前後の滞在期間、一日にかかる遠征費用、食事の機会

や料理の質 
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d. コーチ及びチューターの指導を受ける機会：各チームに割り当てられ

たコーチの人数、コーチングの時間、チューターの利用のしやすさ、

チューターの資質と経験年数、報酬の歩合 

e. コーチ及びチューターの割当て仕事の量と報酬：質、量、適応、メン

テナンス・交換・補充、利用のしやすさ、準備・整備、兼用か専用か 

f. ロッカールーム、練習施設及び、競技施設の供給：質、量、適応、メ

ンテナンス・交換・補充、利用のしやすさ、準備・整備、兼用か専用

など 

g. 医療とトレーニングのサービス及び施設の供給：施設・サービスの質

や利用のしやすさ、安全補償の保険の適用範囲、アスレチックトレー

ナーや医療行為を行う者の資格 

h. 宿舎と食堂のサービス及び施設の供給：施設・サービスの質、学校の

長期休暇中の学生寮や食事の提供 

i. 広報：情報の量、質、ポスター・学校の新聞や刊行物・メディアガイ

ド・スケジュールカードなどの普及範囲、テレビ、情報入手のしやす

さ 

j. 学生運動競技選手のリクルート：リクルーティングの機会、各チーム

のリクルーター（コーチ）の人数、リクルーティング期間、契約期間、

リクルーティングのための経費、リクルーティングに要する物的、財

的資源の量と質 

k. 後援サービス：経営・管理上のサポート、事務的なサービス、オフィ

ススペース、競技会や試合のサポーター、チケットもぎ係員、セキュ

リティ係員、スコアー係員、アナウンサー係員、チアリーダー、バン

ド、運動競技に関するあらゆるサービスに従事するスタッフ 

l. プログラム全体［106.41（c）］：教育機関が示す方針の用語、運動競

技プログラムにおいて男女に与えられるあらゆる機会やサービス、処

遇及び恩恵 

 

3. 学生・生徒の関心と能力の効果的な受入れ（Effective Accommodation of 

Student Interests and Abilities） 
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タイトルⅨ実施規則の第 106.41項（c）(1)は次のように規定する。 

男女運動競技者に有用な運動競技種目の選定と競技水準における平等機会

を提供するために、必要な範囲内で学生・生徒の関心と能力を効果的に受

入れるよう教育機関に求める。 

 

特に、タイトルⅨ実施規則は、第 106.41(c)において、OCR局長に、平等機

会が提供されているか否かを判断する際には、運動競技種目の選定と競技

水準が男女運動競技者の関心と能力に効果的に適応しているか否かを考慮

するよう求める。 

 

また、第 106項.41(c)は、OCR局長が平等機会を判断するために他の要因を

考慮することを許可する。したがって、本規定は、男女運動競技者に有用

な競技のチームスケジュールの観点から競争機会についても扱う。 

 

方針：DOEは以下の要因を審査することによって、タイトルⅨ実施規則にお

ける関心と能力に関する規定の遵守を判断する。 

a. 学生の運動競技への関心と運動競技の能力の決定 

b. 提供される運動競技種目の選定 

c. チーム競技の機会を含む有用な競技水準 

 

方針の適用：競技水準：男女運動競技者の関心と能力を効果的に受入れる

中で、教育機関はそれぞれの性の個々人が大学対抗運動競技に参加する機

会とそれぞれの性の運動競技者が等しく能力に応じた競技のチームスケジ

ュールを持つ機会の両方を提供しなければならない。 

 

a. 以下のいずれかの方法によって遵守しているかが判断される。 

（1） 男女の大学対抗運動競技レベルに参加する機会は、男女学生総数の

割合と実質的に均衡がとれているか。或いは 
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（2） 大学対抗運動競技において一方の性の学生数がもう一方のそれよ

り低い場合には、教育機関は、その学生数の低い性の学生の発展過

程にある関心や能力に明らかに対応するプログラムの拡大のあゆ

み及び継続的な実施を証明できるか。或いは、 

（3） 大学対抗運動競技において一方の性の学生数がもう一方のそれよ

り低く、しかも、上述したように、教育機関がその学生数の低い性

の学生の発展過程にある関心や能力に明らかに対応するプログラ

ムの拡大のあゆみ及び継続的な実施を証明できない場合には、現在

のプログラムによってその学生数の低い性の学生の関心と能力が

十分且つ効果的に受入れられていることを明らかに示すことがで

きるか。 

b. タイトルⅨ実施規則の本規定の遵守は、以下を審査することによって

判断される。 

（1） プログラム単位で競技スケジュールが比較的同じ数の男女運動競

技者に同等の高度な競争機会を提供しているか。或いは、 

（2） 教育機関は、能力が発展過程にある歴史的に不利な条件におかれた

性の運動競技者に与えられる競争機会のアップグレードの歩みと

その継続的な実施を明らかに示すことができるか。 

 

1979年の方針解釈の内容について特筆する点は、2の項目―「同等なその他の運動競技

の恩恵及び機会」―において、男子スポーツいわゆるアメリカンフットボールの特性から

生じる性に基づく差異的な状況が以下のように正当化されていることである。 

 

特殊なスポーツや運動活動により、運動競技プログラムにおいて生徒・学生が受

ける恩恵や処遇が性的差異を示すかもしれない。多くの場合には、アメリカンフ

ットボールプログラムを提供する運動競技プログラムにおいて、性に基づく差異

的な状況が生じよう。その結果、その差異的な状況が男子学生・生徒に恩恵を施

すであろう。両性のプログラム間において、運動競技種目個々の要求するものが

同等に満たされた場合には、性に基づく差異的な状況は正当化される。 
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このアメリカンフットボールを特別視するかにみえる記述について、パトリシア・ロバ

ート・ハリス HEW長官（U.S. Secretary of Health, Education, and Welfare Patricia 

Roberts Harris） は「方針は石に刻まれていない63」とコメントし、HEWの姿勢が柔軟で

あることを示した。 

先行研究からは、1979年の方針解釈に対する反応が様々であったことが窺える。例えば、

カーペンター64は、1979年の方針解釈に対してフラストレーションを募らせる NCAA関係者

のコメントを紹介している。NCAAの担当弁護士団は、1979年に「タイトルⅨは、アメリカ

の高等教育を支配するために優勢な立場に立とうとする連邦政府の働きかけとして見受け

られる65」とスポーツ界への政府の介入に懐疑的な姿勢を示唆する声明を発表し、「1979

年に発行された方針は、『若い女性弁護士である HEW行政官の塹壕で防備されたような考

え』の結果である66」と方針に対して厳しい反応を示した。また、レビン67は、「大学は男

女学生運動競技者数の割合と釣り合いのとれた平等の財政的援助金額を両性の学生・生徒

に授与しているかどうかについてある程度判断される」と運動競技奨学金の規定について

懸念を示す NCAAのスポーツクスマンのコメントを記している。加えて、運動競技奨学金の

規定について強く反対の立場をとる NCAAの担当弁護士であるウィリアム・D・クレイマー

が、「1975年に公布されたタイトルⅨ実施規則は、『妥当な運動競技奨学金の機会』を両

性に提供することを要求しているが、運動競技奨学金の金額の釣り合いについては要求し

ていない68」と主張していることも伝えている。 

 このように 1979年の方針解釈に対して厳しい態度をとる NCAAに対して、女性団体の代

表者たちは、概して 1979年の方針解釈を支持していた。例えば、女性団体の代表者の 1

人は、ことわざにある「論より証拠」という立場から、「リップサービスより連邦政府が

どのくらい活発にタイトルⅨを実施するか69」にかかっているという考えを示している。 

 以上のように、1979年の方針解釈は、実に様々な反応を受けたのであった。  

 

第 3節 大学対抗運動競技プログラムへのタイトルⅨの適用解釈の問題 

 

第 1項 タイトルⅨの適用解釈をめぐるケース 

タイトルⅨ実施規則の公布と 1979年の方針解釈の発行により法的整備がなされたもの

の、実際にはタイトルⅨの適用範囲が明確でなかったため、大学対抗運動競技プログラム

におけるタイトルⅨの実施の行方は不透明であった。1980年代の運動競技プログラムに関
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するタイトルⅨの判例をみると、タイトルⅨの適用範囲の解釈が、狭く解する「プログラ

ム限定」（program-specific）と広く解する「教育機関全体」（institution-wide）とに

分かれている70。前節のタイトルⅨの前文に付した註で、すでにタイトルⅨの前文の英文

は紹介済みであるが、ここで再度それを確認してみよう。 

 

No person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded from 

participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination 

under any education program or activity receiving Federal financial 

assistance, except that: 

 

 タイトルⅨの適用範囲が、上記条文中の“program”をプログラムと解釈する「プログラ

ム限定」の解釈と、教育機関と解する「教育機関全体」とに分かれたのである。プログラ

ム限定の解釈を採用する主張は、連邦政府から補助金を受けるプログラムのみがタイトル

Ⅸの適用を受けるのであり、直接、連邦政府から補助金を受けない教育機関全体、或いは

その教育機関の提供する他のプログラムはタイトルⅨの適用を受けないとするものであっ

た。他方、教育機関全体の解釈を採用する主張は、教育機関の提供するプログラムが連邦

補助金を直接受けるのであれば、そのプログラムを提供する教育機関全体がタイトルⅨの

適用を受けるとするものであった。 

タイトルⅨの適用範囲の解釈の違いは、大学対抗運動競技プログラムを大きく左右する

ものであった。教育機関全体の解釈を採用すれば、大学対抗運動競技プログラムはタイト

ルⅨの適用を受けることになる。しかし、プログラム限定の解釈を採用すれば、アメリカ

におけるほとんどの大学対抗運動競技プログラムは連邦補助金を直接受けないことから、

タイトルⅨを遵守する必要がなくなるのである71。 

1970年代末から 1980年代前期のタイトルⅨの適用範囲の解釈に関わる判決の傾向をみ

ると、「教育機関全体」の解釈よりも「プログラム限定」の解釈をとる判例の方が顕著で

ある72。しかし、このことが「プログラム限定」の解釈を優勢にするというのではない。

上述したように、タイトルⅨの適用範囲が不透明な中で、運動競技プログラムの運営を左

右する「教育機関全体」と「プログラム限定」の 2つの解釈が存在したということが問題

として重要であったと考えられる。そこで、以下では、判例数に偏りはあるものの、代表
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的なケースをプログラム限定の解釈を採用したものと教育機関全体の解釈を採用したもの

とに分けて概観してみよう。 

 

（１）プログラム限定の解釈を採用したケース 

①オーセン対アナーバー教育委員会73 

 アナーバー教育委員会が所管する運動競技プログラムのパイオニアゴルフチームに参加

する機会を平等に与えられなかったとし、オーセンは学区やゴルフコーチを相手取り提訴

した74。これに対して、アナーバー教育委員会は、同教育委員会が連邦政府から直接受け

る補助金とは、連邦施設の隣接などにより増加したアナーバー学区の入学生徒数を補うた

めに支払われたもので、学区では一般財源として扱われており、運動競技スポーツプログ

ラムの直接財源にならないとして、運動競技プログラムがタイトルⅨの適用対象外である

ことを主張した75。裁判所は、パイオニアゴルフチームの運動競技プログラムが間接的に

受けた連邦補助金は直接連邦補助金を受けたことにならないとし、タイトルⅨはプログラ

ムに適用されるべきとするプログラム限定の解釈を採用した76。 

 

② ベネット対ウエストテキサス州立大学77 

ウエストテキサス州立大学の女子学生運動競技者 6名は、同大学の方針などが性差別的

であり、大学対抗運動競技プログラムにおいて平等な機会を女子が与えられていないとし

て、ウエストテキサス州立大学に対して集団訴訟を起こした。ウエストテキサス州立大学

は、同大学の運動競技プログラムが連邦政府から直接支援を受けていないため、タイトル

Ⅸ実施規則に従う義務はないと主張した78。裁判所は、オーセン対アンアーバン教育委員

会の訴訟で用いた分析方法に似た方法を採用し、大学側の採用するプログラム限定の解釈

を認めた。女子学生競技者らは、学生ローン、学生奨学金及び学生寮と学食のための資金

を通じて同大学の運動競技プログラムが連邦補助金の恩恵を受けていると主張したが、裁

判所はこの主張を棄却した79。 

 

③ヒルズデイルカレッジ対 HEW80  

ヒルズデイルカレッジは、書類上、学生ローンや学生奨学金を受給している学生のため

にタイトルⅨ遵守の保証を約束する欄に署名することを求められていた81が、これを拒ん

でいた。これに対して、HEW は同カレッジの学生ローン及び学生奨学金プログラムを打ち
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切るよう行政命令を下した。ヒルズデイルカレッジはこの行政命令の見直しを求めて、HEW

を提訴した。 

裁判所は、実際に性差別の事実認定がされなくとも連邦支援が打ち切られることについ

て HEWの主張を受入れた82。裁判所は、ヒルズデイルカレッジがタイトルⅨの 1681節の意

味する連邦支援の受領者（recipient）83にあたることからタイトルⅨ実施規則の適用対象

になるとしたが、カレッジ全体が教育機関としてタイトルⅨの 1681節から 1686節の意味

するプログラム（program）にはあたらないとして、学生ローン及び学生奨学金のみがタイ

トルⅨ実施規則の対象になるとし、プログラム限定の解釈を採用した84。裁判所は続けて、

タイトルⅨ遵守の保証の表明を要求する規則やタイトルⅨ遵守の保証はカレッジ全体に適

用されるのであり、学生ローン及び学生奨学金プログラムに限定されないとし85、ヒルズ

デイズカレッジがタイトルⅨ遵守の保証を表明しないことを理由に学生ローン及び学生奨

学金プログラムを打ち切るという命令は HEWの権限を越えているとして、行政命令を破棄

するよう命じた86。 

 

④リッチモンド大学対ベル87 

 リッチモンド大学は、DOE88に同大学の運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状

況の調査を実施させないようにするために、差止命令による救済（injunctive relief）及

び宣言的救済（declaratory relief）を裁判所に求めた89。裁判所は、連邦補助金を直接

受領していない同大学の運動競技プログラムに対して DOEが合法的に調査を実施すること

はできないとする判断を下した90。  

 

（２）教育機関全体の解釈を採用したケース 

ハファー対テンプル大学91 

テンプル大学の大学対抗運動競技プログラムにおける性差別がタイトルⅨに違反する

と主張する 8名の女子学生に対して、同大学は、連邦補助金を直接受ける教育プログラム

や教育活動だけにタイトルⅨは適用され、同大学の運動競技プログラムはそのような連邦

補助金を受けていないと主張し、正式事実審理を経ないでなされる判決（summary 

judgment）を要求した92。裁判所は、同大学の受ける連邦補助金について審査した後、タ

イトルⅨがある特定の目的のための連邦補助金を受ける教育プログラムや教育活動にのみ

適用されるのではなく、間接的に連邦補助金の利益を受けるあらゆるプログラムにも適用
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されると判断し、同大学の要求を棄却した93。そして、裁判所は、研究助成金や契約の形

で提供される連邦補助金から間接的に利益を得る同大学の大学対抗運動競技プログラムは

タイトルⅨの適用を受けるとする判決を下した94。その後、テンプル大学は上訴し、同大

学の大学対抗運動競技プログラムをタイトルⅨの適用範囲に包含するという裁判所の判断

がタイトルⅨの趣旨に反するとして異議を申立てた95。しかし、上訴裁判所は下級裁判所

の判決を支持し、教育機関全体の解釈を採用した96。 

 

以上の代表的なケースにみるように、1970年代に運動競技プログラムにおけるタイトル

Ⅸの実施のための規則整備はなされたものの、実際には、解釈上、大学対抗運動競技プロ

グラムがタイトルⅨの適用を受けるか否かについて混乱をきたしていたのである。しかし、

この混乱は、次に述べる 1984年の最高裁判所によるグローブシティカレッジ判決で一旦、

収束するのである。 

 

第 2項 プログラム限定の解釈を決定付けたグローブシティカレッジ判決 

タイトルⅨの適用解釈が統一されない中、1984年 2月 28日に最高裁判所はグローブシ

ティカレッジ対ベル97の訴訟においてプログラム限定の解釈を採用した。このグローブシ

ティカレッジ判決は、教育機関や大学対抗運動競技プログラムに何をもたらしたのであろ

うか。本項では同判決を概観してから、その意味と影響についてみてみよう。 

 

（１）グローブシティカレッジ判決の概要 

1978年までに連邦政府から財政支援を受ける全ての高等教育機関は、書類上、連邦政府

にタイトルⅨの遵守を表明する必要があった98。しかし、ペンシルバニア州に位置する小

規模の私立大学であるグローブシティカレッジは、連邦政府から直接財政支援を受けない

ことから、タイトルⅨの適用対象外であると判断し、タイトルⅨの遵守を表明する書状を

連邦政府に提出していなかった。これに対して、OCR は、グローブシティカレッジが連邦

支援を直接受けなくとも同カレッジの学生が基礎教育機会奨学金（Basic Education 

Opportunity Grants：以下、BEOGと表記）を連邦政府から受けていることから、タイトル

Ⅸの遵守を表明する書状の提出を要請した99。ところが、その要請にグローブシティカレ

ッジが応じなかったため、OCR は BEOG 交付の一時停止を決定した100。この決定に対して、

グローブシティカレッジと BEOGを受ける学生のうちの 4名は提訴した。 
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この訴訟において 2点が争点となった。１つは、タイトルⅨの文言にある「プログラム」

とは教育機関全体を意味するのか、或いは連邦政府から財政支援を受ける教育機関の特定

プログラム限定を意味するのかという問題である101。もう 1つは、教育機関が直接的には

連邦支援を受けていないとしても、タイトルⅨを遵守する必要があるのかという問題であ

る102。最高裁判所は、プログラム限定の解釈を採用し、連邦政府から財政的支援を受ける

プログラムだけがタイトルⅨの適用を受けるとし、グローブシティカレッジの経済的支援

局（financial aid office）が BEOGの授受により連邦政府の財政的支援を受けるとの判断

を下した103。 

 

（２）グローブシティカレッジ判決の意味 

①タイトルⅨの法的効力が及ぶ領域と及ばない領域 

 グローブシティカレッジ判決における最高裁判所のプログラム限定の解釈の採用によっ

て、一教育機関にタイトルⅨが実施される領域と実施されない領域を生み出すことが想定

された104。例えば、ある教育機関において生物学部に所属する教授の研究費が唯一の連邦

補助金であるとすれば、生物学部のみがタイトルⅨの適用を受けることになる。たとえ、

一女子学生がその生物学部以外のクラスで性差別を受けたとしても、生物学部以外の学部

は連邦補助金を受けていないことから、タイトルⅨを根拠にその性差別を訴えることはで

きない。しかし、その学生が生物学部のクラスで性差別的な処遇を受ければ、タイトルⅨ

不履行の異議申立てを同教育機関内の調査員、OCR或いは裁判所に訴えることができるの

である。このようにグローブシティカレッジ判決は、一教育機関にタイトルⅨの効力が及

ぶ領域と及ばない領域を作り出したと考えられるのである。 

 

②タイトルⅨの適用対象外となった大学対抗運動競技プログラム 

 グローブシティカレッジ判決により、ほとんどの大学対抗運動競技プログラムはタイト

ルⅨの適用対象外となった。教育機関において多くの学部は連邦補助金を受ける一方、運

動競技局（athletic department）は直接、連邦政府から補助金を受けない105。また、大学

対抗運動競技プログラムに参加する学生支援を使途とする連邦補助金は経済的支援局の管

轄下にあるため、経済的支援局がタイトルⅨの適用を受けることになる106。このようにグ

ローブシティカレッジ判決により、大学対抗運動競技プログラムがタイトルⅨの適用対象
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外となったことによって、大学対抗運動競技プログラムにおける性差別はタイトルⅨ違反

とならなくなったのである。 

 

（３）グローブシティカレッジ判決の影響 

グローブシティカレッジ判決によりほとんどの大学対抗運動競技プログラムがタイト

ルⅨの適用対象から除外されたことは、OCR が大学対抗運動競技プログラムをタイトルⅨ

の管轄から失ったことを意味した。それまでに OCRが受けていた大学対抗運動競技プログ

ラムにおける性差別に関する多くの苦情は審査打ち切りとされ、メリーランド大学をはじ

めアーバーン大学、ニューヨーク学区そして少なくとも 20校の大学に対するタイトルⅨ遵

守の審査或いは審査結果による指導は必要とされなくなったのである107。このようにプロ

グラム限定の解釈を採用したグローブシティカレッジ判決により、ほとんどの大学対抗運

動競技プログラムはタイトルⅨの適用を受けなくなり、この状態は 1987年の市民的権利復

活法（Civil Rights Restoration Act of 1987）の制定まで続くことになる108。 

 

第 4節 プログラム限定の解釈を覆した市民的権利復活法の制定 

 

グローブシティカレッジ判決からおよそ 3年後、連邦議会にグローブシティカレッジ判

決を覆すための法案が提出された。この法案は 1987年 2月 19日に連邦議会に上程され、

委員会と両院の承認を得るものの、1987 年 3 月 16 日にロナルド・レーガン大統領

（President of the United State Donald Regan）の否決権（veto）によって連邦議会に

差し戻された109。しかし、翌年、連邦議会はこの法案を再度可決（override）し110、1988

年 3月 22日に市民的権利復活法111を成立させた。 

市民的権利復活法は、「タイトルⅨ及び関連法の適用範囲をより広く解する解釈を取り

戻し、それについて明らかにする112」ことを目的とする。連邦議会は、近年の裁判所の判

断やグローブシティカレッジ判決における最高裁判所の意見がタイトルⅨの適用を過剰に

狭く解釈している、或いはタイトルⅨの適用を広く解する解釈に疑問を投げかけていると

認識していた113。そして、「長く続いていた連邦政府による教育機関全体の解釈を取り戻す

ための立法措置が必要である114」として、連邦議会は市民的権利復活法を成立させたので

ある。 

また、市民的権利復活法は、タイトルⅨの文言にある「プログラム」の解釈を明確にし
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た。グローブシティカレッジ判決以降、「プログラム」は連邦補助金を受けるプログラムと

解釈されていた。しかし、市民的権利復活法の制定によって、「プログラム」は教育機関全

体と解釈されることになった115。よって、一教育機関に連邦補助金を受けるプログラムが

存在すれば、その教育機関全体がタイトルⅨの適用対象となったのである。 

さらに、市民的権利復活法の制定によって「プログラム」の文言が「教育機関全体」と

解釈されることになったことから、大学対抗運動競技プログラムはタイトルⅨの適用対象

に戻ることになった。たとえ、大学対抗運動競技プログラムが直接、連邦補助金を受けて

いなくとも、同プログラムを提供する教育機関の中に連邦補助金を受けるプログラムが存

在すれば、その大学対抗運動競技プログラムはタイトルⅨの適用を受けることになるから

である。よって、グローブシティカレッジ判決以降、タイトルⅨのプレッシャーから逃れ

ていた大学対抗運動競技プログラムは当然、タイトルⅨを無視することはできなくなった

のである。 

加えて、市民的権利復活法は OCRのタイトルⅨの実施の権限を復活させた。グローブシ

ティカレッジ判決によって OCRによるタイトルⅨの実施の権限は、連邦補助金を受けるプ

ログラムに限られた。しかし、市民的権利復活法によりタイトルⅨの適用範囲が連邦補助

金を受けるプログラムを提供する教育機関全体に拡大したことにともない、OCR のタイト

ルⅨの実施の権限も広がったのである。 

 

第 5節 損害賠償請求を認めたフランクリン判決 

 

市民的権利復活法の制定後、1990年に DOEが運動競技プログラム調査マニュアル116を発

行し、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施は本格化しようとしていた。

そのような中、1992年 2月 26日にフランクリン対グイネットカウンティ学区117の判決が

下された。同ケースでは、男性教師から性的いやがらせを受けたグイネットカウンティ学

区の高等学校に通う女子生徒が、タイトルⅨを法的根拠にその教師に対して補償的損害賠

償金（compensatory damages）118と懲罰的損害賠償金（punitive damages）119を要求した120。

地方裁判所はタイトルⅨに補償的損害賠償金に関する規定はないと断じたが、一方、最高

裁判所は、地方裁判所の判断を満場一致で棄却し、故意的な性差別行為が立証された場合

には、補償的損害賠償金の請求が認められるという結論に達し、被告側に補償的損害賠償

金と懲罰的損害賠償金の支払いを命じた121。 
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フランクリン判決は、タイトルⅨを法的根拠とする訴訟で原告側の損害賠償請求を認め

たリーディング・ケースである122。同判決まで、タイトルⅨを法的根拠とする訴訟におい

て性差別的行為が確認された場合には、裁判所はその性差別的行為をやめさせようとする

原告側の要求を認めてきたが、補償的損害賠償金や懲罰的賠償金の請求は認めてこなかっ

た123。しかし、同判決は、教育機関における故意的な性差別が立証された場合には、その

教育機関が補償的損害賠償金の支払いを命じられることを立証したのである。つまり、大

学対抗運動競技プログラムにおける性差別の存在が法廷で立証されれば、教育機関は多大

な金銭的ダメージを負いかねないということである。 

フランクリン判決の影響について研究者や弁護士らの意見は様々である。例えば、クレ

イマー124は、タイトルⅨを法的根拠とする訴訟の増加を予期した。また、カーペンター125は、

タイトルⅨを法的根拠とする訴訟に手を貸そうとする弁護士が増加する可能性を示唆した。

さらに、ウォン126は、学生運動競技者と弁護士によるタイトルⅨ違反の提起を後押しする

刺激となったとし、タイトルⅨの訴訟の増加を認めたうえで、その理由に学生運動競技者

が OCRに頼ることなく或いは多額な弁護士料金を心配することなく弁護士を雇えるように

なったことを挙げている。これらの主張から、補償的損害賠償金の請求を認めたフランク

リン判決は、学生が教育機関にタイトルⅨを積極的に実施するよう強く要求する手段とし

て訴訟に踏み切ることを容易にしたといえよう。 

また、同判決は、タイトルⅨを積極的に実施するよう教育機関を促したと考えられる。

カーペンター127は、教育機関が性差別の罪を問われたとき、もはやタイトルⅨの実施を避

けることはできないと述べている。また、エリオットとメイソン128は、補償的損害賠償金

を請求される可能性が教育機関の運動競技局によるタイトルⅨの実施への積極的な取り組

みを助長したと述べている。以上のように、フランクリン判決は、教育機関の運動競技局

にタイトルⅨの実施を促す要因のひとつと捉えることができるだろう。 

 

第 6節 大学対抗運動競技プログラムの平等な参加機会の提供をめぐる問題 

 

第 1項 大学対抗運動競技プログラムの平等な参加機会を求めたケース 

 市民的権利復活法とフランクリン判決によってタイトルⅨの実効性が強まると、平等な

参加機会を求める訴訟が顕著となった。大学運動競技局が大学対抗運動競技プログラムに

おいてタイトルⅨを遵守しようとする際には、1979年の方針解釈が示す 3つの領域、すな
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わち「運動競技奨学金」（Athletic Financial Assistance（Scholarships））、「同等なその

他の運動競技の恩恵及び機会」（ Equivalence in Other Athletic Benefits and 

Opportunities）及び「学生・生徒の関心と能力の効果的な受入れ」（Effective 

Accommodation of Student Interests and Abilities）を考慮しなければならないが129、

市民的権利復活法の制定後、この 3つの領域のうち、とりわけ「学生・生徒の関心と能力

の効果的な受入れ」に焦点を当てる訴訟が増加した130。 

タイトルⅨ実施規則の「運動競技」（106.41項）では、大学対抗運動競技の機会が男女

平等に提供されているかについて判断するために、「平等機会」の分析視点として 10項目

が列記されている。この 10項目の 1つである「実際に、運動競技種目の選定と競技水準が

男女運動競技者の関心と能力に適応しているか否か」を判断するために、1979年の方針解

釈では「学生・生徒の関心と能力の効果的な受入れ」という標記のもと、「a. 学生の運動

競技への関心と運動競技の能力の決定」、「b. 提供される運動競技種目の選定」及び「c. 

チーム競技の機会を含む有用な競技水準」が OCRの審査項目として示されている。さらに、

「c. チーム競技の機会を含む有用な競技水準」について、1979年の方針解釈は「男女運

動競技者の関心と能力を効果的に受入れる中で、教育機関は、それぞれの性の個々人が大

学対抗運動競技に参加する機会とそれぞれの性の運動競技者が等しく能力に応じた競技の

チームスケジュールを持つ機会の両方を提供しなければならない」とし、「c. チーム競技

の機会を含む有用な競技水準」の規定の遵守を判断する 3つの基準を示し、その 3つのい

ずれかの基準を満たすよう教育機関に求めている。この 3つの基準（以下、関心と能力の

効果的な受入れに関する 3つの判断基準と表記）は以下の通りである。 

 

（1） 男女の大学対抗運動競技レベルに参加する機会は、男女学生総数の

割合と実質的に均衡がとれているか。或いは（ Whether 

intercollegiate level participation opportunities for male and 

female students are provided in numbers substantially 

proportionate to their respective enrollments; or）(以下、男

女比の実質的均衡基準と表記) 

（2） 大学対抗運動競技において一方の性の学生数がもう一方のそれよ

り低い場合には、教育機関は、その学生数の低い性の学生の発展過

程にある関心や能力に明らかに対応するプログラムの拡大のあゆ



 116 

み及び継続的な実施を証明できるか。或いは、（Where the members 

of one sex have been and are underrepresented among 

intercollegiate athletes, whether the institution can show a 

history and continuing practice of program expansion which is 

demonstrably responsive to the developing interests and 

abilities of that sex; or）（以下、プログラム拡大の継続的実施

基準と表記） 

（3） 大学対抗運動競技において一方の性の学生数がもう一方のそれよ

り低く、しかも、上述したように、教育機関がその学生数の低い性

の学生の発展過程にある関心や能力に明らかに対応するプログラ

ムの拡大のあゆみ及び継続的な実施を証明できない場合には、現在

のプログラムによってその学生数の低い性の学生の関心と能力が

十分且つ効果的に受入れられていることを明らかに示すことがで

きるか。（Where the members of one sex are underrepresented among 

intercollegiate athletes, and the institution cannot show a 

continuing practice of program expansion such as that cited 

above, whether it can be demonstrated that the interests and 

abilities of the members of that sex have been fully and 

effectively accommodated by the present program.）（以下、学

生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準と表記） 

 

つまり、1987年の市民的権利復活法が制定されてから、タイトルⅨを法的根拠とする裁

判の多くで上記の関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準が適用され、判決

が下されたのである。加えて、これらの訴訟のほとんどが原告を女子学生運動競技者とす

るものであり、1997 年の時点まで原告である女子学生運動競技者は勝訴を繰り返したが、

一方で、男子学生運動競技者によって提訴されたわずかな訴訟では、男子学生運動競技者

が敗訴しているという131 。 

以下では、関連判例を扱った研究132を参考にしつつ、市民的権利復活法の制定以降から、

後に詳細を述べる最高裁判所のブラウン大学判決までの間に提訴された代表的なケースを

女子学生運動競技者が勝訴したケースと男子学生運動競技者が敗訴したケースとに分けて
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みてみよう。 

 

（１）女子学生運動競技者が勝訴したケース 

①ロバーツ対コロラド州立大学133 

 60万ドルの赤字を抱えたコロラド州立大学の運動競技局は、1992年 7月に赤字対策とし

て女子ソフトボールチームと野球チームを大学対抗運動競技プログラムから排除した134。

これに対して女子ソフトボールチームの学生は、1980年から 1981年のアカデミックイヤ

ーにおける女子学生運動競技者と女子学生数の割合の差が 14.1％であることを指摘し、同

大学のタイトルⅨ違反を主張して女子ソフトボールチームをもとの地位に戻すよう裁判所

に提訴した135。 

裁判所は、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を適用した。まず、男

女比の実質的均衡基準について、裁判所は、2チームが排除された後の女子学生運動競技

者数と女子学生数の割合の差が 10.5％であったことについて相当な釣り合いを示さない

とし、同大学が男女比の実質的均衡基準を満たしていないとの判断を下した136。次にプロ

グラム拡大の継続的実施基準について、裁判所は、同大学が 1977年までに大学対抗運動競

技プログラムに 11の女子スポーツを追加する一方で、3つの女子スポーツを排除していた

ことに言及し、同大学が初期に女子スポーツの発展に努力していたことを認めつつも、そ

の努力が一貫して継続されていないことから、同大学はプログラム拡大の継続的実施基準

を満たしていないと判断した137。最後に学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施

基準について、裁判所は、学生の関心と能力の見地から実際に存続可能であった女子ソフ

トボールチームを大学対抗運動競技プログラムから排除した同大学は、「現在のプログラ

ムによって学生数の低い性の学生の関心と能力が十分且つ効果的に受入れられていること

を明らかに示すことができるか」という基準を満たしていないと判断した138。これらの判

断から、裁判所はコロラド州立大学に対してタイトルⅨ違反であるとの判決を下し、女子

ソフトボールチームの地位回復を命じた139。 

コロラド州立大学は上訴裁判所に控訴し、同大学がタイトルⅨ違反を犯していないこと

と、下級裁判所に大学に対して特定の運動競技プログラム、すなわち女子ソフトボールチ

ームの地位回復を命ずる権限がないことを主張した。しかし、上訴裁判所は、大学対抗運

動競技プログラムに学生の関心と能力を効果的に受入れさせるために裁判所が大学に対し
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て特定の運動競技プログラムの地位回復を命ずることはできるとし、下級裁判所の命令を

支持した140。 

 

②ファヴィア対ペンシルバニア州インディアナ大学141 

 35万ドルの予算削減を要請されていたペンシルバニア州インディアナ大学の運動競技

局長は、予算削減の一環として男子サッカー、男子テニス、女子器械体操、女子フィール

ドホッケーの 4チームを大学対抗運動競技プログラムから排除することを決めた142。ファ

ヴィアを含む女子 2チームに所属する学生たちはこの決定を阻止しようと終局的差止命令

（permanent  injunction）143を主張し、大学を提訴した。しかし、運動競技局長は、排除

の対象となった 4チームのスポーツの人気が全米で低迷していることに言及し、男女それ

ぞれ 2チームを平等に排除すれば、大学対抗運動競技プログラムは男女それぞれ 7チーム

から構成されるようになることから、自らの下した決断は公正であったと信じていると主

張した144。また、運動競技局長は、同大学が財政危機を乗り越えた際には、大学対抗運動

競技プログラムに女子サッカーチームを新たに加えることを約束していたと主張した145。 

 裁判所は、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を適用し、女子 2チー

ムを大学対抗運動競技プログラムに戻すよう大学に命じた146。まず、男女比の実質的均衡

基準を適用して、裁判所は、同大学の男女学生運動競技者数の割合が男女学生総数の割合

に相当でないと判断した。同大学が 4チームを大学対抗運動競技プログラムから排除する

以前の男女学生総数の割合はそれぞれ 44％と 56％で、男女学生運動競技者数の割合はそれ

ぞれ 62％と 38％であった。そして、4チームが大学対抗運動競技プログラムから排除され

ても、それぞれの割合に変化はみられなかった。よって、裁判所は、たとえ男女同数のチ

ームを排除し、大学対抗運動競技プログラムが男女同数のチームで構成されようと、56％

の女子学生数の割合に対する 38％の女子学生運動競技者数の割合は男女比の実質的均衡

基準を満たしていないと判断したのである147。また、プログラム拡大の継続的実施基準に

ついても、裁判所は、同大学が満たしていないと判断した。近い将来、女子サッカーチー

ムを発足することが約束されていたとしても、その約束によって、割合の低い性に属する

学生の関心と能力に対応したプログラム改善の実施経過を示したことにはならないとの判

断を裁判所は下したのである148。さらに、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実

施基準に関して、裁判所は、女子器械体操及び女子フィールドホッケー両チームの女子学

生が明らかに両スポーツに参加する関心と能力を有していたのであるから、同大学の大学
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対抗運動競技プログラムは割合の低い性に属する学生の関心と能力を効果的に受入れてい

ないとの判断を下した149。以上の判断から、裁判所は女子学生を支持し、同大学に対して

2チームの地位回復を命じた150。 

また、裁判所は財政的に困難な状況について言及した。思慮深く、善意があり、そして

予算を削減するよう迫られていた同大学の運動競技局長にたとえ性差別をする意図がまっ

たくなかったとしても、タイトルⅨ違反を避けることはできないとした151。つまり、財政

的に困難な状況が弁解の理由にはならないことを示唆したのであった。 

 

（２）男子学生運動競技者が敗訴したケース 

①ゴンヨウ対ドレイク大学152 

 運動競技予算の削減に迫られ、ドレイク大学は、大学対抗運動競技プログラムにおける

男子レスリングを廃止した153。男子レスリングに参加する学生は、チームの地位回復を求

めてドレイク大学を提訴し、タイトルⅨとアメリカ合衆国憲法修正第 14条の平等保護条項

の違反及び契約違反を主張した154。 

まず、タイトルⅨ違反について、裁判所は学生たちの主張を退けた。男子レスリングの

廃止前、男子学生数の割合が 42％であったのに対して、男子学生運動競技者数の割合は

75％であった155。男子レスリングの廃止後も男子学生運動競技者数の割合は、男子学生数

の割合をはるかに上回っていた156。男子レスリングチームの学生は、男女比の実質的均衡

基準のもと大学対抗運動競技プログラムの参加機会を喪失した自分たちは保護されるべき

であると主張した157。しかし、裁判所は男子学生運動競技者数の割合の高さに注目し、男

子学生のための大学対抗運動競技プログラムに参加する機会が十分すぎることを指摘した

158。さらに、男子レスリングの廃止後の男女学生運動競技者数の比率は男子が優勢である

ことを示すことから、裁判所は男子レスリングチームの廃止はタイトルⅨ違反にはならな

いとの判断を下した159。 

次に、アメリカ合衆国憲法修正第 14 条の平等保護条項違反と契約違反についても、裁

判所は学生の主張を棄却した。まず、平等保護条項違反について、裁判所は、ドレイク大

学が公立大学ではなく私立大学であることから、学生による同法の平等保護条項に基づく

差別の主張は無効であるとの判断を下した160。また、契約違反については、たとえ同大学

がリクルーティングによって学生たちを獲得したとしても、それによって同大学が男子レ

スリングチームの存続を約束したことにはならないとして、裁判所は学生の主張を退けた
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161。以上のような判断から、裁判所はドレイク大学の主張を支持した。 

しかし、最終的に、ドレイク大学は男子レスリングチームに所属していた学生たちに卒

業予定日まで奨学金を給付することに同意した162。 

 

②ケリー対イリノイ大学理事会163 

1993年に深刻な財政的困難に直面していたイリノイ大学は、大学対抗運動競技プログラ

ムから男子競泳、男子フェンシング、男女ダイビングの 4つのプログラムを除外すること

を決定した164。この決定をする際に、同大学は、7 つの基準、すなわち①地域及び全米で

開催される選手権出場の見込み、②チームがこれまでに残した戦績・記録、③高等学校に

おける特定のスポーツへの関心と参加の程度、④観客の関心の程度、⑤大学の施設・設備

の状況、⑥性及び民族の問題、⑦スポーツに要する総合的な費用、を用いた165。また、同

大学は、女子学生が 44％に対して女子学生運動競技者がわずか 24％であるという不均等な

状況をタイトルⅨに悖ると判断し、この状況を改善するために 4つのプログラムの廃止を

決めた166。 

 この大学の決定に対して、男子競泳チームの学生は、女子競泳プログラムを廃止せず男

子競泳プログラムのみを廃止したイリノイ大学はタイトルⅨとアメリカ合衆国憲法修正第

14条の平等保護条項に違反するとして裁判所に提訴した167。 

地方裁判所は大学の主張を支持し、学生たちは上訴するものの、上訴裁判所は、男子競

泳プログラムを廃止しても同大学の男子学生運動競技者数の割合が男子学生数の割合を上

回っていたことから、男子競泳プログラムの廃止はタイトルⅨ違反に当たらないとし、下

級裁判所の判断を支持した168。 

 

第 2項 関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準の採用を決定づけたブラウ

ン大学判決 

関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を裁判所が適用した訴訟において、

原告である女子学生運動競技者たちは勝訴を重ねていた169。このような女子学生運動競技

者を後押しする最高裁判所判決が下された。それがブラウン大学判決170である。コーエン

ら対ブラウン大学の訴訟は、地方裁判所レベルにおいて関心と能力の効果的な受入れに関

する 3つの判断基準を初めて適用したケースでもある171。以下では、コーエンら対ブラウ

ン大学の訴訟を概観してから、その影響について検討する。 
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（１）ブラウン大学判決の概要 

1991年 5月にブラウン大学は、財政緊縮のため大学対抗運動競技プログラムの男子ゴル

フチームをはじめ、男子水球チーム、女子器械体操チーム、女子バレーボールチームの合

計 4チームを大学代表レベル（varsity status）からクラブレベル（intercollegiate club 

status）に降格した172。この降格以前にブラウン大学は、男子 16チーム、女子 15チーム

の大学代表レベルを含む全 31チームを運営していた173。また、降格以前に大学代表レベル

で競技する男女学生運動競技者数の比率は男子が 63％で女子が 37％であった。また、男女

学生総数の比率は男子が 52％で女子 48％であった174。 降格後、男女学生運動競技者数の

比率に変化はなかった175。また、4 チームは大学代表レベルで競技する能力を十分に備え

ていたが、降格以降、自分たちの手で資金を調達しなければ大学代表レベルで競技するこ

とはできなくなった176。ブラウン大学はこの 4チームの降格によって年間 77,800ドルの経

費削減を見込み、この削減額の 80％が女子チームのための予算にあたるものであった177。 

1992年 4月に女子器械体操チームのキャプテンであったコーエンをはじめ、女子器械体

操チームと女子バレーボールチームそれぞれに所属していた学生はブラウン大学を提訴し、

大学対抗運動競技プログラムにおける女子学生に対する差別とタイトルⅨ違反を訴えた178。

女子学生らは、連邦政府の補助金を受けているブラウン大学がタイトルⅨの適用を受ける

にもかかわらず、女子 2チームを降格して女子に対する差別的な処遇を悪化させ、運動競

技の平等機会を女子に提供することと、女子の関心と能力を効果的に受入れたプログラム

を提供することを怠ったと主張し、地方裁判所に女子 2チームを大学代表レベルに復位す

るための暫定的差止命令を要請した179。 

コーエンらは、1979年の方針解釈が示す関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判

断基準のいずれもブラウン大学は満たしていないと主張した。まず、男女比の実質的均衡

基準のもと、コーエンらは、ブラウン大学の大学対抗運動競技プログラムにおける女子学

生運動競技者数の割合が女子学生数の割合と実質的に釣り合っていないことを指摘し、同

大学が男女比の実質的均衡基準を満たしていないと主張した180。また、プログラム拡大の

継続的実施基準のもと、コーエンらは、ブラウン大学がペンブロック大学（Pembroke 

College）と併合した 1971年から 1977年の間、大学対抗運動競技プログラムに女子 14チ

ームを追加し、さらに 1982年に冬季トラック競技を追加したことに言及し、この時期に同

大学が大学対抗運動競技プログラムの改善に努めたことは認めるものの、その努力を継続
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してこなかった同大学はプログラム拡大の継続的実施基準を満たしていないと主張した181。

さらに、コーエンらは、同大学が学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準も

満たしていないと主張した182。 

一方、ブラン大学は原告のタイトルⅨの解釈についてあまりにも単純であると指摘し、

タイトルⅨをはじめタイトルⅨ実施規則、1979年の方針解釈を統括して解釈するべきと主

張した183。例えば、タイトルⅨの遵守状況を判断する際の検討事項について、ブラウン大

学は平等機会のみについて検討するのではなく、タイトルⅨ実施規則や 1979年の方針解釈

の示す他の事項全てについても検討するべきと主張した184。また、平等機会の検討事項に

ついて、ブラウン大学は実際の女子学生運動競技者数ではなく女子学生運動競技者の人数

枠をベースにタイトルⅨの遵守状況が判断されるべきだと主張した185。つまり、女子テニ

スチームに参加できる人数枠が 10名で、実際に参加している人数が 7名であれば、参加人

数枠である 10名を採用してタイトルⅨの遵守状況を判断するべきだと言うのである。さら

に、ブラウン大学は、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準に関連して、

同大学が NCAAとアイビーリーグ（ivy League）のレベルにおいて最も多くの男女チームを

有する大学の 1つであることに触れ、実際に生じている不均等は差別から生じたのではな

く、男女間における運動競技への関心と能力の差異を反映しているに過ぎないとし、男女

学生運動競技者数の割合の不均等は法的に重大なことではないと主張した186。 

1992 年 12 月に地方裁判所はコーエンらの主張を支持し、ブラウン大学に対して女子器

械体操及び女子バレーボールの 2チームを復位させるよう命令を下した187が、この命令に

対してブラウン大学が上訴したため命令執行は延期された。しかし、1993年 4月にコーエ

ンらの主張が認められ、公判までの間、女子 2チームは大学代表レベルに復位した188。 

1994年 9月に始まった裁判は 3ヶ月間続いた。裁判では、ブラウン大学がタイトルⅨ実

施規則及び 1979年の方針解釈のもと、女子学生の関心と能力を効果的に受入れているか否

かについて焦点が当てられ、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準が適用

された189。裁判所は、男女比の実質的均衡基準の適用において、1993年から 1994年の間、

女子学生運動競技者数の割合が 38％で女子学生数の割合が 51％であったことから、女子学

生運動競技者数と女子学生数の割合の差が 13％であることを指摘し、法的暫定避難規定

（safe harbor）190である男女比の実質的均衡基準が女子運動競技者数の多少の変動を考慮

するとしても、男女学生運動競技者数の割合と男女学生総数の割合が実質的に釣り合いを

保っているとは言いがたいとして、同大学が男女比の実質的均衡基準を満たしていないと
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の判断を下した。また、プログラム拡大の継続的実施基準の適用において、裁判所は大学

対抗運動競技プログラムを改善してきたブラウン大学の過去の実績については認めたもの

の、その後、継続的な改善がなされなかったとして、同大学がプログラム拡大の継続的実

施基準を満たしていないとの判断を下した。さらに、学生の関心と能力に応じたプログラ

ム作りの実施基準の適用において、裁判所は大学代表レベルへの関心とそのレベルで競技

する能力をもった 2チームをクラブレベルから大学代表レベルに昇格しなかったことを指

摘し、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を同大学は満たしていないと

の判断を下した。以上の判断から、地方裁判所は、ブラウン大学の提供する大学対抗運動

競技プログラムが効果的に女子学生の関心と能力を受入れていないと結論づけ、タイトル

Ⅸに反するとの判決を下し、タイトルⅨの遵守のための包括的な計画書を提出するよう命

じた191。 

その後、ブラウン大学はこの命令に従い、地方裁判所に計画書を提出した。しかし、そ

の計画書が地方裁判所の判決に沿う包括的な内容ではないとして、地方裁判所は女子器械

体操、女子フェンシング、女子水球及び女子スキーの女子 4チームを大学代表レベルに昇

格するよう命令を下した192。 

ブラウン大学は地方裁判所の命令に対して上訴した。ブラウン大学は、地方裁判所によ

る関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準の解釈とその適用がタイトルⅨ、

タイトルⅨ実施規則及び 1975年の方針解釈と矛盾すると指摘し、その結果が事実上、タイ

トルⅨをアファーマティブ・アクション法にしていると主張した193。この主張に対して、

上訴裁判所は、1964年の市民的権利法タイトルⅥを模したタイトルⅨは「積極的優先処遇

法」（affirmative action statute）ではないとし、タイトルⅨとそれを施行する政府が積

極的優先処遇を許可するとしても要求はしてはいないと異論を唱えた194。加えて、上訴裁

判所は、タイトルⅨ実施規則と 1979年の方針解釈の位置づけについて、統制的な機能を果

たすタイトルⅨ実施規則と実質的に従われるべき 1979 年の方針解釈に敬意を払うべきと

何度も繰り返し、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準がタイトルⅨに矛

盾していないことを強調した195。さらに、ブラウン大学は、男女間におけるスポーツへの

関心の程度の差が男女間における運動競技の機会の不均等を招いているのだと主張した196。

つまり、女子学生は単に男子学生ほどスポーツに関心を持っていないのだとブラウン大学

は主張するのである。これに対して、コーエンらは、ブラウン大学はただスポーツに関心

を持っている学生を受入れるだけでなく、それ以上のことを果たす責任を担っているであ
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り、まずはスポーツに関心を持たせる環境づくりに努めることが必要であると指摘した197。

上訴裁判所は、「スポーツへの関心とスポーツの能力は、何もないところでは創造されない。

つまり、スポーツの機会と経験があるからこそ、その関心と能力が育まれるのである198」

から、ブラウン大学の主張は過去の女子に対する差別的な慣行を永続させ、女子のスポー

ツへの参加機会のレベルを滞らせてしまうとして、地方裁判所の判断を支持した199。 

この後、ブラウン大学は最高裁判所に上訴するものの、1997年 4月に最高裁判所はブラ

ン大学の上訴を棄却した。 

 

（２）ブラウン大学判決の影響 

女子スポーツの振興のリーダー的存在200であったブラウン大学が敗訴したコーエンら対

ブラウン大学の訴訟の影響により、多くの大学が男子チームを大学対抗運動競技プログラ

ムから除外した。1998年 4月 21日付けのウォールストリートジャーナルは、コーエンら

対ブラウン大学の訴訟の影響で「大学は何百もの男子チームを減らした」と報じた201。同

紙によると、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（University of California at Los 

Angels）は過去に 22 名のオリンピック選手を輩出した男子競泳チームを廃部にし、1997

年にボストン大学は 91年間活躍してきた NCAAディビジョン Iに属するアメリカンフット

ボールチームプログラムを終了させた。さらに、1994年から 1996年の間、大学 31校から

男子ゴルフチーム、大学 24校から男子レスリングチームが除外され、全体的にみて過去 5

年間に NCAAに所属する大学においてスポーツに参加する男子の数は 10%減少したという。 

この新聞記事から、ブラウン大学判決はアメリカにおける大学対抗運動競技プログラム

の男子チームを減少させた大きな要因として捉えられようが、これに加えて、フランクリ

ン判決の影響と当時の政府の緊縮財政方針のもと大学対抗運動競技プログラムの予算が削

減されたことも男子チームの減少の要因として捉えられよう。1992年に最高裁判所が下し

たフランクリン判決は、タイトルⅨを積極的に実施しなければ多額な金銭を失う可能性が

あることを大学に示し、大学はタイトルⅨの遵守を促された。そして、「女子学生 51%に

対して女子学生運動競技者 38%202」という割合は大学対抗運動競技プログラムに参加する

機会を男女平等に提供していないと結論付けたブラウン大学判決は、大学にタイトルⅨを

遵守するためには大学対抗運動競技プログラムに参加する機会を男女平等に提供すること

が重要であることを強く示した。そこで、多くの大学は女子学生数の割合と女子学生運動

競技者数の割合の釣り合いをとるために、女子の運動競技種目を増やすより、男子の運動
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競技種目を減らす方法を選択した。なぜなら、大学対抗運動競技プログラムの予算が削減

される中、大学にとって大学対抗運動競技プログラムの運動競技種目を増やすことは財政

上困難だったからである。このように、ブラウン大学判決に加えてフランクリン判決と財

政緊縮を背景にアメリカの大学対抗運動競技プログラムから男子チームが減少したのであ

る。 

 

第 3項 関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を採用したケースの傾向 

 関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を採用したケースの傾向は以下の

3点に集約できる。1点目は、全てのケースにおいて大学が財政問題を抱えながら、タイト

ルⅨを遵守するためにチームの降格或いは廃止を決断しているということである。これは、

どの大学も性差別を意図してチームを降格或いは廃止したのではないと言い換えても問題

はないだろう。財政緊縮の影響を受けて、運動競技局は予算を削減された。このような状

況でもタイトルⅨを遵守する義務は、当然、免れないのであるから、そのために大学はチ

ームの降格或いは廃止を選択したと言える。そして、タイトルⅨを遵守しようとして女子

チームの降格或いは廃止を選択し、そのチームの女子学生競技者に提訴された大学は敗訴

している。一方、男子チームの降格或いは廃止を選択した大学は勝訴している。男女どち

らのチームを降格或いは廃止するか、その選択基準は大学によって異なるものの、これら

の大学に共通する点は、タイトルⅨを遵守しようとする意思があるうえで、予算の削減に

迫られてチームの降格或いは廃止を決断したということである。 

 2 点目は、財政問題を背景に運動競技参加率の低い性のチームを降格或いは廃止すると

大学側が敗訴するということである。関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基

準には「大学対抗運動競技において一方の性の学生数がもう一方のそれより低い場合には

…」という文言がある。この「一方の性の学生数がもう一方のそれより低い」性は、大学

対抗運動競技プログラムの起源203を考えると、ほとんどの大学では「女子」にあたると考

えられる。言い換えると、長年、大学対抗運動競技プログラムに参加する機会を制限され

てきた性は女子である。関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を適用した

ケースにおいて、女子チームを降格或いは廃止した大学は敗訴しているのである。 

これについては、女子学生運動競技者が勝訴したケースにおける裁判所の関心と能力の

効果的な受入れに関する 3つの判断基準の適用をみるとより理解できる。まず、男女比の

実質的均衡基準のもと、女子チームの降格或いは廃止の前に女子の参加比率が低い場合に
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は、女子チームの降格或いは廃止は女子の参加機会を奪っていると判断される。一方、女

子チームの降格或いは廃止の前に女子の参加比率が高いケースはなく、これは先述したよ

うに大学対抗運動競技プログラムの起源からみれば、多くの大学がこのような状況にある

ことが想定される。次に、プログラム拡大の継続的実施基準のもと、女子学生に大学対抗

運動競技プログラムに参加する関心と能力があるにも関わらず、財政緊縮を背景にその女

子学生が参加するチームを降格或いは廃止することは、たとえ大学がその決断を下すまで

女子のプログラムの発展に尽力してきたとしても、「大学対抗運動競技において…低い性の

学生の発展過程にある関心や能力に明らかに対応するプログラムの拡大のあゆみ及び継続

的な実施を証明」できていないと判断される。最後に、学生の関心と能力に応じたプログ

ラム作りの実施基準のもと、プログラム拡大の継続的実施基準の適用と同様に、大学対抗

運動競技プログラムに関心があり且つ参加する能力がある女子学生のチームを降格或いは

廃止することは、その時点で「学生数の低い性の学生の関心と能力が十分に且つ効果的に

受入れられていることを」を実証していないと判断される。このように、運動競技局の予

算削減を理由に女子チームを降格或いは廃止した大学は、関心と能力の効果的な受入れに

関する 3つの判断基準のもと敗訴するのである。 

 3つ目は、2つ目とは逆に、財政問題を背景に運動競技参加率の高い性のチームを降格或

いは廃止すると大学側が勝訴するということである。上述したように、運動競技参加率の

低い性が女子であるならば、運動競技参加率の高い性は男子となる。これは、女子に比べ

て男子が長年、大学対抗運動競技プログラムの参加機会を享受してきたことを考えれば当

然のことと考えられる。このような男子チームが降格或いは廃止された場合には、関心と

能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準が適用されると、男子学生運動競技者が敗

訴し、大学側が勝訴するのである。これについて男子学生運動競技者が敗訴したケースを

みると、まず、男女比の実質的均衡基準のもと、男子チームの降格或いは廃止の前に男子

の参加比率が高い場合には、男子の参加機会は十分すぎることから、男子チームの降格或

いは廃止はタイトルⅨ違反にならないと判断される。一方、男子チームの降格或いは廃止

の前に男子の比率が低かったケースはなく、これは先述したように大学対抗運動競技プロ

グラムの起源からみれば、多くの大学がこのような状況にあることが想定される。次に、

プログラム拡大の継続的実施基準のもと、男子は「一方の性の学生数がもう一方のそれよ

り低い性」にはあたらないため、実質上、この基準は男子学生運動競技者にとっては無意

味になる。これは、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準にも言えること
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である。このように、財政問題を理由に男子チームを降格或いは廃止しても、女子チーム

を降格或いは廃止したケースとは違い、大学側は関心と能力の効果的な受入れに関する 3

つの判断基準のもと勝訴するのである。 

 

第 7節 1996年の大学対抗運動競技の 3つの判断基準に関する方針解説の発行 

 

第 1項 1996年の大学対抗運動競技の 3つの判断基準に関する方針解説の発行背景 

大学対抗運動競技プログラムの男子チームが減少する中、1996年 1月 16日に OCRは「大

学対抗運動競技に関する方針解説：3つの判断基準204」（以下、1996年の方針解説と表記）

を発行した。OCRが 1996年の方針解説を発行するに至った背景には、大学対抗運動競技プ

ログラムにおけるタイトルⅨの実施基準をより明確にすることが求められていたことがあ

る。市民的権利復活法の制定後、多くの裁判では、大学対抗運動競技プログラムにおける

タイトルⅨの遵守状況を判断する際に、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断

基準が採用され、そこでは多くの大学が敗訴した。このような大学側の敗訴を目の当たり

にしてきた大学は、OCR に関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準について

より明確にするよう求めていたのである。以上のような背景から、OCRは 1979年の方針解

釈に示された関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準をより詳しく解説する

同文書を発行したのである。 

 

第 2項 1996年の大学対抗運動競技の 3つの判断基準に関する方針解説の概要 

1996年の方針解説で OCRは、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準につ

いていくつかの点を強調している。まず 1つ目は、関心と能力の効果的な受入れに関する

3 つの判断基準のうちいずれかを満たせば、大学は学生に参加機会を平等に提供している

とみなされるということである。大学は、男女比の実質的均衡基準すなわち「男女の大学

対抗運動競技レベルに参加する機会は、男女学生総数の割合と実質的に均衡がとれている

か」を満たせなくとも、「大学対抗運動競技において一方の性の学生数がもう一方のそれよ

り低い場合には、教育機関は、その学生数の低い性の学生の発展過程にある関心や能力に

明らかに対応するプログラムの拡大のあゆみ及び継続的な実施を証明できるか」（プログラ

ム拡大の継続的実施基準）、或いは「現在のプログラムによってその学生数の低い性の学生

の関心と能力が十分且つ効果的に受入れられていることを明らかに示すことができるか」
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（学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準）を満たせば、平等な参加機会を

提供していると判断されるのである。加えて、男女比の実質的均衡基準は、大学が平等な

参加機会を提供していることを確証するための法的暫定避難（safe harbor）規定とされて

いる。 

2つ目は、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準が割当制度（quota）で

はないということである。同方針の草案に対して寄せられた意見の中には、同判断基準に

反対する意見が含まれていた。その意見の多くは、同判断基準が教育機関にタイトルⅨの

遵守方法として 3つのオプションを与えず、誤って割当制度を設けてしまっているという

主張である。確かに、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を採用したケ

ースの中でも、とりわけ男子チームを降格或いは廃止したケースでは、実質上、プログラ

ム拡大の継続的実施基準及び学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準は機能

しないことから、このような主張がなされるのも理解できる。また、その意見の中には、

過去に大学対抗運動競技プログラムに参加する機会に恵まれなかった性に焦点をあて、そ

の性の学生の関心と能力を満たすよう要求することから、タイトルⅨの趣旨とは逆方向に

向かっていると指摘するものもあったとしている。これについても、同判断基準を採用し

たケースの傾向を検討した結果、「一方の性の学生数がもう一方のそれより低い性」がほと

んどの場合には「女子」であることから、同判断基準が女子に優位な基準であると理解さ

れてしまうのも無理はないであろう。しかし、この主張に対して OCRは、タイトルⅨの遵

守のために教育機関には 3つのオプションが与えられているのだから、割当制度は設けて

いないと主張する。例えば、教育機関が学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施

基準を選択し、その基準のもとタイトルⅨの遵守を果たしている場合には、OCR はその教

育機関に対してその他 2つの基準を遵守するよう要求しないと強調する。また、教育機関

は、女子が大学対抗運動競技に関心を示さず、加えて能力も持ち合わせていないと判断す

れば、女子よりも男子により多くの運動競技の機会を提供してもよいとしている。さらに、

女子の大学対抗運動競技の機会が奪われていなければ、つまり女子の運動競技への関心と

能力を十分に且つ効果的に受入れていることを実証できれば、教育機関は男子のために運

動競技の参加機会を新たに設けてもよいとしている。 

3 つ目は、大学が提供する参加機会は実際に存在する学生運動競技者数の割合を指すと

いうことである。同方針解説の発行に先だって、草案に対して寄せられた意見の中に、「参

加機会の割合」という場合には学生運動競技者の参加人数枠の割合を採用するべきであり、
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実際の学生運動競技者数の割合を採用すべきではないという主張がいくつかあった。確か

に、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を採用したケースの中でも、最

高裁判所判決までに及んだコーエンら対ブラウン大学のケースでは、大学側がこの意見と

同じように実際の参加人数の割合ではなくあらかじめ設定した参加人数枠の採用を主張し

ていた。しかし、OCR は、参加機会というのは、現実の学生競技者数の割合でなければな

らず、実在しない架空の参加枠数の割合であってはならないことを強調する。 

4 つ目は、タイトルⅨを遵守する手段として男子の参加機会に上限を設定したり、或い

は男子の参加機会を奪ったりすることを OCRは要求していないということである。同方針

解説の草案に寄せられた意見に、男子チームの廃止や男子の参加人数の上限設定に困惑を

示すものが多くみられた。これに対して OCRは、男女比の実質的均衡基準に基づきタイト

ルⅨを遵守する方法として男子チームを廃止する或いは男子の参加機会に上限を設定する

ことは大学の裁量に任されているとしたうえで、同方針解説はそのような方法をとること

を要求していないと強調した。これに加えて、男子チームの廃止或いは男子の参加機会の

上限設定は、プログラム拡大の継続的実施基準或いは学生の関心と能力に応じたプログラ

ム作りの実施基準に基づきタイトルⅨの遵守を果たそうとする際に不利になるとしている。

関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を採用したケースでもみてきたよう

に、女子の参加機会を奪った大学が敗訴する姿を目の当たりにすれば、大学が男子チーム

の廃止を考えるのも無理はないであろう。しかし、OCR はこのような考え方に警鐘を鳴ら

しているのである。 

 

第 8節 運動競技奨学金に関する方針の発表 

 

1996年の方針解説の発行から 2年後、OCRは運動競技奨学金の条項205に関する文書206を

公表した。同文書は、OCRが性差別に関する苦情の調査において運動競技奨学金の条項に

違反すると判断した大学 25校に対して指導、アドバイスをするために送付した書簡のコピ

ーである。OCRは、この書簡のコピーをタイトルⅨの運動競技奨学金に関する方針として

大学対抗運動競技プログラムを提供する大学に周知させたのである。 

同文書は、1979年の方針解釈に示された運動競技奨学金に関する方針について解説して

いる。1979年の方針解釈では、運動競技奨学金に関する条項の必要事項を満たしているか

どうかを把握する方法として、「男子に授与された奨学金の総額と女子に授与された奨学
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金の総額の割合が、運動競技に参加する男女数の割合に相当しているか」と記された。例

えば、大学において男子学生運動競技者が 55%、女子学生運動競技者が 45%を占める場合に

は、運動競技奨学金の総額の 55%が男子に、45%が女子に授与されることが理想であるとい

うことである。つまり、運動競技奨学金の総額が、男女学生運動競技者数の比率に比例し

て分配されることが運動競技奨学金に関する規定を満たすというのである。 

これについて、1998年の運動競技奨学金の条項に関する文書はさらに具体的な説明を加

えている。大学が運動競技奨学金を男女学生運動競技者数の比率に比例して配分できず、

且つ配分できない正当な理由を示せない場合には、±1％以内の範囲内であれば、運動競

技奨学金の条項を満たすと判断されるとしたのである。つまり、男子学生運動競技者数の

割合が 60%の場合、運動競技奨学金総額の 59%から 61%が男子に授与されなければタイトル

Ⅸに悖るとみなされるということである。 

 

第 9節 OCRのタイトルⅨの適用方法を肯定した全米レスリングコーチ協会判決 

 

第 1項 廃止に追い込まれた男子チームのストレス 

1996年の方針解説と運動競技奨学金に関する方針の発表により、大学対抗運動競技プロ

グラムを提供する大学の不安や困惑は軽減されるとともに、積極的にタイトルⅨを実施す

る気運が高まるかのようにみえた。 

ところが、その影では、1990年代にチームの存続を経たれた男子マイナースポーツチー

ムがストレスを抱えていた。上述したように、ブラウン大学判決などの影響を受け、大学

運動競技局は関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のもとタイトルⅨを遵

守しようとしたが、財政緊縮からいずれの基準も満たすことが困難な状況にあった。そこ

で、大学は、男女比の実質的均衡基準のもと、参加機会の拡大という手段ではなく、男子

チームを廃止することによって男女学生運動競技者数と男女学生総数の割合の釣り合いを

とるという手段を選択した。このように廃止された男子チームの関係者はストレスを抱え

て、とりわけ、男子マイナースポーツと称されるレスリングのチーム関係者らのストレス

は限界に達し、そのストレスはタイトルⅨの実施を指導・監督する行政執行機関である DOE

に向けられたのであった。 

 

第 2項 全米レスリングコーチ協会判決の概要 
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タイトルⅨの遵守をめぐってチームの継続を経たれた男子レスリングチームの関係者

らのストレスは、2002年に DOEを提訴するという結果に至った。全米レスリングコーチ協

会（National Wrestling Coaches Association: 以下、NWCA と表記）、バックネルレスリ

ングを守る委員会（Committee to Save Bucknell Wrestling）、マルケットレスリングクラ

ブ（Marquette Wrestling Club）及びイエールレスリング協会（Yale Wrestling Association）

は、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準と DOEによるタイトルⅨの解釈

が男子スポーツに対して差別的であり、とりわけ男子レスリングプログラムに損害を与え

たと主張し、DOE を提訴した。従来、男子チームの廃止により被害を被ったとして訴えた

原告側は、チームの廃止を決定した個々の教育機関を提訴してきた207。しかし、このケー

ス208は、原告である NWCAらが教育機関ではなくタイトルⅨの行政執行機関である DOEを提

訴したのである。 

NWCAらは、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準がアメリカ合衆国憲法

とタイトルⅨに違反し、また、DOE が行政手続法（Administrative Procedure Act）に違

反して規則制定手続きの権限の限度を越えていると主張した209。これに対して DOEは、NWCA

らに DOE を提訴する資格はなく、また NWCA らの被った損害をタイトルⅨ実施規則と関連

づけることはできないと主張し、本件棄却のための申立てを提出した210。裁判所は、多く

の男子レスリングチームが廃止されたという事実のもと、NWCAらが損害を被ったと想定し

ても、本件の当事者としての資格を構成する要素が不十分であり、想定される NWCAらの被

った損害を救済するための司法判決を下すことは不可能であるとした211。また、NWCAらに

損害をもたらした原因が関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準であると主

張する NWCAらに対して、裁判所はむしろタイトルⅨを遵守しようとする個々の教育機関の

自主的な判断にその原因があるとの判断を下し、NWCAらの訴えを棄却した212。この裁判所

の判断に対して、NWCAらは上訴するものの、上級裁判所は下級裁判所の判決を支持した213。 

 

第 10節 本章のまとめ 

 

本章では、タイトルⅨの制定後から改称前までの大学対抗運動競技プログラムにおける

タイトルⅨの実施過程を分析した。その結果、以下のような知見を得た。 

タイトルⅨは教育における性差別の規制政策の大枠を定めたものの、大学対抗運動競技

プログラムにおける性差別を禁止するのか、或いは性に基づく処遇を許可するのかなど、
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具体的な判断基準を規定していなかった。タイトルⅨ実施規則の公布にあたり、連邦議会

は大学対抗運動競技プログラムの収益を上げる運動競技をタイトルⅨの適用除外にする修

正法案を通過させた。しかし、この修正法案は上下両協議委員会によって否決され、ミン

クの戦略のもと大学対抗運動競技プログラムの特定のスポーツの独自性に配慮した規則を

HEW が公布するよう求める修正法案に取って代えられた。これに従い HEW はタイトルⅨの

制定から約 3年後にタイトルⅨ実施規則を公布するが、このタイトルⅨ実施規則が定める

教科体育の男女共修に反対する修正法案が連邦議会に提出された。同修正法案は、下院議

会においてミンクが扱い、最終的に否決され、教科体育の男女共修の規定は守られた。タ

イトルⅨ実施規則は、大学対抗運動競技プログラムへのタイトルⅨの適用について、運動

競技奨学金と運動競技の条項に規定した。タイトルⅨ実施規則の公布後、HEW は運動競技

プログラムにおける性差別に関する多くの質問や苦情申立てを受け、これに対処するため

に、運動競技に関するタイトルⅨの規定の遵守方法について解説する 1979年の方針解釈を

発行した。同方針解釈は、タイトルⅨ実施規則が定めた運動競技奨学金と平等機会の条項

を遵守する方法について、運動競技奨学金、同等なその他の運動競技の恩恵及び機会、及

び学生・生徒の関心と能力の効果的な受入れという 3つの視点から解説した。また、同方

針解釈は、特殊なスポーツによって生じる性に基づく異なる処遇を許可し、アメリカンフ

ットボールを例証した。 

タイトルⅨ実施規則に運動競技に関する条項が書き込まれ、さらに 1979 年の方針解釈

に運動競技に関する条項の遵守方法やその判断基準が示されたものの、タイトルⅨの適用

解釈の問題で運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施は不透明であった。タイトル

Ⅸが連邦補助金を受けるプログラムにのみに適用されるのか或は連邦補助金を受けるプロ

グラムを提供する教育機関全体に適用されるのか、このタイトルⅨの適用解釈は連邦補助

金を直接受けない運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施を左右するものであった。 

しかし、この問題を一時的に収束させたのは、連邦補助金を受けるプログラムにタイト

ルⅨの適用を限定するとした 1984年のグローブシティカレッジ判決であった。同判決によ

って、ほとんどの大学対抗運動競技プログラムはタイトルⅨの適用対象外となった。   

ところが、連邦議会は、1988年にグローブシティ判決を覆すことを目的とする市民的権

利復活法を制定した。同法は連邦補助金を受けるプログラムを提供する教育機関全体をタ

イトルⅨの適用対象にすることを定めたことから、大学対抗運動競技プログラムは再びタ

イトルⅨの適用を受けることになった。 
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市民的権利復活法の制定後、1990年に DOEが運動競技プログラム調査マニュアルを発行

し、タイトルⅨの実施が本格化しようとしている中、タイトルⅨを法的根拠に損害賠償を

求めた原告の主張を認めたフランクリン判決が下された。同判決は、大学対抗運動競技プ

ログラムにおける性差別が立証されれば、大学が多額の損害賠償の責任を負う可能性があ

ることを示唆した。よって、フランクリン判決は大学対抗運動競技プログラムにおけるタ

イトルⅨの実施を促す 1つの要因と捉えられた。 

市民的権利復活法とフランクリン判決によって、大学対抗運動競技プログラムにおける

タイトルⅨの実施が促されると、学生運動競技者が平等な参加機会を求めて大学を提訴す

るというケースが顕著となった。このようなケースで裁判所は、関心と能力の効果的な受

入れに関する 3つの判断基準を採用した。この判断基準は、1979年の方針解釈に規定され

た「学生・生徒の関心と能力の効果的な受入れ」について OCRが審査する 3項目の 1つで

ある「チーム競技の機会を含む有用な競技水準」の遵守の判断基準であり、①男女比の実

質的均衡基準、②プログラム拡大の継続的実施基準、③学生の関心と能力に応じたプログ

ラム作りの実施基準の 3つの基準から構成される。関心と能力の効果的な受入れに関する

3 つの判断基準を採用したケースにおいて、原告が女子運動競技者の場合には原告が、原

告が男子学生競技者の場合には被告である大学が勝訴した。さらに、最高裁判所が下した

1996年のブラウン大学判決は、女子学生運動競技者を後押しするだけでなく、大学対抗運

動競技プログラムにおける男子チームを廃部に追いやった。フランクリン判決によってタ

イトルⅨの実施が促され、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を採用し

たブラウン大学判決によって男女平等の参加機会の提供の重要性が示されると、大学運動

競技局はタイトルⅨの平等機会の規定を遵守しようとするが、運動競技予算が削減される

中、女子学生の参加機会を拡大するより、男子学生の参加機会を縮小するという遵守方法

をとるしか方法がなかったのである。また、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの

判断基準が採用されたケースの検討から、財政問題を背景に運動競技参加率の低い性のチ

ームを降格或いは廃止すると大学側が敗訴し、逆に運動競技参加率の高い性のチームを降

格或いは廃止すると大学側が勝訴するという傾向が確認され、関心と能力の効果的な受入

れに関する 3つの判断基準の適用方法も男子チームの廃部を進めた要因と捉えられた。 

大学の要求に応じて、OCR は関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準につ

いて解説する 1996年の方針解説を発行した。同方針解説は、関心と能力の効果的な受入れ

に関する 3つの判断基準のいずれかを満たせば平等な参加機会の規定を遵守しているとみ
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なされること、男女比の実質的均衡基準が法的暫定避難規定であること、タイトルⅨの遵

守のために 3つのオプションを与えている関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判

断基準は割当制度（quota）ではないこと、参加機会は参加人数枠ではなく実際に存在する

学生運動競技者数の割合を意味すること、OCR がタイトルⅨの遵守方法として男子の参加

機会の上限設定や男子チームの廃止を要求していないということを強調した。続いて、1998

年に OCRは、運動競技奨学金に関する条項の遵守方法を解説する書簡を公表し、大学対抗

運動競技プログラムにおける男女への運動競技奨学金の配分について具体的に指導した。 

一方、廃部に追い込まれた男子チームの中でも男子レスリングチームは、2002年に NWCA

が中心となって関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準とそれを実施する

DOEの解釈により損害を被ったとして DOEを提訴した。裁判所は、NWCAが当事者として不

適格であり、NWCAらに損害をもたらした原因が関心と能力の効果的な受入れに関する 3つ

の判断基準にあるではなく、タイトルⅨを遵守しようとする個々の教育機関の自主的な判

断にあるとし、NWCAらの訴えを棄却した。  
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第 3 章 タイトルⅨの改称 

 

本章では、なぜタイトルⅨがミンク法に改称されたのかということを明らかにする。

まず、タイトルⅨ改称立法の目的を明らかにするために、第 1 節でミンク法への改称

を検討する。次に、ミンクの半生を明らかにするために、第 2 節でパッツィ・タケモ

ト・ミンクの経歴を検討する。続いて、タイトルⅨ改称立法の審議におけるミンクの

評価を明らかにするために、第 3 節で連邦議会におけるパッツィ・タケモト・ミンク

の評価を検討する。最後に、タイトルⅨの改称にミンクの名が付された理由を明らか

にするために、第 1 章及び第 2 章で得たタイトルⅨとミンクとの関係の検討結果を踏

まえて、第 4 節でタイトルⅨからミンク法への改称の理由を検討する。 

 

第 1節 ミンク法への改称 

 

タイトルⅨはその制定からおよそ 30 年を経て、2002 年 10 月 29 日に同法の一起草

者であるミンクの名を取ってパッツィ・タケモト・ミンク平等教育法（Patsy Takemoto 

Mink Equal Opportunity in Education Act）と改称された1。 

ミンク法の立法過程を概観すると2、まず、2002 年 10 月 2 日に下院 H.J.Res.113 決

議案 が下院議会において上程され3、7 日の審議を経て4、9 日に承認を受けた5。一方、

上院議会では、2002 年 10 月 8 日に上院 S.J.Res.49 決議案が上程され6、連邦議会議事

録への同決議法案の文言の記載が承諾された7。また、下院 H.J. Res.113 決議法案は、

10 月 9 日に上院議会に送られてから 2 度の読会を経て8、11 日に承認を受けた9。最後

に、同決議法案は、10 月 17 日にジョージ・ブッシュ大統領（President of the United 

States George W. Bush）に送付され10、続き 10 月 29 日に署名を得て11ミンク法12が成

立したのであった。 

同法の立法目的について法案をみると、ミンクの業績を称えることが同立法の主要

目的の 1 つと考えられる。同決議法案には、法案の標記である「両院合同決議法案

（Joint Resolution）」に続き「パッツィ・タケモト・ミンクの貢献を評価している」

（Recognizing the Contribution of Patsy Takemoto Mink）」と表記されている。そ

の後、ミンクの業績を評価する文言が以下のように列挙されている。 
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パッツィ・タケモト・ミンクは、アメリカにおける女性の権利、市民的権利

及び勤労家族の主要な代弁者であるにして、生活水準を向上することとすべ

てのアメリカ人に経済と教育の機会を提供することに一身を捧げたゆえに、

パッツィ・タケモト・ミンクは、ハワイ及びアメリカ全土における経済的及

び社会的な不公正に対して情熱的で不屈の闘士であるがゆえに、パッツィ・

タケモト・ミンクは、1964 年に連邦議会議員になった初の有色人種女性であ

るにして、アメリカにおける何百万もの女性及び有色人種に機会に通ずる扉

を開けたゆえに、パッツィ・タケモト・ミンクは、女性の健康問題、子供、

学生・生徒及び子育てをしながら働く世帯に影響する問題に関する先例のな

い立法業績を挙げたゆえに、そして、歴史上、画期的なタイトルⅨ法案を通

過させたパッツィ・タケモト・ミンクの勇敢で、構想力があり、疲れを知ら

ないリーダーシップは、女性に学術及び運動競技における業績に通ずる扉を

開けるにして、あらゆる世代の女性及び将来を担う姉妹のために何ができる

かを再定義したゆえに、よって、いま招集されたアメリカ合衆国上下両議会

は、タイトルⅨ（20 U.S.C. 1681 et seq.；Public Law 92-318）を「パッツ

ィ・タケモト・ミンク教育平等機会法」（ Patsy Takemoto Mink Equal 

Opportunity in Education Act）として引用できることを決議する13。 

 

 以上の文言から、ミンクは特に女性や子供など社会的に弱い立場にある者のために

一立法者として経済的、社会的及び教育的問題に熱心に取組んだことが理解でき、そ

の功績を称えるためにタイトルⅨをミンク法に改称することが同法の主な立法目的の

1 つであると考えられる。 

 

第 2節 パッツィ・タケモト・ミンクの経歴 

 

ミンクはどのような生涯を送った人物なのだろうか。表 3-1 は、ミンクの経歴を示

したものである。この経歴だけをみると、弁護士資格を取得したミンクが公人として

ハワイやアメリカの歴史を築いてきたという輝かしい生涯を想像してしまいがちであ

る。しかし、この経歴の裏には、差別を乗り越えてきたミンクの姿がある。 

4 歳のときから医者になることを夢みて、ミンクは大学に進学し医師になる基礎的
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な資格を取得するために動物学及び化学の学位を取得し、10 校以上のメディカル・ス

クールに願書を提出した14。しかし、どの大学もミンクが女性であることを理由に拒否

した15。結局、ミンクは、医学から法律学に進路を変更した。医学部への進路が閉ざさ

れたことについて、「誰も、女性がメディカル・スクールに入学することはできないと

教えてくれなかった。自分が女性であるから排除されたのだと考えたことは一度もな

かった。恐らく点数が足りなかったからか、あるいは入学するための経済的理由から

と考えていた。しかし、そうではなかった。自分の目標達成を阻む、打ち勝ちがたい

壁がそこにはあった16」とミンクは自叙伝の中で語っている。 

この他にも、議員までの道のりにおいて、ミンクはさまざまな性差別的な制度に進

路を阻まれている。医者になる道をあきらめたミンクは、1951 年にシカゴ大学のロー・

スクールで法学博士を取得し、いくつもの法律事務所の面接を受けた17。しかし、どの

法律事務所もアジア系アメリカ人既婚女性であるミンクを採用せず、結局、ミンクは

以前に就いていたシカゴ大学のロー・スクール図書館内の仕事に戻った18。これと同様

のことはハワイに居を移した後も繰り返された。ハワイでは、子育て中の既婚女性で

あることを理由に、アジア系の法律事務所から採用を拒否され、ミンクは人種の壁以

上に性の壁に直面したのである19。 

さらに、ミンクの前には、婚姻によって女性のみに生じる差別的な制度の壁が立ち

はだかっていた。法律学博士号の取得、結婚そして出産を経て、家族と共にハワイ準

州・ホノルルに転居してすぐに、ミンクはハワイ準州弁護士資格取得試験を受験しよ

うとした20。しかし、婚姻によってミンクの公的なハワイの住所登録が失われ、配偶者

であるジョン・ミンクのペンシルバニア州の住所に変更されていたため、ミンクはハ

ワイ準州弁護士資格取得試験の受験まで 3 年間待つよう告げられた21。ミンクは、女性

が婚姻によって男性配偶者の住所に変更されたことから州弁護士資格試験をすぐに受

けられないのは不当な差別と主張する文書を法務省に提出した22。この主張が認められ、

ミンクは 3 年を待たずにハワイ準州弁護士資格試験を受験することができた23。 

以上のような女性であることを理由に医学部入学制度をはじめ、数々の見えない性

差別的な慣習・制度の壁にぶつかった経験が、輝かしいミンクの経歴の裏には存在す

るのである。 
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表 3-1： パッツィ・タケモト・ミンクの経歴 

 

年号 出来事
1927 12月6日にアメリカ合衆国ハワイ準州マウイ郡パイアに誕生
1944 クラス会長及び総代生としてマウイ・ハイスクールを卒業
1944-1946 ハワイ大学にて就学
1946 ペンシルバニア州チャンバーズバーグのウィルソンカレッジに編入
1947 ネブラスカ大学リンカーン校に編入
1947-1948 ハワイ大学に編入および卒業、動物学と化学の学士号を取得
1949-1951 シカゴ大学ロースクールにて就学
1951 シカゴ大学で地質学を専攻する大学院生であるジョン・ミンクと結婚

シカゴ大学ロースクールを修了、法律学博士を取得
1952 娘グゥエンドリーを出産

家族と共にハワイ準州ホノルルに転居、法律事務所を開業
1952-1956 ハワイ大学で講義
1959-1962 （同上）
1979-1981 （同上）
1954 アメリカ民主党青年会(the Oahu Young Democrats)を組織
1955 ハワイ準州下院議員の担当弁護士に就任
1956-1958 ハワイ準州下院議員に就任
1958-1959 ハワイ準州上院議員に就任
1959 ハワイ準州がハワイ州に昇格
1962-1964 ハワイ州上院議員に就任
1965-1977 アメリカ合衆国下院議員に就任（1965年1月3日-1977年1月3日）

1977-1978
国 務 大 臣 補 佐 (Assistant Secretary of State for Oceans and International
Environmental and Scientific Affairs)に就任

1978-1981 民主的行動のためのアメリカ人(the Americans for Democratic Action)の会長に就任
1983-1987 ホノルル市議会議員及び同市議会議長(1983-1985)に就任
1990-2002 アメリカ合衆国下院議員に就任(1990年9月22日-2002月9月28日)
2002 9月28日にハワイ州ホノルルにて死去

　　Mitchell, Nicole, and Ennis, Lisa A.  “Mink, Patsy Matsu Takemoto (December 6,
1927-September 28, 2002).”  In Encyclopedia of Title IX and Sports, pp.79-80.
Westport, CT: Greenwood Publishing, 2007.
　　Mink, Patsy T.  “A Change in Plans.”  In True to Ourselves: A Celebration of Women
Making a Difference, ed.Neuman, Nancy M.  pp. 136-141.  San Francisco, CA: Jossey-Bass
Inc. Publishers, 1998.
　　Saeki, Patsy Sumie.  Japanese Women in Hawaii: The First 100 Years, pp. 130-134.
Honolulu, HI: Kisaku Inc., 1985.  和訳書は、パッツィ・スミエ・サエキ（著）、伊藤美名子
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図 3： パッツィ・タケモト・ミンクの肖像 
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第 3節 連邦議会におけるパッツィ・タケモト・ミンクの評価 

 

ミンクの立法者としての功績は、同決議法案の審議における連邦議員らの言葉から

も理解できる。例えば、ジョン・ベイナー下院議員（John Boehner、オハイオ州選出、

共和党）は「21 世紀の競争に関する小委員会の幹部委員として、パッツィ・ミンクは

『どの子も置き去りにしない（No Child Left Behind）』法案を通過させるために重要

な役割を果たし、議長であるマッキオン下院議員と共に官僚的形式主義と中等教育後

の教育に関する厄介な規定を減らすための立法に取組んだ」と教育問題を改善するた

めの立法に取り組んだミンクを回想し、「この決議法案は、私たちの元同僚への弔辞及

び彼女が残していった遺産としてふさわし」く、「私の同僚が、優れた同僚であり友人

にありがとうとさようならを一緒に言う手段としてこの決議案を支持してくれるとわ

かっている」と、同決議案の意義を述べて言葉を締めくくっている24。 

また、ハワード・マッキオン下院議員（Howard McKeon、カリフォルニア州選出、共

和党）も「私たちが学生の学問的業績を向上させるために一緒に取組んだ沢山の例に

ついてお話したいが、最近、私たちが共に取組んでいた、私たち両者が信じる中等教
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育後の教育をよりよく、そして学生及び家族にとってより身近なものにすることに関

する問題にしばらく光を当てたい」とミンクと共に中等教育後の教育の問題改善に重

点を置いていたことに言及し、ミンクと共に高等教育法におけるいくつかの厄介な規

則を簡素化することに本腰を入れたことを回想している25。 

さらに、同決議法案の起草者であるジョニー・アイザックソン下院議員（Johnny 

Isakson、ジョージア州選出、共和党)は「下院 H.R.1 法案『どの子も置き去りにしな

い』の特別調査委員会の一委員として、自分自身の信念のためにはっきりと発言をし、

戦い、共通の立場を探り出し、経済的な援助を受けて当然である最も貧しい学生・生

徒にこの議会及び国の注意を向けさせたのは、パッツィ・ミンクであった」と、教育

問題の中でもとりわけ貧困学生・生徒に対する教育機会の経済的保障に懸命に取り組

んだミンクを称えている26。以上のような議員らの言葉から、ミンクがとりわけ中等教

育後の教育と貧困家庭の学生・生徒への経済的支援に尽力してきたことが理解できる。 

 しかし、1990 年以降にミンクと共に下院政府改革委員会（House Government Reform 

Committee）の委員を務めたエドルファス・タウンズ下院議員（Edolphus Towns、ニュ

ーヨーク州選出、民主党）が「特に、彼女の革新的な民主的方針を擁護するための熱

烈な弁論に打たれた。このような方針への肩入れによって、彼女は 1995 年の福祉改革

法（'95 Welfare Reform Act）に積極的に反対した。なぜなら、多くの貧しい女性や

その子供に広く影響することが予想されたからである。彼女のその反対は、法案にお

ける情け容赦のない規定をある程度抑えることに役立った。パッツィは、いつも貧し

くそして不利な条件におかれた人々全ての利益を守ることを期待されていた。しかし、

教育及び運動競技における女性のための平等機会を保証することへの彼女のリーダー

シップはいつも思い起こされるだろう」と述べるように、ミンクが立法者として教育

問題だけでなく女子・女性に係わる問題にも尽力してきたことが業績として称えられ

る27。 

例えば、マッカーシー下院議員（Carolyn McCarthy、ニューヨーク州選出、民主党）

は「最も重要なのは、1971 年に高等学校で運動競技に参加していた女子は 30 万人足

らずだったのに対して、高等学校における 270 万人以上の女子高校生が運動競技に参

加していることである。これは、タイトルⅨの成立において重要な役割を果たした下

院議員であるミンクのおかげである」とタイトルⅨの成立に果たしたミンクの役割の

重要性を強調し、同議決法案の通過によって「今、女子は、学校運動競技に参加する
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機会に感謝して、パッツィ・ミンクの名声を見失わぬよう心がける」と述べている28。 

また、ダニエル・アカカ上院議員（Daniel Akaka、ハワイ州選出、民主党）は「決

議法案は、ミンクの名を取って僅か 9 つの単語からなるけれど、数え切れないわが国

における女子及び女性の生涯に無限且つ巨大な影響を与えたいわゆるタイトルⅨを改

称することによって、素晴らしい女性と平等機会及び教育のために成し遂げた彼女の

業績に敬意を表する」とタイトルⅨをミンク法に改称することこそがミンクの業績を

称えることだと述べている29。 

さらに、40 年前にミンクの選挙運動に携わり、その後、12 年間、ミンクと共にハワ

イ州選出下院議員を務めたニール・アバクロンビ下院議員（Neil Abercrombie、ハワ

イ州選出、民主党）も、「タイトルⅨをミンク法に改称することによって、連邦議会が、

勇敢で、先見の明があり、疲れを知らないこの偉大な国のリーダーとして彼女をしっ

かり記憶する」とタイトルⅨのミンク法への改称こそが立法者としてのミンクの功績

を称えるにふさわしいと述べている30。 

加えて、リン・ウースリー下院議員（Lynn Woolsey、カリフォルニア州選出、共和

党）は「ハワイ州選出のパッツィ・タケモト・ミンク下院議員がこの国の人々、特に、

女子・女性に寄与したことを評価する H.J. Res.113 の最初の共同起草者であることを

光栄に思う。だから、この決議法案がタイトルⅨをミンク法に改称することはふさわ

しいのである」と女子・女性に係わる問題に熱心に取り組んだミンクの名を取ってタ

イトルⅨを改称することが意義あることとしつつも、「しかし、タイトルⅨだけが、ア

メリカにおける女子・女性へのミンクの貢献ではない。彼女は、WEEA としてよく知ら

れる女子教育均衡法（Women's Educational Equity Act）を起草した。依然として、

WEEA は学校及びコミュニティにおけるジェンダー・エクイティを保証するための証明

された方法について情報を探している教員や親のための主要な財源となっている。

WEEA は、女子の将来の選択及び成功が彼女らの性ではなく彼女ら自身の関心、熱望及

び能力によって決定されることを確かなものにする連邦政府の義務を表明している」

と女子・女性の教育のための財政確保へのミンクの取組みを称えている31。 

 以上のような同僚議員らの言葉から、ミンクの功績は教育問題の中でも中等教育後

の教育問題に焦点をあて、とりわけ貧困学生・生徒や女子・女性の経済的保障に立法

者として取り組んだことであり、それらの功績を称えることが同法の主要な目的の 1

つとも考えられる。 
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第 4節 タイトルⅨからミンク法への改称の理由 

 

タイトルⅨ改称立法の法案及び同僚議員らのミンクの評価から、ミンクの功績を称

えることがタイトルⅨ改称立法の理由であることが理解できた。しかし、彼女の功績

を称えるために法律を改称するにしても、タイトルⅨ以外の法律であってもよいだろ

う。また、タイトルⅨを改称するにしても、ミンク以外の議員の名前を付すこともで

きただろう。では、なぜタイトルⅨの改称にはミンクの名前でなければならなかった

のだろうか。 

確かに、ミンクはタイトルⅨに貢献してきた。タイトルⅨ立法では、のちにタイト

ルⅨとなるタイトルⅩに対する修正法案を阻止しようと市民的権利の視点からサポー

トした。また、タイトルⅨ実施規則の立法においても、戦略を立てて規制対象から収

益を生む大学対抗運動競技を除外しようとする修正法案を阻止した。さらに、タイト

ルⅨ実施規則が公布されても、教科体育における男女共修を求める規定に反対する修

正法案の通過を阻止することに成功した。このように、ミンクがタイトルⅨの適用を

制限しようとする修正法案を阻止してきたことを理解すると、タイトルⅨ改称にはミ

ンクの名が付されるべきだと考えられる。 

しかし、先行研究32では、タイトルⅨに貢献した人物としてミンク以外の名前が挙が

っている。中でも、1970 年に下院 H.R.16098 法案を起草してタイトルⅩが提案される

公聴会を開催したグリーン下院議員や上院議会において 1971 年教育修正法及び 1972

年教育修正法の両法案に性差別の禁止規定を盛り込もうとする修正案を扱ったバイ上

院議員は、タイトルⅨ立法に貢献した議員としてその名が挙がる。 

なぜ、タイトルⅨ改称立法にグリーン下院議員やバイ上院議員の名前ではなくミン

クの名前でなければならなかったのか。その理由を探るには「市民的権利」が重要な

言葉だと考えられる。市民的権利という言葉はタイトルⅨとミンクを繋ぐ。第 1 章で

みてきたように、タイトルⅨは連邦政府の支援を受けるプログラムにおける人種、皮

膚の色及び出身国に基づく差別を禁止する市民的権利法タイトルⅥを起源とする33。ま

た、第 2 章でみてきたように、タイトルⅨは 1984 年のグローブシティカレッジ判決に

よって、一度は、大学対抗運動競技プログラムにおける実効力を失っているが、1987

年の市民的権利復活法によって再び、実効力を取り戻している34。タイトルⅨは、「タ
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イトルⅨ」として周知されているが、実は、一市民的権利法として捉えられるのであ

る。 

一方、ミンクは市民的権利を首尾一貫してきた人物である。上述したように、ミン

クは、タイトルⅨ立法の審議において一貫して市民的権利の視点から大学学部の入学

選抜制度の適用除外に反対した。また、ミンクの首尾一貫した市民的権利の視点は先

行研究35も支持している。ミンクを「不完全なフェミニスト」と表現したラッセルは、

ミンクが市民的権利から視線を逸らさない「不完全なフェミニスト」であったからこ

そ、ミンク自身の生涯を送ることができたと分析している36。さらに、ミンクは市民的

権利を意識せずにはいられない生涯を歩んできた。上述したように、ミンクは日系人

女性として性差別だけでなく人種差別という壁を乗り越えてきた。これらの差別問題

を解消するためには、「フェミニスト」では不十分なのである。市民的権利という視点

がなければ両者の差別問題を解消することは難しいのである 

このようにタイトルⅨとミンクを繋ぐ市民的権利という言葉が、タイトルⅨからミ

ンク法への改称理由を考えると透けて見えるのである。つまり、タイトルⅨをミンク

法に改称することによって、タイトルⅨをタイトルⅨとしてだけでなく、市民的権利

法として伝播させようとしたのではないかと考えられるのである。 

 

第 5節 本章のまとめ 

 

本章では、タイトルⅨ改称立法の目的、ミンクの半生、同僚議員らのミンクの評価

及びタイトルⅨからミンク法への改称の理由を検討した。その結果、以下のような知

見を得た。 

タイトルⅨ改称立法の決議案は、2002 年 10 月 2 日に下院議会に、同年同月 8 日に

上院議会に上程され、審議を経て、同年同月 17 日にブッシュ大統領の署名を得て成立

した。同法の立法目的は、女性や子供など社会的に弱い立場の者のために経済的、社

会的及び教育的問題に熱心に取組んだミンクの業績を称えることであった。ミンクの

経歴からはハワイ及びアメリカの政界で活躍したミンクを想像しがちであるが、実際

には、その半生において人種差別をはじめ性差別、婚姻の有無による差別を乗り越え

てきてきた。そして、下院議員就任後、ミンクは教育問題の中でも中等教育後の教育

問題に焦点をあて、とりわけ貧困学生・生徒や女子・女性の経済的保障に取り組み、
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そのことは同僚議員から評価されている。このようにタイトルⅨ改称立法の目的はミ

ンクの功績を称えることであるが、タイトルⅨの改称にミンクの名前を付さなければ

ならなかった理由を突き詰めると、市民的権利法としてのタイトルⅨの周知が考えら

れた。 
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第 4章 OCRによる大学対抗運動競技プログラムへのタイトルⅨの判断基準の適用の変化 

 

第 2章では、タイトルⅨの制定後から改称前までの大学対抗運動競技プログラムにおけ

るタイトルⅨの実施過程を分析した。その結果、タイトルⅨの遵守状況を審査する際には、

関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準が適用される一方で、同判断基準の

適用によって男子チームの廃止が進み、同判断基準の適用を指導する OCRが NWCAに提訴さ

れていることが明らかとなった。 

そこで、本章では、OCR による関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準の

適用がどのように変化したのかということを明らかにするために、タイトルⅨの改称後か

ら 2010 年までの大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施過程の行政的側

面に焦点をあて分析する。まず、上述した事態を打開するために、OCR はどのような行動

をとり、どのような結果を得たのかということを明らかにするために、第 1節で 2002年の

運動競技機会委員会によるタイトルⅨの実施の再検討を検討する。次に、運動競技機会委

員会がまとめた最終報告書を受けて、OCR がどのような方針を打ち出したのかということ

を明らかにするために、第2節でOCRのタイトルⅨの実施に関する新たな方針を検討する。

また、新たな方針の発表後、OCR はどのような追加方針を打ち出したのかということを明

らかにするために、第 3節で OCRのタイトルⅨの実施に関する方針の転換を検討する。続

いて、先の追加方針を撤回するために、OCR がどのような方針を発表したのかということ

を明らかにするために、第 4節で OCRのタイトルⅨの実施に関する方針の転換の撤回を検

討する。 

 

第 1節 2002年の運動競技機会委員会によるタイトルⅨの実施の再検討 

 

第 1項 運動競技機会委員会の設置 

NWCAら対 DOEの判決が待たれる一方、2002年 6月 27日にロデリック・ペイジ DOE長官

（U.S. Secretary of Education Roderick Paige、以下、ペイジ DOE長官と表記）は、タ

イトルⅨについて調査する初の諮問委員会として運動競技機会委員会（The Secretary of 

Education's Commission on Opportunity in Athletics）を設置した1。運動競技機会委員

会の目的は、「情報収集、問題分析、及び運動競技に参加する男女のための平等機会につい

て評価するための連邦政府の基準の適用の改善に向けて、市民から広く意見を得ること2」
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であった。また、運動競技機会委員会の任務は、「運動競技に参加する男女の平等機会につ

いて評価するために DOEが適用する基準を改定するべきか否か、また改定するならば如何

になされるべきか、さらに、如何にタイトルⅨの有効性を向上させ、如何にタイトルⅨの

もとこれまで遂げてきた発展を維持するか、これらの問いに回答する勧告を示す報告書を

ペイジ DOE長官に提出すること3」と、情報収集、問題分析及び市民からの意見収集のため

に、「全米各地において最低 3つのタウンホールミーティングを開催すること4」であった。 

運動競技機会委員会の設置の背景についてみると、タイトルⅨの制定以来、女子の大学

対抗運動競技プログラムが急増する一方で、DOE によるタイトルⅨの実施の効果性を問う

声が高まっていたことが指摘されている5。カーペンター6によると、DOEに対してタイトル

Ⅸに関する調査を求める声は、1990年代中期に連邦議会から上がっていた。1992年のフラ

ンクリン判決以降、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を採用する裁判

において原告側である女子学生が勝訴を繰り返した。一方、タイトルⅨの実施が前進する

につれて、同判断基準のうち、「男女の大学対抗運動競技レベルに参加する機会は、男女学

生総数の割合と実質的に均衡がとれているか」ということを判断するための男女比の実質

的均衡基準をめぐって議論が高まっていった7。そのような中で 1995 年 3 月に、のちに下

院議長となるデニス・ハスタート下院議員（Dennis Hastert、イリノイ州選出、共和党：

以下、ハスタート下院議員と表記）は、男女比の実質的均衡基準の妥当性を問う公聴会を

開催するよう要請した8。レスリングコーチの経験をもち、全米レスリング協会の前会長で

あり、さらにレスリング界の殿堂入りを果たしているハスタート下院議員は、中等・高等

教育に関する下院議員分科委員会による公聴会において、大学運動競技局の平等な参加機

会の提供について評価するための男女比の実質的均衡基準と男子マイナースポーツチーム

の廃止との間には直接的かつ破壊的な関係があると主張した9。ところが、ハスタート下院

議員の思いはむなしく、タイトルⅨの実施に影響を与えなかった。男女比の実質的均衡基

準を含む同判断基準を全面的に支持する 1996年の方針解説が発表されたのである10。これ

に加えて、男女比の実質的均衡基準を適用した 12件のアメリカ合衆国上訴裁判所の裁判の

うち 8件が、男女比の実質的均衡基準を大学運動競技局の平等な参加機会の提供を評価す

るための法的手段として適当と支持したのである11。しかし、2000 年に入り、ハスタート

下院議員は、再び、タイトルⅨの実施に関する調査を DOEに迫った。ハスタート下院議員

は、とりわけ男女比の実質的均衡基準を再検討するための委員会を設置するよう要求した。

これに対して、新たに DOE長官に就任したペイジ DOE長官は運動競技機会委員会を設置し
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たのである12。 

以上のように、NWCAら対 DOEの判決、つまり司法の判断が下される前に、DOEは長年の

タイトルⅨの実施に関する調査の要請に対して、運動競技機会委員会の設置という形で応

えたのであった。このことから、まさに運動競技委員会設置の機は熟していたと言っても

過言ではないだろう。 

 

第 2項 運動競技機会委員会メンバーの構成と活動プロセス 

たとえ運動競技機会委員会の定款（Commission Charter：以下、委員会定款と表記）が

委員会のメンバー構成や活動プロセスの公正さを約束していたとしても、その実態はかな

り偏っていた。委員会定款は、運動競技機会委員会の構成に関して以下のように規定して

いる。 

 

運動競技機会委員会は、公的及び民間の分野から DOE長官に任命された 15名以下

のメンバーと DOEから 3名以下のメンバーで構成される。メンバーには、運動競

技局長をはじめ、コーチ、その他、大学及び学区の職員の代表者と大学対抗運動

競技や中学、高校の運動競技の代表者を含むものとする。また、研究者、州職員

及び地方職員、そして大学対抗運動競技、中学及び高校の運動競技、或いは教育

の平等機会の問題に詳しい専門家をメンバーに含めるものとする。運動競技機会

委員会メンバーは、代表者らの男女の運動競技に関する幅広い興味と視点を反映

させるために公正に調整される13。 

 

しかし、実際に指名された運動競技機会委員会のメンバー構成には、かなりの偏りがみ

られた。委員会メンバーに指名された 15名のうち 8名が女性で 7名が男性である14ことか

ら、性別構成は妥当であるものの、女性メンバーのうち 3名が NCAAディビジョン Iの関係

者代表、2名が政治的保守派の女性グループの代表、3名が元或いは現役運動競技選手であ

り、男性メンバー7名すべては NCAAディビジョン I-Aの関係者代表であった。つまり、委

員会全メンバー15名のうち 10名が NCAAディビジョン Iの関係者代表であり15、NCAAにお

いて最も多くの教育機関が所属するディビジョンIIやIIIの関係者の代表は皆無というこ

とになる。また、2 年制大学（junior colleges）、コミュニティカレッジ（community 

colleges）及び高等学校や全米大学対抗運動競技協会（National Association of 
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Intercollegiate Athletics Conference）に所属する教育機関の運動競技プログラム関係

者の代表も皆無であった16。以上のように、委員会定款は「運動競技機会委員会メンバー

は、代表者らの男女の運動競技に関する幅広い興味と視点の範囲を反映させるために公正

に調整される」と謳う17ものの、実際の運動競技機会委員会のメンバー構成はバイアスの

かかったものであった。 

また、運動競技機会委員会の活動プロセスについてみてみると、タウンホールミーティ

ングでの発表者の構成にも偏りがみられた。運動競技機会委員会は 4度のタウンホールミ

ーティングを開催し18、これらのタウンホールミーティングにおいて OCR 職員が参考人と

して指名した専門家らが運動競技機会委員会に対して意見を述べた19。この参考人につい

てみると、アトランタのタウンホールミーティングでは 16名のうち 4名が、シカゴでのタ

ウンホールミーティングでは 13名のうち 4名が、コロラドスプリングスのタウンホールミ

ーティングでは 12名のうち 2名が、そしてサンディエゴの最終タウンホールミーティング

では 13名のうち 5名が、現行のタイトルⅨ支持派であった20。また、参考人全体をみると、

チームの廃止を経験した男子チーム関係者が比較的多く、6名がレスリング関係者代表、2

名が競泳関係者代表、2名が体操競技関係者代表、5名がタイトルⅨを法的根拠として提訴

された学校関係者代表であり、原告の代表者は皆無であった21。つまり、現行のタイトル

Ⅸに向かい風となるような参考人が OCRによって選ばれていたのである。 

さらに、DOE 長官に最終報告書を提出するにあたって、運動競技機会委員会に課せられ

た問いにも偏りがみられた。運動競技機会委員会は、7 つの問いに回答するよう命じられ

ていた22。まず、その 1 つ目の問い―「運動競技における平等機会を評価するためのタイ

トルⅨの基準は、男女のための運動競技の機会を推進するために役に立っているか23」―

は、すでにバイアスがかかっているという。オズボーン24は、タイトルⅨ立法が男子のた

めの運動競技の機会の推進と関係ないため、タイトルⅨが「男女のための運動競技の機会

を推進するために役に立っているか」という問いは誤りであり、「運動競技における平等機

会を推進するために役に立っているか」と問われるべきだと指摘する。この問いは男子チ

ームの廃止を懸念して設定されたと考えられるが25、運動競技機会委員会の活動が開始さ

れる前に男子チームの廃止とタイトルⅨとの間に関係があることを憶測して設定された問

い 1は、運動競技機会委員会の先入観を露呈しているのではないだろうか。また、その他

の問いは、オリンピック大会をはじめ、コミュニティのレクリエーションプログラム、プ

ロスポーツといったタイトルⅨの適用範囲を超えるスポーツに言及しており26、何の先入
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観も含まれていないとは言い難い。 

以上のように、委員会定款が委員会の公正性を規定しているにも関わらず、実際の運動

競技機会委員会のメンバー構成と活動プロセスはバイアスのかかった内容であった。次に、

この偏った運動競技機会委員会の手続きによって導き出された最終報告書についてみてみ

よう。 

 

第 3項 運動競技機会委員会による最終報告書の発行と勧告 

2003年 2月 26日に運動競技機会委員会は、「『全ての人に』タイトルⅨ30周年27」（以下、

最終報告書と表記）と題した報告書を DOE長官に提出した。最終報告書には、同委員会に

課せられた 7つの問いに対する答申と 23の勧告が示された。23のうち 15の勧告は全会一

致で可決された28。また、同委員会の重視する勧告は、4つの主題―「公約（commitment）」、

「明快さ（clarity）」、「公正（fairness）」、「執行（enforcement）」―に整理されている29。 

表 4-1 は、最終報告書に示された勧告を上述した 4つの主題に整理したものである。上

述したように、最終報告書に示されたすべての勧告が 4つの主題に分類されたわけではな

く、「勧告 7」をはじめ、「勧告 9」、「勧告 10」、「勧告 12」、「勧告 16」、「勧告 22」は分類さ

れていない。しかし、ここではオズボーン30による分類を参考にして、4つの主題に分類さ

れなかった勧告を「勧告 12」及び「勧告 16」を除いて分類した。 

全会一致で可決された勧告のみをみてみると、それらの内容は現行のタイトルⅨの実施

について力説するものであった。まず、「公約」の見出しのもと、運動競技機会委員会は、

タイトルⅨが主要な市民的権利法として社会を牽引し、女子のために新たな機会を創造し

てきたと認識して、「DOEに男女のために平等機会と差別撤廃への強い約束を再び断言する

べきである31」と勧告した。 

次に、「明快さ」の見出しのもと、タイトルⅨの実施に関する誤解や誤った情報の広が

りに対応する勧告が示された。まず、「勧告 3」のもと、運動競技機会委員会は、タイトル

Ⅸの遵守を果たすための必要条件に関する情報が錯綜して混乱を招いている状況や地方の

OCR の間でタイトルⅨの遵守に関する情報が共通に認識されていない事態を受け止め、明

快で一貫した理解しやすいタイトルⅨの実施のためのガイドラインを作成し、そのガイド

ラインが確実に理解されるよう最善の努力を尽くし、さらに全ての OCRにおいてタイトル

Ⅸとその実施に関する教育を一貫させるよう OCR に助言した32。次に、「勧告 9」で同委員

会は、「運動競技エクイティ開示法33」（Equity Athletic Disclosure Act：以下、EADA と
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表記）の求める情報内容が関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準の男女比

の実質的均衡基準をタイトルⅨの遵守のための唯一の方法であるかのように印象づけてい

るという証言に応じて、EADAの再立案を連邦議会に促すよう DOEに求めた34。また、「勧告

10」で同委員会は、学校の提供しているどのような活動が運動競技の機会とみなされるの

かを学校自身が判断できるようにするための OCRのガイダンスが十分に理解されていない

ことを認め、その判断基準に関する情報を普及させるよう OCRに促した35。  

さらに、「公正」の主題のもと、タイトルⅨの実施を阻害しうる状況に応じる勧告が示

された。まず「勧告 4」で運動競技機会委員会は、これまでタイトルⅨの方針によって女

子のための運動競技の機会が創造されてきたことを支持しつつ、「参加、サポートサービス

及び奨学金の処遇におけるタイトルⅨの実施を妨げることによって、現行のタイトルⅨの

方針を直接的あるいは間接的に変更しない」よう強調した36。次に「勧告 5」で同委員会は、

継続を打ち切られた男子チームの代表者からの証言を重要視して、OCR に対して「タイト

ルⅨを遵守するためにチームを廃止することは冷遇慣行である」と明言するよう求め、ま

た学校に対してタイトルⅨの遵守のためにチームの継続を打ち切る判断を下す前に、他の

あらゆる手だてを探るよう促している37。最後に「勧告 13」のもと、同委員会は、「NCAA

の奨学金や他のガイドラインが運動競技の機会を推進しているのか或いは妨げているのか

を判断するために、NCAAに対して奨学金などに関するガイドラインの再検討を促すよう」

DOE に求めた38。この勧告で運動競技機会委員会は、直接、NCAA に対して奨学金に関する

ガイドラインの見直しを要請していないものの、NCAAの業務に介入する権限を持たない運

動競技機会委員会がこのような勧告を示すのはとりわけ興味深いとオズボーンは指摘する

39。加えて、「勧告 7」で、同委員会は、より若い世代のスポーツ参加の拡大が女子の大学

対抗運動競技プログラムへの参加の機会拡大を助長し、ひいては社会における平等機会に

貢献すると信じて、初等教育と中等教育のレベルにおける男女の関心を運動競技に向かせ

る努力をするよう DOEに促した40。 

最後に、「執行」の見出しのもと、主に関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判

断基準に関する勧告が示された。まず、「勧告 6」において、運動競技機会委員会は、これ

まで OCRがタイトルⅨの遵守を促進させるために、学校に対して連邦支援の打ち切りとい

う制裁措置よりも学校との協力という指導的措置を優先してきたことに言及したうえで、

OCRに対して「タイトルⅨの遵守を促進させる手だてを学校自身に探求させる41」よう促し、

タイトルⅨを「積極的に実施する（aggressively enforce）」よう要請した42。次に、「勧



 160 

告 14」では、男女比の実質的均衡基準の「実質的な均衡（substantial proportionality） 」

という文言がタイトルⅨの実施において「絶対的な均衡（strict proportionality）」と解

釈されている実情を主張する証言に応じて、同委員会は OCRに対してタイトルⅨの「差別

撤廃」という教義に忠実に従いつつ、運動競技に参加する男女の比率の「妥当な偏差

（reasonable variance）」を認めるために「実質的な均衡（substantial proportionality）」

という文言の意味を明確にするよう要求した43。また、「勧告 19」では、教育機関が「地方、

州又は全米の青年又は高等学校の参加率や全米統括団体によって明らかにされた関心及び

能力と運動競技参加率の男女比率との比較や、大学入学予定者や在学生に対する調査の結

果が示す関心度によって」、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準、すなわ

ち「現在のプログラムによってその学生数の低い性の学生の関心と能力が十分且つ効果的

に受入れられていることを明らかに示すことができるか」を判断する基準のもとタイトル

Ⅸの遵守を実証する可能性について検討するよう OCRに促した44。それから、「勧告 21」で

同委員会は、1996年の方針解説において男女比の実質的均衡基準が法的暫定避難規定と表

されたことによって、同基準のみがタイトルⅨを遵守する唯一の方法のように強調された

という証言に応じて、同基準を法的暫定避難規定とすることを破棄し、関心と能力の効果

的な受入れに関する 3つの判断基準のどの基準も同等に扱いながらタイトルⅨの遵守を促

進するよう OCR に求めた45。さらに「勧告 23」で同委員会は、関心と能力の効果的な受入

れに関する 3つの判断基準とは別に男女間の均衡（equity）を実証するための方法を探求

するよう DOEに促した46。加えて、「勧告 22」で同委員会は、タイトルⅨの制定以降、教育

機関はタイトルⅨを遵守しなければならないのであるから、「大学対抗運動競技において一

方の性の学生数がもう一方のそれより低い場合には、教育機関は、その学生数の低い性の

学生の発展過程にある関心や能力に明らかに対応するプログラムの拡大のあゆみ及び継続

的な実施を証明できるか」を問うプログラム拡大の継続的実施基準は必要とされず、同基

準の不明瞭さが同基準によるタイトルⅨの遵守の実証を不可能にしているという証言に応

じて、OCRに対して同基準によるタイトルⅨの遵守が困難であることを指摘するなどして、

同基準を再検討するよう求めた47。 

以上のように、最終報告書に示された全会一致で可決した勧告を「責任」、「明快さ」、「公

正」及び「執行」という 4つの主題のもと概観すると、これまでのタイトルⅨの成果を称

えつつ、現行のタイトルⅨの実施を後退させることなく関心と能力の効果的な受入れに関

する 3つの判断基準を改良していこうとする運動競技機会委員会の姿勢が窺える。 
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運動競技機会委員会が最終報告書を発行する一方で、最終報告書に異議を唱える同委員

会の少数派メンバーらは独自の最終報告書を発行した。次に、そのメンバーらの最終報告

書についてみてみよう。 

 

 

表 4-1： 最終報告書に示された勧告の分類 

 

1 3 4 5 6 7 9 10 13 14 16 19 21 22 23 2 8 11 12 15 17 18 20
公約（Commitment) ●
明快さ（Clarity） ● ▲ ▲ ● ●
公正（Fairness） ● ● ▲ ● ●
執行（Enforcement） ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ●

＜資料及び参考文献＞

Osborne, Barbara.  "Symposium: Title IX in the 21st Century."  14 Marq. Sports L. Rev. , pp. 151-156,
2003.

The Secretary of Education's Commission on Oportunity in Athletics. "Open to All, " Title IX at
Thirty.  (Feb. 28, 2003), pp. 33-40.

全会一致で可決された勧告 可決された勧告
勧告

●は、最終報告書で委員会が重視する勧告として4つの主題に整理されたことを示す。

Varona, Donna de and Foudy, Julie. Minority Views on the Report of the Commission on Opportunity in
Athletics. (Feb. 2003), pp. 12-18.

無印は、最終報告書でもオズボーンによっても4つの主題に分類されなかったことを示す。
▲は、オズボーンによって4つの主題に分類されたことを示す。

 

 

第 4項 運動競技機会委員会少数派による報告書の発行と答申 

運動競技機会委員会が最終報告書を提出した日にドナ・デ・ヴァローナ（Donna de 

Varona）とジュリー・ファウディ（Julie Foudy）は「運動競技機会委員会少数派の報告書

48」（以下、マイノリティ報告書と表記）を発表した49。同委員会のメンバーである両者が

なぜマイノリティ報告書を発行したのか、その背景には、最終報告書が少数派の意見を反

映していないという彼女らの強い考えがあった50。ヴァローナとファウディは最終報告書

を支持せず、その代わりに少数派の意見を示すマイノリティ報告書を作成し、ペイジ DOE

長官に公式記録として承認するよう求めた51。マイノリティ報告書には、最終報告書には

示されなかった答申をはじめ、代替勧告、最終報告書に示されたいくつかの主要な勧告に

対する反論、そして同委員会の活動プロセスの問題点が記された。 

マイノリティ報告書に示された答申は、女子のスポーツ参加と関心と能力の効果的な受

入れに関する 3つの判断基準について強調する。まず、小数派メンバーはスポーツ参加の

向上に貢献してきたタイトルⅨと関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準の

これまでの成果を賞賛した52うえで、高等学校及び大学において未だ女子の運動競技の機
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会が制限されていることに言及し53、運動競技の機会をさらに拡大することが女子にとっ

て極めて重要であることを強調した54。それから、同メンバーは、女子のスポーツへの関

心について、男子と比較して低い女子のスポーツ参加率は永続する女子に対する差別と女

子のスポーツ参加機会の歴史的な欠如を反映しているのであって、女子のスポーツへの関

心の欠如を表しているのではないと主張した55。また、答申では、OCRがこれまで関心と能

力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準に関する方針を提供してきたことを強調した

56うえで、同メンバーは、それらの方針と矛盾しない、関心と能力の効果的な受入れに関

する 3つの判断基準を遵守する方法について、さらなる技術的な指導をするよう OCRに奨

励した57。続いて、同メンバーは、裁判所が関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの

判断基準を支持し続けてきたことについて言及した58うえで、これまで OCR がタイトルⅨ

を遵守しない教育機関に対して一度も財政支援を打ち切る制裁措置を科したことがないこ

とを指摘した59。さらに、同メンバーは、性別でチームが編成される運動競技では教育機

関自身が男女の参加人数枠を決定するのであって、関心と能力の効果的な受入れに関する

3 つの判断基準の男女比の実質的均衡基準が参加人数枠を指示しているのではないとした

うえで、男女比の実質的均衡基準について、教育機関に両性の参加人数枠を対等に設定し

ているか否かを判断する手段を提供しているにすぎず、男女の参加人数枠の設定を求める

割当制度（quota）や一方の性のみの特別優遇を強要していないと強調した60。これに加え

て、男女比の実質的均衡基準を遵守するために男子の参加機会を奪うことも教育機関に対

して要求していないことを強調した。以上のように、マイノリティ報告書に示された答申

は女子のスポーツ参加と関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準について力

説しているのである。 

 

第 5項 運動競技機会委員会による最終報告書の特徴 

 前項でみてきたように、マイノリティ報告書の示す答申は女子のスポーツ参加とタイト

ルⅨの遵守状況を判断するための関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準に

重心を置く。では、同報告書はどのような特徴を有しているのだろうか。以下では、マイ

ノリティ報告書の特徴を明らかにするために、最終報告書とマイノリティ報告書それぞれ

に示された勧告を比較し、さらにマイノリティ報告書に示された最終報告書に対する反論

についてみてみよう。 
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（１）OCRによる積極的な現行のタイトルⅨ実施の推進 

表 4-2 は、最終報告書に示された勧告の内容とマイノリティ報告書に示された代替勧告

の内容を比較した結果を簡潔に示したものである。最終報告書の勧告とマイノリティ報告

書の代替勧告を大まかに比較すると、代替勧告の内容が勧告の内容とほぼ同じもの、一部

同じのもの、そして同じでないものと 3つに分類できる。まず、代替勧告の内容とほぼ同

じ内容の勧告を挙げると、「代替勧告 1」は「勧告 4」と、「代替勧告 2」は「勧告 6」と、

「代替勧告 5」は「勧告 8」と、「代替勧告 6」は「勧告 13」と内容が一致する。次に、代

替勧告の内容と一部同じ内容の勧告を挙げると、「代替勧告 3」は「勧告 3」及び「勧告 21」

と、「代替勧告 7」は「勧告 9」と内容が一部一致する。最後に、「代替勧告 4」の内容と同

じ或いは一部同じの内容の勧告はなかった。以下では、代替勧告と勧告の内容を比較しな

がらさらに詳しくみてみよう。 

マイノリティ報告書の 7つの代替勧告を最終報告書の勧告と比較してみると、両者には

共通する点が多々みられるものの、マイノリティ報告書の代替勧告は DOEによる積極的な

現行のタイトルⅨの実施をより強調している。まず、「代替勧告 1」は、「スポーツにおけ

る女子のために平等に向けて発展を遂げてきた現行のタイトルⅨが、変更されることなく

維持されるべきである61」と強調している。この代替勧告と「参加、サポートサービス及

び奨学金の処遇におけるタイトルⅨの実施を妨げることによって、現行のタイトルⅨの方

針を直接的或いは間接的に変更しない62」よう求めている「勧告 4」を比較すると、現行の

タイトルⅨの変更を支持しない点は共通するものの、現行のタイトルⅨの維持を強調する

程度は「勧告 4」より「代替勧告 1」の方が強い印象を受ける。 

次に、「代替勧告 2」は、タイトルⅨを遵守しない教育機関への制裁措置を含めて、DOE

がタイトルⅨの判断基準を「強く実施する（strongly enforce）63」よう促している。こ

の代替勧告は、タイトルⅨを「積極的に実施する（aggressively enforce）64」よう要請

する「勧告 6」とほぼ内容が同じである。 

また、「代替勧告 3」は、「DOE の職員に、現存の手引きを利用しながら、教育機関にお

けるタイトルⅨの柔軟性の理解を助長するための教育キャンペーンに着手し、関心と能力

の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のそれぞれの基準が実行可能で独立したタイト

ルⅨの遵守方法であることを説明し、そして学校がタイトルⅨを遵守できる効果的な実例

を示すよう65」奨励する。この「代替勧告 3」は、DOEに教育機関の理解を得るために努力

するよう求める点で「勧告 3」と共通するが、何をどう理解させる努力をするのかという
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点では異なる。つまり、「勧告 3」はガイドラインを作成してタイトルⅨの実施について理

解をさせるよう促す66のに対して、「代替勧告 3」は既存のガイドラインを利用し、タイト

ルⅨの柔軟性について理解させることを促している67。また、「代替勧告 3」は、関心と能

力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のそれぞれが同等に扱われることに言及して

いる68点で「勧告 2169」と共通するが、「勧告 21」のように男女比の実質的均衡基準を法的

暫定避難規定とすることを破棄することや、タイトルⅨの遵守状況を判断する際に関心と

能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を個々に判断するのではなく 3つの基準を

総合的にバランスよく検討する視点を持つことを奨励する70までには至っていない。 

それから、「代替勧告 4」は、現行のタイトルⅨの方針に関する教育活動において、タイ

トルⅨが男子チームの廃止や縮小を強制しないことや男子チームの廃止や縮小は冷遇慣行

であるということを DOEが教育機関に指導するよう促す71。この代替勧告が「男子チーム」

の廃止を「冷遇慣行」とする72のに対して、「勧告 5」は DOE に「チーム」の廃止を「冷遇

慣行」であると言明するよう求める73。「代替勧告 4」と「勧告 5」の内容は同じように捉

えられそうであるが、その論調は微妙に異なる。「勧告 5」は、「チームの廃止の理由は様々

である74」とはいえ、「タイトルⅨの遵守のためにチームを廃止することは冷遇慣行である

75」と述べたうえで、「タイトルⅨの基本的原理は、機会を制限する決定が性に基づきなさ

れるべきではないということである76」と強調してから、「タイトルⅨを遵守するためにチ

ームを廃止するという決定を下す前に教育機関はあらゆる手を尽くすよう77」奨励してい

る。一方、「代替勧告 4」は、多くの市民的権利法が差別の改善策として「以前から利益を

得てきたグループのための機会を縮小するよりも、むしろ不利益な扱いを受けているグル

ープのための機会を拡大することによって市民的権利法を遵守する78」という原理を適用

してきたことに言及し、DOE が教育機関にこの原理を知らせるよう促している79。つまり、

「勧告 5」は、タイトルⅨが男女の平等機会の推進のためにあることを前提に論じている

のに対して、「代替勧告 5」は、男女の平等機会を達成するために、タイトルⅨが「不利益

な扱いを受けてきたグループ」つまり女子の機会の拡大のためにあることを前提に論じて

いる。この両者の前提の違いが「冷遇慣行」についての見解を「男子チーム」の廃止と「チ

ーム」の廃止に分けたと考えられる。 

さらに、「代替勧告 5」は、DOEに、教育機関及び運動競技統轄団体が特に男子プログラ

ムの一部で高騰している経費を削減し、そのための改革について協議を進展させるように

促すことを奨励した80。この「代替勧告 5」は、全会一致の承認を受けていない「勧告 881」
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と内容がほぼ一致する。 

加えて、「代替勧告 6」は、DOEに、運動競技奨学金の給付人数を制限するような組織の

規約が平等な運動競技の参加機会に関するタイトルⅨの規定の遵守を阻害しているかどう

かについて教育機関や全米における運動競技統轄団体が注意を向けるように促すことを奨

励した82。この代替勧告は、DOE に対して「NCAA の奨学金や他のガイドラインが運動競技

の機会を推進しているのか或いは妨げているのかについて判断するために、NCAAにそれら

のガイドラインの再検討を促すよう83」求める「勧告 13」と内容がほぼ同じである。 

最後に、「代替勧告 7」は、EADA のもとカレッジや大学には運動競技プログラムに関す

るデータの編集及び報告が求められているように、中等教育機関にも同様にデータの編集

及び報告を要請するよう DOE に奨励した84。この「代替勧告 7」と EADA の再計画を奨励し

ている85「勧告 9」を比較すると、EADA について言及している点は共通するが、「勧告 9」

はDOEに対してEADAの再計画を連邦議会に提案するよう促している86ものの、「代替勧告7」

のように EADAを中等教育機関にも適用することを奨励する87までに至っていない。 

以上のように、マイノリティ報告書の代替勧告を最終報告書の勧告と比較してみると、

両者には多くの共通点があるものの、マイノリティ報告書は最終報告書より DOEにもう一

歩踏み込んだ現行のタイトルⅨの実施を強調するものであった。 

 

 

表 4-2： 最終報告書の勧告とマイノリティ報告書の代替勧告の比較 

 

1 3 4 5 6 7 9 10 13 14 16 19 21 22 23 2 8 11 12 15 17 18 20
代替勧告1 ●
代替勧告2 ●
代替勧告3 ▲ ▲
代替勧告4
代替勧告5 ●
代替勧告6 ●
代替勧告7 ▲

The Secretary of Education's Commission on Oportunity in Athletics. "Open to All, " Title IX
at Thirty.  (Feb. 28, 2003), pp. 33-40.
Varona, Donna de and Foudy, Julie. Minority Views on the Report of the Commission on
Opportunity in Athletics. (Feb. 2003), pp. 12-18.
Osborne, Barbara.  "Symposium: Title IX in the 21st Century."  14 Marq. Sports L. Rev. , pp.
151-156, 2003.

●は、ほぼ同じ内容。
▲は、一部同じ内容。

＜資料及び参考文献＞

全会一致で可決された勧告 可決された勧告

 

 



 166 

（２） 関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準の保持 

マイノリティ報告書が最終報告書の勧告に対して反論していることについてはすでに

述べたが、ここで、最終報告書のどのような主張に対してどのような反論がなされている

のかについてみてみよう。 

表 4-3は、マイノリティ報告書で反対された最終報告書の勧告を示している。反対され

た勧告は、「勧告 12」、「勧告 14」、「勧告 15」、「勧告 17」、「勧告 18」、「勧告 19」、「勧告 20」

及び「勧告 23」の 8つの勧告である。このうち、全会一致で可決された勧告は「勧告 14」、

「勧告 19」及び「勧告 23」で、その他の勧告は可決された勧告である。 

 

 

表 4-3： マイノリティ報告書で反対された最終報告書の勧告 

 

1 3 4 5 6 7 9 10 13 14 16 19 21 22 23 2 8 11 12 15 17 18 20
代替勧告1 ●
代替勧告2 ●
代替勧告3 ▲ ▲
代替勧告4
代替勧告5 ●
代替勧告6 ●
代替勧告7 ▲

●は、ほぼ同じ内容。
▲は、一部同じ内容。

全会一致で可決された勧告 可決された勧告

網掛けは、マイノリティ報告書で反対されたことを示す。

The Secretary of Education's Commission on Oportunity in Athletics. "Open to All, " Title IX
at Thirty.  (Feb. 28, 2003), pp. 33-40.
Varona, Donna de and Foudy, Julie. Minority Views on the Report of the Commission on
Opportunity in Athletics. (Feb. 2003), pp. 12-18.
Osborne, Barbara.  "Symposium: Title IX in the 21st Century."  14 Marq. Sports L. Rev. , pp.
151-156, 2003.

＜資料及び参考文献＞

 

 

 

マイノリティ報告書は、最終報告書の示す 8つの勧告が「タイトルⅨの立法意思に反し、

この重要な市民的権利法をあやうく無力にし、そして女子の参加機会と奨学金の実質的な

損失に帰する」と主張する88。この 8つの勧告のうち、「勧告 12」を除くすべてが先述した

4 つの主題の分類の「執行（enforcement）」に該当し、且つ関心と能力の効果的な受入れ

に関する 3つの判断基準に関わるものであった。以下では、全会一致で可決された「勧告

14」、「勧告 19」及び「勧告 23」に対するマイノリティ報告書の反論に焦点をあて、それぞ
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れの内容をみてみよう。 

表 4-4 は、最終報告書の「勧告 14」、「勧告 19」及び「勧告 23」とそれぞれに対するマ

イノリティ報告書の反論を簡潔に示したものである。マイノリティ報告書は、最終報告書

の「勧告 14」が採用された場合には、実際には平等の機会を提供していない教育機関が平

等の機会を提供しているとみなされ、その結果、現在のタイトルⅨの方針のもと女子の享

受している運動競技の参加機会が縮小されると指摘する89。「勧告 14」には、「もし実質的

な均衡（substantial proportionality）がタイトルⅨの遵守を果たす方法として保持され

るのであれば、OCR はタイトルⅨの基本方針に従いながら、運動競技の機会の男女比率の

妥当な偏差（reasonable variance）を認めるために、実質的な均衡の意味を明確にするべ

きである90」と記されている。「もし実質的な均衡（substantial proportionality）がタ

イトルⅨの遵守を果たす方法として保持されるのであれば」という文言は、言い換えれば、

現状の男女比の実質的均衡基準を維持する場合を意味する。男女比の実質的均衡基準は、

教育機関に対して運動競技に参加する機会の男女比率が在学生の男女比率に「実質的に均

衡である（substantially proportionate）」よう求めている91。つまり、「勧告 14」は、男

女比の実質的均衡基準のもと運動競技に参加する機会の男女比率の「妥当な偏差」

（reasonable variance）を認める方向で「実質的な均衡」（substantial proportionality）

の文言を明確にするよう DOEに求めているのである。 

しかし、これに対してマイノリティ報告書は、教育機関における運動競技に参加する機

会の男女比率を 50％、50％に設定した場合を想定して92反論する。運動競技に参加する機

会の男女比率を 50％、50％に設定し、2％から 3％の「妥当な偏差」（reasonable variance）

が許されるとすれば、教育機関に求められる女子の運動競技に参加する機会の割合は 47％

でも認められるが、この場合には、とりわけ大規模大学における女子の運動競技に参加す

る機会が奪われると主張する93。例えば、フロリダ州立大学やジョージ大学のような大規

模大学では、女子在学生の割合が 50％を超えるのが現状であり94、現状の男女比の実質的

均衡基準に従えば、女子の運動競技に参加する機会の割合は女子在学生の割合に相当する

50％以上にするよう求められる。しかし、「妥当な偏差」（reasonable variance）を認めれ

ば、上記の大学は女子在学生の割合が 50％を超えるにもかかわらず、47％の女子の運動競

技に参加する機会の割合を満たせばよいことになる95。つまり、「妥当な偏差」（reasonable 

variance）を認めてしまうと、上記のような女子在校生の割合が 50％を超える大学では、

女子の運動競技に参加する機会の割合は、現行の男女比の実質的均衡基準のもと与えられ
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る女子の運動競技に参加する機会の割合を下回り、女子の運動競技に参加する機会が奪わ

れてしまうというのである。以上のように、マイノリティ報告書は、現行のタイトルⅨの

男女比の実質的均衡基準からみれば、最終報告書の「勧告 14」が女子の運動競技に参加す

る機会を奪い、平等の機会を提供していない教育機関をあたかも平等の機会を提供してい

るようにみなしてしまうと反論するのである。 

また、マイノリティ報告書は、最終報告書の「勧告 19」が「運動競技への関心に関する

調査」の誤った利用法を許し、その利用法が女子の運動競技に参加する機会を制限し、ひ

いては学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準自体を無力にしてしまうと反

論する96。「勧告 19」は、「地方、州又は全米の青年又は高等学校の参加率や全米統括団体

によって明らかにされた関心及び能力と運動競技参加率の男女比率との比較や、大学入学

予定者や在学生に対する調査の結果が示す関心度によって、学生の関心と能力に応じたプ

ログラム作りの実施基準の遵守を判断することについて、OCRは吟味するべきである97」と

明言している。 

しかし、マイノリティ報告書は、「勧告 19」が「『運動競技への関心に関する調査』を根

拠として女子のための運動競技の参加機会を制限することを正当化するために98」教育機

関に利用される可能性が高いと主張する99。また、「勧告 19」は、教育機関が女子の運動競

技の関心と能力を「完全」でなくとも「単なる適切」に満たせばよいことを認めてしまい、

その結果、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を変更してしまうだけで

なく無力にしてしまうという100。そして、マイノリティ報告書は、裁判所の判示を引用し

ながら、「運動競技への関心に関する調査」のあるべき姿について主張する。 1996年のコ

ーエンら対ブラウン大学のケースにおいて、裁判所は「『運動競技への関心に関する調査』

は女子のスポーツに参加する機会を阻害している差別について慎重に検討するために利用

されるものであり、女子が自由にプレーする機会を与えられている状況下においてスポー

ツへの関心について検討するために利用されるものではない」という認識を示した101。ま

た、同裁判所は、女子のスポーツへの関心と能力について、「関心や能力は何もないところ

で育まれるものではなく、機会と経験があって伸びるもので、･･･運動競技に参加する女子

の割合が低いのは、歴史的に女子がスポーツに参加する機会に恵まれなかったことを反映

する」と言明している102。マイノリティ報告書は、これらの裁判所の言葉を引き合いに出

しながら、運動競技への関心や能力がその機会を与えられて初めて発達するものであるな

らば、女子の運動競技に参加する機会を制限してしまうような「運動競技への関心に関す
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る調査」の利用法は、全くタイトルⅨの意図からはずれていると反論するのである103。さ

らに、マイノリティ報告書は、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準に基

づく関心と能力について評価する合法的な方法のガイダンスがすでに 1996 年の方針解説

に明示されていることに言及し、「勧告 19」を認めず、その OCR のガイダンスに従うべき

だと主張した104。以上のように、マイノリティ報告書は、「勧告 19」が女子の運動競技に

参加する機会を制限し、現行の学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準の「運

動競技への関心に関する調査」を無力化すると反論するのである。 

最後に、マイノリティ報告書は、運動競技機会委員会において十分な審議を経ずしてな

された「勧告 23」が新たなタイトルⅨの遵守方法を決定する裁量を DOEに委ねてしまうと

反論する105。「勧告 23」は、現在の関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準

の他に男女間の均衡（equity）を実証するための方法を探求するよう DOEに呼びかける106。

マイノリティ報告書は、この「勧告 23」がタイトルⅨの実施のメカニズムを変更させるこ

とに利用されるのではないかと懸念を示し、運動競技機会委員会がそのような変更を承認

していないことや、これまで DOEや裁判所がタイトルⅨを支持してきたことについて言及

した107。また、改善されるべき差別が未だ存在する状況の中で、なぜ現状の関心と能力の

効果的な受入れに関する 3つの判断基準を放棄する必要があるのかと、マイノリティ報告

書は「勧告 23」の意義を問う姿勢を示した108。さらに、この「勧告 23」について検討する

十分な時間が運動競技機会委員会に与えられなかったことから、「勧告 23」の採用を承認

できないというマイノリティ報告書の意思が強調された109。このように、マイノリティ報

告書は、運動競技機会委員会で十分に検討されず、新たなタイトルⅨの遵守方法を自由に

追加することを許してしまう「勧告 23」に反対したのである。 

以上のように最終報告書の「勧告 14」、「勧告 19」及び「勧告 23」に対するマイノリテ

ィ報告書の反論に焦点をあててみると、マイノリティ報告書はタイトルⅨの遵守状況を判

断する関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を変更することなく保持する

ことを主張するものであった。 
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表 4-4： 最終報告書の勧告 14、19及び 23に対するマイノリティ報告書の反論 

 

最終報告書の内容 マイノリティ報告書の反論

勧告14

OCRは、タイトルⅨの「差別撤廃」という教
義に忠実に従いつつ、運動競技に参加する男
女比率の「妥当な偏差」（reasonable
variance）を認めるために「実質的な均衡」
（substantial proportionality）の意味を
明確にするべきである。

「妥当な偏差」（reasonable variance）を認めた場合には、女子在校生の割合が50％を
超える大学では、女子の運動競技の参加機会の割合が、男女比の実質的均衡基準のもと与
えられる女子の運動競技の参加機会の割合を下回る。よって、妥当な偏差（reasonable
variance）は女子の運動競技の参加機会を奪い、平等機会を提供していない教育機関をあ
たかも平等機会を提供しているようにみなしてしまう。

勧告19

OCRは、学生の関心と能力に応じたプログラ
ム作りの実施基準に基づくタイトルⅨの遵守
方法として、地方、州又は全米の青年又は高
等学校の参加率や全米統括団体によって明ら
かにされた関心及び能力と運動競技参加率の
男女比率との比較や、大学入学予定者や在学
生に対する調査の結果が示す関心度を用いる
ことができるのか検討するべきである。

「勧告19」は「運動競技への関心に関する調査」を根拠に女子の運動競技の参加機会を制
限することを正当化するために利用される可能性が高く、教育機関が女子の運動競技の関
心と能力を「完全」でなくとも「単なる適切」に満たせばよいことを認めてしまい、その
結果、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を変更してしまうだけでなく
無力にしてしまう。運動競技への関心や能力がその機会を与えられて初めて発達するもの
ならば、女子の運動競技の参加機会を制限してしまう「運動競技への関心に関する調査」
の利用法は全くタイトルⅨの意図からはずれている。学生の関心と能力に応じたプログラ
ム作りの実施基準に基づき関心と能力を評価する合法的な方法のガイダンスが1996年の方
針解説に明示されているのだからそれに従うべき。

勧告23

OCRは、関心と能力の効果的な受入れに関す
る3つの判断基準とは別に男女間の均衡
（equity）を実証するための方法を探求する
べきである。

「勧告23」は十分な審議を経ていない。裁判所やDOEは現行のタイトルⅨを支持してい
る。改善されるべき差別が未だ存在する中で、関心と能力の効果的な受入れに関する3つ
の判断基準を放棄し、新たに男女間の均衡（equity）を実証するための方法を探求する必
要はない。  

 

 

第 2節 OCRのタイトルⅨの実施に関する新たな方針 

 

第 1項 2003年の大学対抗運動競技に関する方針の追加説明の発行と概要 

2003 年 2月 26 日にペイジ DOE 長官は、最終報告書の全会一致で可決された勧告のみを

その後の方針のために考慮すると発表した110。言うまでもなく、2003年にタイトルⅨの方

針追加説明が発表されるまで、最終報告書がどのように扱われるのかに注目は集まった。

そのような中、ペイジ DOE 長官のアナウンスから 5 ヶ月が過ぎようとしていた 2003 年 7

月 11日に、ジェラルド・レイノルズ DOE市民権局次官補（Assistant Secretary for Civil 

Rights Gerald Reynolds）は、「タイトルⅨの遵守のための大学対抗運動競技に関する方針

の追加説明111」（以下、2003 年の方針追加説明と表記）を発表した。2003 年の方針追加説

明は、その表題が示す通り、OCRが発行した 1979年の方針解釈の内容をさらに明確に説明

した 1996 年の方針解説に続く文書である。1996 年の方針解説の発行から実に 7 年ぶりに

OCR がタイトルⅨの遵守のためのガイドラインについて解説する文書を発行した背景には、

先の運動競技機会委員会の報告を受け、教育機関に対して運動競技プログラムにおけるタ

イトルⅨの遵守に関する指導がさらに必要であると判断したことにある112。 

2003 年の方針追加説明は運動競技プログラムにおける性差別の撤廃というタイトルⅨ

の約束を強固にすることを目的として、以下の 7 つの点を強調している。1 点目は、教育

機関がそれぞれの状況に応じて関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のそ

れぞれの基準を柔軟に扱うことである。1979年の方針解釈に示された関心と能力の効果的
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な受入れに関する 3つの判断基準とは、「（1）男女の大学対抗運動競技レベルに参加する機

会は、男女学生総数の割合と実質的に均衡がとれているか」（男女比の実質的均衡基準）、

「（2）大学対抗運動競技において一方の性の学生数がもう一方のそれより低い場合には、

教育機関は、その学生数の低い性の学生の発展過程にある関心や能力に明らかに対応する

プログラムの拡大のあゆみ及び継続的な実施を証明できるか」（プログラム拡大の継続的実

施基準）、「（3）大学対抗運動競技において一方の性の学生数がもう一方のそれより低く、

しかも、上述したように、教育機関がその学生数の低い性の学生の発展過程にある関心や

能力に明らかに対応するプログラムの拡大のあゆみ及び継続的な実施を証明できない場合

には、現在のプログラムによってその学生数の低い性の学生の関心と能力が十分且つ効果

的に受入れられていることを明らかに示すことができるか」（学生の関心と能力に応じたプ

ログラム作りの実施基準）である。 

この関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準について、1996年の方針解説

は男女比の実質的均衡基準を法的暫定避難規定（safe harbor）としている113。つまり、男

女比の実質的均衡基準もとタイトルⅨの遵守を実証すれば、教育機関は法的なペナルティ

から回避されるということが 1996年の方針解説では強調されたことになる。しかし、2003

年の方針追加説明では、タイトルⅨを遵守するために関心と能力の効果的な受入れに関す

る 3つの判断基準のいずれも同等に且つ柔軟に扱うことが強調されている114。言い換えれ

ば、OCRは関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のいずれの基準も特別視

しないということである。このように関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基

準の扱い方について解説したうえで、OCRは教育機関に対して割当制度（quota）を求めて

いないことも強調した115。また、DOEはタイトルⅨが柔軟に対応する法律であることを教

育機関に理解してもらうために、教育的キャンペーンに着手することも強調した116。さら

に、DOEは 1996年の方針解説で関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準が柔

軟に対応する基準であることを理解してもらうために様々な例証を示したことに言及した

うえで、2003年の方針追加説明でもそれらの内容を引き継ぎながら、個々の教育機関の指

導に努めることを明言している117。 

2点目は、OCRがタイトルⅨの遵守のためにチームを廃止することを要求していないこと

である。タイトルⅨの遵守という目的を達成するためにこれまで差別に苦しんできた学生

のために大学対抗運動競技に参加する機会を作り出すのではなく、チームを廃止する、つ

まり大学対抗運動競技の参加に関心を持つ学生からその参加機会を奪うことは、「タイトル
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Ⅸの精神」（the spirit of Title IX）118に反すると OCR は強調している119。さらに、OCR

はタイトルⅨの遵守を実証する手段としてチームを廃止する行為を「冷遇慣行」

（disfavored practice）とし、それを奨励しないとしている120。 

3 点目は、タイトルⅨを遵守しない教育機関に対して、OCR は制裁措置を含めてタイト

ルⅨの判断基準を「積極的に実施する」（aggressively enforce）121ことである。タイトル

Ⅸを遵守していないと判断された場合には、その教育機関は制裁措置として連邦補助金を

打ち切られる。この制裁措置の執行を避けるために、OCR は教育機関にタイトルⅨの遵守

を果たすための技術的な指導を行っていくことを付言した122。 

4点目は、DOEが運動競技プログラムへの私的援助（private sponsorship）を引き続き

容認することである。OCR は、これまで教育機関が大学対抗運動競技プログラムへの個人

的な寄付金を受け取ることを許可してきた。それについて OCRは引き続き許可するものの、

私的援助の授受によって教育機関がタイトルⅨの遵守努力から免れることはないと強調し

ている123。つまり、個人的な寄付金の授受に関わらず、教育機関はタイトルⅨの遵守義務

を果たさなければならないということである。 

5 点目は、OCR が地域格差なく一貫してタイトルⅨを実施していくことである。OCR は、

全米各地方に局を設置し、各局がその管轄下にある教育機関にタイトルⅨの遵守に関する

指導を行っている。ここでは、OCR が地方局間でタイトルⅨの実施にむらが生じないよう

に情報などの調整を徹底することを強調しているのである124。 

6 点目は、教育機関が男女学生に運動競技の機会を提供するために柔軟に対処できるよ

う、従来通り関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準が機能することである。 

最後は、OCR が男女の機会均等に献身すると公約していることである。OCR は、タイト

ルⅨの約束が確実に現実のものとなるように、教育機関と引き続き協力していくと明言し

ているのである125。 

以上のように 2003 年の方針追加説明では、関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つ

の判断基準のそれぞれが同等に且つ柔軟に扱われることをはじめ、タイトルⅨの遵守とい

う目的のためにチームの廃止という手段をとらないこと、OCR が関心と能力の効果的な受

入れに関する 3つの判断基準を積極的に実施していくこと、私的な資金援助を受けても教

育機関にはタイトルⅨの遵守に努める義務があること、OCR が地域格差なく一貫してタイ

トルⅨを実施していくこと、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準が従来

通りに機能していくこと、そして男女が平等機会を享受できるよう OCR が努めることの 7
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点が強調されたのである。 

 

第 2項 2003年の大学対抗運動競技に関する方針の追加説明の分析 

上述したように、2003年の方針追加説明は、運動競技機会委員会の報告を受けた DOEが

運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守に関する更なる指導が必要であると判断し

たことから発行された。では、2003年の方針追加説明に先の最終報告書の勧告やマイノリ

ティ報告書の代替勧告が如何に反映されたのだろうか。 

表 4-5 及び表 4-6 は、それぞれ 2003 年の方針追加説明に採用された最終報告書の勧告

とマイノリティ報告書の代替勧告を、前項で述べた 2003年の方針追加説明の強調点ごとに

整理したものである。まず、表 4-5をみると、2003年の方針追加説明が強調する 7点すべ

てに、程度の差はあるものの最終報告書の勧告が反映されていることがわかる。次に、表

4-6をみると、2003年の方針追加説明が強調する 7点のうち 3点に、程度の差はあるもの

のマイノリティ報告書の代替勧告が反映されていることがわかる。以下では、2003年の方

針追加説明に採用された勧告及び代替勧告の内容を 2003 年の方針追加説明の強調点ごと

にさらに詳しくみてみよう。 

 

 

表 4-5： 2003年の方針追加説明に採用された最終報告書の勧告 

 

1 3 4 5 6 7 9 10 13 14 16 19 21 22 23 2 8 11 12 15 17 18 20
強調点1 △ △
強調点2 ○
強調点3 △
強調点4 ○
強調点5 △
強調点6 ○
強調点7 ○

Varona, Donna de and Foudy, Julie. Minority Views on the Report of the Commission on
Opportunity in Athletics. (Feb. 2003), pp. 12-18.
Osborne, Barbara.  "Symposium: Title IX in the 21st Century."  14 Marq. Sports L. Rev. , pp.
151-156, 2003.
U.S.Department of Education, Office for Civil Rights, Further Clarification of Intercollegiate
Athletics Policy Guidance Regarding Title IX Compliance  (July 11, 2003).

2003年の方針
追加説明

全会一致で可決された勧告 可決された勧告

＜資料及び参考文献＞

The Secretary of Education's Commission on Oportunity in Athletics. "Open to All, " Title IX
at Thirty.  (Feb. 28, 2003), pp. 33-40.

○は、ほぼ同じ内容。
△は、一部同じ内容。
網掛けは、マイノリティ報告書で反対されたことを示す。
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表 4-6： 2003年の方針追加説明に採用されたマイノリティ報告書の代替勧告 

 

1 2 3 4 5 6 7
強調点1 △
強調点2
強調点3 ○
強調点4
強調点5
強調点6 ○
強調点7

Varona, Donna de and Foudy, Julie. Minority Views on the Report of the
Commission on Opportunity in Athletics. (Feb. 2003), pp. 10-12.
U.S.Department of Education, Office for Civil Rights, Further Clarification
of Intercollegiate Athletics Policy Guidance Regarding Title IX Compliance
(July 11, 2003).

＜資料及び参考文献＞

2003年の方針
追加説明

代替勧告

 

 

 

 表 4-7 は、2003 年の方針追加説明に採択された勧告及び代替勧告の内容を 2003 年の方

針追加説明の強調点ごとに整理したものである。まず、2003年の方針追加説明の強調点 1

には、「勧告 3」と「勧告 21」の一部と「代替勧告 3」が反映されている。それぞれの勧告

の内容を確認すると、まず「勧告 3」は、「OCRは、国家的な教育的取り組みを通じて、明

快で一貫した理解しやすいタイトルⅨ実施のためのガイドラインを作成し、そのガイドラ

インが確実に理解されるよう最善の努力を尽し、タイトルⅨの実施及びタイトルⅨに関す

る教育を全ての OCR の間で確実に徹底させるべきである」と明言している126。次に「勧告

21」は、「OCRは、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のいずれも同等に

扱うことを支持して、男女比の実質的均衡基準を法的暫定避難規定（safe harbor）とする

ことをやめるべきであり、加えて、タイトルⅨの遵守状況を評価する視点として、関心と

能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のそれぞれを個別的にみるだけでなく、総

合的に或いは 1 つの基準に決めずに判断する視点を持つべきである」と明言している127。

さらに「代替勧告 3」は、「DOEは、既存のガイドラインを利用しながら、タイトルⅨの柔

軟性について教育機関の理解を得られるよう教育的キャンペーンに着手し、関心と能力の

効果的な受入れに関する 3つの判断基準のそれぞれがタイトルⅨを遵守する方法として実

行可能であることを説明し、教育機関がタイトルⅨを遵守できる実践的な方法の例証を示
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すべきである」と言明している128。これらの勧告を強調点 1と突き合わせると129、強調点 1

で関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準の柔軟な扱い方が再確認されてい

る点や、タイトルⅨが柔軟に対応する法律であることを教育機関に理解してもらうように

教育的キャンペーンを展開していく意思を表明している点、そして 1996年の方針解説に関

心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準の遵守を助長するために例証を示した

ことを確認したうえで個々の教育機関の指導に努めることを明言している点から、「勧告

3」と「代替勧告 3」は 2003 年の方針追加説明に幾分加味されている。また、強調点 1 に

おいて、以前に男女比の実質的均衡基準を法的暫定避難規定（safe harbor）と表したこと

に触れたうえで、OCR が関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準のいずれも

同等に扱う姿勢を明確にしている点から、「勧告 21」の 2003年の方針追加説明への影響を

みてとれる。 

次に、2003年の方針追加説明の強調点 2には「勧告 5」が反映されている。「勧告 5」は、

「OCR は、タイトルⅨを遵守するためにチームを廃止することは冷遇慣行であるとはっき

り示すべきである」と言明している130。一方、チームの廃止について、2003年の方針追加

説明は、「タイトルⅨの遵守を実証するためにチームを廃止することをタイトルⅨがまった

く求めていないこと、そして、そうすることは冷遇慣行であることを OCRははっきりさせ

る」と言明している131。このことから、「勧告 5」は文字通り、2003年の方針追加説明に反

映されているといえよう。 

また、2003 年の方針追加説明の強調点 3 には「勧告 6」及び「代替勧告 2」が影響して

いる。「勧告 6」は、「OCRは、タイトルⅨを遵守していない教育機関に対する制裁措置も含

めて、積極的にタイトルⅨの基準を実施するべきであり、また DOEは制裁措置のみを実行

するよりも、むしろタイトルⅨの遵守を促進するための新たな方法を探求するべきである」

と言明している132。また、「代替勧告 2」には、「DOEは、タイトルⅨを遵守していない教育

機関に対する制裁措置も含めて、タイトルⅨの基準を強く実施するべきである」と明快に

記されている133。この 2 つの勧告では、先に述べたように、制裁措置を視野に入れた DOE

による積極的なタイトルⅨの実施を促している点では共通している。これに対して、2003

年の方針追加説明は、「OCRは、タイトルⅨを遵守していない教育機関に対する制裁措置も

含めて、積極的にタイトルⅨの基準を実施することを教育機関に忠告する」と言明してい

る134。以上のこのことから、「勧告 6」は部分的にそして「代替勧告 2」は全面的に 2003年

の方針追加説明に反映されているといえよう。 
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それから、2003年の方針追加説明の強調点 4には「勧告 11」が反映されている。「勧告

11」は、「OCRは、特定のスポーツの廃止を阻止することや特定のスポーツを追加すること

を目的として行われる私的な資金提供を律する基準について、教育機関を指導するべきで

ある」と言明する135。私的な資金援助について、強調点 4 には「DOE が運動競技プログラ

ムへの私的援助（private sponsorship）を引き続き容認し」、「それによって教育機関がタ

イトルⅨを遵守する義務から解放されることは当然ない」と明記されている。このように

2003年の方針追加説明において、OCRが私的な資金提供の取り扱いについて指導している

ことから、「勧告 11」は 2003年の方針追加説明に反映されているといえよう。 

さらに、2003年の方針追加説明の強調点 5には「勧告 3」が少なからず反映されている。

「勧告 3」は、「OCRは、国家的な教育的取り組みを通じて、･･･タイトルⅨの実施及びタイ

トルⅨに関する教育を全ての OCRの間で確実に徹底させるべきである」と言明している136。

一方、2003年の方針追加説明において、OCRは、教育機関から明瞭且つ一貫したタイトル

Ⅸの遵守方法を求められていることを認識したうえで、地域格差なく一貫してタイトルⅨ

を実施していく意思を表明している137。よって、「勧告 3」は 2003 年の方針追加説明に少

なからず反映されているといえよう。 

加えて、2003 年の方針追加説明の強調点 6 には「勧告 4」及び「代替勧告 1」が反映さ

れている。まず「勧告 4」は、「OCRは、参加やサポートサービス及び奨学金の処遇におけ

るタイトルⅨの実施を妨げることによって、現行のタイトルⅨの方針を直接的或いは間接

的に変更するべきではない」と言明している138。また。「代替勧告 1」には、「スポーツ界

における女子のための平等に向けて進化を促進させてきた、現行の運動競技に関するタイ

トルⅨの方針は、変更されることなく維持されるべきである」と明記されている139。現行

のタイトルⅨの方針に対する OCRの姿勢に関して、2003年の方針追加説明では、「OCRは、

教育機関が男女学生に運動競技の機会を提供するために柔軟に対処できるように関心と能

力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準はこれまで機能してきたと信じ、またこれか

らもそう機能すると信じている」と表明している140。この意思表明から、OCR がこれまで

のタイトルⅨの方針の成果を認め、今後も変わらず継続して現行のタイトルⅨの方針のも

と任務を遂行していく意思が窺える。よって、「勧告 4」及び「代替勧告 1」は 2003年の方

針追加説明に反映されているといえよう。 

最後に、2003年の方針追加説明の強調点 7には「勧告 1」が反映されている。「勧告 1」

は、「DOEは、男女のための平等機会と差別撤廃に強い責任を有していることを再び断言す
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るべきである」と言明している141。この「勧告 1」の通り、OCRは 2003 年の方針追加説明

の強調点 7 において「今日、OCR は、男女の機会均等に献身すると再び断言する」と宣言

している142。よって、「勧告 1」は 2003年の方針追加説明に十分反映されているといえる。 

 以上の分析結果をまとめると、まず、教育機関がそれぞれの状況に応じて 3つの判断基

準のそれぞれを柔軟に扱うことを強調した 1 点目には、最終報告書の「勧告 3」及び「勧

告 21」とマイノリティ報告書の「代替勧告 3」がそれぞれ幾分か反映されていた。次に、

タイトルⅨがチームの廃止を要求していないことを強調した 2点目には、最終報告書の「勧

告 5」が十分に反映されていた。また、OCRがタイトルⅨを遵守しない教育機関に対して制

裁措置を含めてタイトルⅨの判断基準を積極的に実施することを強調した 3点目には、最

終報告書の「勧告 6」が部分的に、マイノリティ報告書の「代替勧告 2」が全体的に反映さ

れていた。それから、DOE が運動競技プログラムへの私的な援助を引き続き容認すること

を強調した 4 点目には、最終報告書の「勧告 11」が十分に反映されていた。続いて、OCR

が地域格差なく一貫してタイトルⅨを実施していくことを強調した 5点目には、最終報告

書の「勧告 3」が幾分か反映されていた。さらに、教育機関が男女学生に運動競技の機会

を提供するために柔軟に対処できるように、従来通り、関心と能力の効果的な受入れに関

する 3 つの判断基準が機能することを強調した 6 点目には、最終報告書の「勧告 4」とマ

イノリティ報告書の「代替勧告 1」が十分に反映されていた。最後に、OCRが男女の機会均

等に献身することを公約していることを強調した 7 点目には、最終報告書の「勧告 1」が

全体的に反映されていた。 
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第 3項 2003年の大学対抗運動競技に関する方針の追加説明の評価 

2003 年の方針追加説明はどの程度の評価を受けるものとなったのだろうか。以下では、

最終報告書、マイノリティ報告書及び NWCAらの視点から 2003年の方針追加説明を評価し

てみよう。 

表 4-8 は、2003 年の方針追加説明の強調点ごとに、2003 年の方針追加説明に採用され

た最終報告書の勧告とマイノリティ報告書の代替勧告を一緒に示したものである。まず、

2003年の方針追加説明に反映された勧告についてみると、一部の内容が同じであった勧告

を含めて全部で 7つあり、そのうち全会一致で承認された勧告が 6つ、過半数の賛成を得

て可決された勧告が 1つであった。最終報告書を概観した項で述べたとおり、全会一致で

承認された勧告の数が全部で 15であったことを踏まえれば、全会一致で承認された全勧告

のうち 5割近くが 2003年の方針追加説明に反映されたことになる。また、運動競技機会委

員会の少数派が反対した最終報告書の 8つの勧告、すなわち「勧告 12」、「勧告 14」、「勧告

15」、「勧告 17」、「勧告 18」、「勧告 19」、「勧告 20」及び「勧告 23」は、どれも 2003 年の

方針追加説明に採用されなかった。このことから、2003年の方針追加説明は最終報告書に

対するマイノリティ報告書の反対意見を十分考慮したものと考えられる。 

 

 

表 4-8： 2003年の方針追加説明に採用された勧告及び代替勧告 

 

1 3 4 5 6 7 9 10 13 14 16 19 21 22 23 2 8 11 12 15 17 18 20
強調点1 △ △
強調点2 ○
強調点3 △
強調点4 ○
強調点5 △
強調点6 ○
強調点7 ○

薄い網掛けは、マイノリティ報告書で反対されたことを示す。

＜資料及び参考文献＞

Varona, Donna de and Foudy, Julie. Minority Views on the Report of the Commission on
Opportunity in Athletics. (Feb. 2003), pp. 10-18.
Osborne, Barbara.  "Symposium: Title IX in the 21st Century."  14 Marq. Sports L. Rev. , p.
141, 2003.
U.S.Department of Education, Office for Civil Rights, Further Clarification of Intercollegiate
Athletics Policy Guidance Regarding Title IX Compliance  (July 11, 2003).

2003年の方針
追加説明

全会一致で可決された勧告 可決された勧告

The Secretary of Education's Commission on Oportunity in Athletics. "Open to All, " Title IX
at Thirty.  (Feb. 28, 2003), pp. 33-40.

濃い網掛けは、マイノリティ報告書の代替勧告と内容が重複することを示す。

○は、ほぼ同じ内容。
△は、一部同じ内容。
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次に、2003年の方針追加説明に反映された代替勧告について表 4-6をみると、一部の内

容が同じである代替勧告を含めて全部で「代替勧告 1」、「代替勧告 2」及び「代替勧告 3」

の 3 つであった。マイノリティ報告書を概観した項で述べたとおり、代替勧告が全部で 7

つであることを踏まえると、全ての代替勧告のうち 4割以上が 2003年の方針追加説明に反

映されたことになる。 

さらに、2003年の方針追加説明の強調点について表 4-8をみると、7つの強調点全てに

最終報告書の勧告が反映されている。つまり、2003年の方針追加説明は、最終報告書の勧

告を十分踏まえて作成されたことになる。 

以上の考察から、2003年の方針追加説明はマイノリティ報告書に十分配慮しつつ、最終

報告書の勧告を反映した仕上がりになったといえよう。つまり、2003年の方針追加説明の

内容は、運動競技機会委員会の報告書支持派が多少の不満を抱いたとしても強く抵抗する

ことのない、また、マイノリティ報告書支持派が多少の不満を抱いたとしても強く抵抗す

ることのないものとなったということである。 

また、ペイジ DOE長官の「最終報告書の全会一致で可決された勧告のみをその後の方針

のために考慮する143」という約束も 2003年の方針追加説明によって、十分とは言えないま

でも、一応、果たされたといえよう。 

しかし、NWCA ら対 DOE の原告側支持派の立場からみれば、2003 年の方針追加説明はま

さに 2 回目の敗北といえよう。NWCAら対 DOEの訴訟において、原告側はレスリングチーム

の廃止の原因にタイトルⅨを挙げ、とりわけ男女比の実質的均衡基準を割当制度（quota）

に値すると指摘した。しかし、2003年の方針追加説明は 1996年の方針解説と同様に「OCR

は割当制度を要求しない」と明言している144。また、2003 年の方針追加説明は、「タイト

ルⅨの遵守のためのチームの廃止は冷遇慣行であり」、「タイトルⅨの精神に反する」と言

明している145。このように 2003 年の方針追加説明は、NWCA ら対 DOE の判決と同様に、原

告側の主張を聞き入れていないのである。さらに、NWCAらは 2003年 6月 11に連邦地方裁

判所で主張が棄却されたとしても、その後、再審理の申立てを提出していることから、NWCA

らにとって 2003年の方針追加説明は納得のいかないものであったことは明らかである。 

以上のように、2003 年の方針追加説明は、NWCA らの支持者らに敗北の烙印を押すよう

な内容となったが、最終報告書とマイノリティ報告書の支持者らの強い抵抗にあうことな

い仕上がりになったといえよう。 
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第 3節 OCRのタイトルⅨの実施に関する方針の転換 

 

第 1項 2005年の大学対抗運動競技の 3つの判断基準に関する追加説明の発行 

2003年の方針追加説明の発表によって、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判

断基準をめぐる議論は収束したかのようにみえた。しかし、タイトルⅨには新たな展開が

待っていた。同判断基準をめぐる議論の焦点は、男女比の実質的均衡基準から学生の関心

と能力に応じたプログラム作りの実施基準にシフトされていくのであった。その契機とな

ったのが、2005年に DOEが発表した 3つの判断基準に関する追加説明である。 

2005年 3月 17日に DOEは、「タイトルⅨの遵守のための大学対抗運動競技に関する方針

の追加説明―3つの判断基準の判断基準 3について146」（以下、2005年の追加説明と表記）

とそれに付随する「タイトルⅨに関する学生の関心調査のユーザーガイド147」（以下、ユー

ザーガイドと表記)とそれに関連する技術的補助マニュアルを発表した。2005 年の追加説

明は、その文書の表題が「3つの判断基準の判断基準 3」（Three-Part Test―Part Three）

と示すとおり、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準の 3つ目の基準、す

なわち学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準に関する方針について解説す

る。 

関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準とは、タイトルⅨのもと教育機関

が男女学生の運動競技への関心を効果的に受入れているか否かを判断する際に、OCR が適

用する基準であり、男女比の実質的均衡基準、プログラム拡大の継続的実施基準及び学生

の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準の 3つの基準から成っている。このうち、

2005 年の追加説明は学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準に関する指針

について詳細を述べているのである。また、同追加説明に添付されたユーザーガイドとそ

れに関連した技術的補助マニュアルは、「大学対抗運動競技プログラムの参加への学生の関

心について調査するためのモデル調査手法148」について解説している。 

2005年の追加説明の発表の背景についてみると、苦情申立ての調査と学生の関心と能力

に応じたプログラム作りの実施基準に基づくタイトルⅨの遵守状況の調査経験に基づき、

同実施基準に関するより明確な指標を示すことが教育機関の利益に繋がると OCRが判断し

たことにある149。確かに、これまでに OCR が発行したタイトルⅨの遵守のための方針文書

をみると、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準だけに焦点をあてた文書

はみあたらない。先述したように、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準
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は、教育機関が学生の運動競技への関心を効果的に受入れているか否かを OCRが判断する

際に適用する基準として、1979年の方針解釈に示された。それ以降、OCRは、タイトルⅨ

の遵守のための方針について解説するために、1996 年の方針解説と 2003 年の方針追加説

明を発行している。しかし、両者とも、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施

基準に焦点をあてて解説していないのである。このように学生の関心と能力に応じたプロ

グラム作りの実施基準に関して OCRが積極的に指導を行ってこなかったことが、2005年の

追加説明の発行背景の 1つに挙げられよう。 

 

第 2項 2005年の大学対抗運動競技の 3つの判断基準に関する追加説明の概要 

2005年の追加説明は、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を用いてタ

イトルⅨの遵守状況を判断するために OCRが検討するいくつかの事項について説明してい

る。その内容は、以下の 5点に要約される。 

1 点目は、教育機関が学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準のもとタイ

トルⅨを遵守していると判断される条件についてである。大学対抗運動競技プログラムは

以下に記す 3つの状況になければ、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準

のもとタイトルⅨを遵守していると判断される150。 

 

1） 大学代表チームを維持できるだけの十分な関心はあるものの、その関心がま

だ充足されていない（unmet interest sufficient to sustain a varsity team 

in the sport(s)）（以下、充足されていない関心と表記） 

 

2） 大学対抗運動競技チームを維持できるだけの十分な競技能力がある

（sufficient ability to sustain an intercollegiate team in the sport(s)）

（以下、十分な競技能力と表記） 

 

3） 通常、競合する地方の範囲内でチームが大学対抗運動競技で競合する穏当な

期待がある（reasonable expectation of intercollegiate competition for 

a team in the sport(s) within the school's normal competitive region ）

（以下、競合への穏当な期待と表記）151 
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つまり、充足されていない関心、十分な競技能力及び競合への穏当な期待が確認される

スポーツが存在すれば、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準―「現在の

プログラムによってその学生数の低い性の学生の関心と能力が十分且つ効果的に受入れら

れていることを明らかに示すことができるか」―が満たされていないため、教育機関は学

生の関心と能力に配慮することや、特定のスポーツの追加或いは昇格の要請に応じること

を求められるのである152。 

2 点目は、タイトルⅨを遵守していないことを実証する責任の所在についてである。学

生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準のもと、教育機関がタイトルⅨを遵守

していない状況を立証する場合には、OCR の実施する調査においては OCR に、教育機関の

苦情申立ての処理においては学生にその立証責任が課せられるということである153。つま

り、OCR による調査においても、教育機関による苦情申立ての処理においても、教育機関

に実証責任はないのである。 

3点目は、ユーザーガイドが示した「インターネットを基にしたプロトタイプの調査154」

（以下、モデル調査と表記）の有効性についてである。ユーザーガイドに従ってモデル調

査を実施した場合には、その教育機関はスポーツ参加への学生の関心について評価する適

切な手法を用いているとみなされる。また、フルタイムの全学生或いは大学対抗運動競技

プログラムに参加する男女学生のうち、人数の割合が過少な方の性に属する全学生を対象

にモデル調査を実施し、その学生の関心度が新たに追加しようとする大学代表チームを維

持するには不十分であると示した場合には、その教育機関は学生の関心と能力に応じたプ

ログラム作りの実施基準のもと差別なく運動競技の参加機会を提供しているとみなされ、

タイトルⅨを遵守していると判断される。しかし、大学対抗運動競技プログラムに参加す

る男女学生のうち人数の割合が過小な方の性のためのチームが存続可能であるにも関わら

ず、そのチームを廃止する或いはクラブレベルから大学代表レベルにチームを昇格するよ

う嘆願されている場合には、「教育機関は、大学代表チームを維持できるだけの十分な関心

はあるものの、その関心がまだ充足されていない155」状況にあると判断され、その教育機

関はタイトルⅨを遵守していないとみなされる。さらに、学生の関心度が大学代表チーム

を有するほどに達していないというモデル調査の結果が出た場合には、その教育機関に対

して OCRはタイトルⅨの遵守状況の調査を実施する決定権を行使しないとしている156。     

4 点目は、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準の有効性についてであ

る。OCR が同実施基準をタイトルⅨの遵守方法として教育機関に奨励する背景には、同実
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施基準のもと考慮する点について教育機関が疑念を抱いているのではないかとういう OCR

の懸念がある157。OCR は、2005 年の追加説明及びユーザーガイドがこの疑念をクリアーに

する役割を果たすとし、今後、教育機関がタイトルⅨの遵守を実証するために学生の関心

と能力に応じたプログラム作りの実施基準を利用するよう促している158。 

5 点目は、OCR による学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準の扱いにつ

いてである。OCRは、同実施基準が他の 2つの基準と共にタイトルⅨの遵守方法として「同

等に重要」であり、法的暫定避難規定であると強調している159。つまり、教育機関は学生

の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準のもとタイトルⅨの遵守を実証すれば、

法的ペナルティから免れるということである。 

以上のように、2005年の追加説明は、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施

基準のもとタイトルⅨの遵守状況を判断する際に考慮する点として、タイトルⅨの遵守を

実証する 3つの条件、教育機関のタイトルⅨ不履行を実証する責任の所在、モデル調査の

有効性、同実施基準の有効性及びその扱いについて解説しているのである。 

しかし、2005 年の追加説明は多くの問題を抱えており、スポーツ関係団体や女性団体、

さらには連邦議会から強く反対されることになる。 

 

第 3項 OCRの方針転換に対する関係団体の抵抗 

2005年の追加説明は、スポーツ関係団体や女性団体、さらには連邦議会から強い抵抗を

受けた。2005 年 4月 28日に NCAA 執行委員会（The NCAA Executive Committee）は、DOE

に対して 2005 年の追加説明の無効を求める決議を採択し、NCAA メンバーに対して学生の

関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準のもと女子の運動競技への関心を評価する

際には、2005年の追加説明ではなく 1996年の方針解説に従うよう求めた160。また、WSFは

「DOE は巨大なタイトルⅨの抜け穴を作り出した―女性スポーツ財団の見解」と題する声

明文書を発表し、DOEに対して 2005年の追加説明の撤回を求めた161。さらに、全米女性法

律センター（National Women's Law Center：以下、NWLC と表記）のマルシア・グリーン

バーガー（Marcia D. Greenberger）会長は、2005年 4月 25日に「2005年の追加説明の無

効を求める」という件から始まる書簡をマーガレット・スペリングス DOE 長官（U.S. 

Secretary of Education Margaret Spellings ）にあてて送っている162。加えて、連邦議

会は、2006年下旬に 2005年の追加説明に反対することを表明する決議案を通過させた163。 

スポーツ関係団体、女性団体及び連邦議会が 2005 年の追加説明の撤回を求める背景に
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は、同方針が現行のタイトルⅨを無力化するのではないかという危惧がある。2005年の追

加説明が如何に現行のタイトルⅨを無力にするのか、それについて関係団体らの見解をみ

ると 6点に整理することができる。 

1点目は、2005年の追加説明がモデル調査のみによってタイトルⅨの遵守の実証を可能

にすることである。これまで、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準によ

ってタイトルⅨの遵守を実証する場合には、教育機関は、調査の他に学生からの特定のス

ポーツを追加する要望をはじめ、クラブや校内スポーツの参加率、高等学校、アマチュア

スポーツ協会そして教育機関が学生を引き抜く地域のコミュニティスポーツリーグのスポ

ーツ参加率、そして学生、コーチ、経営管理職員に対するインタビューなど、多くの要因

を検討しなければならなかった。しかし、2005年の追加説明は、教育機関がそれらの要因

を検討しなくとも、モデル調査さえ実施すればタイトルⅨの遵守を実証できるようにした。

つまり、2005年の追加説明は、教育機関が学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実

施基準によってタイトルⅨの遵守を実証する際に果たすべき義務をまったく無視している

というのである。 

2点目は、モデル調査が女子の参加機会を阻害する差別を永続させるということである。

これまでのタイトルⅨに関する裁判は、学生のスポーツ参加への関心をスポーツの参加機

会と切り離して考えることはできないと判示している。NWLCは、映画「フィールド・オブ・

ドリーム」の「機会を与えれば、参加する人はやってくる」を引用し、モデル調査の女子

の回答には、以前の参加機会を与えられていない状況が反映されてしまい、その調査結果

から女子のスポーツ参加への関心度が導かれて、その後の女子のスポーツの参加機会が制

限されるとなれば、差別は永続するというのである。さらに、NWLCは、「2005年の追加説

明は、とりわけ高等学校の生徒に損害を与える」と強調する。女子高校生は、男子ほどス

ポーツに参加する機会を持たない。そのような女子高校生を対象にモデル調査を実施して

も、女子のスポーツ参加への関心の乏しさが調査結果に出る可能性は高く、女子に対する

差別のサイクルを永続させることになるというのである。 

3点目は、2005年の追加説明が調査対象を在学生及び入学予定者に制限することを認め、

それによって、教育機関が運動競技への関心を幅広く評価する責任を免れるということで

ある。一般的に、学生は自身が関心を寄せる運動競技プログラムを提供しない教育機関に

入学する可能性が低いという現実を踏まえると、在学生或いは入学予定者のみにモデル調

査の対象を絞ることは、その教育機関の提供する運動競技プログラムにある程度興味を寄
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せる学生に対して調査を実施するということになる。このような調査では、教育機関の提

供する運動競技プログラムの枠を超えた、高等学校やコミュニティのスポーツ及びレクリ

エーションスポーツへの関心度を調査することは期待できないと NWLCは主張する。よって、

2005年の追加説明は、より広い視点からスポーツへの関心について評価するという教育機

関の法的義務を無視しているという。 

4点目は、2005年の追加説明が欠点のある調査の方法論を公認していることである。例

えば、全ての女子学生に対して実施した Eメール調査への無回答を「運動競技に関心がな

い」と解釈してもよいとしていることが指摘されている。また、女子の大学代表レベルで

競技する能力の自己評定の回答が実際のその能力の欠落に影響することも認めていると指

摘されている。 

5点目は、2005年の追加説明が女子の平等機会を享受する権利の実証責任を教育機関か

らその女子学生自身に転嫁するということである。タイトルⅨのもと、教育機関は女子学

生の関心と能力を十分に満たしていることを実証する責任があった。しかし、同追加説明

は、教育機関が女子学生の関心と能力を十分に満たしてない場合には、女子学生自身がそ

のことを証明し、自らのスポーツに参加する権利を立証するよう要求する。つまり、2005

年の追加説明は、女子学生の関心と能力を実証する義務を教育機関から女子学生に転嫁す

るというのである。 

6点目は、2005年の追加説明がモデル調査の実施或は調査結果の監視を OCRに要求して

いないということである。同追加説明は、教育機関によるモデル調査の実施の監督につい

て何も言及していない。つまり、教育機関がモデル調査や調査結果の解釈を適切に行って

いるかどうかは不問とされているというのである。 

以上のような理由から、関係団体らは、2005年の方針説明が現行のタイトルⅨを衰えさ

せ、これまでのタイトルⅨの方針とその基本的原理に相反すると主張し、2005年の追加説

明の無効を求めたのであった。 

 

第 4項 タイトルⅨの実施のゆくえ 

スポーツ関係団体をはじめ、女性団体、連邦議会の抵抗にあい、2005年の追加説明は数々

の欠点を露呈した。このような同追加説明は、DOE による政策の失敗だったのだろうか。

その判断を下すことは難しいが、少なくとも教育機関にとって 2005年の追加説明に従う選

択を下すことは容易ではないと言えるだろう。その理由として、まず、大学対抗運動競技
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プログラムをコントロールする上位組織の間で同追加説明に対する姿勢が一貫していない

ことが指摘される。上述したように、スポーツ関係団体や女性団体は 2005年の追加説明に

反対する意思を表明しており、とりわけ NCAAは所属メンバーである教育機関に対して、学

生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を用いてタイトルⅨの遵守を実証する

場合には、2005 年の追加説明ではなく 1996 年の方針解説に示された手続きに従うよう要

請した。つまり、タイトルⅨに規定されている「運動競技への学生の関心と能力」を評価

するにあたり、教育機関は OCRの提示したモデル調査のみに頼るのではなく、学生の運動

競技プログラムへの関心と能力に関する調査に加えて他の要因についても検討するよう求

められているのである。また、連邦下院議会も 2006年 3月に DOEに対して 2005年の追加

説明の撤回を求める決議案を通過させている。しかし、タイトルⅨの執行機関である DOE

は、2005年の追加説明について再検討する動きをみせていない。つまり、大学対抗運動競

技プログラムの上位機関であるスポーツ関係団体や女性団体及び連邦議会と DOEとの間で

2005 年の追加説明に対する姿勢が一致しておらず、このような状況で 2005 年の追加説明

に従うことは教育機関にとってリスクが伴い、1996年の方針解説に従う方がリスクを回避

できるのである。 

 また、以上のような状況を助長させるのは、DOEの発行した 2005年の追加説明に関する

調査結果164である。2005年の追加説明の発行から 1 年後の 2006年 3月 17日に OCRは、連

邦上院歳出委員会（the Senate Appropriation Committee）から要請を受けて、2005年の

追加説明に関する調査報告書を提出した。その報告書によると、1992年 10月から 2006年

1 月 31日までに OCR が学生の運動競技への関心と能力に関する調査を行った 54件のケー

スうち、6 件の教育機関が学生の運動競技への関心と能力に関する調査の結果のみで学生

の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準のもとタイトルⅨの遵守の実証を試みて

いるが、OCR はその 6 件全ての主張を却下し、学生の運動競技への関心と能力を評価する

ための追加事項を検討している165。OCR は、これらの教育機関の実施した学生の運動競技

への関心と能力に関する独自の調査のいずれにも欠陥があったことを指摘し、これらの不

備な点をすでに十分に考慮した 2005 年の追加説明とモデル調査を付属のマニュアルに従

って利用すれば、より正確な情報を得る可能性が高まると報告書を結んでいる166。OCRは、

自らの発行した2005年の追加説明の有用性を強調するために6件のケースを挙げているの

だろうが、教育機関にはこれらのケースがリスクだと写ったであろう。2005年の追加説明

は、付属のユーザーガイドの示すモデル調査をマニュアルに従って実施し、新たな運動競
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技チームを立ち上げるほどの学生の運動競技への関心と能力がないという判断を下せる結

果が得られた場合には、教育機関はタイトルⅨを遵守していると判断されるとし、また、

このような教育機関に対して OCRはタイトルⅨの遵守状況の調査を行使しないとしている

167。その一方で、そのモデル調査が正確に実施されているのかを OCR が監督するとは記さ

れていない168。モデル調査が正確に実施されているかをチェックする体制がないまま、教

育機関が 2005 年の追加説明に従って学生の運動競技への関心と能力を評価するために調

査のみの結果に頼り、タイトルⅨを遵守していると判断され、そして OCRもそれを調査す

る権限を行使しないとなれば、学生がその教育機関の判断に異議がある場合には、即訴訟

というリスクが高まるのではないだろうか。先述の 6件のケースはそのリスクを示唆して

いるといえる。 

 2006年 6月 27日に連邦下院議会は、引き続き 2005年の追加説明の撤廃を要請していく

ことを表明している169。一方、DOEは、上述したとおり 2005年の追加説明に関して具体的

な動きをみせていない。さらに、裁判所も 2005年の追加説明に関する判決をまだ下してい

ない。しかし、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を採用する教育機関

が次第に増えてくることを想定すれば、その増加に伴い、裁判所への提訴の可能性も高ま

ることは否めない。2005年の追加説明が DOEの一政策の失敗であるか否を判断するために

は、もうしばらく司法をはじめ立法及び行政の動向を注視していく必要があろう。 

 

第 4節 OCRのタイトルⅨの実施に関する方針の転換の撤回 

 

第 1項 2010年の大学対抗運動競技の 3つの判断基準に関する追加説明の発行 

2005年の追加説明の実施動向が見守られる中、オバマ政権は方針転換の撤回を発表した。

2010 年 4 月 20 日にジョセフ・ロビネット・バイデン副大統領（Vice President Joseph 

Robinette Biden）は、同日に OCRが 2005年の追加説明を撤回するために高等教育機関に

向けて「タイトルⅨの遵守のための大学対抗運動競に関する方針の説明―3 つの判断基準

の判断基準 3について170」（以下、2010年の説明と表記）を発表したことを伝えた171。 

2005年の追加説明の撤回の背景には、「2005年の追加説明とそれに付随するユーザーガ

イドが、1979 年の方針解釈と 1996 年の方針解説で解説されている差別のない評価手法と

矛盾し、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準のもと実施する調査を含む

差別のない評価手法について適切且つ明快な説明をしていない172」ことがある。1996年の
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方針解説は、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のうち学生の関心と能

力に応じたプログラム作りの実施基準のもとタイトルⅨの遵守を実証するには、教育機関

に多様な調査項目を設定するよう求めていた。ところが、2005年の追加説明は、DOEの提

供するモデル調査さえ利用すれば、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準

のもとタイトルⅨの遵守を実証できるとし、NCAAをはじめスポーツ関係団体や女性団体な

どの反発を呼んだ。この反発を受けて、2010年の説明は 2005年の追加説明を白紙に戻し、

学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準のもとタイトルⅨの遵守を実証する

場合には、2005年の追加説明の発行前と同じように教育機関に多様な調査項目を設定する

よう求めた。つまり、OCR は学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準に基づ

きタイトルⅨの遵守状況を判断する際には、2005年の追加説明ではなく、1975年のタイト

ルⅨ実施規則、1979年の方針解釈及び1996年の方針解説に従うことを表明したのである。 

 

第 2項 2010年の大学対抗運動競技の 3つの判断基準に関する追加説明の概要 

2010年の説明は、OCRが学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準に基づき、

どのような点を考慮してタイトルⅨの遵守状況を判断するのかということを説明している。

教育機関が差別なく運動競技の参加機会を提供しながらタイトルⅨを遵守しているか否か

を判断する際には、OCR は関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準を適用す

る。また、教育機関は同判断基準のいずれかひとつを満たせばタイトルⅨを遵守している

と判断される。このうち学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を選択して

タイトルⅨの遵守を果たそうとする際に考慮すべき点を 2005 年の説明は解説しているの

である。 

OCR は、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準に基づきタイトルⅨの遵

守を判断する際には、さらに 3つの点、すなわち①充足されていない関心、②十分な競技

能力、③競合への穏当な期待を考慮する。この 3点に対して肯定する回答をした場合には、

OCR はその教育機関の大学対抗運動競技プログラムが過少な性の学生運動競技者の関心と

能力を十分且つ実質的に受入れていないとし、タイトルⅨを遵守していないと判断する。

ただし、この 3 点に対する回答を導き出すまでに、OCR は様々な指標を用いて教育機関を

評価する。 

まず、充足されていない特定スポーツへの関心とそのスポーツチームを維持できるほど

の十分な能力があるか否かを評価する際に、OCR は 5 つの判断基準を用いる。その判断基
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準とは、①教育機関は、学生の競技スポーツへの関心と能力について判断する際に差別の

ない評価手法を用いているか、②過少な性のチームが存続可能であるにも関わらず、最近、

そのチームの存続を停止したか否か、③関心について測定する多様な指標、④能力につい

て測定する多様な指標、⑤評価を実施する頻度である。①では、学生の関心と能力を評価

するプロセスにおいて全国的に向上している女子の関心と能力のレベルを考慮することを

はじめ、学生の関心と能力を評価する方法が過少な性の学生を不利にするようなものでな

いこと、学生の能力を判断する方法においてチームパフォーマンスを考慮すること、学生

の関心と能力を評価する方法が大学対抗運動競技レベルで競うことのできる過少な性の学

生の関心に応えるものであることを評価指標として挙げる。②については、存続可能であ

る過少な性のチームがその存続を絶たれた場合には、教育機関がそのチームの学生の関心

と能力及びそのチームの競える大会が存在しないことを実証しない限り、そのチームの学

生が示している関心と能力に応えていないとして、タイトルⅨを遵守していないと判断さ

れるとする。③には、学生及び入学許可を得た学生からの特定のスポーツの追加要請をは

じめ、クラブレベルから大学対抗運動競技レベルへの昇格の要請やクラブ或は校内スポー

ツへの参加、学生及び入学許可を得た学生、コーチ及び運動競技局経営職員などに対する

特定のスポーツへの関心に関するインタビュー、学生及び入学許可を得た学生を対象に実

施した特定のスポーツへの関心に関するアンケート結果、入学許可を得た学生の高等学校

対校競技への参加、そして、高等学校、アマチュア競技スポーツ協会及び教育機関が学生

を引き抜いてくる地域において運営されているコミュニティスポーツリーグへの参加率な

どが指標として含まれる。④には、過少な性の学生とスポーツ活動に関心を持つ入学許可

を得た学生の学校対抗運動競技、クラブレベルの運動競技、及び校内運動競技の経験とそ

れらの戦績や、運動競技に関心を持つ学生と入学許可を得た学生の大学対抗競技チームを

維持する潜在能力の有無に関するコーチ、運動競技局経営職員及び学生競技者の意見、そ

して、以前にクラブレベル或は校内運動競技レベルで競技していたチームの競技経験に基

づく大学対抗競技レベルを維持する潜在能力の有無が指標として含まれる。また、学生の

運動競技の経験が広範に渡ることを予期し、能力を測定する指標として、他のスポーツ、

大学対抗運動競技プログラム或は高等学校対抗運動競技プログラムへの参加経験、検討対

象となっている特定のスポーツの基本的な技術と能力を実証する参加経験、及びトライア

ウト或は関心が持たれた特定のスポーツへの参加観察を挙げる。⑤には、以前に実施した

評価結果から得た学生及び入学許可を得た過少な性の学生の関心と能力の程度をはじめ、
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人口統計の変化或は学生総数の変化や、過少な性の学生による運動競技の機会の欠如に関

する苦情申立て或は新チームの立ち上げ要請の有無などが指標として含まれる。 

また、以上の 5 つの判断基準に加えて、OCR は、有効な評価手順と過少な性の学生の関

心と能力を評価するための一手法である調査の技術的なサポートとして、チームの追加要

求と参加について評価する有効な手順を紹介している。また、学生の関心と能力に関する

情報を入手するために調査を実施することが有効な手段であると強調した上で、その調査

のデザインと実施方法について解説し、さらに特定のスポーツチームを維持できるだけの

関心と能力を持った学生が十分に存在するか否かを評価するための指標を挙げている。 

さらに、OCR は、特定のスポーツチームがエントリーできる競技会がその教育機関の地

域で開催されているか否かを評価する際に、とりわけ 2つの判断基準を用いる。その指標

とは、①教育機関が競争相手とする他の教育機関によって提供される競争機会、②現在、

教育機関が競争相手としない他の教育機関によって提供される競争機会及び教育機関の地

域における他の教育機関によって提供される競争機会である。 

以上のように、2010年の説明は、タイトルⅨの遵守状況を判断する際に用いる関心と能

力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のうち、学生の関心と能力に応じたプログラ

ム作りの実施基準について OCRが考慮する点を中心に詳細を示しているのである。具体的

には、①まだ充足されていない特定スポーツへの関心が存在するか、②そのスポーツチー

ムを維持できるだけの十分な能力はあるか、③そのスポーツチームが競技会で競えるとい

う穏当な期待はあるか、という 3つの問いに対して肯定的な回答が導きだされた大学対抗

運動競技プログラムに対しては、タイトルⅨを遵守していないと判断するが、その判断を

下すにあたっては、さらに、①教育機関は、学生の競技スポーツへの関心と能力について

判断する際に差別のない評価手法を用いているか、②過少な性のチームが存続可能である

にも関わらず、最近、そのチームの存続を停止したか否か、③関心について測定する多様

な指標、④能力について測定する多様な指標、⑤評価を実施する頻度とういう 5つの判断

基準を適用する。これに加えて、学生の関心と能力の調査に関する指標や、大会や競技会

などのエントリーの可能性について判断する指標として、①教育機関が競争相手とする他

の教育機関によって提供される競争機会、②現在、教育機関が競争相手としない他の教育

機関によって提供される競争機会及び教育機関の地域における他の教育機関によって提供

される競争機会という 2つの指標も適用する。 
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第 3項 2010年の大学対抗運動競技の 3つの判断基準に関する追加説明の意義 

2005 年の追加説明の撤廃は何を意味するのだろうか。一見すると、1996 年の方針解説

の内容を再確認する 2010年の説明の発行は、ただタイトルⅨの実施を 2005年の追加説明

の発行前の状況に戻しただけである。しかし、2005 年の追加説明に抵抗してきた NCAA を

はじめとする各種団体や教育機関、学生にとって、2010年の説明の発行はそれ以上のもの

となったと考えられる。 

例えば、NCAA や女性団体にとって、2010 年の説明の発行は彼らの主張が DOE に受入れ

られたことを意味する。NCAAや女性団体は、2005年の追加説明に対して徹底して抵抗して

きた。とりわけ NCAAは、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準のもとタイ

トルⅨの遵守を実証する場合には、1996年の方針解釈に従うよう所属メンバーである教育

機関に対して要求し、OCRの方針に対抗してきた。しかし、2010年の説明の発行によって

2005年の追加説明が撤回された。これによって、NCAAや女性団体はその抵抗の成果を得た

といっても過言ではないであろう。 

また、NCAAの所属メンバーである教育機関にとっても2010年の説明の発行は意義深い。

2005 年の追加説明の発行から 2010 年の説明の発行まで教育機関は身動きができないよう

な状況にあった。行政執行機関である OCRがモデル調査さえ利用すればタイトルⅨの遵守

を実証できるとする一方で、大学対抗運動競技プログラム統括団体である NCAAは 2005年

の追加説明ではなく 1996 年の方針解説に従うよう求めたからである。しかし、2010 年の

説明によって 2005 年の追加説明が撤回され、OCR と NCAA の方針は合致し、教育機関は安

心してタイトルⅨを実施する環境を得た。このことから、2010年の説明の発行は、教育機

関にとって意義あるものであったと言えるだろう。 

さらに、学生にとっても、2010 年の説明の発行は意義深い。なぜなら、2010 年の説明

によって、学生はタイトルⅨを取り戻し、競技に集中することができるようになったから

である。2005年の追加説明は、教育機関がタイトルⅨを遵守していない状況を立証する場

合には、OCR による調査では OCR に、教育機関による苦情申立ての処理では学生にその立

証責任があるとしていた。教育機関のタイトルⅨ不履行を立証する責任の所在が学生にあ

れば、学生は予想される膨大な立証証拠の収集作業に圧倒され、教育機関に対する苦情申

立てを躊躇しかねない。そうなるとタイトルⅨは実質的な機能を果たさないことになる。

しかし、2010年の説明によって立証責任の所在が教育機関にあるとなれば、学生は教育機

関に対して躊躇することなく苦情を申立てることができるだろう。つまり、タイトルⅨの
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もと学生の苦情申立てをする権利が実質的に守られているということである。このことか

ら、学生は、2010 年の説明によって、タイトルⅨを取り戻したと言えるだろう。加えて、

2010年の説明は、学生にとって競技に集中させてくれるものとなった。教育機関がタイト

ルⅨを遵守していない状況を立証するためには多くの作業が要されることを考えると、こ

の立証責任の所在の変更によって、学生は、安心してより競技に集中できるようになった

と言えるだろう。 

以上のことから、2010 年の説明の発行によって、NCAA や女性団体は自らの方針を貫く

環境を、NCAAの所属メンバーである教育機関は安心してタイトルⅨの遵守努力をできる環

境を、そして学生は実質的なタイトルⅨの効力と安心して競技に打ち込める環境を得たと

言えるだろう。 

 

第 5節 本章のまとめ 

 

本章では、タイトルⅨの改称後から 2010 年までの大学対抗運動競技プログラムにおけ

るタイトルⅨの実施過程の行政的側面に焦点をあて分析した。その結果、以下のような知

見を得た。 

NWCAらに提訴されていた DOEは、タイトルⅨの実施を再検討することを目的として 2002

年 6月 27日に初の運動競技機会委員会を設置した。同委員会の主な任務は、タイトルⅨの

実施に関する勧告をペイジ DOE長官に提示することであった。同委員会は、定款に従って、

幅広い視点を勧告に反映させるために公正に調整されるはずであったが、実際のメンバー

構成をはじめその活動プロセス、同委員会に課された問いにはかなりの偏りがみられた。

同委員会は、その設置から約 1年後の 2003年 2月 26日にペイジ DOE長官に最終報告書を

提出した。最終報告書には、同委員会に課された 7つの問いに対する答申と 23の勧告が示

され、このうち同委員会が重視する勧告は「公約」、「明快さ」、「公正」及び「執行」とい

う 4つの主題に整理された。勧告のなかでも全会一致で可決したものに限定して主題ごと

に概観した結果、従来のタイトルⅨの成果を維持しつつ、関心と能力の効果的な受入れに

関する 3つの判断基準を改良しようとする同委員会の姿勢が窺えた。 

ところが、同日、最終報告書に異を唱える少数派メンバーがマイノリティ報告書をペイ

ジ DOE長官に提出し、同委員会の公式記録として承認するよう求めた。マイノリティ報告

書は、独自の答申をはじめ、代替勧告、最終報告書の示す主要な勧告に対する反論、同委
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員会の活動プロセスの問題点を示した。答申は、女子のスポーツ参加及び関心と能力の効

果的な受入れに関する 3つの判断基準を強調する内容であった。また、代替勧告は、最終

報告書の勧告と共通する点が多々見受けられるものの、最終報告書より積極的な現行のタ

イトルⅨの実施を強調するものであった。さらに、主要な勧告に対する反論は、最終報告

書の示す勧告が市民的権利法であるタイトルⅨの立法意思を無視し、女子のためのスポー

ツの参加機会と奨学金に実質的な損害を与えるとし、タイトルⅨの遵守状況を判断する関

心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準の保持を強く主張した。結局、両報告

書の発行日に、ペイジ DOE長官は最終報告書が示した勧告の中でも全会一致で可決された

もののみをその後の方針作成のために考慮すると発表した。 

DOE長官の発表からおよそ 5ヶ月後に、DOEは 2003年の方針追加説明を発行した。同方

針追加説明は、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のそれぞれが同等に

且つ柔軟に扱われること、タイトルⅨを遵守するためにチームを廃止又は降格しないこと、

OCRが関心と能力の効果的な受入れに関する3つの判断基準を積極的に実施していくこと、

私的な支援を受けてもタイトルⅨを遵守する義務があること、OCR が地域格差なくタイト

ルⅨを実施していくこと、従来通り、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基

準が機能すること、及び OCRが男女の平等機会の提供に努めることの 7点を強調した。ま

た、最終報告書とマイノリティ報告書が同方針追加説明に如何に反映されたのかを分析し

たうえで、同方針追加説明を両報告書及び NWCAらそれぞれの支持者の視点から評価した結

果、同方針追加説明が、最終報告書の全会一致で可決された勧告のみを考慮するというペ

イジ DOE長官の約束を果たしつつマイノリティ報告書に配慮しているものの、NWCAらの支

持者らには敗北の烙印を押すような内容であった。 

2003 年の方針追加説明から約 2 年後に DOE は新たな方針を打ち出した。それが、2005

年の追加説明である。同追加説明は、それまで OCRが取り立てて解説してこなかった学生

の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準によるタイトルⅨの遵守方法について詳

細を示した。具体的には、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準のもとタ

イトルⅨの遵守を実証する 3つの条件（①充足されていない関心、②十分な競技能力、及

び③競合への穏当な期待）、教育機関のタイトルⅨ不履行を実証する責任の所在、モデル調

査の利用の有効性、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準の有効性及びそ

の扱いについて解説している。 

ところが、2005 年の追加説明は、従来のタイトルⅨの方針とその基本的原理に相反し、
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現行のタイトルⅨを無力化するとして、スポーツ関係組織や女性団体の抵抗にあった。如

何にタイトルⅨを無力化するのかについて、スポーツ関係組織や女性団体は、モデル調査

のみの結果からタイトルⅨの遵守の実証を可能にする点、モデル調査が女子の参加機会を

阻害する差別を永続させる点、調査対象を在学生及び入学予定者に制限することによって、

運動競技への関心を幅広い視点から評価することを阻む点、モデル調査の無回答を運動競

技に関心がないと解釈することを可能にするような欠点のある調査方法論を公認している

点、女子学生の運動競技への参加機会の権利を実証する責任を教育機関から女子学生自身

に転嫁している点、DOEに対してモデル調査の実施の監視を要求していない点を指摘した。

さらに、連邦議会も同追加説明に反対することを表明する決議案を通過させるに至った。

このように、同追加説明について連邦議会、DOE 及びスポーツ関係団体と女性団体らのコ

ンセンサスを得られない状況において、同追加説明に従ってタイトルⅨを遵守することは、

教育機関にとってリスクの高い選択になると理解された。また、時間の経過とともに同追

加説明に従う教育機関の絶対数の増加を想定すれば、それに伴い訴訟の確率も高まり、同

追加説明のゆくえを探るには、司法、立法及び行政の動向が注目されることも指摘された。 

2010年 4月に DOEは、2005年の追加説明とそれに付随するユーザーガイドが 1979年の

方針解釈と 1996年の方針解説の内容と矛盾し、学生の関心と能力に応じたプログラム作り

の実施基準に基づくタイトルⅨの遵守を判断するための評価手法を適切かつ明快に解説し

ていないとして、同追加説明を撤回して 2010 年の説明を発行した。2010 年の説明は、学

生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準に基づきタイトルⅨの遵守状況を判断

する際に考慮される点を解説する。具体的には、3 つの状況すなわち①充足されていない

関心、②十分な競技能力、③競合への穏当な期待、が確認された大学対抗運動競技プログ

ラムに対して、OCR がタイトルⅨを遵守していないと判断を下すにあたって、さらに①学

生の競技スポーツへの関心と能力について判断する際に差別のない評価手法を用いている

か、②過少な性のチームが存続可能であるにも関わらず、最近、そのチームの存続を停止

したか否か、③関心について測定する多様な指標が用いられているか、④能力について測

定する多様な指標が用いられているか、⑤どれほどの頻度で評価を実施しているかという

5 つの判断基準を適用することや、学生の関心と能力の調査に関する指標や大会や競技会

などのエントリーの可能性について判断する際に、①教育機関が競争相手とする他の教育

機関によって提供される競争機会、②現在、教育機関が競争相手としない他の教育機関に

よって提供される競争機会及び教育機関の地域における他の教育機関によって提供される
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競争機会という 2つの指標を適用することについて解説している。さらに、2010年の説明

は、2005 年の追加説明を破棄して、1975 年のタイトルⅨ実施規則をはじめ、1979 年の方

針解釈、1996年の方針解説に従ってタイトルⅨを実施していくことを言明している。この

ような 2010年の説明の発表は、2005年の追加説明に抵抗してきた NCAAや女性団体にとっ

ては自らの主張が認められたことを、2005年の追加説明に対して異なる姿勢をとってきた

DOE と NCAA との板挟みにあっていた NCAA の所属メンバーにとってはタイトルⅨの遵守に

邁進できる環境を手に入れたことを、さらに学生運動競技者にとっては従来のタイトルⅨ

の実効力と競技に打ち込む環境を取り戻したことを意味すると捉えられた。 
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第 5章 大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状況 

 

第 2章では、タイトルⅨの制定後から改称前までの大学対抗運動競技プログラムにおけ

るタイトルⅨの実施過程を分析した結果、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトル

Ⅸの遵守を審査する際には、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を適用

することが明らかとなった。また、第 4章では、タイトルⅨの改称後から 2010年までの大

学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施過程の行政的側面に焦点をあて分析

した結果、OCR が数々の方針発表を通じて関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判

断基準の適用について明確化を図る中で、タイトルⅨの実施をめぐる論争の焦点が男女比

の実質的均衡基準から学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準にシフトされ

ていったことが明らかとなった。 

本章では、以上のような実施過程を経たタイトルⅨが大学対抗運動競技プログラムにお

いてどの程度遵守されているのかということを明らかにする。このために、タイトルⅨの

改称前（2000年）とタイトルⅨ改称後（2010年）のタイトルⅨの遵守状況を比較及び検討

する。また、タイトルⅨの遵守がどのような要因に左右されうるのかということを探るた

めに、大学規模別、OCR 管区別及び ERA批准の有無別に 2000 年と 2010 年の遵守状況を検

討する。 

 

第 1節 研究方法 

 

第 1項 男女比の実質的均衡基準に基づくタイトルⅨの遵守状況の把握 

本研究では、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のうち男女比の実質

的均衡基準に基づき大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状況を把握、

検討する。大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状況を判断する際には、

関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準が採用される。関心と能力の効果的

な受入れに関する 3つの判断基準とは、①男女の大学対抗運動競技レベルに参加する機会

は、男女学生総数の割合と実質的に均衡がとれているか（男女比の実質的均衡基準）、②大

学対抗運動競技において一方の性の学生数がもう一方のそれより低い場合には、教育機関

は、その学生数の低い性の学生の発展過程にある関心や能力に明らかに対応するプログラ

ムの拡大のあゆみ及び継続的な実施を証明できるか（プログラム拡大の継続的実施基準）、
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③大学対抗運動競技において一方の性の学生数がもう一方のそれより低く、しかも、上述

したように、教育機関がその学生数の低い性の学生の発展過程にある関心や能力に明らか

に対応するプログラムの拡大のあゆみ及び継続的な実施を証明できない場合には、現在の

プログラムによってその学生数の低い性の学生の関心と能力が十分且つ効果的に受入れら

れていることを明らかに示すことができるか（学生の関心と能力に応じたプログラム作り

の実施基準）、である。ここでは、①男女比の実質的均衡基準に基づき、大学対抗運動競技

プログラムにおいてどの程度タイトルⅨが遵守されているのかということを検討する。 

タイトルⅨの遵守状況を判断する際には、①男女比の実質的均衡基準のみが適用される

わけではない。大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状況を把握するた

めに、①男女比の実質的均衡基準、②プログラム拡大の継続的実施基準或いは③学生の関

心と能力に応じたプログラム作りの実施基準が適用される。また、この判断基準を示して

いる OCRも当然そのような方法で大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守

状況を審査する。加えて、裁判所も OCRの方針が示すとおり、①男女比の実質的均衡基準

を満たせなければ②プログラム拡大の継続的実施基準を、②プログラム拡大の継続的実施

基準を満たせなければ③学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を適用し、

大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守状況を審査してきたし、そのこと

はタイトルⅨの実施過程を分析した第 2章でみてきた。 

以上のことから、①男女比の実質的均衡基準に基づき大学対抗運動競技プログラムにお

けるタイトルⅨの遵守状況を把握するという本研究は、幾分、強引のように捉えられるか

もしれない。大学対抗運動競技プログラムにおいて①男女比の実質的均衡基準が満たされ

てないからといって、即、タイトルⅨを遵守していないと判断することは難しいからであ

る。また、①男女比の実質的均衡基準を満たせなかったとしても、②プログラム拡大の継

続的実施基準或いは③学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を満たすこと

によってタイトルⅨを遵守している大学対抗運動競技プログラムが存在すると十分考えら

れるからである。 

しかし、そのことが本研究の意義を無にするとは言いがたい。タイトルⅨの実施過程を

踏まえたうえで、大学対抗運動競技プログラムにおいてどの程度タイトルⅨが遵守されて

いるのかということを 1つの判断基準を用いて検討することは、タイトルⅨ（法律）の目

的の実施状況を実証することになる。また、本研究では大学対抗運動競技プログラムにお

ける男女比の実質的均衡基準に基づくタイトルⅨの遵守状況に影響を与えうる要因につい
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ても検討することから、大学対抗運動競技プログラムにおいて生じているタイトルⅨの実

施効果と実施状況との乖離の原因を提示できると考えられる。さらに、男女比の実質的均

衡基準の今後のあり方や扱い方について幾分かの提言を見出せると考えられる。以上のこ

とを本研究の意義と限界として受け止め研究を進めていく。 

 

第 2項 割合値の検討 

男女比の実質的均衡基準に基づきタイトルⅨの遵守状況を検討するために、「割合値」

を検討する。割合値とは、女子学生運動競技者数の割合値と女子学生数の割合値の差であ

る。つまり、「女子学生運動競技者数の割合値 －
マイナス

女子学生数の割合値」から導きだされる

数値である。例えば、ある大学の「割合値」が＋10％の場合には、当該大学の女子学生運

動競技者数の割合値が女子学生数の割合値を 10％上回っていると同時に、男子学生運動競

技者数の割合値が男子学生数の割合値を 10％下回っていることになる。また、割合値が－

10％の場合には、当該大学の女子学生運動競技者数の割合値が女子学生数の割合値を 10％

下回っていると同時に、男子学生運動競技者数の割合値が男子学生数の割合値を 10％上回

っていることになる。さらに、割合値が 0の場合には、当該大学の女子学生運動競技者数

の割合値と女子学生数の割合値が同値であると同時に、男子学生運動競技者数の割合値と

男子学生数の割合値が同値であることになる。つまり、割合値が 0であるということは、

当該大学が男女比の実質的均衡基準を理想的に満たし、よってタイトルⅨを遵守している

と判断できるということである。 

 

第 3項 達成度の検討 

 各側面からの比較検討を行う上で、「割合値」の他に「達成度」からも分析検討を行う。

達成度は、女子学生運動競技者数の割合値を女子学生数の割合値で割った値より求められ

る。したがって、達成度１は両者の割合が一致し、それ以下の値は、女子学生運動競技者

数の割合値が女子学生数の割合値を満たしておらず、また、値が１以上になると、女子学

生数の割合値に対して女子学生運動競技者数の割合値が上回っていることを意味している。 

 

第 4項 研究対象の特徴 

本研究では、大学対抗運動競技プログラムの中でも NCAA のディビジョン I-A に所属す

る大学対抗運動競技プログラムの割合値を研究の対象とした。そこで、以下では、NCAAの
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ディビジョン I-Aの特徴を明らかにするために、大学対抗運動競技プログラムを統括する

主要な団体の相違点と NCAAのそれぞれのディビジョンの相違点について検討する。 

 

（１） 大学対抗運動競技プログラム統括団体と NCAA 

 アメリカには大学対抗運動競技プログラムを統括する 5 つの主要な団体が存在する1が、

中でも NCAAは、最も早く設立され、最も多くの所属メンバー大学を有し、最も多様な構成

メンバーを認める統括団体である。 

アメリカにおける大学対抗運動競技プログラムを統括する 5 つの主要団体の 1 つ目は、

全米大学対抗運動競技協会（National Association of Intercollegiate Athletics：以下、

NAIA と表記）である。NAIA は、1940 年に全米大学対抗バスケットボール協会(National 

Association of Intercollegiate Basketball)として設立されたが、開催する競技種目の

拡大によって 1952 年に現在の名称である NAIA に改称された2。NAIA は、学士号を授与す

る全米及びカナダにおける 4年制カレッジ及び大学や 2年制教育機関などを構成メンバー

とし3、現在では 300近くの所属メンバー大学を有している。一時は 500の所属メンバー大

学を有していたが、多くの大学が NCAAに所属を変更したという4。 

2 つ目の団体は、米国カレッジ運動競技協会（United States College Athletic 

Association：以下、USCAAと表記）である。USCAAは、1966年に全米小規模大学運動競技

協会（National Little College Athletic Association：NLCAAと表記）として設立され、

10 校の構成メンバー大学から始まった5。後に、構成メンバー大学と開催する運動競技種

目を徐々に増やし、NLCAA は 1989 年に全米小規模大学運動競技協会（National Small 

College Athletic Association）へと名称を変更し、さらに 2001年に現在の USCAAに改称

した6。USCAAは、500人から 2500人の学生を有する小規模な教育機関から構成され、2009

年時点では 82の構成メンバー大学を有している7。 

3つ目の団体は、全米クリスチャンカレッジ運動競技協会（National Christian College 

Athletic Association：以下、NCCAAと表記）である。1968年に設立された8NCCAAは、キ

リスト教の教義に賛同する 4年制の教育機関を構成メンバーとする9。2011年から 2012年

のシーズンでは 104の構成メンバー大学を有している10。 

4 つ目の団体は、全米短期大学運動競技協会（National Junior College Athletic 

Association：NJCAA と表記）である。1938 年に設立された11NJCAA は、2 年制の教育機関

を構成メンバーとしている12。2010 年時点において、NJCAA は 513 の大学から構成されて
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いる13。 

最後の団体は、本研究の対象である NCAAである。NCAAは、1906年に非営利の教育的ス

ポーツ団体として米国大学対抗運動競技協会（Intercollegiate Athletic Association of 

the United States）から始まり、1910 年にその団体名称を変更し NCAA となり14、他の 4

つの主要団体と比べてその歴史は最も長い。大学規模や大学の宗教的信条などによって構

成メンバーを限定する他の団体と比べて、NCAA は「多様な構成メンバーシップの母体15」

として、多くの教育機関に門戸を開く。2010 年時点において、NCAA に所属する大学数は

1062 校16であり、大学対抗運動競技プログラムを統括する主要な 5 団体の中でも最も規模

の大きい団体であるといえる。 

以上のように、NCAAはアメリカの大学対抗運動競技プログラムを統括する主要な団体の

中でも最も歴史が長く、その構成メンバーは多様性に富み、最も規模が大きい団体なので

ある。 

 

（２） ディビジョン I-Aの特徴 

1973年以来、NCAAに所属する構成メンバー大学は、ディビジョンⅠ、ディビジョンⅡ、

ディビジョンⅢという 3つの競技部門（competitive divisions）に分類されている。ディ

ビジョンⅠは、1978年に I-Aと I-AAに細分化され、さらに 2007年には I-Aがフットボー

ル・ボウル・サブディビジョン(Football Bowl Subdivision：以下、FBSと表記)に、I-AA

がフットボール・チャンピオンシップ・サブディビジョン（Football Championship 

Subdivision：以下、FCSと表記）に名称を変更している17。 

構成メンバー大学は、それぞれのディビジョンに要求される事項などによって特徴付け

られる。まず、ディビジョンⅠに所属するメンバー大学の特徴についてみてみると、メン

バー大学は、少なくとも男女それぞれのために 7つの運動競技、或いは男子のために 6つ

の運動競技と女子のために 8つの運動競技と男女それぞれのために 2つのチーム運動競技

を主催しなければならない18。それぞれの運動競技種目には、最低限に満たすべき試合数

及び参加者数や予定表の作成基準があり、アメリカンフットボール及びバスケットボール

以外の運動競技において、各メンバー大学は全ての試合のうちの半分を同じディビジョン

Ⅰに所属するメンバー大学と対戦しなければならない19。また、男女それぞれのバスケッ

トボールチームは、2 試合以外の全ての試合を同じディビジョンⅠに所属するメンバー大

学と対戦しなければならず、男子チームに限っては、全試合の 3分の 1をホームアリーナ
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で行わなければならない20。アメリカンフットボールチームを有するメンバー大学は、FBS

と FCS に分けられ、FBS に分類されたメンバー大学には最低限満たすべきアメリカンフッ

トボールの試合観戦者数が設定されている一方で、FCS に分類されたメンバー大学にはそ

のような最低限の観戦者数は求められていない21。メンバー大学は、制限された範囲内で

運動競技奨学金を授与しなければならず、それぞれの運動競技ごとの運動競技奨学金の最

大授与額を超えてはならない22。 

 次に、ディビジョンⅡに所属するメンバー大学の特徴についてみてみよう。メンバー大

学は、少なくとも男女それぞれのために 5つの運動競技、或いは男子のために 4つの運動

競技と女子のために 6つの運動競技と男女それぞれのために 2つのチーム運動競技を主催

しなければならない23。ディビジョンⅠと同様にディビジョンⅡにおいてもそれぞれの運

動競技種目には、最低限に満たすべき試合数及び参加者数や予定表の作成基準がある。ア

メリカンフットボール及び男女それぞれのバスケットボールチームは、少なくとも全試合

の半分を同じディビジョンⅡに所属するメンバー大学、或いは FBSか FCSのメンバー大学

と対戦しなければならない24。アメリカンフットボール及びバスケットボール以外の運動

競技においては予定表の作成基準は設定されていない25。ディビジョンⅠでは最低限満た

すべきアメリカンフットボールの試合観戦者数や男子バスケットボールのホームアリーナ

における試合数が設定されているが、ディビジョンⅡではそのような設定はない26。ディ

ビジョンⅠと同様にディビジョンⅡに所属するメンバー大学は、制限された範囲内で運動

競技奨学金を授与しなければならない27。ディビジョンⅡに所属するメンバー大学の学生

競技者の多くが地元出身者或いは大学が所在する州の出身者であり、彼らは奨学金、奨学

補助金、学生ローン、労働収入などから授業料を捻出している28。また、ディビジョンⅡ

に所属するメンバー大学が提供する運動競技プログラムは、大学の他の学部のように大学

の予算で運営されている29。ディビジョンⅡの試合予定は、地元のライバル大学との競技

会の予定に大きく左右される30。 

 最後に、ディビジョンⅢに所属するメンバー大学の特徴についてみてみよう。メンバー

大学は、少なくとも男女それぞれのために 5つの運動競技と男女それぞれのために 2つの

チーム運動競技を主催しなければならない31。ディビジョンⅠ及びⅡと同様に、ディビジ

ョンⅢにおいてもそれぞれの運動競技種目には、最低限に満たすべき試合数及び参加者数

や予定表の作成基準がある32。ディビジョンⅠ及びⅡとは異なり、ディビジョンⅢに所属

するメンバー大学の学生競技者には、運動競技奨学金が給付されていない33。また、ディ
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ビジョンⅢに所属するメンバー大学の運動競技局には、大学の他の学部のように職員が配

置され、資金が供給されている34。ディビジョンⅢに所属するメンバー大学の運動競技局

は、試合観戦者よりも、運動競技に参加する学生競技者を重要視しており、学生競技者の

運動競技の経験に何よりも価値をおいている35。ディビジョンⅢは、地域の季節にあった

競技会に重きを置きつつ、最大限に多様な運動競技の機会を提供することによって、運動

競技への参加を奨励している36。 

以上のように、各ディビジョンの相違点について検討した結果、本研究の対象であるデ

ィビジョン I-A（FBS）には、唯一、最低限、満たすべきアメリカンフットボールの試合観

戦者数が設定されていることから、この点がディビジョン I-A（FBS）に所属するメンバー

大学の最大の特徴といえるだろう。 

 

第 5項 タイトルⅨの遵守状況に影響を与える要因の検討 

大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守に影響を与える要因には、様々

なものが考えられるが、本研究においては、先述したように大学規模の違い、大学が属す

るOCRの管区の違い及び大学が所在する州のERA批准の有無に焦点を当てて検討を加える。

以下では、タイトルⅨの遵守に影響を与えうる要因として、以上の 3つの視点から検討す

る意図について述べる。 

 

（１）大学規模別比較 

大学規模の違いがタイトルⅨの遵守に影響を与えると考えた背景には、タイトルⅨの制

定後における女子学生の増加に伴い、大規模大学に比べて小規模大学にとって、よりタイ

トルⅨの遵守を果たすことが難しくなっていると考えたからである。図 5-1は、男女別大

学生数及び女子学生比率の歴史的推移を示したものである。1960年代中期にベビーブーマ

ーが大学進学年齢に達したことと、大学進学者が増加したことによって、高等教育は劇的

に拡大した37。とりわけ女子学生比率の伸びは目覚しく、タイトルⅨ制定後の 1979-1980

年のアカデミックイヤーには男子学生比率を越え、50.9％に達している。それから女子学

生比率は徐々に上昇し、2005-2006年のアカデミックイヤーには 57.4％へと上昇している。

その後、女子学生比率は停滞するものの 57％代を維持しつつ、2009-2010年のアカデミッ

クイヤーには 57.1％となっている。このように、タイトルⅨが制定されてから、女子学生

比率はじわじわと上昇しつつ、男子学生比率を上回っているのである。さらに、2020年ま
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での男女学生比率を予想する DOEによると、今後、男女学生数はともに上昇しながら、女

子学生比率が男子学生比率との差を少しずつ広げていくというのである38。 

以上のように、タイトルⅨの制定後、女子学生比率が男子学生比率を上回り、さらに男

子学生比率との差を徐々に広げている中、大学は、タイトルⅨを遵守するために女子学生

の大学対抗運動競技プログラムに参加する機会を拡大し続けなければならない。タイトル

Ⅸの遵守状況を判断するための男女比の実質的均衡基準は、男女学生運動競技者数の割合

値を男女学生数の割合値に相当させるよう規定している。この判断基準のもとタイトルⅨ

を遵守するためには、男子学生運動競技者数の割合値を下げるか、女子学生運動競技者数

の割合値を上げるか、いずれかの選択が考えられる。しかし、男子学生運動競技者数の割

合値を下げる選択は、「冷遇慣行」として OCRから指摘されている。そうなると、女子学生

運動競技者数の割合値を高める選択を大学はせざるを得ない。よって、大学は、男女比の

実質的均衡基準のもとタイトルⅨを遵守するために、女子学生運動競技者数の割合値を上

昇させるためのプログラムの変革を求められるのである。 

しかし、本研究の対象となるディビジョン I-A（FBS）に属する大学にとって、女子学生

運動競技者数の割合値を上昇させることは困難であると考えられる。タイトルⅨ実施過程

でもみてきたが、財政緊縮の影響を受けて、大学対抗運動競技プログラムの運営は決して

容易ではない。このような状況の中、とりわけ、アメリカンフットボールの最低観客数が

設定されているディビジョン I-A（FBS）に属する大学運動競技局の運営は困難である。な

ぜなら、ディビジョン I-A(FBS)に属する大学運動競技局は、アメリカンフットボールの集

客力を維持・向上しつつ、女子学生のための大学対抗運動競技プログラムの拡充を迫られ、

多大なコストを強いられるからである。 

さらに、ディビジョン I-A(FBS)に属する大学の中でも、小規模大学の運動競技局は、大

規模大学のそれに比べて、難しい運営を強いられ、タイトルⅨを遵守することは困難であ

ると考えられる。なぜなら、小規模大学は、大規模大学に比べて、学生総数が少ないにも

かかわらず、大規模大学と同様にアメリカンフットボールの集客力を維持・向上しつつ、

女子学生運動競技者数の割合値の上昇を求められるからである。つまり、小規模大学は、

大規模大学に比べて学生総数が少ないにもかかわらず、大規模大学と同じような規模の大

学対抗運動競技プログラムの運営を強いられることになるのである。そうなると、小規模

大学にとって、男女比の実質的均衡基準のもとタイトルⅨを遵守することは容易ではない

と考えられる。 
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以上のような考えから、本研究では、大学規模の違いがタイトルⅨの遵守に影響を与え

るのかどうかについて検討する。 
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図 5-1：男女別大学生数及び女子学生比率の歴史的推移 
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（２）OCR管区別比較 

OCR 管区別にタイトルⅨの遵守状況を把握しようとした背景には、OCR 局間に何らかの

格差が存在し、それがタイトルⅨの遵守に影響を与えているのではないかという考えがあ

る。後に詳細を述べるが、OCRの執行業務は 12の地方局によって執り行われている。それ

ぞれの地方局には管轄州があり、タイトルⅨの執行業務において OCR地方局は管轄州に所

在する大学を監視・指導する。つまり、OCRは、1つの機関として全米における大学のタイ

トルⅨの実施について監視・指導するのではなく、実際には 12の地方局によって機能して

いるのである。そして、この 12の地方局の間で何らかの格差が生じているのではないかと

考えたのである。 

タイトルⅨを執行する行政機関である OCRには、アメリカ全土において地域格差が生じ

ることのないようにタイトルⅨを実施することが求められている。そのことについては、

OCR自身も 2003年の方針追加説明において強調している。そうであるならば、OCR管区別

にタイトルⅨの遵守状況を把握し、格差が確認されれば、なぜそのような格差が生じてい

るのか、また、その格差が OCR地方局間のなんらかの違いに起因するようであるならば、

改善していくことが必要であると考えられる。このような着想から、本研究では OCR管区

別にタイトルⅨの遵守状況を把握しようとするのである。 

 

（３）ERA批准の有無別比較 

 ERA批准の有無別に比較検討を行う背景には、ERA批准の有無がタイトルⅨの遵守に影響

を及ぼしているのではないかという考えがある。そこで、まず ERAについて解説してから、

ERA批准の有無別比較検討の背景について述べる。 

アメリカは男女平等の国とイメージされがちであるが、実際には、アメリカには男女平

等を謳い、性差別を禁止する連邦レベルの憲法は存在しない。しかし、これまでアメリカ

国民は、男女平等と性差別の禁止を規定しないアメリカ合衆国憲法を易々と受入れてきた

わけではない。「憲法によって男女の平等を実現しようとする趣旨の ERA39」をアメリカ合

衆国憲法に盛り込むよう要求する法案が、1923年に初めて連邦議会に提出され、半世紀を

経てから、女性運動が高まりを見せる中で、強い支持を受けて連邦議会を通過したものの、

アメリカ合衆国憲法の修正に必要な 38州の批准を得るまでに至らず、1982年 6月 30日に

批准の期限が切れると同時に廃案となり、不成立に終わっているという経緯が存在する40。 

 では、ERAとはどのような条項なのかをみてみよう。ERAの条文は以下のとおりである41。 
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第1項 性を理由として法の下の平等な権利が連邦または州によって拒否され、

または制限されることはない。 

第2項 連邦議会は適切な立法によって本条の規定を執行する権限を有する。 

第3項 この修正は批准の日から 2年後に効力を生ずる42。 

 

このような文言の ERA は、性を分類の指標として用いることを絶対的に禁止しており、

武田は、その絶対的禁止の 3 つの論拠とともに、絶対的禁止の 2 つの例外を挙げる43。ま

ず、絶対的禁止の 3つの論拠の 1つ目は「性による分類にあてはまらない女性が多数いる

ので、性による分類をする法は必然的に女性差別を生むこと」、2つ目は「差別が 1つの領

域で法的に認められると、そのことが次々といろいろな局面での性差別につながっていく

こと」、3つ目は「権利義務の二重構造は、必然的に権利主体の地位の優劣をもたらすこと、

すなわち女性が劣位に置かれること」である。また、絶対的禁止の 2つの例外の 1つ目は

「プライヴァシー権を守るための男女別施設（更衣室・トイレなど）」と、2つ目は「どち

らかの性にしかない身体上の特徴を規制し、考慮に入れ、別の方法で取り扱う場合」であ

る。加えて、武田は、ERA のもと「女性のみを対象とする労働者保護法は認められない」

と付言している44。このような規範内容をもつ ERAは、上述したように 1923年に初めて法

案として提出され、1970年代まで長らく放置されてきた多くの性差別的な法律を一掃する

いわば特効薬として、1970年代の女性運動の最重要課題とされたという45。 

 しかし、以上のような性差別的な法律を一掃することを目指した ERAは不成立に終わっ

ている46。ERA は、1971 年 10 月に 354 対 23 で下院議会を、そして 1972 年 3 月に 84 対 8

という圧倒的多数で上院議会を通過した。ERA が連邦議会を通過して数時間後に批准した

ハワイ州を筆頭に 30州が早くに批准をしたものの、その後、1974年に 3州、1975年と 1977

年にそれぞれに 1州が批准しただけであった。その結果、ERAの条文に規定されていた 1979

年 3月までに ERA発効に必要な 38州の批准を得られなかった。連邦議会は批准期限をさら

に 1982 年 6月 3日までに延長したものの、その後、1州の批准も得られないどころか、5

州が批准を撤回し、ERAはついに不成立に終わったのであった。 

では、なぜ ERA は不成立に終わったのだろうか。ERA 不成立の意義をアメリカのフェミ

ニズム運動の歴史の中に位置づける有賀は、「70年代のアメリカでは、男女の役割の変化、

すなわち女性の労働参加は確実に進行し、女性観、家族観も伝統的なものから新しい多様
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なものへと変わり、ERAに対する一般的な支持もむしろふえている。それにもかかわらず、

ERAは成立しなかった47」と述べた上で、ERA不成立の主な理由に 3つを挙げる。 

まず、1 つ目に、ERA 反対者側による運動が大きな成果をあげたことを挙げる48。最初、

ERA 批准に反対していたのは女性労働者保護を主張する女性組織であったが、それが ERA

支持側に回ると、ERA 反対運動は極端な反共産主義的な組織をはじめ、人種差別主義的な

組織、モルモン教会、南部中心に組織された全国州権党、白人市民会議など、公民権運動

に反対してきた組織によって進められていった。そして、それらの組織を統合したのが、

自称主婦で、実際には右翼活動家のフィリス・シュラフリー（Phyllis Schlafly）であり、

一般家庭の主婦に対して恐怖を植え付けるような語りかけをして、ERA 批准を阻止してい

った。また、これら反対側は 3 つの議論から ERA 批准を阻止しようとした49。その 3 つの

議論とは、「伝統的な女性観、性役割、家族を擁護する立場」、「現代社会における強力な国

家を維持しなければならないという立場」、「州権論の立場」からの議論である。1 点目に

ついて、先のフィリス・シュラフリーを中心に、ERA によって男女別の公衆便所が禁止さ

れるとか、専業主婦が無理やり職場に引っ張りだされるといった極論が展開され、ERA 反

対が主張された。これに対して ERA賛成側は、男女別の公衆便所についてはプライバシー

の権利によって守られるとか、ERA は働きたい女性に男性と同等の機会を与えるのであっ

て、女性を無理に家庭から職場に引っ張りだすのではないとか、ERA は連邦政府や州政府

を拘束するのであって、個人を直接に拘束するものではないなどと、反対側の議論に対し

て説明した。2つ目の強力な国家の維持について、ERAには徴兵の平等が含まれることから、

女性が国防を担えば軍事的な支障をきたすのではないかと主張したのである。このような

主張をする人々は、強い国家と軍備を求めていたことから、女性は家庭を守るべきとする

伝統的な女性観を支持する立場でもあった。3 つ目の州権論については、奴隷制度や黒人

の市民権に反対してきた者たちが用いてきた議論であり、州における人種や性による差別

の撤廃のために連邦政府が介入しようとするときに、州権を主張し抵抗するための議論で

あった。このような「伝統的な女性観、性役割、家族を擁護する立場」、「現代社会におけ

る強力な国家を維持しなければならないという立場」、「州権論の立場」という 3つの立場

から議論を展開した ERA反対派の運動の効果が ERA不成立の要因のひとつとして挙げられ

るのである。 

ERA不成立の 2つ目の理由に、アメリカのフェミニズム運動の展開を挙げる。1960代末

から女性解放運動が展開される中で、女権運動の性格の強かった比較的穏健派の女性組織
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が急進派の影響を受けて、人工中絶や同性愛者の権利などを ERAとともに主張するように

なった。こうなると、保守派には、ERA が家族崩壊に通じる過激な主張であるかのように

映った。また、過激な女性解放運動を進める組織も ERAを支持し、従来穏健派の女性組織

は人工中絶や同性愛者の権利などに反対したとしても ERAを支持した。このような展開に

対して反対派は、ERA は過激なフェミニスト集団の求めるものであるという印象を世の中

に持たせる運動を展開し、ERA不成立に影響を与えたというのである。 

ERA不成立の 3つ目の理由に、1964年の市民的権利法などの法律の整備によって平等化

が促進されたことを挙げる。市民的権利法の成果によって、ERA をわざわざ制定しなくと

も現行の憲法及び法律によって男女平等は十分に達成できるという議論が持ち上がった。

この議論が ERAの支持を増やすことを妨げる原因の一つとなり ERA不成立に繋がったとい

うのである。 

以上のような ERA 不成立の要因を挙げる有賀は、ERA 不成立の意義について考察しなが

ら、ERA は異なる思想を持つ女性組織を結束させ、その結果、政治的な力を増した女性組

織らは市民的権利法による男女平等の推進を図ることができたものの、一方、ERA のもと

女性組織らの結束はより急進的な女性解放思想に傾倒したがために ERAは不成立に終わっ

たのだと主張する50。当初、ERAは、女性の平等な権利が獲得されることによって男女平等

が達成されると考える女性組織が中心となって展開した女権運動に受入れられていた。し

かし、1960年代に入ると、男女平等は権利の問題というよりも根本的な性に関する意識の

問題であると考える急進派の女性組織が中心となって展開した女性解放運動が影響力を増

して、この急進派の女性たちも ERAを女性解放の手がかりとして受入れるようになった。

このようにして ERA成立という統一目標のもと女権運動を展開する穏健派女性組織と女性

解放運動を展開する急進派女性組織が結束し、政治的な力をつけていった。しかし、ERA

成立という統一目標を掲げて結束した女性組織はより急進的な女性解放思想に支配され、

その結果、ERA 成立は達成できなかったが、その政治的な力は市民的権利法によって男女

平等を推進することに効果をあげ、これが ERA不成立の意義と捉えられるというのである。

つまり、有賀の ERA不成立の意義の考察から、当時、男女平等の問題を女性の権利保障の

問題として受け止めることはできても、人工中絶や同性愛者などの性の解放の問題として

受け止める素地は十分でなかったことが窺え、それが ERA不成立につながったと考えられ

るのである。 

以上のような理由から ERA は不成立に終わったが、では、ERA が存在しない現在のアメ
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リカにおいて、女性差別の禁止はいかに規制されているのだろうか。武田は、連邦憲法修

正第 14条の平等保護条項は 1970年代以降の性差別の禁止に目覚しい役割を果たしている

と評価した上で、平等保護条項による性差別の禁止の限界についても指摘している51。平

等保護条項は、南北戦争後の 1968年に人種の平等を目指して連邦憲法修正第 13条及び 15

条とともに制定された。平等保護条項は、州管轄内の何人に対しても法の平等な保護を拒

んではならないと規定しており、女性の平等要求の根拠となる条項であるが、1960年代に

おいては女性差別に対して役に立っていなかった。1960年代の連邦最高裁判所は、平等保

護条項の違憲性審査において厳格審査と合理性審査の 2つの審査基準を採用していた。人

種による分類には厳格審査が適用され、その人種による分類は違憲の推定を受ける。この

違憲の推定を覆すために、政府はその分類が非常に重要な政府の利益に仕え且つその目的

を達成するために不可欠であることを立証しなければならないが、この立証は非常に困難

であり、ほとんど不可能であった。一方、性による分類には、合理性審査が適用され、そ

の性による分類は合憲性の推定を受ける。政府の何らかの正当な目的が考えられ、その目

的の実現にその分類が何らかの関連性を有していれば、その分類の合憲性は認められる。

つまり、1960年代においては、厳格審査が適用される人種による分類に比べ、合理性審査

が適用される性による分類は違憲性を認められにくく、合憲とされる可能性が高かったの

である。よって、平等保護条項は女性差別に対して役に立っていなかったというのである。 

しかし、1971年以降、最高裁判所は性による分類に厳格審査と合理性審査の中間にあた

る中間審査を適用し、違憲判決を重ねていった52。中間審査において、性による分類は違

憲の推定を受け、その性による分類を正当化するためには、政府にとって重要な目的が存

在し、性による分類がその目的の達成に相当な関連性を有することを政府が立証しなけれ

ばならない。しかし、政府が男女のステレオタイプ的な役割を前提とすることを最高裁判

所は認めなくなったので、政府は多くの法律について立証できなかった。つまり、1971年

以降は、性による分類に対して中間審査が適用され、違憲とされる可能性が高まったゆえ

に、平等保護条項は女性差別に対して以前より役に立つようになったということである。 

以上のように性による分類に中間審査が適用されることによって、その分類の違憲性が

認められる可能性は高まったものの、その基準のあいまいさは裁判所の判断をみるとぬぐ

いきれないという53。例えば、合意に基づく未成年の性行為に対して男性だけを処罰の対

象とする州の法定強姦法は、未成年者の妊娠を防ぐという目的にかなった合憲の分類とさ

れたが、この合憲という判断は性行為において男性がイニシアチブをとるというステレオ
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タイプを前提にしない限りありえないという。また、男性のみに徴兵予備登録を要求する

連邦法について、男性のみが戦闘行為に適していることを理由に合憲とすることは非論理

的であるといわれている。つまり、性による分類に対して中間審査が適用されるようにな

ると、女性差別の違憲性がより認められやすくなったとはいえ、基準のあいまいさから、

平等保護条項による女性差別の撤廃には限界があると考えられるのである。 

吉田によると 1976年に下されたクレッグ対ボーレンの判決54から中間審査は性差別に対

して適用されるようになり、その中間審査は 1982年のミシシッピー女子大学対ホーガンの

判決55以降、次第に厳しくなっており、厳格審査に近づいているという56。中間審査がより

厳格審査に近い審査基準になってきているのであれば、女性差別が違憲とされる可能性は

さらに高まり、平等保護条項による女性差別の完全撤廃に期待が寄せられるところだろう。

しかし、人種差別に対しては厳格審査が適用されることを考えると、平等保護条項による

女性差別の完全撤廃にはやはり限界があるといえる。 

しかし、ERA が不在の中、平等保護条項による女性差別の撤廃には限界があると結論づ

ける前に、アファーマティブ・アクションの動向についてもみておく必要があるだろう。

アファーマティブ・アクション（affirmative action）とは、「人種や性といった、本来な

ら分類の指標としてはならない要素を考慮に入れた、差別解消のための積極的措置57」、優

遇措置であり、ヨーロッパや日本ではポジティブ・アクションと呼ばれている58。一口に

アファーマティブ・アクションと言っても、その実施方法は、議会が法律に定める場合や、

大統領令の行政命令が連邦政府と契約した企業に課す場合、裁判所が市民的権利法に違反

する雇用慣行に対して救済として命じる場合、裁判上の和解による場合、使用者が採用す

る場合など多様である59。また、実施の手段にしても採用枠のパーセンテージを設定し一

定の結果達成を強制する割当制度（quota）や、目標数値とその数値を達成のためのタイム

テーブルを設ける方法、人種や性を「プラスの要素」と捉える方法など多様である60。 

以上のようなアメリカにおけるアファーマティブ・アクションの合憲審査基準に最も影

響を与えたといわれているのが、1995年のアダランド判決61であろう。アダランド判決は、

人種を理由としたアファーマティブ・アクションが平等保護条項に違反するか否かを審査

する際には、厳格審査を適用するとした62。アダランド判決が下されるまで、アファーマ

ティブ・アクションの合憲性審査基準は、人種を理由とするアファーマティブ・アクショ

ンにおいて一定ではなかった63。上述したように、人種を理由とする差別に対する審査に

は厳格審査が適用され、ほとんどの場合には違憲の判断が下されていたが、人種を理由と
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するアファーマティブ・アクションに適用される審査基準は事件ごとに異なり、どの基準

が適用されたのかを特定することが難しい状況にあったという64。このような中、人種を

理由とするアファーマティブ・アクションにも、人種を理由とする差別に適用される厳格

審査を適用するべきだという批判があがり、それに答えたのがアダランド判決だという65。 

アダランド判決は、性別を理由とするアファーマティブ・アクションの合憲性審査基準

にも大きな影響を与えたとされる66。性別を理由とするアファーマティブ・アクションの

事例でも、アダランド判決以前は、その審査基準は一定ではなかったという67。その原因

について吉田は、「性別に基づくアファーマティブ・アクションに中間審査を採用すると、

厳格審査が適用される人種に対するアファーマティブ・アクションは、性別に対するアフ

ァーマティブ・アクションよりも厳しい基準に服すことになるということであった。その

結果、より深刻だととらえられてきた人種差別を救済しようとするアファーマティブ・ア

クションのほうが、より違憲無効とされる可能性が高くなることが問題視された」と述べ

ている68。 

武田は、性別を理由とするアファーマティブ・アクションへのアダランド判決の影響に

ついて、「性による分類に対しては中間的な審査が行われている。そのため、女性に対する

差別法は放置されているにもかかわらず、女性差別を是正するためのアファーマティブ・

アクションは廃止される、という矛盾がおきかねない状況にある」と述べている69。確か

に、先に述べたように性別を理由とする差別には、中間審査が適用され、合憲性が認めら

れる可能性を残している一方で、性別を理由とするアファーマティブ・アクションには、

厳格審査が適用され、違法とされるとなれば、女性差別の完全撤廃は遠のいてしまうと考

えられる。 

一方、吉田は、武田とは違った角度からアダランド判決を捉えている。「差別を受けて

いるとされるのがどの人種であるかにかかわらず、一律に、アファーマティブ・アクショ

ンに厳格審査を適用するとした」アダランド判決と同様の論理で考えれば、性別を理由と

するアファーマティブ・アクションには、性別を理由とする差別に適用されると同様に中

間審査が適用されると吉田は主張する70。つまり、吉田は、性別を理由とする差別にも、

性別を理由とするアファーマティブ・アクションにも中間審査が適用されると考えるので

ある。吉田の考えに従えば、性別を理由とする差別に中間審査が適用されれば、合憲性が

認められる可能性があり、よって性差別的な法律が放置される可能性がある一方で、性別

を理由とするアファーマティブ・アクションに中間審査が適用されれば、合憲性が認めら
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れる可能性があり、よってアファーマティブ・アクションの廃止の可能性は低くなり、武

田の主張に比べれば、女性差別の撤廃に希望が見出せる。 

しかし、上述したように性別を理由とする差別に適用される中間審査はより厳格な基準

になってきている。そうなると、吉田の主張に従えば、性別を理由とする差別に厳しい中

間審査が採用され、違憲とする可能性が高まるとともに、性差別的な法律の撤廃が徐々に

進む可能性も高まる一方で、性別を理由とするアファーマティブ・アクションに厳しい中

間審査が採用され、違憲とする可能性が高まるとともに、性別を理由とするアファーマテ

ィブ・アクションの衰退の可能性も高まると考えられる。また、武田の主張に立てば、性

別を理由とする差別に厳しい中間審査が採用され、違憲とする可能性が高まるとともに、

性差別的な法律の撤廃が徐々に進む可能性も高まる一方で、性別を理由とするアファーマ

ティブ・アクションに厳格審査が採用され、ほぼ違憲とされることから、性別を理由とす

るアファーマティブ・アクションは廃止されると考えられる。 

以上のように性別を理由とするアファーマティブ・アクションの動向についてみてきた。

武田と吉田はそれぞれアダランド判決を違った角度から捉えているが、両者に共通する点

は性別を理由とする差別に適用される審査基準が中間審査であるということである。そし

て、人種を理由とする差別やアファーマティブ・アクションには、厳格審査が適用される

一方で、性別を理由とする差別には中間審査が適用されているのである。確かに、性別を

理由とする差別に適用される中間審査はより厳格になってきているので、「厳格審査に近づ

いたことで、人種に基づくアファーマティブ・アクションが性別に基づくものより違憲と

判断されやすいという矛盾を解消するのではないかという観測がある71」という吉田の主

張に納得できる。しかし、そこにはやはり平等保護条項による女性差別の禁止の限界が指

摘されるのではないだろうか。 

このような平等保護条項による女性差別の禁止の限界を乗り越えようとするのが、ERA

である。ウォンは、ERAの一般的な認識について「一般に、ERA法案は断固として性差別を

禁止し、分類の基礎として性別を用いているあらゆる法律が裁判において厳格審査の適用

を受けることを求めるものだ」と述べる72。また、ウォンは、性差別を申立てるための法

的手段がいくつかある中で、近年において性差別を全国規模で包括的に禁止しようとする

努力がなされてきていると述べた上で、憲法修正条項の通過つまり ERAが全般的な性差別

の禁止に向けて欠けている点を補うとする ERA 支持派の主張に言及している73。さらに、

武田は、連邦国家であるアメリカでは、州によっては州憲法に男女同権規定を有するとは
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いえ、連邦レベルの男女同権規定つまり ERAの有無は極めて重要であると述べ、その理由

に「合州国でダイナミックに法改革がなされるのは州が実験室になっているからだといわ

れるが、連邦レベルの規定ができて初めて合州国全体に一定の基準が確保されるからであ

る」と主張する74。これらの主張を集約すると ERA は、性差別的な法律に厳格審査を適用

することを求め、全国レベルにおける性差別の一掃を目指す基準を確保するといえるだろ

う。 

このような連邦レベルにおける性差別の禁止基準を確保しようとする ERAを批准してい

る州としていない州の間には、何らかの格差が存在し、それが大学対抗運動競技プログラ

ムにおける性差別を禁止する連邦法であるタイトルⅨの遵守に影響を与えているのではな

いかと考えられる。よって、本研究では ERA批准の有無別にタイトルⅨの遵守状況を把握

しようとするのである。 

 

第 6項 研究資料 

上述したように、2000 年及び 2010 年における NCAA のディビジョン I-A（FBS）に所属

する大学対抗運動競技プログラムの割合値と達成度を検討の対象とする。2000年の検討対

象となるデータは、クロニクル高等教育新聞（Chronicle Higher Education）のインター

ネットで公開されている 1999-2000年アカデミックイヤーのデータのうち、NCAAディビジ

ョン I-Aに所属する大学 114校のものに絞り込んだ。また、2010年の検討対象となるデー

タは、EADA のもと DOE が公開している 2009-2010 年アカデミックイヤーのデータのうち、

2000年のデータと同様に NCAAディビジョン I-A（FBS）に所属する大学 123校に絞り込ん

だ。なお、2000年以降、所属するディビジョンを変更している大学がいくつかあったため、

2000年と 2010年の検討対象となる大学の内容と数は若干異なる。 

 

第 2節 全国的にみた割合値及び達成度 

 

第 1項 全国的にみた割合値 

（１）男女学生数の比較及び男女学生運動競技者数の比較 

表 5-1 は、2000 年における対象大学 114 校の男女学生数と男女学生運動競技者数を示

したものである。まず、男女学生数を比較すると、男子学生が 876,403人であるのに対し

て女子学生は921,795人であり、女子学生数が男子学生数を45,392人上回っている。次に、
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男女学生運動競技者数を比較すると、男子学生運動競技者が 38,448人であるのに対して女

子学生運動学生競技者は 26,788人であり、男子学生運動競技者数が女子学生運動競技者数

を 11,660人上回っている。以上の結果から、学生数については女子が男子を上回り、学生

運動競技者数については男子が女子を上回っていることがわかる。 

 表 5-2は、2010年における対象大学 123校の男女学生数と男女学生運動競技者数を示し

たものである。まず、男女学生数を比較すると、男子学生が 1,021,450人に対して女子学

生は 1,066,290人であり、女子学生数が男子学生数を 44,844人上回っている。次に、男女

学生運動競技者数を比較すると、男子学生運動競技者数が 32,873人であるのに対して女子

学生運動競技者数が 26,175 人であり、男子学生運動競技者数が女子学生運動競技者数を

6,698 人上回っている。以上の結果から、学生数については女子が男子を上回り、学生運

動競技者数については男子が女子を上回っていることがわかる。 

2000 年における男女学生数と男女学生競技者数との比較の結果を 2010 年におけるそれ

と比較すると、どちらも同じように学生数については女子が男子を上回り、学生運動競技

者数については男子が女子を上回っていることがわかる。 

 

 

表 5-1： 2000年（大学 114校）の男女学生数と男女学生運動競技者数 

 

総数 男子 女子
A+B A B

学生数 1,798,198 876,403 921,795
学生運動競技者数 65,236 38,448 26,788  

 

 

表 5-2： 2010年（大学 123校）の男女学生数と男女学生運動競技者数 

 

総数 男子 女子
A+B A B

学生数 2,087,740 1,021,450 1,066,290
学生運動競技者数 59,048 32,873 26,175  
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（２）対象大学全体の割合値の比較 

表 5-3は、2000年における対象大学 114校の男女学生数と男女学生運動競技者数の割合

を示したものである。まず、男子学生数と男子学生運動競技者数の割合を比較すると、男

子学生数の割合が 48.7％であるのに対して、男子学生運動競技者数の割合は 58.9％であり、

男子学生運動競技者数の割合が男子学生数の割合を 10.2％上回っている。次に、女子学生

数と女子学生運動競技者数の割合を比較すると、女子学生数の割合が 51.3％であるのに対

して、女子学生運動競技者数の割合は 41.1％であり、女子学生運動競技者数の割合が女子

学生数の割合を10.2％下回っている。つまり、大学114校全体の割合値は－10.2％になる。 

 

 

表 5-3： 2000年（大学 114校）の男女学生数の割合と男女学生運動競技者数の割合の差 

 

男子 女子
学生数の割合（A) 48.7% 51.3%

学生運動競技者数の割合(B) 58.9% 41.1%
割合の差(B-A) 10.2% -10.2%  

 

 

表 5-4は、2010年における対象大学 123校の男女学生数と男女学生運動競技者数の割合

をそれぞれ示したものである。まず、男子学生数と男子学生運動競技者数の割合を比較す

ると、男子学生数の割合が 48.9％であるのに対して、男子学生運動競技者数の割合は

55.7％であり、男子学生運動競技者数の割合が男子学生数の割合を 6.7％上回っている。

次に、女子学生数と女子学生運動競技者数の割合を比較すると、女子学生数の割合が

51.1％であるのに対して、女子学生運動競技者数の割合は 44.3％であり、女子学生運動競

技者数の割合が女子学生数の割合を 6.7％下回っている。つまり、大学 123 校全体の割合

値は－6.7％になる。 

さらに、2000年における割合値を 2010年におけるそれと比較すると、2010年における

割合値（－6.7％）は、2000年におけるそれ（－10.2％）から 3.5上昇したことがわかる。 

以上の結果から、2000 年と 2010 年における全大学の割合値について傾向は把握できた

ものの、これらの割合値は各大学の割合値を反映していない。そこで 2000年と 2010年に

おける各大学の割合値について、以下で検討する。 
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表 5-4： 2010年（大学 123校）の男女学生数の割合と男女学生運動競技者数の割合の差 

 

男子 女子
学生数の割合（A) 48.9% 51.1%

学生運動競技者数の割合(B) 55.7% 44.3%
割合差(B-A) 6.7% -6.7%  

 

 

（３）各大学の割合値の傾向 

巻末付録の資料 1は、2000年における各大学の割合値等を示したものである。まず、割

合値がプラスを示す大学についてみると、その数は 114校中 10校であり、それらの大学を

割合値の高い順に述べると、1位がアメリカ合衆国陸軍士官学校、2位がアメリカ合衆国空

軍士官学校、3位がテキサス A&M大学、4位がアメリカ合衆国海軍士官学校、5位がジョー

ジア科学技術研究所、6位がサンディエゴ州立大学、7位がメリーランド大学カレッジパー

ク校、8 位がミシガン大学アナーバー校、9 位がパードゥ大学、10 位がノートルダム大学

であった。次に、割合値がマイナスを示す大学についてみると、その数は 114校中 104校

であり、それらの大学を割合値の低い順に述べると、最下位がテキサスクリスチャン大学

（114 位）、次いでメンフィス大学（113 位）、アーカンソー州立大学（112 位）、イースタ

ンミシガン大学（111位）、ルイジアナ大学ラフェィエット校（110校）・・・ジョージア科

学技術研究所（10位）であった。また、割合値がゼロを示す大学はなかった。女子学生運

動競技者数の割合が女子学生数の割合を上回る 10 校の割合は全体の約 8.8%であり、女子

学生運動競技者数の割合が女子学生数の割合を下回る 105 校は全体の 91.1%であることか

ら、全体的にみて割合値がゼロより高い値を示す大学は少ないといえる。 

巻末付録の資料 2は、2010年における各大学の割合値等を示したものである。まず、割

合値がプラスを示す大学についてみると、その数は 123校中 8校であり、それらの大学を

割合値の高い順に並べると、１位がアメリカ合衆国陸軍士官学校、2位がカンザス大学、3

位がマイアミ大学、4位がアイオア州立大学、5位がバッファロー大学、6位がコネチカッ

ト大学、7位がカンザス州立大学、8位がオレゴン州立大学であった。次に、割合値がマイ

ナスを示す大学についてみると、その数は 123校中 114校であり、それらの大学を割合値

の低い順に並べると、最下位がハンプトン大学（123位）、次いでトロイ大学（122位）、メ

ンフィス大学（121位）、サザンミシシッピー大学（120位）、ルイジアナ大学モンロー校（119
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位）・・・ジョージア科学技術研究所（10 位）であった。また、割合値がゼロを示す大学

はクレムソン大学 1校のみであった。女子学生運動競技者数の割合が女子学生数の割合を

上回る 8校の割合は全体の 6.5%であり、女子学生運動競技者数の割合が女子学生数の割合

を下回る 114 校は全体の 92.7%であることから、全体的にみて割合値がゼロより高い値を

示す大学は少ないといえる。 

2000 年における各大学の割合値を 2010 年におけるそれと比較すると、どちらも割合値

がゼロより高い値を示す大学は少ないといえるが、割合値がゼロを示す大学数については、

2000年にはゼロであったものが 2010年は 1校あった。 

 さらに、割合値の理想値であるゼロを基準として、ゼロから最も遠い大学の割合値につ

いてみると、2000年においては、アメリカ合衆国陸軍士官学校の 11.8％とテキサスクリス

チャン大学の－29.5％であった。これは、女子学生運動競技者数の割合と女子学生数の割

合の差（11.8%）より、男子学生運動競技者数の割合と男子学生数の割合の差（29.5%）が

17.7%上回っていることを示している。また、女子学生運動競技者数の割合と女子学生数の

割合の差が 11.8%以上にある大学は 1 校であるのに対して、男子学生運動競技者数の割合

と男子学生数の割合の差が 11.8%以上にある大学は 38校であった。以上のことから、2000

年については、女子学生運動競技者数の割合が女子学生数の割合を上回る大学数や程度は、

男子学生運動競技者数の割合が男子学生数の割合を上回る大学数や程度より低いことがわ

かる。 

次に、ゼロの割合値から最も遠い大学の割合値について巻末付録の資料 2をみると、2010

年においては、アメリカ合衆国陸軍士官学校の 27％とハンプトン大学の－27.9％であった。

これは、女子学生運動競技者数の割合と女子学生数の割合の差（27％）より、男子学生運

動競技者数の割合と男子学生運動競技者数の割合の差（27.9％）が 0.9上回っていること

を示している。また、女子学生運動競技者数の割合と女子学生数の割合の差が 27％以上に

ある大学は 1校であるのに対して、男子学生運動競技者数の割合と男子学生数の割合の差

が 27％以上にある大学は 2校であった。以上のことから、女子学生運動競技者数の割合が

女子学生数の割合を上回る大学数や程度は、男子学生運動競技者数の割合が男子学生数の

割合を上回る大学数や程度とほぼ同じであることがわかる。 

この 2010年の傾向を 2000年のものと比較すると、2000年では、女子学生運動競技者数

の割合が女子学生数の割合を上回る大学数や程度は男子学生運動競技者数の割合が男子学

生数の割合を上回る大学数や程度より低かったが、2010年では、女子学生運動競技者数の
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割合が女子学生数の割合を上回る大学数や程度が男子学生運動競技者数の割合が男子学生

数の割合を上回る大学数や程度とほぼ同じであったことから、学生運動競技者数の割合が

学生数の割合を上回る大学数や程度が男女間においてバランスをとる傾向にあることがわ

かる。 

 

第 2項 全国的にみた達成度 

分析の対象となった大学の 2000年と 2010年の達成度からみた比較を行うと、達成度の

平均ならびに標準偏差（かっこ内）は表 5-5のような結果であった。両年ともに達成度は

１以下となり、そこでの平均差は統計的に有意とまではいかないが、その傾向を認めるこ

とができ、2010年の方がやや高い値を示した（t(235)=1.70, p.＜.10）。 

 

 

表 5-5： 全国的にみた 2000年と 2010年の達成度の平均と標準偏差 

 

.83 (.17) .87 (.21)

2000年
(n=114)

2010年
(n=123)

 

 

 

第 3項 考察 

考察に入る前に、結果全体を整理してみよう。まず、全国的にみた割合値の検討では、

2000 年と 2010 年における男女学生数及び男女学生競技者数を比較した結果、両年とも同

じように学生数については女子が男子を上回り、学生運動競技者数については男子が女子

を上回ることが明らかとなった。また、2000 年と 2010 年における大学全体の割合値を比

較した結果、2010年における大学全体の割合値（－6.7％）が、2000年における大学全体

の割合値（－10.2％）を若干上回ることが明らかとなった。最後に、2000 年と 2010 年に

おける各大学の割合値の傾向を把握し、それらを比較した結果、両年とも割合値の理想値

であるゼロより高い値を示す大学は少なく、割合値がゼロの値を示す大学は 2010年に１校

のみであることが明らかとなった。さらに、男女間において学生運動競技者数の割合が学

生数の割合を上回る大学数や程度を比較した結果、2000年には、女子学生運動競技者数の

割合が女子学生数の割合を上回る大学数や程度が、男子学生運動競技者数の割合が男子学
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生数の割合を上回る大学数や程度より低かったのに対して、2010年には、女子学生運動競

技者数の割合が女子学生数の割合を上回る大学数や程度が、男子学生運動競技者数の割合

が男子学生数の割合を上回る大学数や程度とほぼ同じであった。このことから、学生運動

競技者数の割合が学生数の割合を上回る大学数や程度が男女間においてバランスをとる傾

向にあることが明らかとなった。 

次に、達成度の検討では、2000 年と 2010 年ともに達成度は１以下となり、両年の平均

差は統計的に有意と言えないものの、2010年の方がやや高い値を示し、達成度が上昇する

傾向を認めることができた。 

以上の検討結果から指摘できることは、男女比の実質的均衡基準を理想的に満たしてい

る大学がほぼ皆無であったことである。2000 年と 2010 年において男女比の実質的均衡基

準を理想的に満たしている、つまり割合値が 0である大学は 1校のみであった。では、な

ぜ、ほとんどの大学が男女比の実質的均衡基準を達成できていないのだろうか。これにつ

いては、以下の 2つの理由が考えられる。 

まず 1つ目は、多くの大学が男女比の実質的均衡基準以外の基準、つまりプログラム拡

大の継続的実施基準或いは学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準に基づき

タイトルⅨを遵守しようとしているからだと考えられる。OCR は、タイトルⅨを遵守して

いるとみなす割合値の基準値の範囲を具体的に提示していない。また、裁判によって基準

値の範囲が異なることはタイトルⅨの実施過程をみてきて確認している。そうなると、大

学対抗運動競技プログラムにとって、男女比の実質的均衡基準のもとタイトルⅨの遵守を

実証するということは、プログラム拡大の継続的実施基準及び学生の関心と能力に応じた

プログラム作りの実施基準に比べて一見単純明快であるものの、実際には比較的リスクの

ある選択をすることになる。この点から、ほぼ全大学が割合値を理想的に満たしていない

という結果をみれば、それらの大学は男女比の実質的均衡基準以外のプログラム拡大の継

続的実施基準或いは学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を選択して、タ

イトルⅨを遵守しようとしていると考えられる。 

2つ目の理由は、分析対象の特徴に起因する。先述したように、ディビジョン I-A（FBS）

は、ディビジョンの中でも唯一、最低限満たすべきアメリカンフットボールの試合観戦者

数を要求される。このことから、ディビジョン I-A（FBS）において、アメリカンフットボ

ールチームは大学運動競技局の収入源となる、いわば「花形スポーツ」の地位を確保して

いるといっても過言ではないだろう。また、ディビジョン I-A（FBS）に所属するメンバー
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大学においては、アメリカンフットボールチームの競技力の保持・向上が重要課題となる

であろう。しかし、アメリカンフットボールチームが大学運動競技局にとって収入源にな

るとしても、アメリカンフットボールチームの競技力の保持・向上にはコストを強いられ

る。なぜなら、アメリカンフットボールチームの編成には、他の運動競技とは比較できな

いほどの多くのプレーヤーを要するからである。もちろん、女子の大学対抗運動競技プロ

グラムにおいても、アメリカンフットボールチームに匹敵するほど多くの学生運動競技者

を要する運動競技は存在しない。そうなると、男女比の実質的均衡基準のもと、タイトル

Ⅸを遵守するために、大学運動競技局はアメリカンフットボールに参加する男子学生数を

保持しつつ、女子の学生運動競技者数を増加させなければならない。しかし、タイトルⅨ

の実施過程でもみてきたが、大学運動競技局にとって、予算緊縮の中、女子学生運動競技

者数を増加させることは容易ではない。つまり、最低限満たすべきアメリカンフットボー

ルの試合観戦者数を要求されるディビジョン I-A（FBS）にとって、アメリカンフットボー

ルチームの競技力の保持・向上は重要事項であり、その重要事項を満たしつつ、女子学生

競技者数を増加させ、男女比の実質的均衡基準のもとタイトルⅨを遵守することは、財政

緊縮の状況下では困難なのである。そして、このことが、男女比の実質的均衡基準の理想

値の達成を困難にしていると考えられるのである。 

しかし、男女比の実質的均衡基準をめぐる議論の高まりを背景に運動競技機会委員会が

設置されたことから、1990 年代から 2000 年にかけて唯一の法的暫定避難規定（safe 

harbor）であった男女比の実質的均衡基準に基づくタイトルⅨの遵守が注目されたと考え

ると、なぜ 2000年において割合値を理想的に満たす大学が皆無であるのかという疑問が生

じるが、これはおそらく、割合値を理想的に満たすことの困難さを示しているのではない

だろうか。タイトルⅨの実施過程でもみてきたが、1990年代中期から後期にかけて割合値

を理想的に満たそうとする大学によって男子チームが廃止されるという問題が持ち上がっ

た。この問題に対して、OCRは 1996年の方針解説において、男女比の実質的均衡基準が法

的暫定避難規定といえども、男子学生の参加機会を奪うことを要求しないし、男子学生の

参加機会を奪うことは、プログラム拡大の継続的実施基準或いは学生の関心と能力に応じ

たプログラム作りの実施基準を選択してタイトルⅨを遵守する際に大学を不利な状況にす

ると指摘した。この方針を受け、男女比の実質的均衡基準のもとタイトルⅨを遵守しよう

とする大学は、男子チームを廃止することによって割合値を理想的に満たすことは難しく

なった。それでも男女比の実質的均衡基準のもとタイトルⅨを遵守しようとなれば、女子



 229 

学生の参加機会を拡大するしかない。しかし、それを果たせなければ、男女比の実質的均

衡基準に基づきタイトルⅨの遵守を実証することをあきらめなければならない。つまり、

プログラム拡大の継続的実施基準或いは学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施

基準を選択し、タイトルⅨの遵守を実証するしか道はないということである。大学にとっ

て男女比の実質的均衡基準は法的暫定避難規定で魅力的ではあるものの、実際には男子チ

ームの廃止なしに割合値を理想的に満たしてタイトルⅨの遵守を実証することは難しい。

よって、プログラム拡大の継続的実施基準或いは学生の関心と能力に応じたプログラム作

りの実施基準のもと、タイトルⅨの遵守を実証するという選択肢を選ばざるを得ない。つ

まり 2000年において割合値を理想的に満たす大学が皆無であるということは、男女比の実

質的均衡基準を選択し割合値を理想的に満たすことの難しさを表しているのではないだろ

うか。 

ただし、ここでの割合値の検討結果は慎重に扱われるべきだと考えられる。なぜなら、

達成度の検討結果が 2010年の方がやや高い値を示したものの、統計的には有意と認められ

なかったからである。 

 

第 3節 大学規模別にみた割合値及び達成度 

 

本節では、対象大学を学生総数の高い順から並べ、上位 20校を大規模大学、下位 20校

を小規模大学とし、それぞれの2000年及び2010年における割合値及び達成度を検討する。 

 

第 1項 大学規模別にみた割合値 

 表 5-6 と表 5-7 は、それぞれ 2000 年と 2010 年における大規模大学 20 校と小規模大学

20校の割合値の平均値を示したものである。まず、2000年の割合値の平均値についてみる

と、大規模大学は-12.2％、小規模大学は-21.2％であった。割合値の理想値であるゼロに

近いのは大規模大学の割合値の平均値（-12.2％）であった。次に、2010 年の割合値の平

均値についてみると、大規模大学は-8.0％、小規模大学は-19.7％であった。割合値の理想

値であるゼロに近いのは、2000年と同様に大規模大学の割合値の平均値（-8.0％）であっ

た。また、大規模大学と小規模大学それぞれの割合値の平均値を 2000年と 2010年とで比

較すると、大規模大学と小規模大学のどちらも 2000年より 2010年の割合値の平均値の方

が割合値の理想値に近いことがわかる。 
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 以上の結果から、小規模大学に比べて大規模大学の方が、割合値の理想値に近い割合値

の平均値を示すことが明らかとなった。また、大規模大学と小規模大学ともに 2000年より

も 2010年の方が、割合値の理想値に近い割合値の平均値を示すことが明らかとなった。 

 

 

表 5-6： 2000年における大規模大学と小規模大学の割合値の平均値 

 

大学数 割合値の合計 割合値の平均値
A B B/A

大規模大学 10 -122.0% -12.2%
小規模大学 10 -212.5% -21.2%  

 

 

表 5-7： 2010年における大規模大学と小規模大学の割合値の平均値 

 

大学数 割合値の合計 割合値の平均値
A B B/A

大規模大学 10 -79.8% -8.0%
小規模大学 10 -197.3% -19.7%  

 

 

第 2項 大学規模別にみた達成度 

表 5-8と図 5-2は、大学規模からみた 2000年と 2010年の達成度の平均と標準偏差を示

したものである。ここでは、年度（2000年・2010年度）と大学規模（大・小規模）の二要

因分散分析により検討を行った。年度（F(1, 76=.31, n.s.)ならびに大学規模（F(1, 76)=.29, 

n.s.）における主効果そして交互作用（F(1, 76)=.00, n.s.）において有意差が認められ

なかった。 
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表 5-8： 大学規模からみた 2000年と 2010年の達成度の平均と標準偏差 

 

2000年 2010年

大規模校(n=20) .89 (.09) .92 (.06)
小規模校(n=20) .85 (.85) .89 (.46)

( )内は標準偏差  
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図 5-2： 大学規模からみた 2000年と 2010年の達成度の平均と標準偏差 

 

 

第 3項 考察 

本節では、割合値及び達成度の大学規模別比較検討を行った。その考察に入るまえに、

結果を整理してみよう。まず、割合値の検討において、大規模大学と小規模大学の割合値

の平均値を比較した結果、2000 年及び 2010 年ともに大規模大学が割合値の理想値に近い

値を示した。また、2000 年及び 2010 年とで割合値の平均値を比較した結果、大規模大学

及び小規模大学ともに 2010年の方が割合値の理想値に近い値を示した。 

次に、達成度の検討おいて、年度ならびに大学規模における主効果と交互作用において

有意差が認められなかった。 

以上の結果から、以下の 2 点が指摘される。1 点目は、2000 年と 2010 年ともに、大規

模大学の割合値の平均値が小規模大学のそれより割合値の理想値に近いことである。つま

り、大規模大学の割合値の平均値が小規模大学のそれを上回っているということである。

なぜ、2000 年と 2010 年ともに、小規模大学に比べて、大規模大学における女子学生運動

競技者数の割合が女子学生数のそれを上回る程度が高いのだろうか。この結果の理由の 1
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つに、女子学生数の割合が増加する中、大規模大学に比べて小規模大学にとって、女子学

生運動競技者数の割合を高めることが困難であることを指摘できる。先に述べたようにタ

イトルⅨの制定後、男女学生数の割合はともに増加しているものの、とりわけ女子学生数

の割合は男子学生数の割合を上回りながら徐々に高まっている。このような状況の中、大

学運動競技局は男女比の実質的均衡基準もとタイトルⅨを遵守しようとなれば、男子学生

運動競技者数の割合を低下させるか、或いは女子学生運動競技者数の割合を向上させるか、

どちらかの選択を迫られる。しかし、前者は、OCR によって「冷遇慣行」と指摘されてお

り、事実上、選択肢から消えてしまう。そうなれば、大学運動競技局は、必然的に女子学

生運動競技者数の割合を向上させる選択をしなければならなくなる。これが、ディビジョ

ン I-A（FBS）ともなれば、より困難な選択となる。なぜなら、ディビジョン I-A(FBS)に所

属する大学運動競技局は、アメリカンフットボールの集客力を維持・向上しつつ、女子学

生運動競技者数の割合を上昇させなければならないからである。女子学生運動競技者数の

割合を上昇させるということは、女子のために大学対抗運動競技プログラムの拡充を迫ら

れるということであり、大学運動競技局にとっては多大なコストを強いられるのである。

これが小規模大学となれば、さらに困難な選択となるだろう。なぜなら、小規模大学は大

規模大学に比べて学生総数が少ないにもかかわらず、大規模大学と同等の大学対抗運動競

技プログラムの運営を強いられるからである。そうすると、大規模大学に比べて小規模大

学にとって、女子学生運動競技者数の割合を上昇することはより困難であると考えられる

のである。 

ただし、第 4章でみてきたように、大学対抗運動競技プログラムへの個人的な寄付金が

許可されていることから75、膨大な額の私的な援助を受けている小規模大学は、上記の理

由にあてはまらないと考えられ、これについてはさらに小規模大学間における財政状況と

割合値及び達成度との関係を検討する必要があると考えられる。 

2 点目は、大規模大学と小規模大学ともに 2000 年より 2010 年の方が割合値の平均値が

高いことである。なぜ、2010年の方が大学規模を問わず割合値の平均値が高くなるのだろ

うか。全国的にみた割合値の検討のところでも言及したが、1990 年代から 2000 年にかけ

て男女比の実質的均衡基準に基づくタイトルⅨの遵守が注目されたと考えれば、2000年の

方が大学規模を問わず割合値の平均値が高くなるはずである。1996年の方針解説は、男女

比の実質的均衡基準を法的暫定避難規定（safe harbor）としたが、男女比の実質的均衡基

準を満たすために男子学生運動競技者を減員することはプログラム拡大の継続的実施基準
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或いは学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準を選択してタイトルⅨを遵守

する際に大学を不利な状況にすると付言した。しかし、2003年の方針追加説明は、関心と

能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準のいずれも同等且つ柔軟に扱うことを強調

した。このような状況を考慮すると、2000年時点では、男女比の実質的均衡基準は法的暫

定非難規定であり、男女比の実質的均衡基準さえ満たせばタイトルⅨの遵守を実証したこ

とになるのであるから、大学は大学規模に関係なく男女比の実質的均衡基準を選択したく

なる。しかし、2010年の時点においては、男女比の実質的均衡基準は法的暫定非難規定で

はなく、プログラム拡大の継続的実施基準及び学生の関心と能力に応じたプログラム作り

の実施基準と同等に扱われており、大学の視線は以前のように男女比の実質的均衡基準に

注がれることはなくなったと考えられ、2010 年に比べて 2000 年では大学が大学規模にか

かわらず、男女比の実質的均衡基準を選択し、タイトルⅨを遵守しようとし、その結果、

2000年の方が割合値の平均値が高くなったという説明がつくのである。 

しかし、結果は 2010 年の方が大学規模を問わず割合値の平均値が高くなっている。な

ぜ、予想に反してこのような結果が出たのであろうか。これについては、大学規模を問わ

ず、大学全体においてタイトルⅨが浸透してきているという理由からしか説明ができない。

たとえ 2010年の時点において、男女比の実質的均衡基準は法的暫定非難規定ではなくなり、

プログラム拡大の継続的実施基準及び学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基

準と同等に扱われ、注目されなくなっていたとしても、2000年の時よりも、大学間でタイ

トルⅨがより定着していたと考えられるのである。 

ただし、上述した 2点の指摘については、再考の余地が残されていると考えられる。な

ぜなら、達成度の検討結果が、割合値の検討結果に反して年度と大学規模において有意差

が認められなかったからである。分析対象の大学数をそれぞれ 20校に絞ったことが結果を

左右しているのかもしれないが、ここでの割合値の検討結果は慎重に扱われるべきであろ

う。 

 

第 4節 OCR管区別にみた割合値及び達成度 

 

表 5-9 は、OCR管区とそれを構成する OCR地方局及び各 OCR地方局の管轄州を示したも

のである。OCR 管区は、東部、南部、中西部及び西部の 4 管区に区分される。また、各管

区は OCR地方局から構成されている。まず、東部管区は、ボストン局、ニューヨーク局及
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びフィラデルフィア局の 3つの OCR地方局から構成されている。次に、南部管区は、アト

ランタ局、ダラス局及びコロンビア特別区局の 3つの OCR地方局から構成されている。そ

れから、中西部管区は、シカゴ局、クリーブランド局及びカンザスシティ局の 3 つの OCR

地方局から構成されている。最後に、西部管区は、デンバー局、サンフランシスコ局及び

シアトル局の 3つの OCR地方局から構成されている。 

さらに、各 OCR 地方局は、それぞれに管轄する州或いはアメリカ自治領を有している。

まず、東部管区を構成する 3つの OCR地方局の管轄州・管轄自治領をみると、ボストン局

は、コネチカット、メイン、マサチューセッツ、ニューハンプシャー、ロードアイランド

及びバーモントの 6つの州を管轄している。ニューヨーク局は、ニュージャージー及びニ

ューヨークの 2つの州とプエルトリコ及びバージン諸島を管轄している。フィラデルフィ

ア局は、デラウエア、メリーランド、ケンタッキー、ペンシルバニア及びウエストバージ

ニアの 5つの州を管轄している。次に、南部管区を構成する 3つの OCR地方局の管轄州・

管轄自治領をみると、アトランタ局は、アラバマ、フロリダ、ジョージア、サウスカロラ

イナ及びテネシーの 5つの州を管轄している。ダラス局は、アーカンソー、ルイジアナ、

ミシシッピー、オクラホマ及びテキサスの 5つの州を管轄している。コロンビア特別区局

は、ノースカロライナ及びバージニアの 2つの州とコロンビア特別区を管轄している。そ

れから、中西部管区を構成する 3つの OCR地方局の管轄州・管轄自治領をみると、シカゴ

局は、イリノイ、インディアナ、ミネソタ及びウイスコンシンの 4つの州を管轄している。

クリーブランド局は、ミシガン及びオハイオの 2つの州を管轄している。カンザスシティ

局は、アイオア、カンザス、ミズーリ、ネブラスカ、ノースダコタ及びサウスダコタの 6

つの州を管轄している。最後に、西部管区を構成する 3つの OCR地方局の管轄州・管轄自

治領をみると、デンバー局は、アリゾナ、コロラド、モンタナ、ニューメキシコ、ユタ及

びワイオミングの 6つの州を管轄している。サンフランシスコ局は、カリフォルニア州の

みを管轄している。シアトル局は、アラスカ、ハワイ、アイダホ、ネバダ、オレゴン及び

ワシントンの 6つの州とアメリカンサモア、グアム及び信託統治地域太平洋諸島を管轄し

ている。これを視覚的に捉えるために、各 OCR管区に属する州を地図上に示したものが図

5-3である。 
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表 5-9： OCR管区を構成する OCR地方局とその管轄州及び管轄自治領 

 

OCR地方局 ボストン局 ニューヨーク局 フィラデルフィア局
コネチカット ニュージャージー デラウエア

メイン ニューヨーク メリーランド
マサチューセッツ プエルトリコ ケンタッキー

ニューハンプシャー バージン諸島 ペンシルバニア
ロードアイランド ウエストバージニア

バーモント

OCR地方局 アトランタ局 ダラス局 コロンビア特別区局
アラバマ アーカンソー ノースカロライナ
フロリダ ルイジアナ バージニア

ジョージア ミシシッピ コロンビア特別区
サウスカロライナ オクラホマ

テネシー テキサス

OCR地方局 シカゴ局 クリーブランド局 カンザスシティ局
イリノイ ミシガン アイオア

インディアナ オハイオ カンザス
ミネソタ ミズーリ

ウイスコンシン 　 ネブラスカ
ノースダコタ
サウスダコタ

OCR地方局 デンバー局 サンフランシスコ局 シアトル局
アリゾナ カリフォルニア アラスカ
コロラド ハワイ
モンタナ アイダホ

ニューメキシコ ネバダ
ユタ オレゴン

ワイオミング ワシントン
アメリカンサモア

グアム
信託統治地域太平洋諸島

＜参考資料＞

OCR: Contact OCR.   <http://bcol01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactusresultscfm?state1=>
(2002/01/26).

管轄州

西部管区

中西部管区

南部管区

東部管区

管轄州

管轄州

管轄州
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： 東部管区

： 南部管区

： 中西部管区

： 西部管区  

 

図 5-3： OCR管轄区分 

 

＜参考資料＞
About.com.: Women's History.  <http://womenshistory.about.com>  (2012/04/14).
Alice Paul Institute: The Equal Rights Amendments. <http://
www.equalrightsamendment.org/> (2012/04/14).  

 

 

表 5-10から表 5-13と表 5-14から表 5-17は、それぞれ 2000年と 2010年における各管

区に属する OCR地方局とその管轄州及び管轄州に所在する対象大学を示したものである。
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これらの表を通じて、州によっては管轄する大学が存在しないことがわかる。また、それ

に伴い OCR管区によって管轄する大学数が異なることもわかる。このように管区間で管轄

する大学数が異なる背景には、対象大学を NCAAのディビジョン I-Aに所属する大学のみに

絞ったことがある。このような管区間の大学数の差異を明確にするために、各管区が管轄

する大学の割合を次にみてみよう。 

 

 

表 5-10： 2000年における東部管区に属する OCR地方局とその管轄州と大学 

 

OCR地方局 管轄州 大学（和語） 大学（英語）
ボストン コネチカット

メイン
マサチューセッツ ボストンカレッジ Boston College
ニューハンプシャー ラットガーズ大学 Rutgers Univ.
ロードアイランド
バーモント

ニューヨーク ニュージャージー
ニューヨーク ニューヨーク州立大学バッファロー校 State Univ. of New York at Buffalo

シラキュース大学 Syracuse Univ.
アメリカ合衆国陸軍士官学校 United States Military Academy

プエルトリコ
バージン諸島

フィラデルフィア デラウエア
メリーランド アメリカ合衆国海軍士官学校 United States Naval Academy

メリーランド大学カレッジパーク校 Univ. of Maryland at College Park
ケンタッキー ケンタッキー大学 Univ. of Kentucky

ルーイビル大学 Univ. of Louisville
ペンシルバニア ペンシルバニア州立大学ユニバーシティパーク校 Pennsylvania State Univ. at University Park

テンプル大学 Temple Univ.
ピッツバーグ大学 Univ. of Pittsburgh

ウエストバージニア マーシャル大学 Marshall Univ.
ウエストバージニア大学 West Virginia Univ.

＜参考資料＞

Chronicle of Higher Education: Gender Equity.   <http://www.chronicle.com/stats/genderequity/2001/index.php3>  (2002/01/18).
OCR: Contact OCR.   <http://bcol01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactusresultscfm?state1=>  (2002/01/26).  
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表 5-11： 2000年における南部管区に属する OCR地方局とその管轄州と大学 

 

OCR地方局 管轄州 大学（和語） 大学（英語）
アトランタ アラバマ オーバン大学 Auburn Univ.

アラバマ大学 Univ. of Alabama
アラバマ大学バーミンハム校 Univ. of Alabama at Birmingham

フロリダ フロリダ州立大学 Florida State Univ.
セントラルフロリダ大学 Univ. of Central Florida
フロリダ大学 Univ. of Florida
マイアミ大学 Univ. of Miami

ジョージア ジョージア科学技術研究所 Georgia Institute of Technology
ジョージア大学 Univ. of Georgia

サウスカロライナ クレムソン大学 Clemson Univ.
サウスカロライナ大学コロンビア校 Univ. of South Caroline at Columbia

テネシー ミドルテネシー州立大学 Middle Tennessee State Univ.
メンフィス大学 Univ. of Memphis
テネシー大学ノックスビル校 Univ. of Tennessee at Knoxville

ダラス アーカンソー バンダービルト大学 Vanderbilt Univ.
アーカンソー州立大学 Arkansas State Univ.
アーカンソー大学 Univ. of Arkansas

ルイジアナ ルイジアナ州立大学農学・機械学カレッジ
Louisiana State Univ. and Agricultural and
Mechanical College

ルイジアナ工業大学 Louisiana Tech Univ.
トゥレイン大学 Tulane Univ.
ルイジアナ大学ラフェイエット校 Univ. of Louisiana at Lafayette
ルイジアナ大学モンロー校 Univ. of Louisiana Monroe

ミシシッピー ミシシッピー州立大学 Mississippi State Univ.
ミシシッピー大学 Univ. of Mississippi
サザンミシシッピー大学 Univ. of Southern Mississippi

オクラホマ オクラホマ州立大学 Oklahoma State Univ.
オクラホマ大学ノーマン校 Univ. of Oklahoma at Norman
タルサ大学 Univ. of Tulsa

テキサス ベイラー大学 Baylor Univ.
ライス大学 Rice Univ.
サザンメゾジスト大学 Southern Methodist Univ.
テキサスA&M大学 Texas A & M Univ.
テキサスクリスチャン大学 Texas Christian Univ.
テキサス工業大学 Texas Tech Univ.
ヒューストン大学 Univ. of Houston
ノーステキサス大学 Univ. of North Texas
テキサス大学オースティン校 Univ. of Texas at Austin
テキサス大学エルパソ校 Univ. of Texas at El Paso

コロンビア特別区 ノースカロライナ デューク大学 Duke Univ.
イーストカロライナ大学 East Carolina Univ.
ノースカロライナ州立大学 North Carolina State Univ.
ノースカロライナ大学チャペルヒル校 Univ. of North Carolina at Chapel Hill
ウェイクフォーレスト大学 Wake Forest Univ.

バージニア バージニア大学 Univ. of Virginia
バージニア科学技術州立大学 Virginia Tech

コロンビア特別区

OCR: Contact OCR.   <http://bcol01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactusresultscfm?state1=>  (2002/01/26).

＜参考資料＞

Chronicle of Higher Education: Gender Equity.   <http://www.chronicle.com/stats/genderequity/2001/index.php3>  (2002/01/18).
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表 5-12： 2000年における中西部管区に属する OCR地方局とその管轄州と大学 

 

OCR地方局 管轄州 大学（和語） 大学（英語）
シカゴ イリノイ ノーザンイリノイ大学 Northern Illinois Univ.

ノースウエスタン大学 Northwestern Univ.
イリノイ大学アーバナシャンペーン校 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign

インディアナ ボール州立大学 Ball State Univ.
インディアナ大学ブルーミントン校 Indiana Univ. at Bloomington
パードゥ大学 Purdue Univ.
ノートルダム大学 Univ. of Notre Dame

ミネソタ ミネソタ大学トゥインシティズ校 Univ. of Minnesota-Twin Cities
ウイスコンシン ウイスコンシン大学マディソン校 Univ. of Wisconsin at Madison

クリーブランド ミシガン セントラルミシガン大学 Central Michigan Univ.
イースタンミシガン大学 Eastern Michigan Univ.
ミシガン州立大学 Michigan State Univ.
ミシガン大学アンアーバー校 Univ. of Michigan at Ann Arbor
ウエスタンミシガン大学 Western Michigan Univ.

オハイオ ボーリンググリーン州立大学 Bowling Green State Univ.
ケント州立大学 Kent State Univ.
マイアミ大学オックスフォード校 Miami Univ. at Oxford
オハイオ州立大学 Ohio State Univ.
オハイオ大学 Ohio Univ.
アクロン大学 Univ. of Akron
シンシナティ大学 Univ. of Cincinnati
トレド大学 Univ. of Toledo

カンザスシティ アイオワ アイオワ州立大学 Iowa State Univ.
アイオワ大学 Univ. of Iowa

カンザス カンザス州立大学 Kansas State Univ.
カンザス大学 Univ. of Kansas

ミズーリ ミズーリ大学コロンビア校 Univ. of Missouri at Columbia
ネブラスカ ネブラスカ大学リンカーン校 Univ. of Nebraska at Lincoln
ノースダコタ
サウスダコタ

＜参考資料＞

Chronicle of Higher Education: Gender Equity.   <http://www.chronicle.com/stats/genderequity/2001/index.php3>  (2002/01/18).
OCR: Contact OCR.   <http://bcol01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactusresultscfm?state1=>  (2002/01/26).  

 

 

表 5-13： 2000年における西部管区に属する OCR地方局とその管轄州と大学 

 

OCR地方局 管轄州 大学（和語） 大学（英語）
デンバー アリゾナ アリゾナ州立大学 Arizona State Univ.

アリゾナ大学 Univ. of Arizona
コロラド コロラド州立大学 Colorado State Univ.

アメリカ合衆国空軍士官学校 United States Air Force Academy
コロラド大学ボルダー校 Univ. of Colorado at Boulder

モンタナ
ニューメキシコ ニューメキシコ州立大学 New Mexico State Univ.

ニューメキシコ大学 Univ. of New Mexico
ユタ ブリンガムヤング大学 Bringham Young Univ.

ユタ大学 Univ. of Utah
ユタ州立大学 Utah State Univ.

ワイオミング ワイオミング大学 Univ. of Wyoming
サンフランシスコ カリフォルニア カリフォルニア州立大学フレスノ校 California State Univ. at Fresno

サンディエゴ州立大学 San Diego State Univ.
サンホゼ州立大学 San Jose State Univ.
スタンフォード大学 Stanford Univ.
カリフォルニア大学バークレー校 Univ. of California at Berkeley
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Univ. of California at Los Angeles
サザンカリフォルニア大学 Univ. of Southern California

シアトル アラスカ
ハワイ ハワイ大学マノア校 Univ. of Hawaii-Manoa
アイダホ ボイシ州立大学 Boise State Univ.

アイダホ大学 Univ. of Idaho
ネバダ ネバダ大学ラスベガス校 Univ. of Nevada at Las Vegas

ネバダ大学リノ校 Univ. of Nevada at Reno
オレゴン オレゴン州立大学 Oregon State Univ.

オレゴン大学 Univ. of Oregon
ワシントン ワシントン大学 Univ. of Washington

ワシントン州立大学 Washington State Univ.
アメリカンサモア
グアム
信託統治地域太平洋諸島

＜参考資料＞

Chronicle of Higher Education: Gender Equity.   <http://www.chronicle.com/stats/genderequity/2001/index.php3>  (2002/01/18).
OCR: Contact OCR.   <http://bcol01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactusresultscfm?state1=>  (2002/01/26).  
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表 5-14： 2010年における東部管区に属する OCR地方局とその管轄州と大学 

 

OCR地方局 管轄州 大学（和語） 大学（英語）
ボストン コネチカット コネチカット大学 Univ. of Connecticut

メイン
マサチューセッツ ボストンカレッジ Boston College
ニューハンプシャー
ロードアイランド
バーモント

ニューヨーク ニュージャージー ラットガーズ大学ニューブランズウィック Rutgers Univ.-New Brunswick
ニューヨーク バッファロー大学 Univ. of Buffalo

シラキュース大学 Syracuse Univ.
アメリカ合衆国陸軍士官学校 UNITED STATES MILITARY ACADEMY

プエルトリコ
バージン諸島

フィラデルフィア デラウエア
メリーランド メリーランド大学カレッジパーク校 Univ. of Maryland-College Park
ケンタッキー ケンタッキー大学 Univ. of Kentucky

ルーイビル大学 Univ. of Louisville
ウエスタンケンタッキー大学 Western Kentucky Univ.

ペンシルバニア ペンシルバニア州立大学メインキャンパス Pennsylvania State Univ.-Main Campus
ピッツバーグ大学ピッツバーグ校 Univ. of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
テンプル大学 Temple Univ.

ウエストバージニア マーシャル大学 Marshall Univ.
ウエストバージニア大学 West Virginia Univ.

＜参考資料＞

OCR: Contact OCR.  <http://bcol01.ed.gov/CFAPPS/…/contactusresultscfm?state1=>  (2002/01/26).
U.S. Department of Education: The Equity in Athletics Data Analysis Cutting Tool.  <http://ope.ed.gov/athletics/InstList.aspx>  (2011/07/23).
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表 5-15： 2010年における南部管区に属する OCR地方局とその管轄州と大学 

 

OCR地方局 管轄州 大学（和語） 大学（英語）
アトランタ アラバマ アラバマ大学バーミンハム校 Univ. of Alabama at Birmingham

アラバマ大学 the Univ. of Alabama
オーバン大学メインキャンパス Auburn Univ. Main Campus
ジェファーソン州立コミュニティカレッジ Jefferson State Community College
トロイ大学 Troy Univ.

フロリダ セントラルフロリダ大学 Univ. of Central Florida
チポラカレッジ Chipola College
フロリダアトランティック大学 Florida Atlantic Univ.
フロリダインターナショナル大学 Florida International Univ.
フロリダ州立大学 Florida State Univ.
フロリダ大学 Univ. of Florida
マイアミ大学 Univ. of Miami
サウスフロリダ大学メインキャンパス Univ. of South Florida-Main Campus

ジョージア ジョージア科学技術研究所 Georgia Institute of Technology-Main Campus
ジョージア大学 Univ. of Georgia

サウスカロライナ クレムソン大学 Clemson Univ.
サウスカロライナ大学コロンビア校 Univ. of South Carolina-Columbia

テネシー ベルモント大学 Belmont Univ.
メンフィス大学 Univ. of Memphis
ミドルテネシー州立大学 Middle Tennessee State Univ.
テネシー大学 Univ. of Tennessee
バンダービルト大学 Vanderbilt Univ.

ダラス アーカンソー アーカンソー大学 Univ. of Arkansas
アーカンソー州立大学メインキャンパス Arkansas State Univ.-Main Campus

ルイジアナ ルイジアナ州立大学農学・機械学カレッジ
Louisiana State Univ. and Agricultural &
Mechanical College

ルイジアナ工業大学 Louisiana Tech Univ.
ニューオーリンズ大学 Univ. of New Orleans
ルイジアナ大学モンロー校 Univ. of Louisiana Monroe
ルイジアナ大学ラフェイエット校 Univ. of Louisiana at Lafayette
トゥレイン大学 Tulane Univ. of Louisiana

ミシシッピー ミシシッピー大学メインキャンパス Univ. of Mississippi Main Campus
ミシシッピー州立大学 Mississippi State Univ.
サザンミシシッピー大学 Univ. of Southern Mississippi

オクラホマ オクラホマ州立大学メインキャンパス Oklahoma State Univ.-Main Campus
オクラホマ大学ノーマン校 Univ. of Oklahoma Norman Campus
タルサ大学 Univ. of Tulsa

テキサス ベイラー大学 Baylor Univ.
ヒューストン大学 Univ. of Houston
ノーステキサス大学 Univ. of North Texas
ライス大学 Rice Univ.
サザンメゾジスト大学 Southern Methodist Univ.
テキサスA&M大学 Texas A & M Univ.
テキサス大学オースティン校 The Univ. of Texas at Austin
テキサス大学エルパソ校 The Univ. of Texas at El Paso
テキサスクリスチャン大学 Texas Christian Univ.
テキサス工業大学 Texas Tech Univ.

コロンビア特別区 ノースカロライナ デューク大学 Duke Univ.
イーストカロライナ大学 East Carolina Univ.
ノースカロライナ大学チャペルヒル校 Univ. of North Carolina at Chapel Hill
ノースカロライナ州立大学 North Carolina State Univ. at Raleigh
ウェイクフォーレスト大学 Wake Forest Univ.

バージニア ハンプトン大学 Hampton Univ.
バージニア科学技術州立大学 Virginia Tech
バージニア大学メインキャンパス Univ. of Virginia-Main Campus

コロンビア特別区

U.S. Department of Education: The Equity in Athletics Data Analysis Cutting Tool.  <http://ope.ed.gov/athletics/Index.aspx>  (2011/07/23).
OCR: Contact OCR.  <http://bcol01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactusresultscfm?state1=>  (2002/01/26).

＜参考資料＞
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表 5-16： 2010年における中西部管区に属する OCR地方局とその管轄州と大学 

 

OCR地方局 管轄州 大学（和語） 大学（英語）
シカゴ イリノイ イリノイ大学アーバナシャンペーン校 University of Illinois at Urbana-Champaign

ノーザンイリノイ大学 Northern Illinois University 
ノースウエスタン大学 Northwestern University

インディアナ ボール州立大学 Ball State University
インディアナ大学ブルーミントン校 Indiana University-Bloomington
ノートルダム大学 University of Notre Dame
パードゥ大学メインキャンパス Purdue University-Main Campus

ミネソタ ミネソタ大学トゥインシティズ校 University of Minnesota-Twin Cities
ウイスコンシン ウイスコンシン大学マディソン校 University of Wisconsin-Madison

クリーブランド ミシガン セントラルミシガン大学 Central Michigan University
イースタンミシガン大学 Eastern Michigan University
ミシガン大学アンアーバー校 University of Michigan-Ann Abor
ミシガン州立大学 Michigan State University
ウエスタンミシガン大学 Western Michigan University

オハイオ アクロン大学メインキャンパス University of Akron Main Campus
ボーリンググリーン州立大学 Bowling Green State University-Main Campus
シンシナティ大学メインキャンパス University of Cincinnati-Main Campus
ケント州立大学ケント校 Kent State University Kent Campus
マイアミ大学オックスフォード校 Miami University-Oxford
オハイオ州立大学メインキャンパス Ohio State University-Main Campus
オハイオ大学メインキャンパス Ohio University-Main Campus
トレド大学 University of Toledo

カンザスシティ アイオワ アイオワ州立大学 Iowa State University
アイオワ大学 University of　Iowa

カンザス カンザス大学 University of Kansas
カンザス州立大学 Kansas State University

ミズーリ ミズーリ大学コロンビア校 University of Missouri-Columbia
ネブラスカ ネブラスカ大学リンカーン校 University of Nebraska-Lincoln
ノースダコタ
サウスダコタ

OCR: Contact OCR.  <http://bcol01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactusresultscfm?state1=>  (2002/01/26).

＜参考資料＞

U.S. Department of Education: The Equity in Athletics Data Analysis Cutting Tool.  <http://ope.ed.gov/athletics/Index.aspx>  (2011/07/23).

 

 

 

表 5-17： 2010年における西部管区に属する OCR地方局とその管轄州と大学 

 

OCR地方局 管轄州 大学（和語） 大学（英語）
デンバー アリゾナ アリゾナ州立大学 Arizona State University

アリゾナ大学 University of Arizona
コロラド コロラド大学ボルダー校 University of Colorado at Boulder

コロラド州立大学 Colorado State University
モンタナ
ニューメキシコ ニューメキシコ大学メインキャンパス University of New Mexico-Main Campus

ニューメキシコ州立大学メインキャンパス New Mexico State University-Main Campus 
ユタ ブリンガムヤング大学 Brigham Young University

ユタ州立大学 Utah State University
ユタ大学 University of Utah

ワイオミング ワイオミング大学 University of Wyoming
サンフランシスコ カリフォルニア スタンフォード大学 Stanford University

カリフォルニア州立大学フレスノ校 California State University-Fresno
カリフォルニア大学バークレー校 University of California-Berkeley 
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 University of California-Los Angeles
サンディエゴ州立大学 San Diego State University
サンホゼ州立大学 San Jose States University
サザンカリフォルニア大学 University of Southern California

シアトル アラスカ
ハワイ ハワイ大学マノア校 University of Hawaii at Manoa
アイダホ ボイシ州立大学 Boise State University

アイダホ大学 University of Idaho
ネバダ ネバダ大学ラスベガス校 University of Nevada-Las Vegas

ネバダ大学リノ校 University of Nevada-Reno
オレゴン オレゴン州立大学 Oregon State University

オレゴン大学 University of Oregon
ワシントン ワシントン州立大学 Washington State University

ワシントン大学シアトル校 University of Washington-Seattle Campus
アメリカンサモア
グアム
信託統治地域太平洋諸島

OCR: Contact OCR.  <http://bcol01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactusresultscfm?state1=>  (2002/01/26).

＜参考資料＞

U.S. Department of Education: The Equity in Athletics Data Analysis Cutting Tool.  <http://ope.ed.gov/athletics/Index.aspx>  (2011/07/23).

 

 

 

表 5-18と表 5-19は、それぞれ 2000年と 2010年における全大学数に対する各 OCR管区に
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属する大学の割合を示したものである。まず、2000年における各 OCR管区に属する大学の

数は、東部が 14校、南部が 45校、中西部が 28校、西部が 27校であった。それらを割合

にすると、東部が 12.3%、南部が 39.5%、中西部が 24.6%、西部が 23.7%であった。次に、

2010 年における全大学数に対する各 OCR 管区に属する大学の数は、東部が 15 校、南部が

54校、中西部が 28校、西部が 26校であった。それらを割合にすると、東部が 12.2％、南

部が 43.9％、中西部が 22.8％、西部が 21.1％であった。 

 

 

表 5-18： 2000年における各 OCR管区に属する対象大学数とその割合 

 

管区 大学数 大学数の割合
東部 14 12.3%
南部 45 39.5%
中西部 28 24.6%
西部 27 23.7%
合計 114 100.0%  

 

 

表 5-19： 2010年における各 OCR管区に属する対象大学数とその割合 

 

管区 大学数 大学数の割合
東部 15 12.2%
南部 54 43.9%
中西部 28 22.8%
西部 26 21.1%
合計 123 100.0%  

 

 

第 1項 OCR管区別にみた割合値 

 表 5-20と表 5-21は、それぞれ 2000年と 2010年における OCR管区別にみた割合値の平

均値を示したものである。まず、2000 年についてみると、西部に属する大学 27 校の割合

値の平均値は-6.6％、東部に属する大学 14校の割合値の平均値は-7.8％、中西部に属する

大学 28校の割合値の平均値は-8.7％、南部に属する大学 45校の割合値の平均値は-12.6％

であった。割合値の理想値であるゼロに最も近い平均値は、西部に属する大学の割合値の
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平均値（-6.6％）で、最も遠い平均値は、南部に属する大学の割合値の平均値（-12.6％）

であった。 

次に、2010 年についてみると、東部に属する大学 15 校の割合値の平均値は-3.2％、中

西部に属する大学 28校の割合値の平均値は-5.2％、西部に属する大学 26 校の割合値の平

均値は-5.4％、南部に属する大学 54校の割合値の平均値は-10.9％であった。割合値の理

想値であるゼロに最も近い平均値は、東部に属する大学の割合値の平均値（-3.2％）で、

最も遠い平均値は、南部に属する大学の割合値の平均値（-10.9％）であった。 

また、OCR 管区それぞれの割合値の平均値を 2000 年と 2010 年とで比較すると、全ての

管区において、2000 年より 2010 年の方の割合値の平均値がより割合値の理想値に近いこ

とがわかる。加えて、2000 年と 2010 年ともに南部管区が、割合値の理想値から最も遠い

割合値の平均値を示した。 

以上の結果から、全てのOCR管区において2000年より2010年の方の割合値の平均値が、

より割合値の理想値に近いことが明らかとなった。また、2000 年と 2010 年ともに南部管

区が割合値の理想値から最も遠い割合値の平均値を示すことが明らかとなった。 

 

 

表 5-20： 2000年における OCR管区別にみた割合値の平均値 

 

大学数 割合値の合計 割合値の平均値
A B B/A

西部 27 -177.0% -6.6%
東部 14 -109.3% -7.8%
中西部 28 -245.0% -8.7%
南部 45 -567.9% -12.6%  

 

 

表 5-21： 2010年における OCR管区別にみた割合値の平均値 

 

大学数 割合値の合計 割合値の平均値
A B B/A

東部 15 -48.7% -3.2%
中西部 28 -146.1% -5.2%
西部 26 -140.1% -5.4%
南部 54 -590.0% -10.9%  
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第 2項 OCR管区別にみた達成度 

表 5-22と図 5-4は、OCR管区別にみた 2000年と 2010年の達成度の平均と標準偏差を示

したものである。ここでは、年度（2000年・2010年度）と OCR管区（東・南・中西・西部）

の二要因分散分析により検討を行った。ここでもまた交互作用は認められなかったが、管

区（F(3, 229)=9.12, p.<.01）と年度（F(1, 229)=4.489, p.<.05）の主効果においてそれ

ぞれ有意差が認められた。さらに 4 つの管区の間での多重比較（Tukey 法）の結果、南部

と比較すると、その他の 3地区は有意に高い値を示しており、中でも東部地区の達成度の

高いことがわかる。 

 

 

表 5-22： OCR管区からみた 2000年と 2010年の達成度の平均と標準偏差 

 

OCR管区 対象校(n)/達成度 2000年 2010年
対象校 14.00 15.00
達成度 .90 (.30) 1.02 (.49)
対象校 45.00 54.00
達成度 .77(.14) .80 (.13)
対象校 28.00 28.00
達成度 .83 (.11) .90 (08)
対象校 27.00 26.00
達成度 .88 (.13) .90 (.08)

( )内は標準偏差
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東部

南部
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図 5-4： OCR管区からみた 2000年と 2010年の達成度の平均と標準偏差 



 246 

第 3項 考察 

本節では、割合値及び達成度の OCR管区別比較検討を行った。その結果、次のような知

見を得た。まず、割合値の検討において、各 OCR管区の割合値の平均値を比較した結果、

2000 年と 2010 年ともに南部管区が割合値の理想値から最も遠い値を示した。また、2000

年と 2010年とで割合値の平均値を比較した結果、全ての OCR管区が 2000年より 2010年に

割合値の理想値に近い値を示した。 

次に、達成度の検討において、年度と OCR管区の二要因分散分析を行った結果、交互作

用は認められなかったものの、管区と年度の主効果においてそれぞれ有意差が認められた。

また、4つの管区の間での多重比較（Tukey法）を行った結果、南部と比較すると、他の 3

地区は有意に高い値を示しており、なかでも東部地区の達成度の高いことがわかった。 

ここで最も注目したいのは、2000 年と 2010 年ともに、南部管区に属する大学の割合値

の平均値が、割合値の理想値から最も遠い値を示したことである。南部管区に属する大学

の割合値の平均値が最低値を示すということは、他の管区とは異なる特徴を南部管区が有

しているということが推測される。 

では、その特徴について OCRの組織上の構造をみていくと、上述したように、OCRは 12

の地方局から構成されており、それらは 4つのタイトルⅨの実施ディビジョンに分かれて

いる。この 4つのディビジョンは地方で括られているので、それぞれの管区の名称には地

方名が付されている。ここまでみると、管区間に相違はない。しかし、各管区が所管する

州の数は異なる。それぞれの管区の所管州の数は、東部は 13州と 2地域（プエルトリコ及

びバージン諸島）、南部は 12州とコロンビア特別区、中西部は 12州、西部は 13州と 3地

域（アメリカンサモア、グアム、信託統治地域太平洋諸島）である。もし OCRの管轄州の

多さが OCRの業務になんらかの影響を及ぼし、大学の割合値を左右しているのであれば、

南部管区が 12州と 1特区を所管しているのに対して、南部管区より割合値の平均値が理想

値に近く、且つ達成度が高い東部管区が 13州と 2地域を所管していることから、うまく説

明がつかない。 

では、何が南部管区に属する大学の割合値の平均値を低くしているのだろうか。これは

予測の域を超えないが、例えば、管轄州の数や管轄州における大学数に対する担当職員の

割合や担当職員の専門性といった組織人員上の相違が影響しているのではないだろうか。

タイトルⅨは体育及びスポーツを含む教育全般に適用されるため、教育領域だけでなく体

育及びスポーツ領域、さらには女性に関わる法律に精通した専門性が職員には求められる
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だろう。このような専門性を十分に考慮した人員編成をしている管区は、大学に対してよ

りきめ細かい指導や情報提供を敏速に行うことができると考えられる。このような管区を

組織する職員の専門性について、東部管区と南部管区を比較検討すると、南部管区に所属

する大学の割合値の平均値の低さについて説明ができるかもしれない。 

しかし、上述したように、これはあくまでも推測の域を超えず、このような職員の数や

専門性についてはさらなる調査やインタビューが必要であろう。 

 

第 5節 ERA批准の有無別にみた割合値及び達成度 

 

表 5-23 は、ERA 批准州と非批准州を示したものである。ERA 批准州が 30 州（マサチュ

ーセッツ、ニューハンプシャー、ロードアイランド、ニュージャージー、ニューヨーク、

デラウエア、メリーランド、ペンシルバニア、ウエストバージニア、コネチカット、バー

モント、メイン、テキサス、ウイスコンシン、ミシガン、アイオア、カンザス、ミネソタ、

オハイオ、ノースダコタ、インディアナ、コロラド、カリフォルニア、アラスカ、ハワイ、

ニューメキシコ、ワイオミング、オレゴン、ワシントン、モンタナ）であるのに対して、

ERA非批准州は 20州（ケンタッキー、テネシー、アラバマ、フロリダ、ジョージア、サウ

スカロライナ、アーカンソー、ルイジアナ、ミシシッピー、オクラホマ、ノースカロライ

ナ、バージニア、ネブラスカ、サウスダコタ、イリノイ、ミズーリ、アイダホ、アリゾナ、

ユタ、ネバダ）である。ERA批准州それぞれに付された括弧内の番号は ERA批准年を示す。

ERA 非批准州には、後に批准を撤回した 5 州（ケンタッキー、テネシー、ネブラスカ、サ

ウスダコタ、アイダホ）が含まれており、その 5州それぞれに付された括弧内の番号は ERA

批准撤回年を示す。また、ERA批准州、批准撤回州及び非批准州を視覚的に捉えるために、

それぞれの州を色分けして地図上に示したものが図 5-5である。 
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表 5-23： ERA批准州と非批准州 

 

批准州（批准年） 非批准州(批准撤回年）
マサチューセッツ（1972） ケンタッキー（1972）

ニューハンプシャー（1972） テネシー（1972）
ロードアイランド（1972） ネブラスカ（1972）
ニュージャージー（1972） サウスダコタ（1973）

ニューヨーク（1972） アイダホ（1972）
デラウエア（1972） アラバマ

メリーランド（1972） フロリダ
ペンシルバニア（1972） ジョージア

ウエストバージニア（1972） サウスカロライナ
コネチカット（1973） アーカンソー
バーモント（1973） ルイジアナ

メイン（1974） ミシシッピー
テキサス（1972） オクラホマ

ウイスコンシン（1972） ノースカロライナ
ミシガン（1972） バージニア
アイオワ（1972） イリノイ
カンザス（1972） ミズーリ
ミネソタ（1973） アリゾナ
オハイオ（1974） ユタ

ノースダコタ（1975） ネバダ
インディアナ（1977）

コロラド（1972）
カリフォルニア（1972）

アラスカ（1972）
ハワイ（1972）

ニューメキシコ（1973）
ワイオミング（1973）

オレゴン（1973）
ワシントン（1973）
モンタナ（1974）

＜参考資料＞

Alice Paul Institute: The Equal Rights Amendments. <http://
www.equalrightsamendment.org/> (2012/04/14).

About.com.: Women's History.  <http://womenshistory.about.com>  (2012/04/14).
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： 批准

： 批准撤回

： 非批准  

 

図 5-5： ERA批准州、批准撤回州及び非批准州 

 

＜参考資料＞
About.com.: Women's History.  <http://womenshistory.about.com>  (2012/04/14).
Alice Paul Institute: The Equal Rights Amendments. <http://
www.equalrightsamendment.org/> (2012/04/14).  

 

 

次に、表 5-24は、2000年及び 2010年における ERA批准州、ERA批准撤回州及び ERA非

批准州に属する大学数を示したものである。まず、2000年についてみると、全大学 114校

のうち、ERA 批准州に属する大学が 63校、ERA 批准撤回州に属する大学が 8校、ERA 非批

准州に属する大学が 43校であった。次に、2010年についてみると、全大学 123校のうち、
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ERA批准州に属する大学が 62 校、ERA批准撤回州に属する大学が 11校、ERA非批准州に属

する大学が 50校であった。これらの大学数を踏まえ、次に、割合値の平均値を比較してみ

よう。 

 

 

表 5-24： 2000年及び 2010年における ERA批准州、批准撤回州及び非批准州に属する大

学数 

 

批准州に属する
大学

批准撤回州に属
する大学

非批准州に属す
る大学

総数

2000年 63 8 43 114
2010年 62 11 50 123  

 

 

第 1項 ERA批准の有無別にみた割合値 

表 5-25と表 5-26は、それぞれ 2000年と 2010年における ERA批准州、批准撤回州、及

び非批准州に属する大学の割合値の平均値を示したものである。まず、2000年についてみ

ると、ERA批准州に属する大学 63校の割合値の平均値は－7.9％、ERA批准撤回州に属する

大学 8校の割合値の平均値は－14.8％、ERA非批准州に属する大学 43校の割合値の平均値

は－11.2％であった。割合値の理想値であるゼロに最も近い平均値は、ERA 批准州に属す

る大学の割合値の平均値（－7.9％）で、最も遠い平均値は、ERA批准撤回州に属する大学

の割合値の平均値（－14.8％）であった。 

次に、2010年についてみると、ERA批准州に属する大学 62校の割合値の平均値は－4.8％、

ERA批准撤回州に属する大学 11校の割合値の平均値は－10.0％、ERA非批准州に属する大

学 50校の割合値の平均値は－10.4％であった。割合値の理想値であるゼロに最も近い平均

値は、ERA 批准州に属する大学の割合値の平均値（－4.8％）で、最も遠い平均値は、ERA

非批准州に属する大学の割合値の平均値（－10.4％）であった。 

さらに、ERA 批准州に属する大学、批准撤回州に属する大学及び非批准州に属する大学

それぞれの割合値の平均値を 2000年と 2010年とで比較すると、どの平均値も 2000年より

2010年の方が割合値の理想値に近いことがわかる。 

以上の結果から、ERA 批准州に属する大学は、割合値の理想値であるゼロに最も近い平
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均値を示す傾向にあることが明らかとなった。しかし、割合値の理想値であるゼロから最

も遠い平均値を示す大学の傾向については、2000年に ERA批准撤回州に属する大学が割合

値の理想値であるゼロから最も遠い平均値を示す一方で、2010年には ERA非批准州に属す

る大学がそれを示したことから、明確にすることができなかった。また、全体的にすべて

の大学は 2000年より 2010年の方が、より割合値の理想値に近い平均値を示す傾向にある

ことが明らかとなった。 

 

 

表 5-25： 2000年における ERA批准州、批准撤回州及び非批准州に属する大学の割合値の

平均値 

 

大学数 割合値の合計 割合値の平均値
A B B/A

批准州に属する大学 63 -500.3% -7.9%
批准撤回州に属する大学 8 -118.6% -14.8%
非批准州に属する大学 43 -480.3% -11.2%  

 

 

表 5-26： 2010年における ERA批准州、批准撤回州及び非批准州に属する大学の割合値の

平均値 

 

大学数 割合値の合計 割合値の平均値
A B B/A

批准州に属する大学 62 -296.3% -4.8%
批准撤回州に属する大学 11 -110.5% -10.0%
非批准州に属する大学 50 -518.2% -10.4%  

 

 

次に、割合値の理想値であるゼロから最も遠い平均値を示す大学の傾向を探ることを含

め、ERA 批准撤回州に属する大学を非批准州に属する大学に含めて割合値の平均値を示し

たものが表 5-27と表 5-28である。まず、2000年における ERA批准州に属する大学と非批

准州に属する大学の割合値の平均値を示した表 5-27をみると、ERA批准州に属する大学の

割合値の平均値が－7.9％で、ERA非批准州に属する大学の割合値の平均値は－11.7％であ

った。 
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次に、2010年における ERA批准州に属する大学と非批准州に属する大学の割合値の平均

値を示した表5-28をみてみると、ERA批准州に属する大学の割合値の平均値が－4.8％で、

ERA非批准州に属する大学の割合値の平均値は－10.3％であった。 

さらに、ERA 批准州に属する大学と非批准州に属する大学それぞれの割合値の平均値を

2000 年と 2010 年とで比較すると、どの平均値も 2000 年より 2010 年の方が割合値の理想

値に近いことがわかる。 

以上の結果から、ERA 批准州に属する大学は、ERA 非批准州に属する大学より割合値の

理想値であるゼロに近い平均値を示す傾向にあることが明らかとなった。また、ERA 批准

州に属する大学及び ERA非批准州に属する大学は、ともに 2000年よりも 2010年の方が割

合値の理想値に近い平均値を示す傾向にあることが明らかとなった。 

 

 

表 5-27： 2000年における ERA批准州及び非批准州（批准撤回州を含む）に属する大学の

割合値の平均値 

 

大学数 割合値の合計 割合値の平均値
A B B/A

批准州に属する大学 63 -500.3% -7.9%
非批准州に属する大学 51 -598.9% -11.7%  

 

 

表 5-28： 2010年における ERA批准州及び非批准州（批准撤回州を含む）に属する大学の

割合値の平均値 

 

大学数 割合値の合計 割合値の平均値
A B B/A

批准州に属する大学 62 -296.3% -4.8%
非批准州に属する大学 61 -628.7% -10.3%  

 

 

第 2項 ERA批准の有無別にみた達成度 

ERA 批准の有無（批准・非批准・撤回）を 1 つの要因として、年度を加えた二要因分散

分析をさらに行った。各条件の平均、標準偏差は表 5-29と図 5-6の通りであった。分析の

結果、ERA 批准の有無のみの主効果がここでは認められた（F(1, 233)=18.20, p.<.01）。
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2000年と 2010年ともに ERA批准州の達成度の高いことがわかる。 

 

 

表 5-29： ERA批准の有無からみた 2000年と 2010年の達成度の平均と標準偏差 

 

対象校(n)/達成度 2000年 2010年
対象校 63 62
達成度 .87 (.19) .92 (.26)
対象校 51 61
達成度 .78 (.13) .81 (.13)

( )内は標準偏差

批准

非批准・撤回
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図 5-6： ERA批准の有無からみた 2000年と 2010年の達成度の平均と標準偏差 

 

 

第 3項 考察 

 考察に入るまえに、全体の結果を整理してみよう。まず、割合値の検討において、2000

年と 2010年における ERA批准州、批准撤回州及び非批准州に属する大学の割合値の平均値

を比較すると、両年ともに ERA批准州に属する大学が割合値の理想値であるゼロに最も近

い平均値を示す一方で、割合値の理想値から最も遠い平均値を示したのは、2000年では ERA

批准撤回州に属する大学であったのが、2010年には ERA非批准州に属する大学であり、入

れ替わりをみせた。また ERA批准州、批准撤回州及び非批准州それぞれに属する大学は、



 254 

2000年より 2010年の方がより割合値の理想値に近い平均値を示した。 

また、ERA 批准撤回州を非批准州に含めて、2000 年と 2010 年における ERA 批准州と非

批准州に属する大学の割合値の平均値を比較すると、両年ともに、ERA 批准州に属する大

学の方が、ERA 非批准州に属する大学より、割合値の平均値の理想値であるゼロに近い平

均値を示した。また、ERA 批准州、非批准州それぞれに属する大学は、2000 年より 2010

年の方がより割合値の理想値に近い平均値を示した。 

 次に、達成度の検討において、ERA 批准の有無を一要因として年度を加えた二要因分散

分析を行った結果、ERA 批准の有無のみの主効果が認められ、両年ともに ERA 批准州の達

成度の高いことがわかった。 

以上のように全体の結果を整理して、次の 2 点が指摘される。1 点目は、実質的に ERA

を批准していない州、つまり ERA批准撤回州を含めた非批准州に属する大学の割合値の平

均値が ERA批准州に属する大学のそれらに比べて低い傾向にあることである。なぜこのよ

うな結果になったのだろうか。その理由に、伝統的な家族観及び女性観と州権主張の強さ

が指摘できる。ERA不成立の理由の 1つに、ERA反対者側が「伝統的な女性観、性役割、家

族を擁護する立場」、「現代社会における強力な国家を維持しなければならないという立場」

及び「州権論の立場」から議論を展開し、それが ERA批准阻止に効果を上げたことはすで

に述べた。有賀は、この反対側の運動の効率性・効果性について以下のように説明する。

「反対運動は確かに批准阻止に効果を発揮したが、それは全国的に見れば限られた範囲に

おいてであった。つまり、すでに過半数の州は批准をすませており、まだ批准をしていな

い州はほとんどが南部にあり、それら南部の州はいずれにしても、伝統的な家族観、女性

観が強く、州権を楯に公民権法に抵抗してきたところであった、しかし、わずか、あと三

州でも批准しないことには ERAは成立しないのであり、反対派は、もともと存在する強い

反対意見をフェミニストの挑戦から守ればよいだけであった。合衆国全体の人口の比率で

みれば、人口の三分の二を占める州が批准を行っているのであり、ERA の支持率は、全国

的な世論調査では八〇年から八一年にかけて、五八％から六三％にふえた。このことは、

ERA の不成立が、限られた地域に住む少数の強力なそして効果的な反対によることを示し

ていた。」この有賀の説明から、ERA反対者側は、強い伝統的な家族観及び女性観と州権主

張を持った州をターゲットにして戦略的に運動を展開し、まだ ERA批准を済ませていなか

ったターゲットをがっちり引き込んだことが読み取れる。また、この反対者側の運動に賛

同したのは、紛れも無く ERA非批准州であり、強い伝統的な家族観及び女性観と州権主張
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を持った州であることが理解できる。この強い伝統的な家族観及び女性観と州権主張が

ERA非批准州の特徴であり、ERA批准州とは異なる点だといえるのである。そしてこの特徴

が、割合値の平均値に何らかの影響を与えていると考えられるのである。もう一歩踏み込

んで言えば、伝統的な家族観及び女性観と州権主張の強さが、女子学生運動競技者数の割

合を抑制しているのだと考えられるのである。 

加えて、伝統的な家族観や女性観とタイトルⅨの実施の関係について、ハワイ大学のジ

ル・ヌノカワ（Jill Leilani Nunokawa, JD）市民権顧問弁護士は興味深いコメントをして

いる。同氏は、ハワイ州におけるタイトルⅨの実施が本土よりも遅れていると述べ、その

理由の１つにハワイ州の人口の多くを占める日系人との関係を挙げ、「日系人の間で伝統的

な日本人の女性観をはじめ家族観、日本文化が代々伝えられていることがハワイ州におけ

るタイトルⅨの実施に影響を及ぼしているのではないか」と伝統的な女性観や家族観がタ

イトルⅨの実施に及ぼす影響を示唆している76。 

2 点目は、ERA 批准州、批准撤回州及び非批准州に属する大学の割合値の平均値のすべ

てにおいて、2000年より2010年の方が割合値の理想値に近い値を示していることである。

なぜ ERAの批准の有無を問わず 2000年より 2010年の方の割合値が高いのだろうか。この

結果には多くの要因が関係していると考えられるが、ここでは 2つの理由から考えてみる。

1つは、上述したように 2000年の時よりもタイトルⅨが浸透し、ERAの批准の有無を問わ

ず大学全体においてタイトルⅨが遵守される方向に向かっているということが考えられる。

もう１つは、各州においてタイトルⅨによる性差別の禁止を補完するような州憲法の修正

や州法の制定が進んでいるということが考えられる。ウォンによれば、ERA 非批准州であ

っても ERAのような条項を持つ州憲法を有する州は存在し、それらの州においてタイトル

Ⅸと同様の州法が制定されてきており、州レベルでの性差別の撤廃を求めるケースに対し

てそれらは効果的だという77。つまり、このような性差別を禁止する州憲法の修正や州法

の制定とそれらの実効力が、タイトルⅨの遵守を促進させているのではないかというので

ある。しかし、この理由の確実性を上げるには、州法の制定状況の把握や、それらの実証

的な研究が必要とされるであろう。また、達成度の検討を行った結果、年度の主効果が認

められなかったことを考慮すると、2000 年と 2010 年の割合値の比較結果は慎重に扱った

方がよいのかもしれない。 

 

第 6節 本章のまとめ 
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本章では、男女比の実質的均衡基準の基づくタイトルⅨの遵守状況を明らかにするため

に、NCAAディビジョン I-A（FBS）に属する大学対抗運動競技プログラムを分析の対象とし

て、2000 年（タイトルⅨ改称前）と 2010 年（タイトル改称後）の割合値と達成度をそれ

ぞれ比較検討した。また、タイトルⅨの遵守状況を左右する要因として大学規模、OCR 管

区及び ERA批准の有無に注目し、それぞれの要因からみた 2000年と 2010年の割合値と達

成度をそれぞれ比較検討した。これらの検討結果から、以下のような知見を得た。 

まず、年度ごとに対象大学全体の割合値と達成度をそれぞれ比較検討した結果、男女比

の実質的均衡基準を理想的に満たしている大学がほぼ皆無であり、この結果の理由として、

多くの大学による男女比の実質的均衡基準以外の判断基準の採用と、財政緊縮の中、アメ

リカンフットボールチームの競技力の保持・向上と女子学生運動競技者数の増員を両立す

ることの困難さが示唆された。また、この結果の理由として、男女比の実質的均衡基準の

もとタイトルⅨを遵守することの困難さも示唆された。ただし、達成度の検討において、

統計上、両年度の達成度の平均に有意差が認められなかったことから、2000 年と 2010 年

の割合値の比較結果を慎重に扱うことが指摘された。 

 次に、年度ごとに大規模大学及び小規模大学の割合値と達成度をそれぞれ比較検討した

結果、両年ともに大規模大学の割合値の平均値が小規模大学のそれより割合値の理想値に

近く、この結果の理由として、女子学生数が増加する中、大規模大学に比べて小規模大学

にとっては女子学生運動競技者を増員することが困難であることが示唆された。しかし、

多額の私的援助を受ける小規模大学にはこの理由があてはまらないとして、小規模大学間

における財政状況と割合値及び達成度との関係を検討する必要性が指摘された。また、大

学規模を問わず2000年より2010年の方が割合値の平均値が高く、この結果の理由として、

大学規模を問わず大学全体においてタイトルⅨが浸透してきていることが示唆された。た

だし、達成度の検討において年度と大学規模における有意差が認められなかったことから、

割合値の検討結果については、再考の余地が残されていることが指摘された。 

さらに、年度と OCR管区ごとに割合値と達成度をそれぞれ比較検討した結果、両年とも

に、南部管区に属する大学の割合値の平均値が割合値の理想値から最も遠い値を示し、こ

の結果の理由として OCR管区間における組織上の構造や人員構成の相違が指摘されたもの

の、推測の域をでないとして実証研究の必要性が指摘された。 

最後に、年度と ERA批准の有無ごとに割合値と達成度をそれぞれ比較検討した結果、ERA
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批准撤回州を含めた ERA非批准州に属する大学の割合値の平均値が ERA批准州に属する大

学のそれに比べて低く、この結果の理由として、伝統的な家族観及び女性観と州権主張の

強さによって ERA非批准州における大学の女子学生運動競技者数の割合が抑制されている

ことが示唆された。また、ERA批准の有無を問わず、割合値の平均値において 2000年より

2010年の方が割合値の理想値に近い値を示し、この結果の理由として、ERA批准の有無を

問わず大学全体においてタイトルⅨが遵守される方向に向かっていることが示唆された。

また、この結果の理由として、各州においてタイトルⅨを補完するような州憲法や州法の

制定が進んでいることも示唆されたが、この理由の確実性を高めるためにはさらに実証研

究が必要であることが指摘された。加えて、達成度の分析の結果、ERA 批准の有無のみの

主効果が認められたことから、両年の割合値の比較検討の結果を慎重に扱う必要があるこ

とが指摘された。 
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結章 

 

第 1 節 研究のまとめ 

 

本研究では、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施過程を立法

部、司法部及び行政部のそれぞれの対応と関係の動態として捉えて、なかでも行政

部を中軸に据えて分析することを目的とした。また、タイトルⅨを大学対抗運動競

技プログラムに適用するにあたって、性差別を禁止し、男女の平等を実現するため

の原理原則及び基準を実証し、理論や課題を考察した。加えて、タイトルⅨの一起

草者であるパッツィ・タケモト・ミンクのタイトルⅨへの関与を実証し、ミンクの

タイトルⅨへの貢献を考察した。以上のような研究の目的のもと、以下のように章

ごとに研究課題を設定して、それらの検討結果を得た。 

第 1 章では、タイトルⅨの立法過程でどのような審議がなされ、運動競技に関し

てどのような議論がなされ、どのような教育上の性差別の規制政策の大枠がタイト

ルⅨに定められたのかということと、のちにタイトルⅨとなるタイトルⅩの審議で

ミンクがどのような主張をし、どのような意図をもってタイトルⅨの成立を目指し

たのかということを明らかにすることが研究課題であった。これを検討した結果、

以下のような知見を得た。市民的権利法の不備を背景に、市民的権利法タイトルⅥ

を雛形にして起草されたタイトルⅩは、下院 H.R.7248 法案の教育上の性差別の禁止

規定として誕生した。同法案に対して、アーレンバーン下院議員は、大学学部の入

学選抜制度をタイトルⅩの適用除外にしようとする修正法案を提出した。しかし、

ミンクは、一貫して市民的権利を根拠にタイトルⅩの正当性を主張し、同修正法案

に反対した。なぜなら、ミンクは、女性が一市民として当然、保障されるべき教育

機会の平等をタイトルⅩによって実現しようとしていたからである。一方、上院議

会には、教育上の性差別の禁止を規定する上院S.AMDT.398修正法案が提出されるが、

規制対象の不透明さから男女共学への強制的変更や連邦政府の権限強化を危惧した

議員の抵抗にあって廃案となる。しかし、再度、提出された上院 S.ADMT874 修正法

案は、大学学部の入学選抜制度における性差別の規制対象を公立大学に限定し、公

立の伝統的な男女別学教育機関の適用除外を求める S.ADMT.948修正法案と共に議会

を通過し、タイトルⅨは誕生した。連邦議会において、運動競技は性に基づく異な
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る処遇を認める例外的なケースとして例証される程度で、議論は深まらなかった。

このような審議を経て制定したタイトルⅨは、連邦補助金を受ける教育プログラム

や活動における性差別の禁止を規定し、違反した対象者に対する連邦補助金打ち切

りという制裁措置と制裁措置を受けた者の司法審査権の行使について定め、運動競

技プログラムにおける性差別の禁止或は性に基づく異なる処遇の許可について規定

しなかった。 

第 2 章では、タイトルⅨがどのように大学対抗運動競技プログラムに適用され、

実施されたのかということをタイトルⅨ制定後から改称前までの時期に絞り、関連

立法、関連方針及び関連判例の対応から明らかにすることを研究課題とした。これ

を検討した結果、以下のような知見を得た。タイトルⅨ実施規則の公布にあたり、

連邦議会は収益を得る大学対抗運動競技プログラムを適用対象から除外することを

求める修正法案を通過させた。同修正法案は、タイトルⅨの適用によって大学対抗

運動競技プログラムの稼ぎ頭であるスポーツ活動の資金が減損し、その結果、プロ

グラム全体の存続危機を招くことを危惧した議員らによって提出された。しかし、

ミンクの戦略によって、同修正法案は、大学対抗運動競技プログラムの特定スポー

ツの独自性に配慮したタイトル実施規則を HEW が作成・公布するよう求める修正法

案に取って代えられた。これによって HEW はタイトルⅨ実施規則を作成・公布する

が、連邦議会にはタイトルⅨ実施規則が定めた教科体育の男女共修の規定に反対す

るケーシー修正法案が提出された。同修正法案の審議において、ケーシー下院議員

は、教科体育の男女共修を連邦政府が強制することに強く抵抗する一方で、ミンク

は、教科体育の男女共修をタイトルⅨの適用除外にして、子供の身体的能力の発達

に損害を与える権限を連邦政府が有していないことを主張した。最終的に、下院議

会はケーシー修正法案を否決し、教科体育の男女共修の規定は守られた。 

タイトルⅨ実施規則は、タイトルⅨの定めた教育における性差別の禁止という政

策目的を達成するために「運動競技奨学金」と「運動競技」について規定し、運動

競技における性差別を規制対象にすることを明らかにした。運動競技奨学金の規定

は、男女間の運動奨学金の配分方法を規制し、男女学生運動競技者数の割合に比例

した運動競技奨学金の分配を求めた。一方、運動競技の規定は、教育機関の提供す

る運動競技プログラムにおける性差別を規制し、身体接触のある運動競技種目以外

での男女別チームの編成を禁じ、運動競技の男女平等機会の提供のための 10 項目の
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視点を提示した。 

タイトルⅨ実施規則の公布後、HEW は運動競技における性差別に関する多くの質問

や苦情申立てを受け、これを解消するためにタイトルⅨ実施規則の運動競技奨学金

と平等機会の規定の遵守方法を「運動競技奨学金」、「同等なその他の運動競技の恩

恵及び機会」及び「学生・生徒の関心と能力の効果的な受入れ」から解説する 1979

年の方針解釈を発行した。「運動競技奨学金」の規定は、利用可能な奨学金の総額を

男女学生運動競技者数で割り、その結果の比較によって同規定の遵守の判断を求め

る。「同等なその他の運動競技の恩恵及び機会」の規定は、タイトルⅨ実施規則の運

動競技の規定が示す「(2)設備や支給物の提供」から「(10)広報」までの遵守方法を

定める。「学生・生徒の関心と能力の効果的な受入れ」の規定は、タイトルⅨ実施規

則の学生の関心と能力に適応した運動競技種目と競技水準の規定の遵守を審査する

際に考慮すべき 3 点、すなわち「学生の運動競技への関心と能力の効果的な受入れ」、

「提供される運動競技種目の選定」及び「チーム競技の機会を含む有用な競技水準」

を定める。なかでも「チーム競技の機会を含む有用な競技水準」は、教育機関に「男

女運動競技者の関心と能力を効果的に受入れる中で、それぞれの性の個々人が大学

対抗運動競技に参加する機会とそれぞれの性の運動競技者が等しく能力に応じた競

技のチームスケジュールを持つ機会」を提供するよう求め、その判断基準として関

心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準を定めた。同判断基準とは、①

男女比の実質的均衡基準、②プログラム拡大の継続的実施基準、③学生の関心と能

力に応じたプログラム作りの実施基準であった。また、同方針解釈は、特殊なスポ

ーツによって生じる性に基づく異なる処遇を許可し、アメリカンフットボールを例

証した。 

1979 年の方針解釈は運動競技に関する規定の遵守方法や判断基準を定めたものの、

タイトルⅨが連邦補助金を受けるプログラムのみに適用されるのか（プログラム限

定）、或は連邦補助金を受けるプログラムを提供する教育機関全体に適用されるのか

（教育機関全体）、その適用対象は不明確であった。裁判所においてその裁定は統一

されなかったが、最高裁判所は 1984 年にプログラム限定の解釈を採用したグローブ

シティカレッジ判決を下した。同判決によって、大学対抗運動競技プログラムは連

邦補助金を直接受けないため、実質的にタイトルⅨの適用対象外となり、DOE の大学

運動競技プログラムにおける性差別の苦情審査も打ち切りとなった。ところが、連
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邦議会は教育機関全体の解釈を取り戻すために、1987 年に市民的権利復活法の法案

を通過させた。これに対して大統領は拒否権を発動させるが、連邦議会がこれを覆

して市民的権利復活法は成立し、大学対抗運動競技プログラムはタイトルⅨの適用

対象に戻った。 

1990 年に DOE は運動競技プログラム調査マニュアルを発行し、タイトルⅨの実施

は本格化しようとしていた。そのような中、1992 年に最高裁判所は、タイトルⅨを

法的根拠として損害賠償を求める原告の主張を認めたフランクリン判決を下した。

同判決は、性差別の立証によって教育機関が多額の損害賠償責任を負う可能性を示

唆し、大学対抗運動競技プログラムにタイトルⅨの実施を促す一要因として捉えら

れた。 

市民的権利復活法とフランクリン判決によってタイトルⅨの実施が促されると、

学生運動競技者が平等な参加機会を求める訴訟が顕著となった。運動競技予算の緊

縮を背景に、多くの大学運動競技局はタイトルⅨのもと平等な参加機会を提供しよ

うと学生の参加機会を縮小した。この当事者となった学生は大学を訴え、裁判所は

関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準を採用した。原告が女子の場

合には大学が敗訴し、男子の場合には大学が勝訴した。このような中、最高裁判所

はブラウン大学判決を下し、大学対抗運動競技プログラムへの同判断基準の適用が

決定づけられると、大学運動競技局は女子の参加機会を拡大せず、男子の参加機会

を縮小してタイトルⅨの遵守を目指した。この結果、多く男子チームが廃部或は格

降された。これらを背景に、大学運動競技局は関心と能力の効果的な受入れに関す

る 3 つの判断基準の説明を求めていた。この要求に応えたのが 1996 年の方針解説で

ある。 

 1996 年の方針解説は、関心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準につ

いて OCR の立場を明確にした。OCR は、①同判断基準のいずれかを遵守すること、②

同判断基準が割当制度ではないこと、③男子チームの廃止を求めていないこと、④

男女の参加人数枠ではなく実在する男女学生運動競技者数を採用すること、⑤男女

比の実質的均衡基準が法的暫定避難規定であることを強調した。 

第 3 章では、なぜタイトルⅨがミンク法に改称されたのかということを明らかに

することを研究課題とした。この検討結果から、以下のような知見を得た。タイト

ルⅨ改称立法は、女性や子供など社会的に弱い立場にある者のために経済的、社会
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的及び教育的問題に熱心に取組んだミンクの業績を称えることを目的として、2002

年 10 月 17 日に成立した。ミンクの経歴によると、彼女は、下院議員に就任するま

でに人種差別、性差別、婚姻の有無による差別といった様々な差別を乗り越えてき

た。その後、彼女は、下院議員として中等教育後の貧困学生・生徒や女子・女性の

経済的保障に取り組み、そのことは同僚議員から評価されている。このような半生

と功績をもつミンクの名がなぜ付されなければならなかったのか、その改称理由を

探るとミンクとタイトルⅨをつなぐキーワードとして「市民的権利」が浮かびあが

り、タイトルⅨを市民的権利法として周知させようとして、ミンク法に改称された

ことが明らかとなった。 

第 4 章では、OCR による大学対抗運動競技プログラムへのタイトルⅨの判断基準の

適用がどのように変化したのかということをタイトルⅨ改称後から2010年までの時

期に絞って明らかにすることを研究課題とした。この検討結果から、以下のような

知見を得た。OCR は、関心と能力の効果的な受入れに関する 3つの判断基準を採用し

た裁判で敗訴を重ねていた男子チームへの対応を迫られていた。NWCA らは、関心と

能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準とそれを実施する DOE の解釈が原因

で損害を被ったとして DOE を提訴した。また、男子チームが廃止される中、タイト

ルⅨの実施を再検討する声が連邦議会で高まっていた。これらを背景に、DOE は運動

競技機会委員会を設置して関係者の間で利害調整を行わせた。この委員会の最終報

告書をもとに発行されたのが 2003 年の方針追加説明である。 

2003 年の追加説明は、OCR による大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトル

Ⅸの実施について改めて説明した。OCR は、①関心と能力の効果的な受入れに関する

3 つの判断基準のそれぞれを同等に且つ柔軟に扱い、その理解を得るために教育的キ

ャンペーンに着手し、教育機関の指導に努めること、②チームの廃止は冷遇慣行と

して奨励しないこと、③制裁措置を含めてタイトルⅨを積極的に実施し、制裁措置

の執行回避のために技術的な指導を行うこと、④個人的な寄付金授受によりタイト

ルⅨの遵守義務を免れないこと、⑤地域格差なくタイトルⅨを実施すること、⑥関

心と能力の効果的な受入れに関する 3 つの判断基準が従来通り機能すること、⑦タ

イトルⅨの約束の実現のために教育機関と協力していくことを強調した。 

大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの遵守方法として関心と能力の

効果的な受入れに関する 3 つの判断基準に焦点が当てられる中、さらにその中心と
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なるのが学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準である。OCR がとりた

てて同実施基準について説明してこなかったことを背景に、同実施基準に基づくタ

イトルⅨの遵守方法を解説したのが 2005 年の追加説明である。 

2005 年の追加説明は、学生の関心と能力に応じたプログラム作りの実施基準に基

づくタイトルⅨの実施に関して以下の 5 点を強調した。第一に、①大学代表チーム

を維持できるだけの十分な関心はあるものの、その関心が充足されていない（充足

されていない関心）、②大学対抗運動競技チームを維持できるだけの十分な競技能力

がある（十分な競技能力）、③通常、競合する地域の範囲内でチームが大学対抗運動

競技で競合する穏当な期待がある（競合への穏当な期待）という 3 つの審査条件に

大学対抗運動競技プログラムが該当すれば、同実施基準を遵守していないと判断さ

れ、学生の関心と能力への配慮や特定のスポーツの追加又は昇格の要請への対応を

求められるとした。第二に、タイトルⅨ不履行の立証責任について、OCR の調査では

OCR に、教育機関内調査では学生にあるとした。第三に、付随のユーザーガイドの解

説に従ってモデル調査を実施した場合には、当該教育機関は学生のスポーツ参加の

関心を評価する適切な手法を用いていると判断されるとした。第四に、タイトルⅨ

の遵守を実証するために同実施基準が有効であるとした。第五に、同実施基準が男

女比の実質的均衡基準及びプログラム拡大の継続的実施基準と同等で、共に法的暫

定避難規定とした。 

ところが、2005 年の追加説明は NCAA、女性団体及び連邦議会の反発を招いた。NCAA

らは、同追加説明の不備について、①従来検討すべき様々な要因を無視してモデル

調査のみによってタイトルⅨの遵守の実証を可能にすること、②モデル調査の結果

が示す女子のスポーツ参加の関心度が以前の参加機会を得られない状況を反映し、

その結果、女子のスポーツの参加機会が制限され、差別が永続すること、③モデル

調査の対象を在学生及び入学予定者に限定し、より広い視点でスポーツの関心度を

評価する法的義務を無視すること、④E メール調査の無回答を「運動競技に関心がな

い」と解釈することや女子の大学代表レベルに参加する能力の自己評価が実際の能

力の評価に影響すること、⑤女子の平等機会を享受する権利の実証責任を教育機関

から女子学生自身に転嫁することを指摘した。このような反発が高まる中、DOE は同

追加説明を撤廃するために新たな方針を発表した。それが 2010 年の説明である。 

2010 年の説明は、タイトルⅨ実施規則、1979 年の方針解釈及び 1996 年の方針解
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説に従ってタイトルⅨを実施することを前提に、学生の関心と能力に応じたプログ

ラム作りの実施基準の遵守を判断する際に用いる指標を提示した。大学対抗運動競

技プログラムは 3 つの審査条件、すなわち①充足されていない関心、②十分な競技

力、③競合への穏当な期待に該当すると、学生の関心と能力への配慮や特定のスポ

ーツの追加或は昇格の要請への対応を求められるが、この検討の際に、OCR は様々な

指標を用いて大学対抗運動競技プログラムを評価するとした。その指標とは、充足

されていない特定のスポーツへの関心とそのスポーツチームを維持する十分な能力

があるか否かを評価する 5 つの指標と教育機関の地域で特定のスポーツチームがエ

ントリーできる競技会が開催されているか否かを評価する 2 つの指標である。前者

は、①学生の運動競技への関心と能力について判断する際に差別のない評価手法を

用いているか、②過少な性のチームが存続可能であるにも関わらず、そのチームの

存続を停止したか、③学生の関心度を測定する多様な指標を用いているか、④学生

の能力を測定する多様な指標を用いているか、⑤どのくらいの頻度で評価を実施し

ているかである。後者は、①教育機関が競争相手とする他の教育機関によって提供

される競争機会、②教育機関が競争相手としない他の教育機関によって提供される

競争機会と教育機関の地域における他の教育機関によって提供される競争機会であ

る。 

第 2 章及び第 4 章で明らかになったタイトルⅨの実施過程は、図 6-1 のようなイ

メージになる。また、大学対抗運動競技プログラムへのタイトルⅨの判断基準の適

用の遷移は図 6-2 のようになる。 
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タイトルⅨ実施規則
1979年の方針解釈
1996年の方針解説

2003年の方針追加説明
2005年の追加説明
2010年の説明

大　学

運動競技プログラム

　　男子　　女子　　　

チ　ー　ム

（判例）　　　（タイトルⅨ）

実施に影響を与える要因：
地域格差、学校規模、ERA批准の有無、財政規模、男女比の実質的均衡基
準の扱いの難しさ、タイトルⅨ（法律）の浸透、OCRの組織人員編成、伝
統的な家族観及び女性観と州権主張の強さ、タイトルⅨを補完する州憲
法及び州法の有無

立法部 司法部

行政部

　　　私的援助 　　　公的援助

 

 

図 6-1： 大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施の構造イメージ 
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第 5 章では、2000 年と 2010 年の大学対抗運動競技プログラムにおいてどの程度タ

イトルⅨが遵守され、両者間においてどのようなタイトルⅨの遵守状況の傾向の違

いがあり、どのような要因にタイトルⅨの遵守状況が左右されうるのかということ

をそれぞれ明らかにすることを研究課題とした。これらを検討した結果、次の 6 点

が明らかとなった。①男女比の実質的均衡基準を理想的に満たす大学がほぼ皆無で

あり、この理由として男女比の実質的均衡基準以外の判断基準の採用、財政緊縮下

でのアメリカンフットボールチームの競技力の保持・向上と女子学生運動競技者数

の増員との両立の困難さ、及び男女比の実質的均衡基準によるタイトルⅨの遵守の

困難さが示唆されたものの、両年の割合値の比較結果を慎重に扱うことが付言され

た、②両年ともに大規模大学の割合値の平均値が小規模大学のそれより割合値の理

想値に近く、この理由として小規模大学にとって女子学生数が増加する中で女子学

生運動競技者を増員することが困難であることが示唆されたが、小規模大学間にお

ける財政状況と割合値及び達成度との関係を検討する必要があることが指摘された、

③大学規模を問わず 2000 年より 2010 年の方が割合値の平均値が高く、この理由と

して大学全体にタイトルⅨが浸透してきていることが示唆されたが、再考の余地が

残されていることが付言された、④両年ともに南部管区の大学の割合値の平均値が

割合値の理想値から最も遠い値を示し、この理由として OCR 管区間における組織上

の構造や人員構成の相違が示唆されたものの、実証研究の必要性が付言された、⑤

ERA 批准撤回州を含めた非批准州の大学の割合値の平均値が批准州に属する大学の

それに比べて低く、この理由として伝統的な家族観及び女性観と州権主張の強さが

非批准州の大学の女子学生運動競技者数の割合を抑制していることが示唆された、

⑥ERA批准の有無を問わず、割合値の平均値は 2000 年より 2010 年の方がその理想値

に近い値を示し、この理由として大学全体におけるタイトルⅨの浸透とタイトルⅨ

の補完的州憲法や州法の制定が進んでいることが示唆されたが、後者については実

証研究の必要性が付言された。また、両年の割合値の比較検討の結果を慎重に扱う

必要があることも付言された。 

 

第 2 節 結論 

タイトルⅨが立法部、司法部及び行政部の相互作用によって実施される中、OCR

はタイトルⅨの遵守を判断する基準として関心と能力の効果的な受入れに関する 3
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つの判断基準を大学対抗運動競技プログラムに適用し、1996 年の方針解説では①男

女比の実質的均衡基準を法的暫定避難規定とし、2003 年の方針追加説明では①男女

比の実質的均衡基準、②プログラム拡大の継続的実施基準、③学生の関心と能力に

応じたプログラム作りの実施基準のいずれも同等且つ柔軟に扱うとし、さらに 2005

年の追加説明では①、②、③のいずれも法的暫定避難規定として、タイトルⅨの遵

守を誘引してきたが、実際にタイトルⅨの遵守状況を①からみると、タイトルⅨの

遵守は大学全体で進んでおらず、とりわけ小規模大学、OCR 南部管区に属する大学及

び ERA 非批准州に属する大学では遅れている。 

 

第 3 節 タイトルⅨの実施の展望 

 

本研究は、大学対抗運動競技プログラムにおけるタイトルⅨの実施効果（アウト

カム）と実施状況（アウトプット）との間に生じているギャップに対する問題意識

から出発した。このギャップの理由を検討してみると、タイトルⅨの男女平等の実

現という理念レベルでは大学運動競技局の支持が得られ、男女の参加機会の均等化

という一定の効果が得られても、男女平等の実現のための男女の実質的均衡基準の

適用という実施レベルになると財政問題や態度変容といった課題が立ち塞がり、タ

イトルⅨの実施がなかなか進展しないという実情が浮かびあがる。 

OCR は大学運動競技局にタイトルⅨを遵守させようと誘引してきた。また、州レベ

ルではタイトルⅨと同様の州憲法や州法が性差別撤廃を求める裁判で効果を上げて

いることは第 5 章で述べた。この OCR の誘引と補完的な州憲法及び州法が大学運動

競技局の性差別撤廃の意識を高め、女子学生運動競技者数の上昇に繋がったと考え

られる。 

しかし、女子学生運動競技者数が上昇しても男女の実質的均衡基準を遵守できる

とは限らない。女子学生運動競技者数の割合が上昇しても、タイトルⅨの制定以来、

女子学生総数の割合が上昇する中、割合値（女子学生運動競技者数の割合 －
マイナス

女子

学生総数の割合）の上昇は難しく、結果、男女の実質的均衡基準の遵守は果たせな

いのである。大学運動競技局は、男女の実質的均衡基準を遵守するために男子学生

運動競技者数の割合を縮小するという行動をとった。ところが、この行動を OCR は

冷遇慣行としたことから、大学運動競技局には、男子学生運動競技者数の割合を維
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持しつつ、女子学生運動競技者数の割合を上昇させる遵守方法しかなかった。しか

し、財政緊縮の中、アメリカンフットボールの集客力と競技力の維持・向上を求め

られる NCAA ディビジョン I-A の大学運動競技局にとって、この方法を用いることは

財政上容易ではない。これが小規模大学となるとさらに厳しくなる。加えて、OCR

の組織人員編成に偏りのある管轄下や伝統的家族観及び女性観と州権主張の強い州

にある大学にとって、男女の実質的均衡基準の実施に対する態度変化が求められる

度合いは大きく、これがさらに男女の実質的均衡基準の遵守を困難にしたと考えら

れるのである。 

以上のようなギャップの理由を踏まえて、今後のタイトルⅨの実施の課題を検討

した結果、以下の 3 点が指摘できる。 

1 点目は、アメリカンフットボールの必要参加人数の見直しである。第 5 章でみた

ように、アメリカンフットボールの集客力と競技能力を維持すると共に女子の参加

機会を拡大することは、大学運動競技局にとってコストがかかる。しかし、アメリ

カンフットボールの必要参加人数を下方修正すれば、それによって浮いた予算を女

子の参加機会の拡大にあて、男女の実質的均衡基準を遵守しやすくなると考えられ

る。 

ハワイ大学運動競技局のマリリン・モーニス・カホオハノハノ（ Marilyn 

Moniz-Kaho'ohanohano）副局長は、インタビューの中で「運動競技に参加する機会

を男女平等に提供することが最重要である」と述べた上で、「もしあなたに娘と息子

がいて、2 人がスポーツをしたいと言った時、あなたは 2 人にスポーツをやらせてあ

げたいでしょう。もし娘か息子のどちらかにしかスポーツをさせてあげることがで

きないとしたらどちらかを選べる？」と、実際に生じうる状況を想定し参加機会を

男女平等に提供することの重要性を強調する1。また、3 人の娘の母でもある同氏の

コメントは、「スポーツ＝男子」が過去の遺産とさえ思わせる。タイトルⅨが平等の

アクセスを求めた市民的権利法の一つとして周知されるともに、性別に関係なくス

ポーツに参加したい者が参加できるプログラム作りのために男女比の実質的均衡基

準を遵守することは当然だと考えられる日は近いのかもしれない。 

2 点目は、地域性を踏まえた OCR の指導の工夫である。第 5 章でみたように、OCR

管区別の検討結果から、南部管区に属する大学が女子学生運動競技者数の割合を増

加させることに消極的であることが明らかとなり、その理由として南部管区の人員
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編成の偏りに起因することが 1 つの要因として考えられた。また、ERA 批准の有無別

の検討結果から、実質的に批准をしていない州に属する大学が女子学生運動競技者

数の割合を増加させることに消極的であることも明らかとなり、その理由として伝

統的な家族観及び女性観と州権主張の強さに起因することが指摘された。加えて、

南部管区に属する 12 州のうち 11 州は ERA 非批准州である。以上のことから、南部

地方局は、伝統的な家庭観及び女性観と州権主張の強さを踏まえて指導を行うとい

った工夫が必要であると考えられる。 

3 点目は、男女の体育及びスポーツの振興に向けた OCR と NCAA の協働である。千

葉が「欧米諸国では、スポーツ自体の普及が、同時にプロの進展と営利主義、さら

に放送・放映の発達を促し、この商業化の急速な進行が、選手の労働や人権、団体

規制や税制、さらに環境や犯罪などさまざまな問題を噴出させた。そこで国家法も、

立ち入らない原則を守りつつも、ある程度の規制に踏み出さざるをえなくなった2」

と指摘するように、アメリカ連邦政府は性差別撤廃のためにタイトルⅨを制定し、

スポーツに介入せざるをえなくなり、これを NCAA は受け止めざるを得なくなってい

る。このような両者の関係の中で、男女の体育及びスポーツの機会均等化に寄与し

うるタイトルⅨの実施には、諏訪が「体育及びスポーツに関係する法規を含めたい

わゆる体育・スポーツ法規について言えば、それは本質的に国民ないし住民のもの

としての体育・スポーツの振興に貢献すべきものでなければならず、具体的には、

体育・スポーツをいつでも、どこでも、誰でもが、自由に行えるいわゆる基本的人

権としての体育・スポーツの機会均等の具現化のためにあるといえる3」と論じるよ

うに、男女の体育及びスポーツの振興という最終ゴールを据えて、それに向けて両

者がタイトルⅨの目的である男女平等の実現に邁進することが求められているとい

えよう。そうすれば、第 2 章でみたような、男子の機会を奪って女子の機会と釣り

合いを図ろうとする間違った方向に向くことは回避できるであろう。諏訪が「予想

された体育・スポーツ法規上の問題或いは全く予測さえできなかった体育・スポー

ツ法規上の問題の出現も含めてこれら諸問題の解消・解決をめざして、まさに現代

の体育・スポーツ法規に関する組織的・体系的な取り組みとその精力的な展開が今

日切実に要請されている」と述べる4ように、まさに、OCR と NCAA が協働して、男女

の体育及びスポーツの振興に向けて、タイトルⅨのもと男女平等の具現化に取組む

ことが期待されているのではないだろうか。 
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第 4 節 今後の課題 

 

本研究の課題としては、主に以下の 3点が指摘できる。1 点目は、タイトルⅨの実

施過程の分析についてである。本研究では、タイトルⅨの実施過程を 3 つの国家権

力それぞれの対応と関係の動態として捉えたが、実際に研究を進めると、3 つの国家

権力の一側面から捉えることだけでも一つの大きな研究になることに気付き始めた。

今後は、立法関係資料、判例及び行政文書などを再検証し、タイトルⅨの実施過程

の分析の緻密化に努めたい。そうすれば、大学対抗運動競技プログラムにおけるタ

イトルⅨの実施効果と実施状況とのギャップの考察をより深められるであろう。 

2 点目は、タイトルⅨの実施と財政問題についてである。タイトルⅨの実施過程の

検討結果から、大学対抗運動競技プログラムの財政状況がタイトルⅨの遵守状況を

既定すると言っても過言ではない。しかし、本研究では、大学対抗運動競技プログ

ラムにおけるタイトルⅨの遵守状況と財政状況との関係性を検討するまでに至って

いない。今後は、タイトルⅨの実施に影響を与える要因を探る研究として、この関

係性を探ってみたい。 

3 点目は、タイトルⅨの実施とスポーツ関係団体との関係性についてである。本研

究では、タイトルⅨの実施を連邦政府機関が行う行為と捉えたことから、タイトル

Ⅸの実施とスポーツ関係団体との関係性について掘り下げることができなかった。

とりわけ、大学対抗運動競技プログラムを統括する代表的な団体である NCAA との関

係性を把握することは、タイトルⅨの実施に影響を与える要因を探るために重要で

あると考えられる。今後は、タイトルⅨに関わる連邦議会議事録や公聴会資料を用

いて NCAA の主張や大学対抗運動競技プログラムに関する審議を検証したり、NCAA

の関係資料等を用いてタイトルⅨの実施とNCAAの規約との関係性を検討したりする

などしてこの課題を克服したい。また、これによって、大学対抗運動競技プログラ

ムにおけるタイトルⅨの実施の独自性を明確化することにも努めたい。 

その他にも、タイトルⅨの実施に影響を与える他の要因の検討など、やり残した

ことは多いが、今後の研究課題としたい。 
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ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
立
大
学

12
,8

31
6,

92
9

33
9

15
4

54
.0

%
45

.4
%

-8
.6

%
0.

84
62

オ
レ
ゴ
ン
州
立
大
学

12
,7

83
5,

83
9

47
6

17
5

45
.7

%
36

.8
%

-8
.9

%
0.

80
63

オ
ハ
イ
オ
大
学

15
,3

73
8,

35
5

62
8

28
5

54
.3

%
45

.4
%

-9
.0

%
0.

84
64

ア
リ
ゾ
ナ
大
学

26
,2

58
13

,8
75

48
4

21
2

52
.8

%
43

.8
%

-9
.0

%
0.

83
65

ア
イ
オ
ワ
大
学

16
,8

84
9,

19
2

72
4

32
7

54
.4

%
45

.2
%

-9
.3

%
0.

83
66

オ
ク
ラ
ホ
マ
大
学
ノ
ー
マ
ン
校

21
,3

39
10

,1
66

56
3

21
5

47
.6

%
38

.2
%

-9
.5

%
0.

80
67

ミ
ネ
ソ
タ
大
学
ト
ゥ
イ
ン
シ
テ
ィ
ズ
校

20
,9

26
10

,8
98

63
5

26
8

52
.1

%
42

.2
%

-9
.9

%
0.

81
68

ハ
ワ
イ
大
学
マ
ノ
ア
校

11
,9

31
6,

55
6

44
3

19
9

54
.9

%
44

.9
%

-1
0.

0%
0.

82
69

ボ
ー
ル
州
立
大
学

14
,5

51
7,

69
3

55
2

23
6

52
.9

%
42

.8
%

-1
0.

1%
0.

81
70

サ
ザ
ン
メ
ゾ
ジ
ス
ト
大
学

5,
55

2
2,

97
8

45
3

19
4

53
.6

%
42

.8
%

-1
0.

8%
0.

80
71

ケ
ン
ト
州
立
大
学

17
,1

33
10

,1
26

58
1

28
0

59
.1

%
48

.2
%

-1
0.

9%
0.

82
72

ボ
ス
ト
ン
カ
レ
ッ
ジ

9,
18

8
4,

84
9

85
9

35
6

52
.8

%
41

.4
%

-1
1.

3%
0.

79
73

ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学

14
,6

00
7,

59
1

51
7

21
0

52
.0

%
40

.6
%

-1
1.

4%
0.

78
74

シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
大
学

11
,2

67
6,

17
7

58
5

25
4

54
.8

%
43

.4
%

-1
1.

4%
0.

79
75

カ
ン
ザ
ス
州
立
大
学

20
,5

17
9,

86
4

47
6

17
3

48
.1

%
36

.3
%

-1
1.

7%
0.

76
76

フ
ロ
リ
ダ
大
学

28
,3

24
14

,9
72

63
0

25
9

52
.9

%
41

.1
%

-1
1.

7%
0.

78
77

ネ
ブ
ラ
ス
カ
大
学
リ
ン
カ
ー
ン
校

17
,8

04
8,

38
6

81
2

28
7

47
.1

%
35

.3
%

-1
1.

8%
0.

75
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78
フ
ロ
リ
ダ
州
立
大
学

26
,0

75
14

,4
44

57
7

25
1

55
.4

%
43

.5
%

-1
1.

9%
0.

79
79

サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
コ
ロ
ン
ビ
ア
校

12
,6

76
6,

94
2

52
4

22
4

54
.8

%
42

.7
%

-1
2.

0%
0.

78
80

ル
イ
ジ
ア
ナ
工
業
大
学

6,
79

2
3,

14
2

35
1

11
9

46
.3

%
33

.9
%

-1
2.

4%
0.

73
81

ウ
エ
ス
タ
ン
ミ
シ
ガ
ン
大
学

17
,9

17
9,

55
5

56
6

23
1

53
.3

%
40

.8
%

-1
2.

5%
0.

77
82

ボ
ー
リ
ン
グ
グ
リ
ー
ン
州
立
大
学

15
,4

44
8,

86
2

60
2

27
0

57
.4

%
44

.9
%

-1
2.

5%
0.

78
83

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
立
大
学
農
学
・
機
械
学
カ
レ
ッ
ジ

25
,9

22
13

,7
09

60
1

24
2

52
.9

%
40

.3
%

-1
2.

6%
0.

76
84

ミ
ズ
ー
リ
大
学
コ
ロ
ン
ビ
ア
校

17
,8

11
9,

35
9

63
8

25
4

52
.5

%
39

.8
%

-1
2.

7%
0.

76
85

ラ
ッ
ト
ガ
ー
ズ
大
学

24
,7

12
13

,1
45

10
62

42
7

53
.2

%
40

.2
%

-1
3.

0%
0.

76
86

ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
大
学

16
,5

93
9,

03
0

40
8

16
8

54
.4

%
41

.2
%

-1
3.

2%
0.

76
87

ア
リ
ゾ
ナ
州
立
大
学

33
,9

48
17

,8
42

58
1

22
5

52
.6

%
38

.7
%

-1
3.

8%
0.

74
88

ボ
イ
シ
州
立
大
学

8,
66

1
4,

68
6

43
4

17
0

54
.1

%
39

.2
%

-1
4.

9%
0.

72
89

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
大
学

8,
41

0
4,

33
6

44
9

16
3

51
.6

%
36

.3
%

-1
5.

3%
0.

70
90

ジ
ョ
ー
ジ
ア
大
学

21
,8

08
12

,0
16

65
2

25
9

55
.1

%
39

.7
%

-1
5.

4%
0.

72
91

ラ
イ
ス
大
学

2,
70

1
1,

27
6

40
3

12
8

47
.2

%
31

.8
%

-1
5.

5%
0.

67
92

セ
ン
ト
ラ
ル
ミ
シ
ガ
ン
大
学

14
,4

66
8,

48
1

55
0

23
6

58
.6

%
42

.9
%

-1
5.

7%
0.

73
93

ア
ラ
バ
マ
大
学
バ
ー
ミ
ン
ハ
ム
校

6,
83

6
3,

99
7

34
8

14
8

58
.5

%
42

.5
%

-1
5.

9%
0.

73
94

ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
チ
ャ
ペ
ル
ヒ
ル
校

15
,4

34
9,

35
5

87
9

38
8

60
.6

%
44

.1
%

-1
6.

5%
0.

73
95

ノ
ー
ザ
ン
イ
リ
ノ
イ
大
学

16
,8

93
9,

09
3

39
8

14
8

53
.8

%
37

.2
%

-1
6.

6%
0.

69
96

テ
キ
サ
ス
大
学
エ
ル
パ
ソ
校

12
,5

33
6,

69
4

29
1

10
7

53
.4

%
36

.8
%

-1
6.

6%
0.

69
97

ト
ゥ
レ
イ
ン
大
学

5,
62

1
2,

85
7

35
3

12
0

50
.8

%
34

.0
%

-1
6.

8%
0.

67
98

ア
ー
カ
ン
ソ
ー
大
学

11
,9

99
5,

89
6

51
8

16
0

49
.1

%
30

.9
%

-1
8.

2%
0.

63
99

ウ
ェ
イ
ク
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
大
学

3,
85

7
1,

98
4

45
2

14
9

51
.4

%
33

.0
%

-1
8.

5%
0.

64
10

0
ア
ラ
バ
マ
大
学

13
,1

34
6,

80
7

54
2

18
0

51
.8

%
33

.2
%

-1
8.

6%
0.

64
10

1
ア
ク
ロ
ン
大
学

12
,5

50
6,

74
3

41
8

14
5

53
.7

%
34

.7
%

-1
9.

0%
0.

65
10

2
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
大
学

14
,8

52
7,

71
3

55
1

17
7

51
.9

%
32

.1
%

-1
9.

8%
0.

62
10

3
ベ
イ
ラ
ー
大
学

11
,3

38
6,

54
8

53
2

19
7

57
.8

%
37

.0
%

-2
0.

7%
0.

64
10

4
サ
ザ
ン
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
大
学

12
,5

88
7,

51
5

42
6

16
1

59
.7

%
37

.8
%

-2
1.

9%
0.

63
10

5
イ
ー
ス
ト
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学

15
,4

93
9,

08
1

47
6

16
8

58
.6

%
35

.3
%

-2
3.

3%
0.

60
10

6
マ
ー
シ
ャ
ル
大
学

7,
76

8
4,

19
0

43
8

13
4

53
.9

%
30

.6
%

-2
3.

3%
0.

57
10

7
ル
イ
ジ
ア
ナ
大
学
モ
ン
ロ
ー
校

7,
40

4
4,

48
7

38
3

14
1

60
.6

%
36

.8
%

-2
3.

8%
0.

61
10

8
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
大
学

11
,9

45
6,

71
9

50
9

16
3

56
.2

%
32

.0
%

-2
4.

2%
0.

57
10

9
ミ
ド
ル
テ
ネ
シ
ー
州
立
大
学

17
,3

95
9,

56
7

36
1

11
0

55
.0

%
30

.5
%

-2
4.

5%
0.

55
11

0
ル
イ
ジ
ア
ナ
大
学
ラ
フ
ェ
イ
エ
ッ
ト
校

12
,0

16
6,

60
4

36
9

11
2

55
.0

%
30

.4
%

-2
4.

6%
0.

55
11

1
イ
ー
ス
タ
ン
ミ
シ
ガ
ン
大
学

12
,2

81
7,

45
1

70
1

24
3

60
.7

%
34

.7
%

-2
6.

0%
0.

57
11

2
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
立
大
学

7,
44

8
4,

21
5

33
5

10
1

56
.6

%
30

.1
%

-2
6.

4%
0.

53
11

3
メ
ン
フ
ィ
ス
大
学

11
,1

26
6,

46
4

38
9

11
9

58
.1

%
30

.6
%

-2
7.

5%
0.

53
11

4
テ
キ
サ
ス
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
大
学

6,
26

7
3,

71
9

53
2

15
9

59
.3

%
29

.9
%

-2
9.

5%
0.

50

註
3）

2種
目
以
上
の
競
技
に
参
加
す
る
一
女
子
学
生
運
動
競
技
者
を
1人

と
み
な
す
。
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6)
.

註
1）

色
分
け
は
、
OC
R各

管
区
を
示
す
。
ピ
ン
ク
は
東
部
管
区
、
オ
レ
ン
ジ
は
南
部
管
区
、
黄
は
中
西
部
管
区
、
緑
は
西
部
管
区
を
表
す
。

註
2）

11
4校

は
、
す
べ
て
NC
AA
デ
ィ
ビ
ジ
ョ
ン
1-
Aに

属
す
る
大
学
で
あ
る
。
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学
生
総
数

女
子
学
生
数

学
生
運
動
競
技

者
総
数

女
子
学
生
運
動

競
技
者
数

女
子
学
生
数
の
割
合

女
子
学
生
運
動
競
技

者
数
の
割
合

割
合
値

達
成
度

A
B

C
D

B/
A

D/
C

D/
C-
B/
A

(D
/C
)/
(B
/A
)

1
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
陸
軍
士
官
学
校

4,
20
7

64
2

16
8

71
15
.3
%

42
.3
%

27
.0
%

2.
77

2
カ
ン
ザ
ス
大
学

18
,8
09

9,
34
5

67
6

38
2

49
.7
%

56
.5
%

6.
8%

1.
14

3
マ
イ
ア
ミ
大
学

9,
26
8

4,
76
8

41
7

22
4

51
.4
%

53
.7
%

2.
3%

1.
04

4
ア
イ
オ
ワ
州
立
大
学

21
,0
81

9,
20
9

44
0

20
1

43
.7
%

45
.7
%

2.
0%

1.
05

5
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
大
学

17
,9
17

8,
14
3

53
9

25
5

45
.4
%

47
.3
%

1.
9%

1.
04

6
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
大
学

16
,2
40

8,
10
8

63
5

32
8

49
.9
%

51
.7
%

1.
7%

1.
03

7
カ
ン
ザ
ス
州
立
大
学

16
,4
13

7,
82
7

46
5

22
5

47
.7
%

48
.4
%

0.
7%

1.
01

8
オ
レ
ゴ
ン
州
立
大
学

15
,0
41

6,
95
0

48
4

22
7

46
.2
%

46
.9
%

0.
7%

1.
02

9
ク
レ
ム
ソ
ン
大
学

14
,3
26

6,
58
8

49
1

22
6

46
.0
%

46
.0
%

0.
0%

1.
00

10
ジ
ョ
ー
ジ
ア
科
学
技
術
研
究
所

12
,3
51

3,
77
9

38
7

11
8

30
.6
%

30
.5
%

-0
.1
%

1.
00

11
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
ト
ゥ
イ
ン
シ
テ
ィ
ズ
校

27
,6
36

14
,4
24

84
1

43
8

52
.2
%

52
.1
%

-0
.1
%

1.
00

12
ト
レ
ド
大
学

14
,8
83

7,
32
5

36
5

17
9

49
.2
%

49
.0
%

-0
.2
%

1.
00

13
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
ブ
ル
ー
ミ
ン
ト
ン
校

30
,9
83

15
,4
17

64
3

31
8

49
.8
%

49
.5
%

-0
.3
%

0.
99

14
ワ
シ
ン
ト
ン
州
立
大
学

18
,6
20

9,
41
0

48
4

24
3

50
.5
%

50
.2
%

-0
.3
%

0.
99

15
ノ
ー
ス
ウ
エ
ス
タ
ン
大
学

8,
49
9

4,
41
9

46
3

23
9

52
.0
%

51
.6
%

-0
.4
%

0.
99

16
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
マ
デ
ィ
ソ
ン
校

27
,1
45

14
,0
50

80
2

41
2

51
.8
%

51
.4
%

-0
.4
%

0.
99

17
ウ
エ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
大
学

20
,2
60

8,
99
5

53
9

23
7

44
.4
%

44
.0
%

-0
.4
%

0.
99

18
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
州
立
大
学

22
,5
12

12
,8
01

50
2

28
3

56
.9
%

56
.4
%

-0
.5
%

0.
99

19
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
シ
ア
ト
ル
校

28
,0
52

14
,2
03

64
6
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1

50
.6
%

49
.7
%

-0
.9
%

0.
98
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ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学

6,
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4

3,
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2

83
8
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9

48
.6
%

47
.6
%

-1
.0
%

0.
98
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オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
メ
イ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
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,6
29

17
,4
10

96
9

43
8

46
.3
%

45
.2
%

-1
.1
%

0.
98

22
ル
ー
イ
ビ
ル
大
学

11
,8
55

6,
11
6

56
2

28
3

51
.6
%

50
.4
%

-1
.2
%

0.
98

23
ラ
ッ
ト
ガ
ー
ズ
大
学
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク

27
,5
37

13
,3
21

61
1

28
7

48
.4
%

47
.0
%

-1
.4
%

0.
97

24
ミ
シ
ガ
ン
大
学
ア
ン
ア
ー
バ
ー
校

25
,2
61

12
,4
49

76
4

36
5

49
.3
%

47
.8
%

-1
.5
%

0.
97
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タ
ル
サ
大
学

2,
91
1

1,
35
6
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0
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0

46
.6
%

45
.0
%

-1
.6
%

0.
97
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ユ
タ
大
学
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,9
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6,
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7
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17
0
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.5
%
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%
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0.
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ボ
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1
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34
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%
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サ
ン
ホ
ゼ
州
立
大
学
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3
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.0
%
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.5
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.5
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ア
イ
ダ
ホ
大
学

8,
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0

3,
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.3
%
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.7
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.6
%

0.
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パ
ー
ド
ゥ
大
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メ
イ
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キ
ャ
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パ
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,3
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12
,5
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46
4
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.5
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：
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資
料
2：

20
10
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
学
生
総
数
等
の
概
括

大
学

順
位
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礼を申し上げます。 

最後に、温かい目で私を見守ってくれた両親にありがとうの言葉を贈ります。 

 

2013年 9月 30日  新井喜代加 
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